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Ｏ
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華



木

街

学

会



題
字
　
藤
　
枝
　
　
晃
　
刻



巻
　
頭

目
　
次

凡
　
例

目

言
―
―
機
器
の
目
ｏ
人
の
限

次

和
　
田

率
・…
‥
　
。１W41   111

一
九
九
七
年
出
上
の
木
簡

概

　

要

奈
良

・
平
城
宮
跡

奈
良

・
平
城
京
跡
①

奈
良

・
平
城
京
跡
②

奈
良

・
青
野
遺
跡

奈
良

・
藤
原
宮
跡

奈
良

。
酒
船
石
遺
跡

京
都

。
長
岡
宮
跡

渡

辺

晃

宏

′

山
　
下
　
信

一
郎
　
び

古
尾
谷
　
知
　
浩
　
％

原
田
　
香
織

・
三
好
　
美
穂

松
浦
工
輪
美
　
　
　
　
　
　
　
窄

安
井
　
一旦
也

・
松
浦
五
輪
美
　
不

寺
　
崎
　
保
　
広
　
乾

相
原
　
嘉
之

。
寺
崎
　
保
広
　
ン

中
島
　
信
親

・
山
口
　
　
均

清
水
　
み
き
　
　
　
　
　
　
　
％

長
岡
京
跡
左
京
二
条
四
坊
三
町野

島

長
岡
京
跡
右
京
六
条
二
坊
六
町

平
安
京
跡
右
京
三
条

一
坊
三
町

平
等
院
庭
園

細
工
谷
遺
跡

大
坂
城
跡

天
満
本
願
寺
跡

堺
環
濠
都
市
遺
跡

東
浅
香
山
遺
跡

大 大 大 大 大 京 京 京  京
阪 阪 阪 阪 阪 都 都 都  都

池   豆
峯   谷

龍   浩
彦 十 之 平 古 吹 伊 木 永

嶋 河 鳥 田 市 田 藤 村 堀
谷  居

良 洋 直 泰
和   信         大
彦 和 子 司 晃 子 潔 彦 輔

″ ∂′ カ タタ 〃 知 ″ びタ フ



猪
名
庄
遺
跡

屋
敷
町
遺
跡

加
都
遺
跡

明
石
城
武
家
屋
敷
跡

境
谷
遺
跡

茂
利
宮
の
西
遺
跡

安
坂

・
城
の
堀
遺
跡

大
将
軍
遺
跡

大
脇
城
跡

瀬
名
川
遺
跡

明
治
大
学
記
念
館
前
遺
跡

千
駄
ヶ
谷
工
丁
目
遺
跡

山
崎
上
ノ
南
遺
跡
Ｂ
地
点

西
原
遺
跡

松
本
城
三
の
九
跡
小
柳
町

松
本
城
下
町
跡
伊
勢
町

三
輪
田
遺
跡

一
本
柳
遺
跡

志
羅
山
遺
跡

三
条
遺
跡

上
高
田
遺
跡

山 山 岩 宮 宮 長 長 千 埼 東 京 静 愛 滋 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵
形 形 手 城 城 野 野 菜 玉 京 京 岡 知 賀 庫 庫 庫 庫 庫 庫 庫

高 菅
橋 原

実 弘
齋 水 央 樹 鈴 荒 荒 桐 大 及 追 中 北 仲 宮 高 別 渡 別 新 渡

藤 戸
異 専

木 木 木 村 熊 川 川 川 村 川 原 木 府 辺 府 竹 辺

弘
直     奎

季  吉 律 和  文 芳 洋  洋 由

健 美 人 武 彦 龍 龍 子 広 登 生 子 宏 靖 隆 史 二 昇 二 美 昇
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山 山 岡 岡 島 島 島 鳥 新 新 富 富 富 石 石 石 石 福 青 秋 山
口 口 山 山 根 根 根 取 潟 潟 山 山 山 川 川 川 川 井 森 田 形

山
田
遺
跡
　
　
　
　
　
　
〕呉
壁
　
　
建

・
松
田
亜
紀
子
　
″

払
田
柵
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
　
　
準
　
盟

大
光
寺
新
城
跡
遺
跡
　
　
　
　
　
　
渡
　
部
　
　
　
学
　
即

福
井
城
跡
　
　
　
　
　
　
本
多
　
達
哉

・
河
村
　
健
史
　
崩

金
石
本
町
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
　
川
　
重
　
徳
　
筋

戸
水
大
西
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
学副
　
田
　
雪
　
恵
　
朗

堅
田
Ｂ
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
　
口
　
を示
　
治
　
朗

七
尾
城
下
町
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
善
　
端
　
　
　
直
　
肪

蛇
喰
Ａ
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
　
保
　
孝
　
造
　
肪

二
日
五
反
田
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
久
　
々
　
忠
　
義
　
″

清
水
堂
Ｆ
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
　
島
　
昌
　
也
　
”

下
ノ
西
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
　
　
靖
　
”

中
倉
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
　
澤
　
幸
　
一　

胞

大
御
堂
廃
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
　
鈴
　
智
津
子
　
蒻

三
田
谷
Ｉ
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
田
　
一　
郎
　
Ｖ

有
福
寺
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
　
田
　
健
　
一　

カ

高
田
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
　
浦
　
弘
　
人
　
翻

百
間
川
米
田
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
中
　
野
　
雅
　
美
　
タ

津
寺
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
田
　
　
　
博
　
ツ

末
原
窯
跡
群

（灰
原
上
層
）

池
田
　
善
文

・
森
田
　
孝

一　

ν

萩
城
跡

（外
堀
地
区
）　
　
　
　
　
　
谷
　
口
　
哲
　
一　

切



香
川

・
高
松
城
跡

徳
島

・
観
音
寺
遺
跡

福
岡

・
上
長
野
Ａ
遺
跡

釈
文
の
訂
正
と
追
加

（
一
）

信
濃
の
古
代
と
屋
代
遺
跡
群

藤
　
好
　
史

藤
川
　
智
之

・
和
田

前
　
田
　
義

福
岡

・
香
椎
Ｂ
遺
跡

福
岡

。
博
多
遺
跡
群

福
岡

・
魚
屋
町
遺
跡

一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

（
二
〇
）

奈
良

・
藤
原
宮
跡
　
　
　
　
　
　
和
田
　
　
率

・
鶴
見

泰
寿
　
〃

兵
庫

・
山
垣
遺
跡

（第
六
号
）
　

　

加
古
千
恵
子

・
平
田

古
尾
谷
知
浩

兵
庫

・
袴
狭
遺
跡

（深
田
地
区
）
（第
ニ
ハ号
）

藤
　
田

再
び
長
屋
王
家
木
簡
と
皇
親
家
令
に
つ
い
て

〈長
野
特
別
研
究
集
会
の
記
録
〉

七
世
紀
の
屋
代
木
簡

七
世
紀
の
地
方
木
簡

鐘  俸  寺

江  田  内

宏  伊  隆

専

2J2 227

平 藤 藤

石 田 田

充 淳 淳

人 率 郎

2′イ 20J 20′

水 大 瀧

原 庭 本

道 康 正

範 時 志

兵
庫

・
袴
狭
遺
跡

（第
一
七
号
）

兵
庫

・
入
佐
川
遺
跡

（第
一
人
号
）

島
根

・
出
雲
国
庁
跡

（第
一
一
号
）

入
　
木

充
。…
‥

之
…
…
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七
世
紀
の
宮
都
木
簡

律
令
制
の
成
立
と
木
簡
―
十
七
世
紀
の
木
簡
を
め
ぐ
っ
て

討
論
の
ま
と
め

書
評
　
佐
藤
信
著

『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』

新
刊
紹
介
　
大
庭
脩
編
者

『木
簡
―
古
代
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
』

二冥

　

報

編
集
後
記

英
文
目
次

『木
簡
研
究
』
第

一
六
―
二
〇
号
総
目
次

研
究
集
会

（第
一
〇
回
１
第
一
九
回
）
。
特
別
研
究
集
会

（新
潟
。
長
野
）
報
告

一
覧

平
川

鶴
　
見
　
泰

舘
　
野
　
和

南

。
佐
藤

鈴  九  仁

木  山 藤

清

水

み

き
…

(1) Jb∂  Jσ6 JJ0 34/ J7J JJ8   JJ7 J20 JOJ

コ

ラ

ム

平
城
京
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
出
上
の
墨
書
土
器

藤
原
宮
出
土
の

「大
贄
」
木
簡

〈富
　　
　
　
と
ロ

「釈
文
の
訂
正
と
追
加
」
欄
の
新
設
に
つ
い
て

（渡
辺

（寺
崎

保 晃
広 宏

JJ 72



凡

伊J

一
、
以
下
の
木
簡
出
土
事
例
報
告
は
、
各
木
簡
出
土
地
の
発
掘
機
関

。
担
当
者

に
依
頼
し
て
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
体
裁
及
び
釈
文
の
記

載
形
式
な
ど
に
つ
い
て
は
編
集
担
当
の
責
任
に
お
い
て
調
整
し
た
。
執
筆
者

の
所
属
が
発
掘
機
関
と
異
な
る
場
合
に
は
、
執
筆
者
名
に
註
記
を
加
え
た
。

一
、
報
告
は

「
一
九
九
七
年
出
上
の
木
簡
」
、
コ

九
七
七
年
以
前
出
土
の
木

簡
」
、
及
び

「釈
文
の
訂
正
と
追
加
」
の
三
欄
に
分
け
て
掲
載
し
た
。

一
、
各
欄
ご
と
の
遺
跡
の
排
列
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
奈
良
時
代
の
五
畿
七
道
の

順
序
に
準
じ
た
。

一
、
各
遺
跡
の
記
載
は
、
所
在
地
、
調
査
期
間
、
発
掘
機
関
、
調
査
担
当
者
、

遺
跡
の
種
類
、
遺
跡
の
年
代
、
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要
、
木
簡
の

釈
文

・
内
容
、
関
係
文
献

（当
該
木
簡
掲
載
の
報
告
書
な
ど
）
の
順
と
し
、
建

設
省
国
土
地
理
院
発
行
の
五
万
分
の

一
地
形
図
を
使
用
し
て
、
木
簡
出
土
地

点
を
▼
で
示
し
た
。
（　
）
内
は
図
幅
名
で
あ
る
。

な
お
、
「釈
文
の
訂
正
と
追
加
」
の
欄
で
は
、
当
該
報
告
が
掲
載
さ
れ
た

本
誌
の
号
数
を
遺
跡
名
の
下
に

（　
）
で
明
記
し
、
地
図
は
原
則
と
し
て
割

愛
し
た
。
ま
た
、
「遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要
」
は
省
略
し
、
必
要

な
場
合
は

「木
簡
の
釈
文

。
内
容
」
に
お
い
て
最
少
限
の
言
及
を
行
な
っ
た
。

一
、
紹
介
す
る
木
簡
に
は
遺
跡
ご
と
に
木
簡
番
号
を
付
し
、
い
で
示
し
た
。
数

次
の
調
査
の
木
簡
を

一
括
し
て
紹
介
す
る
場
合
は
、
調
査
ご
と
の
通
し
番
号

と
し
た
。
な
お
、
「釈
文
の
訂
正
と
追
加
」
で
は
、
既
報
告
木
簡
の
訂
正
、

新
出
木
簡
の
追
加
の
順
と
し
、　
一
括
し
て
通
し
番
号
を
付
し
た
。

一
、
釈
文
の
漢
字
は
概
ね
現
行
常
用
字
体
に
改
め
た
が
、
「賃
」
「證
」
「龍
」

「廣
」
翌
置

「應
」
な
ど
に
つ
い
て
は
正
宇
体
を
使
用
し
、
異
体
字
は

「
マ
」
「チ
」
「手
」
「季
」
「外
」
な
ど
に
つ
い
て
の
み
使
用
し
た
。

一
、
釈
文
下
段
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
木
簡
の
長
さ

（文
字
の
方
向
▼

幅

。
厚

さ
を
示
す

（単
位
は
〕
。
欠
損
し
て
い
る
場
合
の
法
量
は
括
弧
つ
き
で
示
し

た
。
そ
の
下
の
三
桁
の
数
字
は
型
式
番
号
を
示
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発

掘
機
関
に
お
け
る
木
簡
番
号
が
あ
る
場
合
に
は
最
下
段
に
示
し
た
。
な
お
、

「釈
文
の
訂
正
と
追
加
」
の
欄
に
お
い
て
釈
文
を
訂
正
す
る
木
簡
に
つ
い
て

は
、
型
式
番
号
の
次
に
既
掲
載
号
数
と
木
簡
番
号
を
１７
②
の
ご
と
く
付
し
た
。

一
、
釈
文
に
加
え
た
符
号
は
次
の
通
り
で
あ
る

（
�
頁
第
１
図
参
照
）
。

「　
」
　

　

木
簡
の
上
端
な
ら
び
に
下
端
が
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と

を
一不
す

（端
と
は
木
目
方
向
の
上
下
両
端
を
い
う
）。

＜
　
　
　
　
木
簡
の
上
端

・
下
端
な
ど
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

ミ

ミ
　
　
抹
消
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
が
、
字
画
の
明
ら
か
な
場
合
に
限

り
原
字
の
左
傍
に
付
し
た
。

ｏ
　
　
　
　
穿
孔
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

■

■
■
　
　
抹
消
に
よ
り
判
読
困
難
な
も
の
。

□
□
□
　
　
欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。



口
日
」―
一　
　
久
損
文
字
の
う
ち
字
数
が
推
定
で
き
る
も
の
。

口
日
国
　
　
欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

×
　
　
　
　
前
後
に
文
字
の
続
く
こ
と
が
内
容
上
推
定
さ
れ
る
が
、
折
損

な
ど
に
よ
り
文
字
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
。

『　
』
　

　

異
筆
、
追
筆
。

い＝
―
　
　
　
　
ハ
四占
い。

・
　

　

　

木
簡
の
表
裏
に
文
字
の
あ
る
場
合
、
そ
の
区
別
を
示
す
。

〔
　
〕
　

　

校
訂
に
関
す
る
註
で
、
原
則
と
し
て
釈
文
の
右
傍
に
付
し
、

本
文
に
置
き
換
え
る
べ
き
文
字
を
含
む
場
合
。

（　
）
　

　

右
以
外
の
校
訂
註
お
よ
び
説
明
註
。

〔
×
　
〕
　

文
字
の
上
に
重
書
し
て
原
字
を
訂
正
し
て
い
る
場
合
、
訂
正

箇
所
の
左
傍
に

・
を
付
し
原
字
を
上
の
要
領
で
右
傍
に
示
す
。

力
　
　
　
　
筆
者

・
編
者
が
加
え
た
註
で
疑
間
の
残
る
も
の
。

マ

　ヽ
　
　
文
字
に
疑
間
は
な
い
が
意
味
の
通
じ
難
い
も
の
。

‥
…
。
　

　

同

一
木
簡
と
推
定
さ
れ
る
が
、
折
損
な
ど
に
よ
り
直
接
つ
な

が
ら
ず
、
中
間
の
文
字
が
不
明
な
も
の
。

Ｈ
　
　
　
　
組
版
の
関
係
で

一
行
の
も
の
を
二
行
以
上
に
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
行
末

・
行
初
に
つ
け
た
も
の
。

＊
　
　
　
　
巻
頭
図
版
に
写
真
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。

一
、
釈
文
の
最
下
段
に
三
桁
で
示
し
た
型
式
番
号
は
、
木
簡
の
形
態
を
示
し
、

つ
ぎ
の

一
人
型
式
か
ら
な
る

（�
頁
第
２
図
参
昭
じ
。

短
冊
型
。

短
冊
型
で
、
側
面
に
孔
を
穿
っ
た
も
の
。

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損

・
腐
徴
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も
の
。

小
形
矩
形
の
も
の
。

小
形
矩
形
の
材
の

一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の
。
方

頭

・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る
。

長
方
形
の
材
の

一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
、
他
端
を
尖

ら
せ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は

折
損
あ
る
い
は
腐
欲
し
て
不
明
の
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
作
っ

た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
作
り
、
残
り
の
部
分

の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
し
て
い
る
が
、
他
端

は
折
損

・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
端
は
折

損
あ
る
い
は
腐
蝕
し
て
不
明
の
も
の
。

ｏ
鷹
型
式

ｏ
８
型
式

ｏ
Ｓ
型
式

ｏ
馘
型
式

ｏ
罵
型
式

ｏ
留
型
式

ｏ
駕
型
式

ｏ
協
型
式

ｏ
毬
型
式

ｏ
占
型
式

ｏ
島
型
式

ｏ
６
型
式

ｏ
留
型
式

ｏ
毬
型
式



凡  例

ｏ
２
型
式
　
用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

ｏ
３
型
式
　
用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

ｏ
留
型
式
　
折
損
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の
。

ｏ
潔
型
式
　
削
婿
。

な
お
、
中

。
近
世
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
型
式
番
号
に
適
合
し
な

い
も
の
が
多
い
の
で
、
註
記
を
省
略
す
る
場
合
が
あ
る
。

一
、
こ
の
凡
例
は
木
簡
出
土
事
例
報
告
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
論
文
な
ど
に

お
い
て
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
用
い
る
も
の
で
は
な
い
。

一
、
英
文
目
次
は
天
理
大
学
の
エ
ド
ワ
ー
ズ

・
ウ
ォ
ル
タ
ー
氏
に
お
願
い
し
た
。

一
　

　

一瑠

　

　

　

哄

ｘｘ純否帥跡
猷巌炉那」

卵

□

薦

圏

円

▼
蝉

圏

け四日

曰

厘
蝦

「
＜
武
蔵
国
男
袋
郡
余
戸
里
大
贄
鼓

一
斗
入
平
十
八
年
十

一
月
」

第1図 木簡釈文の表記法

15 cm

泉
進
上
材
十
二
条
中

叡
烈
留
割
劉
打

第 2図 木簡の形態分類





平a

功虎ニ
τゴヨ
跡

奈
良

・

１
　
所
在
地
　
　
　
一　
奈
良
市
佐
紀
町
、
二

。
三
　
奈
良
市
法
華
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
１
七
月
、
二
　
一
九
九

七
年

一
〇
月
―

一
九
九
八
年

一
月
、
三
　
一
九
九
七
年
七

月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
町
田
　
立早

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

。
官
衛
跡
、
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
式
部
省
東
方

。
東
面
大
垣

（第
一
一七
四
次
調
査
）

第
二
七
四
次
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
継
続
し
て
行
な
っ
て
き
た
壬
生
門

（南
面

東
円
）
内
東
方
官
衡
の
発
掘
調
査
の
最
終
段
階
と
し
て
、
東
面
大
垣
と
そ
の
周

辺
約

一
人
〇
〇
ポ
を
発
掘
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
地
は
奈
良
時
代
前
半
の
式

部
省
東
官
衛
、
同
後
半
の
神
祗
官
の
遺
構
を
検
出
し
た
第
二
七
三
次
調
査
区

（本
誌
第
一
九
号
参
昭
じ

の
東
隣
に
あ
た
る
宮
東
南
隅
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
奈
良
時
代
の
主
な
遺
構
と
し
て
、
宮
東
面
大
垣
と
造
営
時
の

添
柱
列

。
堰
板
溝
跡
な
ど
の
関
連
遺
構
、
溝
五
条
、
掘
立
柱
塀
二
条
、
掘
立
柱

建
物
六
棟
、
東

一
坊
大
路
、
暗
渠

一
基
、
橋
状
遺
構

一
基
な
ど
を
検
出
し
た
。

平城宮跡発掘調査位置図



1997年 出上の木簡

東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
は
、
調
査
区
北
方
に
あ
る
小
子
門
西
脇

を
経
て
宮
内
か
ら
南
流
す
る
排
水
路
で
、
宮
東
面
外
堀
を
兼
ね
る
南
北
溝
。
幅

約
六

・
三
ｍ
、
深
さ
○

・
八
―

一
。
四
ｍ
。
上
層
は
平
安
時
代
以
降
、
下
層
は

奈
良
時
代
の
堆
積
。
下
層
は
四
層
に
大
別
で
き
、
幅
約
四
ｍ
、
深
さ
Ｏ

・
五
―

○

。
人
ｍ
で
あ
る
。
溝
は
何
度
も
改
修
を
受
け
、
遷
都
当
初
の
堆
積
は
残
存
し

な
い
。
後
述
の
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
を
切
っ
て
本
溝
が
改
修
さ
れ
、
溝
最
下
層
に

天
平
宝
字
の
年
紀
木
簡
を
含
む
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
後
半
の
堆
積
と
考
え
ら

れ
る
。
護
岸
施
設
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
テ
ラ
ス
状
の
段
を
西
岸
で
検
出
し
た
。

宮
内
基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
は
、
東
面
大
垣
の
西
側
を
南
流
す
る
南
北

溝
で
、
幅
六

・
〇
―
七

・
八
ｍ
、
深
さ

一
。
一
―

一
・
三
ｍ
。
溝
の
堆
積
は
上

下
三
層
に
大
別
で
き
、
奈
良
時
代
の
堆
積
土
で
あ
る
下
層
は
、
幅
五

・
三
ｍ
、

深
さ
○

・
六
エ
ー
○

・
八
ｍ
。
本
溝
も
数
度
の
改
修
で
遷
都
当
初
の
堆
積
は
残

存
せ
ず
、
や
は
り
奈
良
時
代
後
半
の
堆
積
と
考
え
ら
れ
る
。
三
―
四
期
に
区
分

で
き
、
当
初
は
素
掘
滞
だ
が
、
後
に
溝
幅
を
狭
め
、
石
積
護
岸
が
施
さ
れ
る
。

東
面
大
垣
Ｓ
Ａ
四
三
四
〇
は
、
宮
の
東
面
を
画
す
る
南
北
方
向
の
築
地
塀
で
、

約
四
人
ｍ
分
を
検
出
し
た
。
最
大
三
六
∽
の
掘
込
地
業
を
施
し

一
層
あ
た
り
約

五
伽
の
厚
さ
で
版
築
し
た
も
の
で
、
残
存
高
は
最
大
○

・
七
ｍ
、
残
存
基
底
幅

は
最
大
三

・
六
二
ｍ
で
あ
る
。
下
層
に
掘
立
柱
塀
は
な
く
、
当
初
か
ら
築
地
塀

で
あ
る
。
大
垣
は
、
奈
良
時
代
前
半
ま
で
は
調
査
区
中
央
や
や
北
で
開
口
し
、

そ
こ
を
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
が
貫
流
し
て
い
た
。
そ
の
開
口
幅
は
、
遷
都

当
初
の
第
Ｉ
期
大
垣
で
南
北
約
六

・
二
ｍ
、
後
に
狭
め
ら
れ
幅
約
三

。
六
ｍ
と

な
り
、
埋
立
部
に
継
ぎ
足
し
の
第
Ｈ
期
大
垣
が
造
営
さ
れ
る
。
最
後
に
開
口
部

分
を
埋
め
て
第
Ⅲ
期
大
垣
が
造
ら
れ
、
大
垣
は
完
全
に
開
塞
す
る
。

東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
六
工
Ｏ
は
、
東
面
大
垣
の
開
口
部
分
を
開
渠
で
抜
け
、
Ｓ

Ｄ
三
四

一
〇
か
ら
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
に
東
流
す
る
溝
。
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
の
水
量
を

軽
減
し
、
宮
東
南
隅
部
分
で
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
の
分
水
路
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
Ａ
は
遷
都
当
初
の
素
掘
溝
。
幅
五

・
五
ｍ
、
深
さ

一
・
五
ｍ
。

大
垣
造
営
に
先
だ
つ
も
の
で
、
第
Ｉ
期
大
垣
造
営
後
も
機
能
し
た
。
次
に
、
Ａ

溝
を
埋
め
立
て
て
、
幅
を
約
二

・
九
ｍ
に
狭
め
た
Ｓ
Ｄ

一
七
六
工
Ｏ
Ｂ
、
さ
ら

に
改
修
さ
れ
幅
約

一
・
六
ｍ
の
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
Ｃ
と
な
る
。
Ｂ

・
Ｃ
溝
に
は

大
垣
横
断
部
分
に
石
の
護
岸
が
、
大
垣
か
ら
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
ま
で
の
間
に
は
杭

列
護
岸
が
設
け
ら
れ
た
。
Ｃ
溝
は
、
堆
積
土

・
埋
立
土
か
ら
軒
瓦
六
三
二
五
Ａ

（Ｉ
１
２
期
Ｉ
Щ
１
１
期
）、
埋
立
土
か
ら
平
城
宮
Ⅲ
古
段
階

（七
一一５
１
七
四
〇

年
頃
）
の
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
天
平

一
〇
年

（七
三
八
）
前
後
に
廃
絶
、

大
垣
が
閉
塞
す
る
第
Ⅲ
期
の
造
営
も
そ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

大
垣
と
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
と
の
間
の
嬬
地
部
分
で
掘
立
柱
建
物
五
棟
、
掘
立
柱

塀

一
条
を
検
出
し
た
。
こ
の
う
ち
、
Ｓ
Ｂ

一
七
六
三
〇
Ａ

・
Ｂ
は
奈
良
時
代
前

半
、
Ｓ
Ｂ

一
七
六
三
三
は
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
廃
絶
後
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
内
で
検
出
し
た
橋
状
遺
構
Ｓ
Ｘ

一
七
六
四
〇

（桁
行
三
間
×
梁

間
一
間
）
は
溝
の
水
流
を
利
用
し
た
便
所
遺
構
の
可
能
性
が
あ
る
。

遺
物
は
、
上
記
三
条
の
溝
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
埋
立

上
出
土
土
器
は

一
括
性
が
高
く
、
平
城
宮
Ⅲ
土
器
古
段
階
の
好
資
料
で
あ
る
。



東

一
坊
大
路
西
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溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五
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1997年出上の木簡

木
製
品
と
し
て
、
加
工
板
、
箸
状
木
器
、
刀
装
具
の
様
、
刀
子
形
、
漆
器
椀
、

独
楽
、
賽
子
、
算
木
、
す
り
ざ
さ
ら
、
琴
柱
、
人
形
、
太
刀
形
、
鳥
形
な
ど
、

金
属
製
品
と
し
て
、
和
同
開
亦

・
万
年
通
宝

・
神
功
開
宝
、
金
銅
装
刀
子
把
口

金
具
、
金
銅
鋲
、
銅
鉾
帯
金
具
、
彼
具
の
弓
金
具
、
彼
板
、
九
輌
、
海
老
徒
牡

金
具
、
刀
子
、
銅
大
刀
装
具
、
銅
製
人
形
な
ど
が
出
土
し
た
。
瓦
類
の
顕
著
な

も
の
と
し
て
、
三
彩
軒
丸
瓦
、
緑
釉
隅
木
蓋
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
は
、
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
か
ら

一
〇
四
六
点

今
つ
ち
削
暦
九
四
四
点
）、
Ｓ

Ｄ
三
四

一
〇
か
ら
人
三
点

命
つ
ち
削
婿
エハ
五
点
）、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
か
ら
三
〇
九

二
点

命
つ
ち
削
婿
二
一全
全
百
じ
、
出
土
遺
構
不
明

一
四
点
、
合
計
四
二
三
人
点

（う
ち
削
暦
一三
ハ
七
二
点
）
が
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
木
簡
は
、
ほ
と
ん

ど
Ｂ

・
Ｃ
溝
出
上
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
木
簡
は
、
最
下
層
の
木
居
混
じ
り

暗
褐
粘
土
層
と
そ
の
上
の
バ
ラ
ス
混
暗
灰
砂
質
土

・
灰
褐
粗
砂
層
を
中
心
に
出

土
し
た
。
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
木
簡
は
、
主
に
最
下
層
の
灰
褐
バ
ラ
ス
・
暗
灰
粘
土

層
か
ら
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
上
流
の
官
内
で
投
棄
さ
れ
て
調
査
地
に
堆
積
し

た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、
特
定
の
史
料
群
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
多

様
な
内
容
で
あ
る
。
た
だ
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
出
土
木
簡
に
は
東

一
坊
大
路
上
か

ら
投
棄
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
可
能
性
は
皆
無
で
な
か
ろ
う
。

木
簡
以
外
の
文
字
資
料
と
し
て
、
「蘇
醒
酔
咤
「莫
取
研
□
盤
／
□
風
」
「北

僧
坊
」
「朝
」
「□
支
良
女
」
「近
衛
」
「□
厨
」
「西
」
「狛
」
「茄
」
「□
附
名

□
」
「朝
」
「職
」
な
ど
と
記
し
た
墨
書
土
器
、
「修
」
「理
」
「中
」
「真
依
」

「
乙
万
呂
」
な
ど
の
刻
印
瓦
が
出
上
し
た
。

一
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
八
〇
次
調
査
東
区
）

第
二
人
○
次
調
査
は
、
東
院
地
区
の
庭
園
遺
構
周
辺
で
南

・
北

。
東
区
の
三

カ
所
合
計
約
七
〇
〇
ポ
を
発
掘
し
た
。
南
区
で
は
、
東
院
東
南
隅
部
分
を
調
査

し
、
東
面
大
垣

・
南
面
大
垣
と
そ
の
雨
落
溝
、
二
条
条
間
路
北
側
溝
、
庭
園
の

池
に
伴
う
溝
、
バ
ラ
ス
敷
な
ど
を
検
出
し
た
。
従
来

「隅
楼
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
楼
閣
状
建
物
Ｓ
Ｂ
五
八
八
〇
の
全
貌
が
解
明
さ
れ
、
二
間
×
二
間

（八
尺
等

間
）
の
身
舎
に
間
日

一
六
尺
の
庇
が
西
と
北
に
つ
く
建
物
、
あ
る
い
は
三
間
×

二
間
の
東
西
棟
に
間
口
一
六
尺
の
北
庇
が
東
寄
り
に
つ
く
建
物
で
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
。
北
区
で
は
、
庭
園
内
の
東
面
大
垣
西
側
を
調
査
し
た
。
東
区
で
は
、

東
二
坊
坊
間
路
と
二
条
条
間
路
と
の
交
差
点
北
部
を
調
査
し
、
二
条
条
間
路
北

側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
、
東
二
坊
坊
間
路
路
面
と
そ
の
東
西
両
側
溝
な
ど
を
検
出

し
た
。
東
二
坊
坊
間
路
に
は
新
旧
二
時
期
が
あ
っ
て
、
当
初
は
坊
間
路
相
当
の

道
路
と
し
て
造
作
さ
れ
、
後
に
大
路
と
同
等
の
道
路
に
拡
幅
さ
れ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。

木
簡
は
東
区
の
調
査
の
う
ち
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
か
ら
三
点
、
拡
幅
後
の
二
条

条
間
路
東
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
七
七
九
か
ら

一
一
点
、
合
計

一
四
点
出
土
し
た
。

〓
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
八
四
次
調
査
南
区
）

第
二
人
四
次
調
査
は
、
東
院
庭
園
の
園
池
南
西
部
の
北
区
、
南
面
大
垣
か
ら

二
条
条
間
路
北
側
溝
ま
で
の
南
区
、
合
計
約
七
工
Ｏ
ポ
を
発
掘
し
た
。
北
区
で

は
東
院
上
層
園
池
Ｓ
Ｇ
五
人
○
Ｏ
Ｂ
、
奈
良
時
代
末
期
の
州
浜
Ｓ
Ｘ

一
七
七

一

〇
、
二
時
期
の
園
池
南
岸
建
物
Ｓ
Ｂ

一
七
五
人
三

。
Ｓ
Ｂ

一
七
七
〇
〇
な
ど
を
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1997年 出上の木簡

検
出
し
た
。
南
区
で
は
南
面
大
垣
Ｓ
Ａ
五
五
〇
五
、
大
垣
南
雨
落
溝
Ｓ
Ｄ
九
三

七
工
と
そ
の
下
層
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
七

一
七
、
二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五

二
〇
〇
Ａ

・
Ｂ
、
嬬
地
上
で
建
物
五
棟

。
土
坑
な
ど
を
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｄ
五
二

〇
〇
Ａ
は
、
遷
都
当
初
開
削
の
Ａ
ａ
溝
と
、
北
岸
で
約

一
。
七
ｍ
南
に
ず
ら
し

た
Ａ
ｂ
溝
の
二
時
期
が
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ
は
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ａ
を
南

に
約
三
ｍ
ず
ら
し
開
削
し
た
も
の
で
、
石
組
み
護
岸
の
な
い
Ｂ
ａ
溝
、
改
修
し

て
石
組
み
護
岸
を
施
し
た
Ｂ
ｂ
溝
の
二
時
期
が
あ
る
。
Ａ
ｂ
溝
か
ら
Ｂ
ａ
溝
ヘ

の
改
修
時
期
だ
が
、
第

一
二
〇
次
調
査
で
和
銅

・
養
老
の
年
紀
木
簡
が
出
土
し
、

今
回
も
Ａ
ａ
溝
か
ら
養
老
六
年

（七
壬

し

の
木
簡
が
出
上
し
た
が
、
郡
郷
制

下
の
可
能
性
が
あ
る
荷
札
木
簡

全
二
ω
）
も
出
土
し
て
お
り
、
確
言
で
き
な
い
。

恭
仁
遷
都
前
の
天
平
年
間
前
半
と
推
測
し
て
お
く
。
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ
ａ
段
階

で
は
、
そ
れ
ま
で
空
閑
地
で
あ
っ
た
嬬
地
部
分
に
建
物
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
式
部
省
東
方

。
東
面
大
垣

（第
一
一七
四
次
調
査
）

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
一
七
六
五
〇

ω

　

「内
蔵
出
絶
十
四
匹

上
総
布
十
端
　
糸
汁
約

〔
段
ヵ
〕

凡
布
十
端
　
　
布
四
十
□
　
　
右
依
内
侍
牒
進
」

う
ち
、
掘
立
柱
東
西
棟
建
物
Ｓ
Ｂ

一
七
六
九
四
は
最
も
新
し
く
、
桁
行
三
間
以

上

（九
尺
等
間
）
×
梁
間
二
間

（九
・
五
尺
等
問
）
の
身
舎
に
南
庇

（九
・
五
尺
）

が
つ
く
。
し
か
し
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
Ｏ
Ｂ
ｂ
が
機
能
す
る
奈
良
時
代
末
期
に
は
、
嬬

地
部
分
は
再
び
空
閑
地
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

主
な
遺
物
と
し
て
は
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
Ｏ
Ａ
か
ら
馬
形
、
Ｓ
Ｘ

一
七
七
〇

一

（奈
良
時
代
後
半
の
園
池
南
岸
建
物
Ｓ
Ｂ
一
七
七
〇
〇
の
北
側
柱
筋
の
布
掘
地
業
）
か

ら
斎
串
、
嬬
地
上
の
南
北
濤
Ｓ
Ｄ

一
七
六
九
五
か
ら
巡
方
表
金
具
と
鈍
尾
裏
金

具
が
出
土
し
、
ま
た
包
含
層
か
ら
新
型
式
の
唐
草
文
鬼
瓦
が
出
土
し
た
。

木
簡
は
、
南
区
の
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ａ
か
ら

一
九
点
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
Ｏ
Ｂ
か
ら

一
点
、
同
北
岸
護
岸
石
裏
込
め
か
ら
二
点
、
Ｓ
Ｂ

一
七
六
九
四
の
南
庇
の
西
か

ら
二
基
め
の
柱
穴
か
ら

一
点

・
土
坑
Ｓ
Ｋ

一
七
六
九
二

（時
期
不
明
）
か
ら

一

点

・
出
土
地
不
明

一
点

（
い
ず
れ
も
判
読
で
き
ず
）、
合
計
二
五
点
が
出
上
し
た
。

〔月
ヵ
〕

③

　

□
□
□
六
斤
養
老
五
年
十
□

（
Ｐ
の
向
）
×
Ｐ
Φ
×
卜
　
ｏ
∞
Ｐ

驚
益
受
Ｐ
ヨ
ｘ
　
　
い

　

口
老
五
年
四
月
辰
時
付
神
人
安
麻
呂
」

（
“

９

×
］
］
×
］

ｏ
‘

」
　
　
　
　
　
　
　
０

」　∞φ『×
∞Φ×
ド　　ｏＰＰ

□
内
親
王
宮
　
□

〔神
亀
ヵ
〕

□
□
□

（霊
×

０

涯

ｏ露

②
　
。
「申

進
殿
門

薦
草
十
尺
人
尺
束

又
菅
十
尺
人
尺
束
貶
御
酷
欲
択
束
此
者

〔臣
ヵ
〕

・
「
　
　

　

養
老
三
年
十
月
八
日

知
末
呂
申
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中
務
省
解〔国

ヵ
〕

「
召
高
橋
□
足
」

。
大
倭
目
進
稲
六
十
四
□

・
『　
　
　
　
　
　
　
　
】
畢
□
口

撃
縦
暫
半
融
Ｙ
Ｔ
□
鉛
湘
ユ
難
□

同
Ｈ
日
回
□
□
□
□
ロ
ヒ

「伊
豆
国
那
賀
郡
那
賀
郷
回

。
「
＜
美
濃
目
厚
見
郡
大
【酢

肥
」

Ｌ
＜
　

米
六
キ
　
　
　
　
」

「
＜

智
夫
郡
由
良
里
蝋
岸
刺
＜

」

「
＜
伊
予
国

，
予
郡
古
鯨
酢
ヵ
〕

・
＜
【際

妃
年
魚
入

一
キ
七
升
六
合
」

。
＜
員
二
百
対
百
　
　
　
　
　
　
」

「内
舎
人
平【酔
，〕

〔使
営
元
位
労
〕．

回
部
回
□
□

〔］　。一局‡舘Ｍヵ〕

『正
人
位
上
回
』
（削
り
残
じ

・
□
高
夫
□

側
　
。
「槻
本
連
少
床
　
　
　
　
　
宍
人
【帥
ヵ
〕

。
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□

高
夫
久
　
１
□

正
月

マ
得
足査

一面
，〕

l191

□
　
若
桜
部
牛
養

土
師
宿
祢
□
□

□
連
山
守
□

３
μ

宗
ヽ
Ｘ
∞
ヽ
×
φ
　
ｏ
い
い

含
い停）
Ｘ
（ωψ
×
∞

寓
μ

含
ド
ド
）
Ｘ

∞
釦
×
ド
　

０
い
０

ω
へ
ヽ
×

い
０
×

式
　

Ｏ
ф
ф

含
Ｓ
）
ｘ
苗
×
”
　
ｏ
駕

側　
・□卿

μ
Ｎ
∞
×
一∞
騨
×
い
　
燎
薄

（
中
↓
０
）
Ｘ
的
卜
×
０
　
０
∞
や

（
３

）
‐×
鱗

ｘ
⇔

０
こ

丼
Ｏ
Φ
μ

（８
）×
（ミ
）
Ｘ
∞

一鸞

台
窓
）
ｘ
む
）
×
ぬ

寓
岸

（３
じ
×
Ｇ
ｅ
Ｘ
卜　
寓
い

（ωド∞）
×
中∞
Ｘ
Ｏ
　
ｏ∞ド

Φ
Φ
中

Ｏ
Ｃ
μ



1997年 出上の木簡

251    90    931宮
内
基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇

い
　
。
□
上
　
瓜
四
九
　
茄
子
六
丸
　
使
秋
女
」

。
　

　

　

六
月
八
日
国
麻
呂
　
　
　
　
」
　

（］じ
る
彙
∞
ｏむ

側

　

「西
大
寺
元
興
寺
□
□
供
養
＜
」
　

　

　

　

ＮΦ受
］隻
∞
ｏ∞望

④
　
。
「
＜
幡
多
郷
戸
主
葛
木
□

。
「
＜
同
回
麻
呂

同
小
国
　
　
　
　
　
　
（懸
×
］癸
”
愚

（裏
面
二
未
貫
通
ノ
小
孔
ホ
ボ
等
間
隔
二
一
四
ア
リ
）

渕

　
　
部
呻
鰤

一Ш

一

一Ш
軸

一坤
岬

“
一酬

・
一Ш

一
・酬

・

酬̈
中
鶏
ギ

Ｐ３
）
×
卜

儲
μ

・

当
□

〔老
ヵ
〕

・
×
□
五
年
□

□
三
斗
九
升

造
警

□
岬

□
礫

東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一

「謹
解
申
請
給
布
事

合

一

『ｌ

＝

』
」

（重
書
）

「請
請
食
常
　
治
部
日
Ｈ
日
―十
日
Ｈ
回
」

「謹
啓
　
申
請
銭
□

□
注
状
謹
□

「
□
　
　
□

□

□

□

□

「請
間
食
五
□
…
□
五
人
料
□

「草
湯
作
料
所
請
如
前
　
　
」

「
四
月
十
七
日
吉
田
古
麻
呂
」

「内
務
所
請
真
魚

「
　
　
四
月

一
日
大
×

「
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月

一
日
茨
田
嶋
国

進
酒
捌
升
壱
合

「進
酒
八
升

一
合

令

じ

×

∩

じ

×

］

ｏ
盟

」　　　　　　　　　　　　］騨∞×
］∞×
い　　ｏμい

正
月

一
日
茨
田
嶋
回
」
醤
益
契
］
冨
ｘ

（
］
卜
）
×
Ｐ
⇔
×
い
　
ｏ
∞
騨

］
ｏ
∞
×

（
⇔
）
×
∞
　
ｏ
∞
牌

Ｏ
Φ
Ｐ

Ｏ
Φ
〕

］
Ｐ
ｏ
×
Ｎ
Ｎ
×
］
　
ｏ
Ｐ
い

Ｐ
ｓ
ｏ
×

］
Φ
×

］
　

ｏ
μ
Ｐ

00    021

（
ド

９

×
伽
∞
×
ｏ
　
ｏ
‘

（
『
頓
＋
∞
∞
）
×
時
中
×
卜
　
ｏ
Ｐ
Φ



all

進
上
国
日

日
回
　
　
　
」

宝
字
五
年
十

一
月
五
日
」

謂

乎

口

依
敬
暫

上

「請
回
□
□
縄

一
方
珍
催
大
伴

「
　

　

　

　

十

二

月

七

日
私

絵

酔

酔

ヵ
〕

　

」

岸『
Ｐ
×
］授

］

ヨ

「
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

却

碑

潮

特

成

　

鵜

娯

義

□

」

「
洋

離

符

螂

人

主

　

大

資

人

紀

東

人

　

四

月

十

六

日

　

　

　

」

嗚
Φ
卜
×

］
ヽ
×

囀
　

ｏ
μ
牌

十
九
日
参

内
舎
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（§
×
］泉
Ｎ
露

〔村
ヵ
〕

□
□
□

　
　

　

□

汁
村
各
五
枚
　
　
自
員
外
破
板
十
枚
ｏ

」

十

一
日
模
作
千
足
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
」

（醤
×
∞支
∞
霞

〔千
力
〕

④

　

□
三
百
汁
五
枚
女
瓦

　

四
百
五
十
枚
辟
瓦

Ｓ
ｅ
浄
半

益

ｏ欝
　

・４

ｏ
□
日
料

〔
月
ヵ
〕

・
□
十
八
日
秦

一
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
益
受
］
霞

「
＜
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
仕
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
る
受
Ｎ
愚

「
＜
伊
豆
国
田
方
郡
久
寝
郷
物
部
宿
奈
麻
呂
調
×

（
Ｐ
『
い
）
×

∞
∞
×

∞
　

ｏ
∞
Φ

（
絆
］
］
）
×

］
Φ
×

∞
　

ｏ
∞
Φ

０

９

×

合

じ

×

⇔
　

ｏ
曽

。
「
＜
越
前
国
江
□
□

。
「
＜
天
平
宝
字
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
と
契
∞
ｏ慾

「
＜
神
門
郡
朝
山
郷
交
易
雑
魚
賠

一
斗
＜
」

Ｐ『伐
］叉
⇔
霞
ｘ

「
＜

出

雲

国

仁

多

郡

離
判
劉
揃
粉

一
籠

」
　

　

　

ＰＮ衰

∞反

∽

ｏ駕

〔
雑
力
〕

「
＜
出
雲
国
大
原
郡
来
次
郷
前
日
□
謄

一
籠
＜

天

平

宝

掴

鉄

許

　

　

　

」
ｇ

赴

睫

∞

霞

〔宝

（
“

ｅ

×

含

υ

×

”
　

Φ
盟

含

∞
じ

×

含

じ

×

∞
　

ｏ
曽

□
」
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「
＜
安
房
国
安
房
郡
□

「若
狭
国
三
方〔印
叱



。
「
＜
播
磨
国
美
嚢
郡
平
野
郷
」

。
「
＜
□
□
□
□
万
呂
六
百
文
」

「
＜
阿
波
国
名
方
郡

□
□
仕
丁
養
物
陸
伯
文
」

「鹿
宍
未
醤

「
＜
村
社
隊
宍
賠

「ｏ五
千
文
随
酬
六斤」

。
「
〇
一
千
文
天
平
宝
字
六
年
十
月
」

。
「
ｏ
貫
民
領
木
易
進
徳
　
　
　
　
」

「
ｏ
貫
三
野
廣
足
」

凸
従
塩
剛
酎
即
□

□
□
　
□
　
□

ハ
ツ

た
〕 150    15つ    661    159    15つ

160    1661 1651    160    1631 1621

1997年 出上の木簡

1611    1601

1701    1691    160

μ
］
ｏ
×
時
ヽ
×
∞
　
ｏ
∞
Ｎ

（
『
伽
）
×
Ｐ
ミ
×
岸
・
り
　
ｏ
∞
Φ

（
Φ
∞
）
×
Φ
×
∞
　
ｏ
Ｆ
Φ

（
言

じ

×
ぢ

×
∞
　
Φ
‘

（
Φ
『
）
×
ω
Ｐ
×
∞
　
Φ
∞
Φ

Φ
伽
×
Ｎ
］
×
卜
　
ｏ
］
］
キ

μ
ｏ
ｏ
×

μ
『
×

６
　

ｏ
］
∞

Ｘ

∞
μ
×

Ｐ
９
×

∞
　

Φ
釦
μ

（
Φ
Φ
）
×
ω
∞
×
９
　
ｏ
∞
騨

〔象
ヵ
〕

名

従
従
七
位
下
紀
朝
臣
真
□
」

〔益
ヵ
〕

名
□
船
身
道
衛
衛
国
益
□
　
」

〔
所
ヵ
〕

□
造
高
□
回
」

〔伊
ヵ
〕

□
本
監

『ロ
ヒ

「
一

女
〔聯

ヵ
〕

一
□

□

」

（刻
線
）
　

　

（刻
線
）

大
伴
虫

麻

〔
敷
ヵ
〕

。
「
□
□
津
嶋
鳥

□
□
益
益
　
　
」

。
「　
　
□
曹
男
足

『口

回

こ

佐
波
臣
□
麻
呂
□

〔
五
ヵ
呂
世
力
〕

μ
ヽ
岸
×

騨
卜
×

∞
　

Φ
Ｐ
Ｐ

（
μ
Ｏ
∞
）
×

（
Ｐ
∞
）
×

ω
　

ｏ
∞
牌

Φ
Φ
Ｐ

岸
卜
ｏ
×

¨
釦
×

ω
　

ｏ
Ｐ
μ

Φ
Φ
岸

Ｐ
ト
ト
×
∞
∞
×
∞
　
ｏ
騨
騨

（
Ｐ
伽
⇔
）
×

（
〇
）
×
ω
　
ｏ
∞
牌

μ
］
『
×
μ
⇔
×
∞
　
ｏ
μ
］

Φ
ψ
〕

「阿
倍
回
□
□
佐
貴
□
□
」

□

上
道
朝
臣



1711

・
長
谷
部
□
□

。
国
　
一
忌
部
小
龍

（刻
線
）

・
薦
□
□
□
放
□

三
井
部
里
人
雄
誕
３
時
唾

〔
郷
ヵ
〕

．聯
嚇
聞
マロ脚

呂
『餡
〕〕

Π

世

（刻
線
）
（刻
線
）

「
＜
板
茂
浜
成
汁
」

病
　
下
村
主
□

□
浄
足
　
阿
漏
国

□
足
走
　
河
内
国

1761    170    17017り

山
代
国
相
楽
□
…
□
□〔酢
≧

1731

□

大

□冨伴

目ヨ目写
カ   カ

（
μ
〕
卜
）
×
岸
∞
×
卜
　
ｏ
∞
解

含

牌
じ

×

（
ヽ
い
）
×
『
　
ｏ
⇔
い

牌
∞
騨
×

］
『
×

∞

（
∞
∞
十
ω
∞
）
×
（卜
∞
）
×
∞

（
い
い
十
］
ヽ
）
×
（
Ｐ
ｏ
）
×
（
］
）

661    e51    eつ     1831    eD    ell

（
中
〕
∞
）
×

（
∞
卜
）
×
Ｐ
ｏ
　
ｏ
∞
μ

（
ｇ

ｅ

×

含
じ

×
伽
　
Φ
館

（
牌
釦
Ｐ
）
×
釦
］
×
∞
　
ｏ
∞
］

（
∞
ｏ
）
×
Ｐ
∞
×
∞
　
ｏ
∞
〕

加
（鷲
）
×
戯
示
　
ｏ
露
キ

合

じ

×

ｓ

ｅ

×

μ
　

ｏ
２

（
ω
∞
）
×

（
］
∞
）
×

滓
　

ｏ
ｓ
Ｐ

６

９

×

Ｏ

じ

×

μ
　

ｏ
常

令

じ

×

ｃ

ｅ

×

β
　

ｏ
常

〔
婁
ヵ
〕

。

□
高
郡
牟
□
郡
合
七
郡

×
郡
□
□
久

名

７
雪
鋸
謳
引
回
』

⑩
　
。「轍
二
具
染【既
咄

801

名
□
　
□

麻
三
斤
八
両
三
分
四
鉢

回
麻
□
五
斤
十
両
鹿
角
□

□
□
　
□
　
　
　
□
　
」

□
　
木
綿

一
枚

天
平
宝
字
六
年

（軸
木
已

「麻
　
　
　
（猶
５

「戸
主〔酔
ヵ〕（檜一Ｂ

「鴨
縣
主

　

（植
Ｄ

河
内
国

　

（控
Ｂ
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041

〔
原
ヵ
〕

□
里
襦
　
　
（猶
Ｄ

〔
国
力
〕

「山
背
回
　
（檜
一扇
）

「矢
田
部
　
（檜
扇
）

〔
主
ヵ
〕

「□
ｏ
主
　
牝
」

「
　
ｏ
　
　
□
」
（裏
面
上
部
二
記
号
ニ
ツ
ア
リ
）

「
ｏ
善
戊
戊
戊
」

「
ｏ
要
善
戊
　
」

□
妻
善
妻
嬰
時
来
　
　
」

□
眼
見
眼
見
不
如
手
作
」

「
ｏ
嶋
坊
北

一
倉
匙
」

「
ｏ

『不
得
預
』
　

」

大
饗
□

口

□

ぐ

じ

×

ｓ

ｅ

×

い
　

ｏ
需

（
⇔
Ｐ
）
×

（
］
∞
）
×

ｏ

釦
　

ｏ
⇔
μ

６

じ

×

命

じ

×

ｗ
　

ｏ
２

Ｐ
釦
⇔
×
卜
『
×
Ｐ
　
ｏ
ω
頓

Ｐ
伽
『
×

卜
『
×

や
　

ｏ
⇔
”

（
Ｐ
ヽ
伽
）
×
Ｎ
Ｏ
×
Φ
　
ｏ
Ｐ
Φ
半

『
『
×

］
∞
×

『
　

ｏ
μ
Ｐ
Ｘ

台

じ

×

合

じ

×

Ｎ
　

ｏ
留

。
「
＜
少
国
麻
呂
　
口
開
入
長

一
尺
□

。
「
＜

一
寸

　

　

『日
日
日
日
日
回
』
（削
り
残
じ
（甍
ｙ
］叉
］
愚

。
「比
者
無
口

Ｌ
生
而
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（９
巡
支
『
ｇ

。
「前
神
神
□

。
「灰
灰
疵
庇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
溢

Φ驚

。
甲
斐
　
　
　
　
□
□

・
□
＋
　
木
善
佐
美

人
国
国

忍
　
乃
上
国
　
未
年

（表
裏
二
人
物
画
及
ビ
相
撲
絵
ア
リ
）

（］ＯΦ）
×
『ヽ
×
ヽ
　
ｏφ伽

〔
午
ヵ
〕

□
未
申
酉
戊
□

寅
卯
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ燎

〔辰
巳
午
ヵ
〕

（刻
線
）。一〕彩〕ウル彩子〔夕螂≧

（刻
線
）．一午細〕ゥルヵウ〕

い
い
×

（
〕
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
〕



①
は
、
内
蔵
寮
が
、
絶

。
上
総
布

・
糸

・
凡
布
な
ど
を

「内
侍
牒
」
に
よ
っ

て
支
出
、
某
所
に
進
上
し
た
際
の
送
り
状
で
あ
る
。
「内
侍
牒
」
と
は
、
天
平

八
年

（七
一三
０

の

「内
侍
司
牒
主
薪
所
」
３
大
日
本
古
文
圭
屋

〔編
年
。
以
下

『大
日
古
』
と
略
す
〕
二
十
四
・
八
買
）
の
よ
う
に
、
内
侍
司
の
牒
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
内
蔵
寮
は
中
務
省
に
属
し
天
皇
の
宝
物
や
日
常
の
物
品
を
掌
る
官
司
。

内
蔵
寮
が
内
侍
の
命
で
繊
維
製
品
を
支
出
す
る
例
と
し
て
は
、
御
服
料
な
ど
は
、

季
節
毎
に
内
侍
の
宣
に
従
っ
て
縫
殿
寮
に
出
し
充
て
る
と
い
う

『延
喜
式
』
巻

一
五
内
蔵
寮
の
規
定
が
参
考
に
な
る
。
本
木
簡
は
綾
な
ど
高
級
織
物
を
含
ま
ず
、

御
服
に
関
係
す
る
か
は
疑
間
だ
が
、
縫
殿
寮
宛
の
可
能
性
は
残
る
。
「内
侍
牒
」

に
よ
り
内
蔵
寮
が
物
品
を
進
上
す
る
宛
先
は
自
ず
と
限
ら
れ
よ
う
。

⑪
の
内
親
王
の
候
補
と
し
て
、
裏
面
の
年
号

「神
亀
」
を
根
拠
に
す
れ
ば
、

吉
備

・
阿
倍

・
井
上

・
不
破
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑥
は
、
中
務
省
解
と
書
し

た
削
居
。
⑭
は
、
高
橋
国
足
を
召
す
召
文
。
天
平

一
〇
年
に
遠
江
少
稼
で
あ
っ

た
人
物

ら
大
日
古
』
二
十

一
〇
八
買
）
と
同

一
人
か
は
不
明
。
①
は
大
倭
国

（天

平
九
年
一
二
月
に
大
養
徳
国
と
改
名
す
る
以
前
の
名
称
）
の
進
稲
木
簡
。
下
端
か
ら

三
分
の

一
あ
た
り
、
左
か
ら
右
下
に
抹
消
の
墨
線
が
引
か
れ
る
。
裏
面
は
飲
酒

に
関
す
る
と
思
し
き
興
味
深
い
習
書
。
あ
る
い
は
書
状
の
草
柔
か
。
①
ｌ
⑬
は

荷
札
。
⑩
は
美
濃
国
の
米
の
荷
札
。
『和
名
抄
』
厚
見
郡
条
に
は
市
俣
郷
が
み

え
る
が
、
本
木
簡
の
郷
名
の
第

一
字
め
は
か
す
か
に
残
る
墨
痕
に
よ
る
限
り

「大
」
と
読
め
る
。
⑫
は
伊
予
国
の
古
鯖
の
荷
札
。
こ
れ
ま
で
類
例
は
少
な
い

翁
平
城
宮
木
簡
』

一
、
一三
全

号
な
ど
）。
ｍ
口
の
高
夫
久
は
高
句
麗
系
の
高
氏

の
一
族
か
。

Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
出
土
木
簡
は
点
数
が
少
な
い
。
∞
は
八

・
茄
子
の
進
上
木
簡

か
。
働
は
西
大
寺

・
元
興
寺
で
の
仏
事
に
お
け
る

「供
養
」
に
関
わ
る
物
品
の

付
札
か
。
南
都
諸
寺
の
う
ち
西
大
寺

・
元
興
寺
の
ニ
カ
寺
で
行
な
う

「供
養
」

の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
。
上
端
を
圭
頭
と
し
、
下
端
を
尖
ら
せ
、
中
央
や
や

下
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
や
や
異
型
の
木
簡
で
あ
る
。
い
は
荷
札
。
幡
多
郷
は
、

河
内
国
爽
田
郡
、
摂
津
国
有
馬
郡
、
遠
江
国
長
下
郡
、
相
模
国
余
綾
郡
、
備
前

国
上
道
郡
、
淡
路
国
三
原
郡
に
所
在
し
て
お
り
、
特
定
で
き
な
い
。

Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
出
土
木
簡
は
、
内
容
と
し
て
は
、
食
料

。
布

・
銭
な
ど
物
品

を
請
求
す
る
木
簡
、
伊
勢

。
伊
豆

・
安
房

・
若
狭

・
越
前

。
出
雲

・
播
磨
な
ど

の
荷
札
、
板

・
瓦
な
ど
造
営
に
関
す
る
木
簡
、
銭
の
付
札
な
ど
が
あ
る
。

∞
は
布
を
請
求
す
る
木
簡
。
表
に
異
筆
が
あ
り
、
裏
面
記
載
は
常
食
支
給
の

請
求
の
習
書
か
。
①
は
銭
を
請
求
す
る
文
書
木
簡
。

⑪
は
、
吉
田
古
麻
呂
が
草
湯
を
作
る
材
料
を
請
求
し
た
木
簡
。
草
湯
は
草
薬

彿
む
薬
）
と
考
え
ら
れ
る
。
請
求
先
は
典
薬
寮
か
。
医
薬
関
係
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
吉
田
古
麻
呂
は
、
吉
田
宜
の
子
で
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
め

に
か
け
て
の
医
家

・
吉
田
連
古
麻
呂
と
同

一
人
と
見
な
せ
よ
う
。
古
麻
呂
は
、

宝
亀
七
年

（七
七
工◇

に
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
に
な
り
、
延
暦
三
年

（七
八
四
）
に
侍
医
の
ま
ま
内
薬
正
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
。
な
お
、
『廷
喜
式
』

巻
三
七
典
薬
寮
に

「凡
五
位
己
上
、
有
須
草
薬
者
、
就
寮
請
之
」
と
み
え
、
貴

族
が
草
薬
を
典
薬
寮
に
請
求
で
き
る
規
定
が
あ
る
が
、
古
麻
呂
は
そ
も
そ
も
医
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家
で
あ
り
、
本
木
簡
を
古
麻
呂
が
五
位
に
昇
進
後
の
も
の
と
見
な
す
必
要
は
必

ず
し
も
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
木
簡
に
は
草
湯
作
料
の
具
体
的
内
容
が
記

さ
れ
て
い
な
い
。
請
求
の
具
体
的
品
目
は
別
の
木
簡
に
書
か
れ
、
複
数
枚
で
情

報
が
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
別
紙
な
ど
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
は
不
詳
。

⑭
は
内
務
所
の
魚
請
求
木
簡
。
「内
」
は
天
皇
の
意
味
か
。
⑮
∞
は
酒
の
進

上
木
簡
。
記
載
内
容
は
同

一
。
同
筆
と
思
わ
れ
、
法
量
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

⑮
が
数
字
が
大
字
で
日
付

。
署
名
が
小
書
き
右
寄
せ
で
あ
る
の
に
対
し
、
∞
は

一
行
書
き
で
数
字
も
大
字
を
用
い
ず
、
書
風
も
よ
り
大
ら
か
で
あ
る
。
元
日
付

け
で
珍
し
く
、
正
月
各
官
司
で
催
さ
れ
た
饗
宴
に
供
す
る
酒
に
関
わ
る
も
の
か
。

〔営
ヵ
〕

⑬
は
、
政
所
の
宣
に
よ
っ
て
□
□
を
進
上
し
た
木
簡
。
「政
所
」
の
語
を
記

し
た
木
簡
は
、
調
査
区
の
上
流
、
宮
内
の
第
二
二
次
調
査
、
第

一
〇
四
次
調
査

で
出
土
例
が
あ
る
が

（『平
城
宮
木
簡
』
二
、
二
六
二
五
号
、
『平
城
宮
発
掘
調
査
出

土
木
簡
概
報
』
〔以
下

『城
』
と
略
記
〕
一
二
十

一
五
頁
）、
具
体
的
に
ど
こ
の
官
衛

な
い
し
は
貴
族
家
の
そ
れ
か
は
不
明
で
あ
る
。

①
は
縄
の
請
求
に
関
す
る
木
簡
か
。
「進
」
は
、
「職
」
「坊
」
の
第
三
等
官
。

⑩
は
、
本
調
査
区
南
側
の
第
三
二
次
調
査
で
、
奈
良
時
代
末
の
Ｓ
Ｄ
三
四

一

〇

。
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
か
ら
出
上
し
た

一帥
館
弐
升
少
進
大
伴
宿
祢
〔剛

記
」
な
ど

と
あ
る
木
簡

（『平
城
宮
木
簡
』
三
、
三
五
三
八
号
）
と
書
式

。
記
載
が
類
似
し
て

お
り
、
①
の

「少
進
大
伴
」
以
下
欠
失
部
に
も

「宿
祢
所
請
」
と
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
ち
な
み
に
、
第
二
五
九
次
調
査
で
も

「大
伴
少
進
」
と
書
い
た
木

簡
が
東
西
滞
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇

（Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
・
四
九
五
一
の
上
流
域
の
宮
内
道

路
南
側
溝
）
か
ら
出
土
し
、
奈
良
時
代
末
の
皇
后
宮
職
官
人
と
推
定
さ
れ
て
い

る

（本
誌
第
一
人
号
参
昭
一
が
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
は
判
然
と
し
な
い
。

⑩
は
、
六
人
の
名
前
を
連
ね
た
歴
名
。
召
文
の
類
か
。
左
右
は
二
次
的
削
り

か
。
表
の
上
部
に
は
現
状
で
は
墨
痕
が
確
認
で
き
な
い
。
「畠
賢
達
」
「子
部
人

主
」
「紀
東
人
」
は
天
平
勝
宝
年
間
の
造
東
大
寺
司
写
経
所
関
係
文
書
に
散
見

す
る
人
物
で
あ
る
。
畠
賢
達
は
天
平
勝
宝
六
年

（七
五
四
）

一
一
月
に
東
大
寺

写
経
所
の
装
漬
と
し
て
布
施
を
受
け

（『大
日
古
』
〓
二
十

一
一
四
頁
）、
同
七
年

二
月
、
四
月
に
東
大
寺
の
請
経
使
と
な
っ
て
い
る
人
物

３
同
』

〓
ニ
ー

〓
二
一

頁
、
三
十
二ハ
〇
八
頁
、　
一
三
十

一
七
四
貢
）。
書
生
の
子
部
人
主
も
天
平
勝
宝
四
年

二
月
に
み
え
る

（『同
』

一
一
―
≡

三
ハ
頁
）。
紀
東
人
は
、
天
平
勝
宝
四
年
七
月
、

同
五
年
入
月
に
大
納
言
藤
原
仲
麻
呂
家
か
ら
東
大
寺
務
所
へ
請
経
使
と
し
て
赴

い
た
仲
麻
呂
家
資
人

（『同
』
三
十
五
八
五
貢
、
四
十
九
七
買
）。
東
人
の
肩
書
き

「大
資
人
」
は
、
「
オ
ホ
ト
ネ
リ
」
と
訓
じ
て
大
舎
人
を
意
味
す
る
か
。
出
の

裏
面
、
日
下
の

「秦

一
□
」
は
、
第
二
五
九
次
調
査
で
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
か
ら

出
土
し
た
春
宮
坊
主
膳
監
解
に
み
え
る
秦

一
万
か

（本
誌
第
一
八
号
参
昭
一
。

切
は
安
房
国
の
荷
札
。
安
房
国
は
天
平

一
二
年
上
総
国
に
併
さ
れ
て
お
り
、

恐
ら
く
、
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
再
置
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑩
ｌ
り
は

出
雲
国
の
荷
札
。
⑪
に

「前
分
」
と
み
え
、
⑫
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
「前
分
」

は
文
献
的
に
は
貢
納
物
を
収
納
す
る
際
の
役
人
の
手
数
料
と
言
わ
れ
る
が

３
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
一
一
月
丁
巳
条
）、
木
簡
の

「前
分
」
の
語
義
は
未

詳
。
類
例
と
し
て
、
奈
良
県
藤
原
京
跡
右
京
工
条
四
坊
、
兵
庫
県
見
蔵
岡
遺
跡



で
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第

一
五
・
三
ハ
号
参
昭
ど
が
、
平
城
宮
で

「前
分
」
と

記
し
た
荷
札
木
簡
が
出
上
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
、
注
目
に
値
す
る
。

①
⑩
①
は
銭
の
付
札
。
⑪
は
銭
五
千
文
の
付
札
。
記
載
の
三
六
斤
四
両
は
、

一
斤
Ｈ
六
〇
〇
ｔ
六
七
〇
ｇ
と
し
て
計
算
す
る
と
二

一
・
七
五
―
二
四

。
二

人
的
と
な
り
、　
一
文
の
重
さ
は
四

・
三
五
―
四

。
人
工
ｇ
と
算
出
で
き
る
。
重

量
的
に
み
て
、
本
木
簡
が
付
さ
れ
た
銭
は
天
平
宝
字
四
年
鋳
造
の
万
年
通
宝
と

み
て
も
過
不
足
な
い
。
①
は
、
民
領
の
木
馬
進
徳
が

一
千
文
を

「貫
」
し
た
付

札
。　
一
千
文
の
下
、
日
付
は
右
寄
せ
小
書
き
を
意
識
し
て
書
き
出
す
が
、
宝
字

以
下
は
再
び
大
き
な
字
で
中
央
に
書
す
。
「貫
」
は
、　
一
千
文
を
単
位
と
し
て

差
し
銭
に
す
る
こ
と
か
。
「民
領
」
の
語
は
、
第
三
二
次
補
足
調
査

翁
城
』
四

十

一
五
頁
）
や
西
隆
寺
跡
出
土
木
簡
な
ど
に
み
え
、
業
務
の
責
任
者
の
意
。
木

易
氏
は
大
化
前
代
に
散
見
す
る
百
済
系
氏
族
で
あ
る
が
、
人
世
紀
の
所
見
は
珍

し
い
。
ｒ

〇
一
千
文

年
月
日
／

・
０
貫
民
領
某
」
な
る
木
簡
の
出
土
例
と
し

て
は
、
第

一
〇
四
次
調
査
で
東
院
西
辺
の
南
北
滞
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
Ｃ

（Ｓ
Ｄ
四

九
五
一
の
上
流
域
に
相
当
）
か
ら
出
土
し
た
、
天
平
神
護
二
年

（七
六
工〇

一
一月

の

「山
〔隣

『
ず
置

（長
さ
一
〇
五
ｍ
幅
一
八
剛
厚
さ
五
剛
、
〇
三
二
型
式
、
孤
墾
　
一

二
十

三
ハ
貢
）
が
あ
り
、
書
式

・
形
態

。
法
量
が
酷
似
す
る
。
ま
た
、
第

一
七

二
次
調
査
で
内
裏
東
大
濤
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
か
ら
出
土
し
た

「
・
ｏ
一
千
文
／

・

ｏ
□
□
□
□
□
」
（長
さ
人
四
ｍ
幅
二
一
ｍ
厚
さ
四
ｍ
、
〇
二
一
型
式
、
『同
』

一
九

十
一
一七
頁
）
も
、
裏
面
を
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
再
検
討
す
る
と
、
「貫

民
領
恵
我
馬
養
」
と
釈
読
で
き
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
木
簡
で
あ
る
。
⑩
は

「貫
」
の
字
と
名
前
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
⑩
と
同
様
に
銭
の
付
札
と

み
な
せ
よ
う
。
天
平
勝
宝
七
歳

（七
五
五
）
の
班
田
司
史
生
の
三
努

（美
努
）
広

足

３
大
日
古
』
四
十
八
一
・
八
二
買
）
と
同

一
人
か
。

⑩
の

「上
道
朝
臣
」
は
、
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
七
月
、
上
道
臣
斐
太

都
が
橘
奈
良
麻
呂
ら
を
密
告
し
た
功
を
も
っ
て
朝
臣
と
賜
姓
さ
れ
て
以
降
の
も

の
。
国
史
で
は
他
に
千
若

。
広
成
の
例
が
知
ら
れ
る
が
、
平
城
京
時
代
の
者
と

し
て
は
斐
太
都
の
み
が
文
献
的
に
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

⑫
の

「公
侯
マ
」
は
、
天
平
宝
字
元
年
三
月
に
君
子
部
を
吉
美
侯
部
と
改
め
、

ほ
ど
な
く
吉
弥
侯
部
に
改
め
ら
れ
、
ま
た
、
姓

「君
」
が
天
平
宝
字
三
年

一
〇

月
に

「公
」
字
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
の
表
記
と
思
わ
れ
る
。

①
ｌ
⑬
は
、
檜
扇
に
墨
書
し
た
も
の
。
同

一
個
体
か
。
∽
側
は
形
状
類
似
の

薄
い
や
や
幅
広
の
長
方
形
の
材

（用
途
未
詳
）
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
、
ほ
ぼ

一
括
し
て
出
土
し
た
五
点
の
一
部
で
あ
る
。
記
載
内
容
に
記
号
も
あ
り
、
そ
の

意
味
は
不
明
。
∽
は

「善
妻
嬰
時
来
」
な
ど
と
書
い
た
習
書
木
簡
。
側
に
類
似

の
表
現
が
み
え
、
出
土
地
点
も
近
接
し
て
お
り
、
∽
ｍ
と
⑫
は

一
連
の
も
の
か
。

的
は
、
嶋
坊
の
北

一
倉
の
匙

（海
老
錠
の
牡
金
具
）
の
所
謂
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
木

簡
。
嶋
坊
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
確
言
で
き
な
い
が
、
『続
日
本
紀
』
天
平
勝

宝
八
歳

（七
五
工０
　
一
一
一月
己
酉
条
や

「造
寺
雑
物
請
用
帳
」
令
大
日
古
』
二
五

十
三

三
ハ
頁
）
に
み
え
る
法
華
寺
の
外
嶋
院
か
。
∞
側
は
十
二
支
を
記
し
た
木

簡
。
二
条
大
路
木
簡
な
ど
に
類
例
が
あ
る

（『城
』
壬

一―
四

一頁
、
一
一九
―
四
〇

頁
、
三
三
十

一
四
頁
）。



1997年 出上の木簡

一
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
八
〇
次
調
査
東
区
）

東
二
坊
坊
間
路
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
七
七
七
九

〔佐
分
己

①

　

「若
狭
国
遠
敷
郡
田
胴
酬

②
　
。
「
＜
美
作
国
勝
田
郡
川
辺
郷
庸
米
五
斗
」

〔
万
呂
己

(4)

・

ｌ

ｌ

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇

天
天

（表
二
花
喰
鳥
ォ
絵
、
裏
二
花
ノ
絵
ア
リ
）

□
田
朝
臣
」

。
「
＜
□
□
同
国
□
□

ド
Φ
∞
×

〕
μ
×

『
　

ｏ
∞
嗚

「
＜
讃
岐
国
寒
川
郡
造
太
郷
□
□
□
□
庸
米
五
斗
」

Ｐ
『
Ｐ
×
］
Ｐ
×
い
　
ｏ
∞
］

□
天
平
神
護
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
溢

ｏ驚

〔弥
ヵ
沼
昼
ヵ
〕

□
　
　
□
受
□
□
□
夜

□

①
②
①
は
い
ず
れ
も
荷
札
。
①
の
佐
分
郷
は
、
天
長
二
年

（八
一
一五
）
七
月

に
遠
敷
郡
か
ら
大
飯
郡
が
分
立
し
て
以
降
は
大
飯
郡
に
属
す
る
。
②
①
は
庸
米

の
荷
札
。
①
は
習
書
。
⑥
は
用
途
不
明
の
木
製
品
の
破
片
に
墨
書
し
た
も
の
。

表
に
は
文
字
以
外
に
、
細
長
い
茎
の
先
に
つ
ぼ
み
が
つ
く
植
物
と
、
業
が
生
い

茂
る
枝
を
く
わ
え
る
尾
の
長
い
毒
が
描
か
れ
、
裏
に
は
五
弁
の
花
を
中
心
と
し
、

周
囲
に
三
葉

一
対
の
葉
が
数
枚
生
え
た
植
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

〓
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
人
四
次
調
査
南
区
）

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
Ａ

〔
符
ヵ
〕
　

〔
駅
ヵ
〕

ω
　
・
□
山
陽
道
□
長
等
□

・
『＝

廿

』

（
］
〇
〇
）
×
〕
φ
×
∞
　
ｏ
μ
Φ

∩
い
Φ
）
×

（
μ
ω
）
×
ω
　
ｏ
∞
Ｐ

（
Ｐ
ヽ
〇
）
×
（
伽
∞
）
×
Ｆ
『
　
ｏ
⇔
伽

（
岸
ヽ
Φ
）
×
（
岸
〇
）
×
∞
　
ｏ
∞
岸

「召
□
万
呂
　
丈
マ
三
綱
」

〔
遠
佐

郷
ヵ
〕

。
「
＜
近
江
国
印
勘
郡
□
□
□

里
戸
ヵ
〕

。
「
＜
穴
太
子
人
口
俵

（
牌
卜
］
）
×

（
Ｐ
Ｐ
）
×
∞
　
ｏ
∞
牌

（
卜
］
）
×

（
Φ
）
×
Ｐ
～

　
ｏ
∞
Ｐ

（
Ｐ
］
⇔
）
×
］
∞
×
］

ｏ
Ｐ
Φ

(4)

〔
郷
嶋

田
里
ヵ
〕

「
＜

若
狭
国
遠
敷
郡
野
□
□
□
□

〔六
ヵ
沼
八
ヵ
〕

「
＜
　
　
養
老
□
　
□
月

Ｐ
↓
卜
×

畔
卜
×

∞
　

ｏ
∞
μ
　

　

２

一

<  <

Ｐ
『
Φ
×

］
∞
×

卜
　

ｏ
∞
∞



二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ

③

　

×
郡
野
田
郷
膳

マ
日

国
　
　
　
　
　
　
　
　
（重
×
］巽
『
霞

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ
ｂ
北
岸
護
岸
石
裏
込
め

(9)

「
＜
賄
酢
＜
」

・
ロ
ーー
□
□
□
□

・

養
老
四
年
八
月

一

Ｐ
騨
岸
×
（
］
ｏ
）
×
］

ｏ
∞
μ

（
］
Φ
∞
）
×

（
μ
Φ
）
×
卜
　
ｏ
∞
い

い
。
左
側
面
は
二
次
的
調
整
を
被
る
。
０
は
習
書
。
①
の

「野
田
郷
」
は
、

『和
名
抄
』
で
は
下
総
国
逝
瑳
郡

・
越
前
国
丹
生
郡

・
同
足
羽
郡
に
所
在
す
る
。

⑪
は
、
始

（イ
ガ
イ
。
始
貝
と
も
）
の
す
し
の
付
札
。
左
側
面
は
割
れ
。
⑩
の
養

老
の
年
紀
木
簡
は
、
本
来
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ａ
の
遺
物
で
あ
っ
た
も
の
が
、
Ｓ
Ｄ

五
二
〇
〇
Ｂ
ｂ
の
裏
込
め
に
混
入
し
た
も
の
か
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九
八
―

Ⅲ
』
（
一
九
九
八
年
）

同

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
四

（
一
九
九
八
年
）

（山
下
信
一
郎
）

い
は
、
山
陽
道
の
駅
長
等
に
発
し
た
符
形
式
の
文
書
木
簡
の
断
片
で
、
注
目

さ
れ
る
。
た
だ
、
い
か
な
る
主
体
が
符
を
駅
長
に
発
給
す
る
の
か
、
詳
細
は
検

討
を
要
し
よ
う
。
②
①
は

一
括
し
て
出
土
し
た
材
質
酷
似
の
も
の
。
直
接
接
続

は
し
な
い
が
、　
一
連
の
可
能
性
が
あ
る
。
い
働
⑥
は
荷
札
。
い
の

「印
勘
郡
」

は
伊
香
郡
の
こ
と
か
。
⑤
の

「野
」
以
下
の
割
書
き
部
分
の
墨
痕
は
極
め
て
薄

・
□
右
美
作
国
英
多
郡

〔
公
ヵ
〕

。
秦
人
マ
ロ
万
呂
三
斗
　
『□
□
』

〔家
ヵ
〕

。
国
家
家
家
家
家
家
家
家
家
家

〔逓
ヵ
〕

・
□
□
□
飢
□
□
□
犀
澤×

（
牌
］
Φ
）
×
μ
∞
×
∞
　
ｏ
い
Φ

Ｏ

『
じ

×

］
∞
×

］

ｏ
留



1997年 出土の木簡

２
　
調
査
期
間

5  4  3

奈良
・帝
献
墓
料
跡
ω

所
在
地
　
　
　
一
・
一
Ｔ

〓
一　
奈
良
市
法
華
寺
町
、
四
　
奈
良
市
横
領
町
、

五
　
奈
良
市
三
条
大
路
二
丁
目

発
掘
機
関

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
七
月
―

一
〇
月
、
二

九
八
年

一
月
―
二
月
、
三
　
一
九
九
七
年

一
〇
月
―

月
、
四
　
一
九
九
七
年

一
一
月
―

一
九
九
八
年
三
月
、

一
九
九
七
年
五
月

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

代
表
　
町
田
　
章

都
城
跡

一　
左
京
二
条
二
坊
十

・
十

一
坪
、
二
条
条
間
路

（第
二
人
一
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
分
譲
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
面
積
八
七
〇
ポ
の
調
査
区
を

設
け
て
実
施
し
た
。
主
な
検
出
遺
構
に
は
、
二
条
条
間
路
Ｓ
Ｆ
七
〇
九
五
及
び

そ
の
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
、
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
、
門
Ｓ
Ｂ
七

一
一
〇
な

ど
が
あ
る
。

Ｓ
Ｆ
七
〇
九
五
は
路
面
幅
約

一
二
ｍ
、
側
溝
心
々
間
約

一
六

・
二
ｍ
を
測
る
。

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
は
長
さ
約

一
一
〇
ｍ
に
わ
た
り
検
出
し
た
素
掘
り
の
東
西
溝

で
、
奈
良
時
代
中
頃
に
改
修
さ
れ
て
い
る
。
改
修
前
の
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
は
、

幅
約
三

・
八
ｍ
で
、
東
流
し
て
い
る
。
改
修
後
の
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ
は
、
幅

約
二

・
Ｏ
ｍ
で
西
流
し
、
当
初
の
流
水
方
向
と
は
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の
改
修

は
門
Ｓ
Ｂ
七

一
一
〇
の
基
壇
が
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
を
埋
め
立
て
た
上
に
築
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
門
の
造
営
に
伴
う
も
の
と
み
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｂ
七

一
一
〇
は
、
調
査
区
東
端
で
検
出
し
た
十
坪
の
南
に
開
く
門
で
、
二

条
条
間
路
と
東
二
坊
坊
間
東
小
路
が
Ｔ
字
に
交
差
す
る
地
点
に
面
し
て
い
る
。

基
壇
は
ほ
と
ん
ど
削
平
さ
れ
、
ま
た
、
南
西
の

一
部
を
調
査
し
た
の
み
で
あ
る

が
、
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
柱
間

一
五
尺
等
間
の
門
に
復
原
で
き
る
。
門
の

造
営
時
期
は
、
基
壇
構
築
の
際
に
埋
め
立
て
た
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
か
ら
出
上
し

た
最
新
の
紀
年
木
簡
が
天
平
二
〇
年

（七
四
人
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以

後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
門
の
建
つ
位
置
や
、
造
営
時
期
か
ら
み
て
、
こ
の
門

は
、
北
に
占
地
さ
れ
た
法
華
寺
の
中
心
伽
藍

。
付
属
施
設

・
阿
弥
陀
浄
上
院
な

ど
を
含
め
た
寺
域
全
体
の
南
辺
中
央
部
に
設
け
ら
れ
た
門
と
考
え
ら
れ
る
。

五 一 九

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

一
九
九
七
年
度
に
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
が
行
な

っ
た
平

城
京
内
の
発
掘
調
査
で
は
、
次

の
五
件

全
ハ
ヵ
次
）
に
お
い
て

計
七
七
二
点
の
木
簡
が
出
土
し

た
。

(奈 良)



Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
は
、
約

一
三
ｍ
に
わ
た
っ
て
検
出
し
た
、
幅
約
四

・
六
ｍ
の

素
掘
り
の
東
西
溝
で
あ
る
。
堆
積
は
大
き
く
上
層
、
下
層
に
分
か
れ
る
。

木
簡
は
合
計
五
二
六

（壬
≡
じ
点

（括
弧
内
は
削
暦
。
内
数
。
以
下
同
）
出
土

し
た
。
内
訳
は
、
二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
か
ら
五
〇
二

（二
二
八
）

点
、
二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
か
ら

一
五

（四
）
点
、
こ
の
他
出
土

地
点
不
明
の
も
の
が
九
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
北
側
溝
に
つ
い
て
は
、
下
層

の
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
か
ら
、
四
七
五

（二
〇
九
）
点
、
上
層
の
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇

Ｂ
か
ら
人

（四
）
点
の
ほ
か
、
層
位
不
明
の
も
の
が

一
九

（
一
五
）
点
出
土
し

た
。
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
に
つ
い
て
は
、
下
層
か
ら
六

（一こ

点
、
上
層
か

ら
九

（
こ

点
出
土
し
た
。

な
お
、
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ
か
ら
、
放
生
会
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
次
の
よ

(左図下端に続 く)

S D7090 B出土墨書土器 (116)

|   !   I   I

「養
船
嶋

放
鳥
数
百
籠

馬
養
」

X‐ 」16・40 1 X=」 1巧 746

(右図上端に続く)
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1997年出上の木簡

う
な
墨
書
を
底
都
外
面
に
も
つ
土
師
器
皿
が
出
土
し
た
。

「養
船
嶋

放
鳥
数
百
籠

馬
養
」

外
面
は
ナ
デ
調
整
を
、
内
面
は

一
段
の
放
射
暗
文
を
施
し
て
い
る
。

一
一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二
人
九
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
分
譲
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
人

一
次
調
査
区
の

す
ぐ
南
に
あ
た
り
、
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
を
東
西
に
三
分
す
る
地
点
を
含
む
。

調
査
面
積
は
約

一
人
三
ド
で
あ
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
三
条
条
間
路
Ｓ
Ｆ
七
〇
九
五
及
び
そ
の
南
側
溝
Ｓ

Ｄ
七

一
〇
〇
、
奈
良
時
代
前
半
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
Ｏ
Ａ

・
Ｂ
、
同
じ
く
奈

良
時
代
前
半
の
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
七
二
九

一
・
七
二
九
二
、
奈
良
時
代
後
半
の

門
Ｓ
Ｂ
七
三
〇
〇
、
同
じ
く
奈
良
時
代
後
半
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ

・
Ｂ

な
ど
で
あ
る
。

Ｓ
Ｆ
七
〇
九
二
は
南
端
の
み
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
は
、
幅
四

・
五
ｍ
、

深
さ
〇

・
七
ｍ
の
素
掘
り
の
溝
。
土
層
は
大
き
く
上
層

・
下
層
に
分
け
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ａ
は
、
幅
○

・
四
ｍ
、
深
さ
〇

・
五
ｍ
の
素
掘
り
の
東
西
溝

で
あ
る
。
調
査
区
西
端
の
み
で
検
出
し
、
大
部
分
は
Ｓ
Ｄ
七
二
九
Ｏ
Ｂ
と
重
な

っ
て
い
る
が
、
本
来
は
調
査
区
を
東
西
に
貫
流
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ
は
、
幅

一
。
六
ｍ
、
深
さ
○

・
六
ｍ
の
素
掘
り
の
東
西
溝

で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ａ
と
同
じ
く
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
Ｏ
Ｏ
の
南
肩
か
ら
約

二

。
Ｏ
ｍ
の
間
隔
を
お
い
て
流
れ
る
。
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ａ
を
拡
幅
し
て
調
査
区

西
端
で
北
折
さ
せ
た
も
の
。
土
層
は
大
き
く
上
層
、
下
層
に
分
け
ら
れ
る
。
上

層
は
人
為
的
な
埋
土
で
、
下
層
は
堆
積
土
で
あ
る
。
調
査
区
西
半
で
は
、
最
下

層
に
木
暦
を
多
く
含
む
砂
層
を
検
出
し
た
。
下
層
か
ら
郡
里
制
下
の
付
札
が
出

土
し
、
最
上
層
か
ら
奈
良
時
代
初
頭
の
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
比
較

的
短
期
間
で
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
十

一
坪
内
の
排
水
を
南
側左京二条二坊十一坪調査位置図 (113000)



溝
に
流
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
溝
と
思
わ
れ
る
。

Ｓ
Ｂ
七
二
九

一
。
Ｓ
Ｂ
七
二
九
二
は
、
い
ず
れ
も
十

一
坪
内
の
南
北
棟
建
物

で
、
桁
行
三
間
以
上
、
梁
間
二
間
で
、
柱
間
は
七
尺
等
間
で
あ
る
。
東
西
に
わ

ず
か
に
ず
ら
し
て
建
て
替
え
て
い
る
が
、
柱
穴
の
重
複
は
な
く
、
い
ず
れ
が
古

い
か
は
決
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
柱
を
抜
き
取
っ
た
後
に
、
後
述
す
る
Ｓ
Ｄ

七
二
九
二
Ａ
の
木
樋
を
据
え
て
い
る
。

Ｓ
Ｂ
七
三
〇
〇
は
、
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
の
北
に
開
く
棟
門
で
あ
る
。
柱

間
約
三

・
九
ｍ

（
三
二
尺
）。
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ
を
埋
め
戻
し
た
後
に
築

か
れ
て
い
る
。
こ
の
門
の
存
在
か
ら
、
こ
の
東
西
延
長
上
、
つ
ま
り
Ｓ
Ｄ
七
二

九
〇
Ｂ
を
埋
め
た
上
に
十

一
坪
の
北
面
築
地
が
造
ら
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る

が
、
築
地
基
底
部
の
積
土
は
削
平
さ
れ
て
い
て
検
出
で
き
な
か
っ
た
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ
は
、
門
Ｓ
Ｂ
七
三
〇
〇
に
取
り
付
く
築
地
の
南
雨
落
溝
で

あ
る
。
調
査
区
中
央
部
分
で
は
幅
約
四
五
伽
、
現
存
長
約
四

。
Ｏ
ｍ
の
木
樋
を

設
け
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
幅
約
〇

・
六
ｍ
、
深
さ
約

一
五
卿
の
素
掘
溝
で

あ
る
。
木
樋
の
四
隅
に
沈
下
防
止
用
の
瓦
を
敷
い
て
い
る
が
、
う
ち

一
点
は
大

六
六
三
Ｃ
ｂ
型
式
の
軒
平
瓦
で
あ
り
、
木
樋
、
さ
ら
に
は
築
地
、
門
Ｓ
Ｂ
七
三

〇
〇
の
造
営
時
期
が
平
城
還
都
後
に
降
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

な
お
、
築
地
北
雨
落
溝
は
検
出
し
て
お
ら
ず
、
二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
と
兼
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ｂ
は
、
Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ
を
北
に
ず
ら
し
て
付
け
替
え
た
も

の
。
調
査
区
中
央
部
で
は
幅
四
〇
卿
の
木
樋
を
設
け
て
い
る
。
北
側
板
は
現
存

A

|―

X=-16,770

Y=-17,730

|

|
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1997年 出上の木簡

長
約
○

・
八
ｍ
で
あ
り
、
南
側
板
は
Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ
の
木
樋
北
側
板
を
そ
の

ま
ま
用
い
て
い
る
。
木
樋
以
外
の
部
分
で
は
幅
〇

・
四
ｍ
、
深
さ

一
五
伽
の
素

掘
溝
で
あ
る
。

木
簡
は
合
計
三
二
点
出
上
し
た
。
内
訳
は
、

Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ
か
ら

一
人

（
こ

点
、

Ｓ
Ｂ
七
二
九
二
の
柱
穴
か
ら

一
点
で
あ

Ｚ
や
。〓

一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二

八
二
十

一
〇
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
個
人
住
宅
建
設
と
駐
車

場
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
南
北
に
近
接

し
た
二
つ
の
調
査
区
を
設
定
し
て
実
施

し
た
。
調
査
面
積
は
計

一
五
〇
♂
。
遺

存
地
割
で
は
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
東

面
の
東
二
坊
坊
間
東
小
路
と
北
面
の
二

条
条
間
路
が
交
差
す
る
地
点
、
及
び
交

差
点
の
西
南
部
分
の
坪
内
に
あ
た
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
東
二
坊
坊

間
東
小
路
Ｓ
Ｆ
七
二
人
Ｏ
及
び
そ
の
西

側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
、
二
条
条
間
路
南

側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
　

．

Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
か
ら

一
三
点
、

二
七
四
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
〇
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七

一
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七

二
七
三
、
土
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
な
ど
が
あ
る
。

東
二
坊
坊
間
東
小
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
は
上
端
幅
二

・
Ｏ
ｍ
、
底
部
幅

一
・
四
ｍ
、
深
さ
約
○

・
七
ｍ
の
南
北
溝
で
あ
る
。

‥
―

〔北区】

【南区】

第28210次調査遺構平面図 (1:200)



Ｓ
Ｄ
七
二
七
四
は
幅
〇

・
八
ｍ
、
深
さ

一
五
伽
の
東
西
溝
で
、
北
区
の
中
程

で
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
底
部
に
は
直
径
二
〇
釦
前
後

の
浅
い
く
ぼ
み
が
連
続
し
て
お
り
、
底
石
を
抜
き
と
っ
た
痕
跡
と
も
考
え
ら
れ

る
。
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
の
東
側
は
東
二
坊
坊
間
東
小
路
の
路
面
敷
Ｓ
Ｆ
七

二
人
○
に
あ
た
る
。
や
や
東
に
向
か
っ
て
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
舗
装
を
施
し

て
い
た
形
跡
は
な
い
。

三
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
に
つ
い
て
は
溝
の
南
肩
を
検
出
し
た
に

と
ど
ま
る
。
溝
の
堆
積
土
は
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
と

一
体
と
な
っ
て
い
る
。

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
〇
は
西
側
溝
の
西
肩
か
ら

一
・
九
―
二

・
Ｏ
ｍ
の
間
隔

を
お
い
て
西
に
あ
る
、
断
面
が
箱
形
の
南
北
溝
で
、
北
端
は
西
に
延
び
る
東
西

溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七

一
に
接
続
す
る
。
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
四
よ
り
も
古
い
。
幅
四

〇
―
六
〇
卿
、
深
さ
は
二
五
釦
ほ
ど
で
、
北
区
の
中
で

一
。
二
ｍ
の
間
途
切
れ

て
お
り
、
こ
の
部
分
に
向
か
っ
て
南
北
か
ら
溝
底
が
次
第
に
浅
く
な
っ
て
い
る
。

溝
の
中
に
は
南
区
で
薄
い
板
材
が
重
な
っ
た
状
態
で
埋
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
平

城
宮
Ｉ
期
な
い
し
Ⅱ
期
に
属
す
る
時
期
の
上
師
器
片
が
多
く
出
上
し
た
。

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七

一
も
二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
の
南
肩
か
ら

約
二
ｍ
の
位
置
に
あ
る
。
こ
の
Ｌ
字
形
に
続
く
溝
は
、
道
路
側
溝
の
内
側
で
十

一
坪
を
囲
む
施
設
と
推
定
さ
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
七
三
は
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
の
西
肩
か
ら
三

。
一
―
三

・
六
ｍ

の
間
隔
を
お
い
た
位
置
に
あ
る
、
幅
八
〇
―

一
二
〇
ｃｍ
、
深
さ
約
二
〇
伽
の
南

北
溝
で
あ
る
。
こ
の
溝
は
小
路
西
側
溝
と
の
間
に
想
定
さ
れ
る
築
地
塀
の
西
側

雨
落
溝
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
築
地
塀
想
定
位
置
に
は
築
地
の
痕
跡
は
な
く
、
浅
い
不
整
形
の

上
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
が
あ
り
、
木
簡
や
木
製
品
な
ど
が
腐
植
質
土
と
と
も
に
堆

積
し
て
い
た
。

木
簡
は
合
計
五
四
全

）点
が
出
上
し
た
。
内
訳
は
、
東
二
坊
坊
間
東
小
路
西

側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
か
ら
四

一
盆

）点
、
土
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
か
ら
六
点
、
東

西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
四
か
ら
三
点
の
ほ
か
、
出
土
遺
構
不
明
の
も
の
四
点
が
あ
る
。

四
　
右
京
三
条

一
坊
三

。
四
坪

（第
二
八
八
・
二
九
〇
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
工
場
改
築
に
伴
い
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
地
は
平
城
宮

の
南
端
か
ら
四
〇
〇
ｍ
南
に
位
置
す
る
。
調
査
は
第
二
人
入

。
二
九
〇
次
の
二

次
に
わ
た
っ
て
行
な
い
、
総
面
積
は
約
二
〇
〇
〇
ポ
で
あ
る
。

第
二
人
八
次
調
査
区
は
北
区
と
南
区
に
分
か
れ
る
。

北
区

（約
四
〇
〇
ぽ
）
で
は
、
朱
雀
大
路
と
三
条
条
間
南
小
路
の
交
差
点
の

検
出
を
目
的
と
し
、
朱
雀
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
、
そ
の
西
側
に
想
定
さ

れ
る
三

・
四
坪
東
辺
築
地
塀
西
側
の
南
北
濤
Ｓ
Ｄ
二
六

一
人
、
三
条
条
間
南
小

路
Ｓ
Ｆ
二
六
二
三
、
及
び
こ
の
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
二

一
、
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
二

二
の
ほ
か
、
溝
三
条
な
ど
を
検
出
し
た
。

こ
の
う
ち
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
は
奈
良
時
代
を
通
じ
て
機
能
し
た
。　
一
方
、
三
条

条
間
南
小
路
は
当
初
造
ら
れ
ず
、
三

・
四
坪
東
辺
を
Ｓ
Ｄ
二
六

一
人
が
貫
流
し

て
お
り
、
少
な
く
と
も
三

・
四
坪
は

一
括
し
た
占
地
が
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
そ
の
後
、
三
条
条
聞
南
小
路
を
設
け
て
こ
の
部
分
の
Ｓ
Ｄ
二
六

一
人
を
埋
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め
、
三

・
四
坪
は
分
割
さ
れ
る
。
但
し
、
三
条
条
間
南
小
路
東
端
の
朱
雀
大
路

西
側
濤
Ｓ
Ｄ
二
六
Ｏ
Ｏ
を
渡
る
部
分
に
橋
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
な
痕
跡
は
な
い
。

南
区

（約
エハ
○
○
ポ
）
は
四
坪
内
の
宅
地
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
塀
二
条
、
掘
立
柱
建
物
七
棟
、
溝
二
条
、
井
戸
三
基
、
土
坑
二
基

な
ど
を
検
出
し
た
。

第
二
九
〇
次
調
査
区
は
、
東
区
と
北
西
区
に
分
か
れ
る
。

東
区

（約
九
〇
〇
〆
）
は
、
三
坪
内
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
朱
雀
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
の
ほ
か
、
塀
五
条
、
掘
立
柱
建
物
四

棟
、
溝

一
条
な
ど
を
検
出
し
た
。

北
西
区

（約

一
〇
五
∬
）
は
、
西

一
坊
坊
間
東
小
路
の
検
出
を
目
的
と
し
、

同
小
路
Ｓ
Ｆ
二
六
四
二
、
及
び
そ
の
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
四
〇
、
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二

六
四

一
な
ど
を
検
出
し
た
。

第288次調査北区遺構平面図 (1:400)
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こ
の
う
ち
、
木
簡
は
、
第

二
人
八
次
北
区
及
び
第
二
九

〇
次
東
区
の
朱
雀
大
路
西
側

溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
か
ら
合
計

二

一
点
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ
二

六
〇
〇
は
、
幅
約
三

・
Ｏ
ｍ
、

深
さ
約
○

・
九
ｍ
で
、
両
岸

に
部
分
的
に
護
岸
の
杭
が
残

っ
て
い
た
。

五
　
左
京
三
条

一
坊
十
四
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
一

坪

（第
二
八
二
十
三
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
店
舗
建
設
の
事
前
調
査
で
あ
る
。
左
京
三
条

一
坊
十
四
坪
東
辺

の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
た
る
位
置
に
、
南
北
二
つ
の
調
査
区
を
設
定
し
た
。
検
出

し
た
主
な
遺
構
は
、
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
で
あ
る
。
こ
の
溝
は

一
九
九
七
年
度
の
第
二
七
四
次
調
査

（平
城
宮
小
子
門
南
の
東
面
大
垣
の
調
査
。
本

号
六
買
、
山
下
信

一
郎

「奈
良
・
平
城
宮
跡
」
参
昭
Ｓ
、　
一
九
六
五
年
度
の
第
三
二

次
調
査

（平
城
宮
東
南
隅
の
調
査
）、　
一
九
九
二
年
度
の
第
二
三
四
十
九
次
調
査

（左
京
三
条
一
坊
十
六
坪
東
辺
の
調
査
。
本
誌
第
一
五
号
）、　
一
九
七
九
年
度
の
第

一

一
八
十
八
次
調
査

（左
京
三
条
一
坊
十
五
坪
東
辺
の
調
査
。
本
誌
第
二
号
）
な
ど
で

木
簡
が
出
土
し
た
濤
の
下
流
に
あ
た
る
。
土
層
は
大
き
く
二
層
に
分
か
れ
る
。

木
簡
は
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
の
下
層
を
中
心
に

一
三
九

（
〓
一
３

点
が
出
上
し
た
。

|       |

|

第290次調査南区

遺構平面図 (1:400)
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木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　

左
京
二
条
二
坊
十

・
十

一
坪
、
二
条
条
潤
路

（第
二
人
一
次
調
査
）

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
０
九
〇
Ａ

〔
野
守
≧

「符
□
□
□

〔随
到
　
進
ヵ
〕

「
□
□
而
□

「
宿
侍

司

人

難
妨
呂
火
司

穂
功
足

六
月

八

日
」
醤

Ｘ
じ

溢

ｏＨ

「後
宮
務
所

任
大
見
治
人
氷
乱

〔閏
ヵ
〕

「
　
　
日
――
□
□
九
月
二
日
□

　
　
　
　
（≦
ｙ
ａ
ｙ
］
霞

ｘ

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

(4)

進
上
ｏ
御
倉
條
架
八
枝
又
御
垣
□
木
二
枝
合
十
枝
□

⑤
　
。
□
炭
三
石
薪
二
荷
井
五
荷
進
上
上

〓
東

謀
Ｈ
人
□
炭
同
国

「鯨
　
ｏ
　
　
エハ
年
四
月
十
六
日
木
守
角
万
呂

上
椿
事
　
合
格
弐
拾
荷

ＯＯ

〔
付
己

　

　

　

〔
神
亀
六
ヵ
〕

□
神
人
荒
尾
　
□
□
□
年
三
月
十
七
日
大
生
日
□
」

（
Φ
∞
）
×

（
］
６
）
×
∞
　
ｏ
∞
μ

］
卜
時
〉〈
］
『
〉〈
卜
　
　
Ｏ
Ｐ
牌

」

（
］
］
∞
）
×
∞
¨
×
呻
　
ｏ
Ｐ
Φ

l121   1111

日

日

　

」

□
　
　
□
□
□
」

］
ｏ
∞
×

（
Ｐ
Φ
）
×
〕
　
ｏ
∞
μ

（
Ｐ
⇔
卜
）
×

（
μ
∞
）
×
卜
　
ｏ
∞
牌

亀
□
年
四
回
則
則
弐
拾
検

玖
弐
畢
□
□
鯨
儀
□
両
畢
□
両
弐

『在
』
（重
書
）
　
　
　
　
　
　
校
　
　
　
　
』
」

金
『
９

×
∞
∞
×
伽
　
⇔
μ
Φ

。
「進
上〔貨

力
〕

。
「
□
□
子

①

　

九
月
七
日
角
万
呂
」

×
国
駿
河
郡
古
家
□

・
回
屍
推
戸
』

□
兵
衛
少
少
初
位

『請
数
』

『口
回
』
　
　
　
　
　
　
」

ぼ
ヵ〕

酢
　
　
」
　

（曼
曼
轡

〔廣
ヵ
〕

「□
滞
郡
下
長
倉
里
梗
春
俵
＜
」
　
　
　
　
　
Ｐい蒙
Ｐ巽
い
ｏ駕

〔
壁
ヵ
〕

「尾
張
国
丹
羽
郡
回
□
里
白
米
五
斗
」
　
　

　

〕『受
牌巽
∞
ｇ

「駿
河
郡
古
家
里
春
日
マ
麻
々
呂
調
堅
魚
十

一
回

（
］
〇
卜
）
×
］
中
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

（
∞
牌
）
×
Ｎ
ｏ
×
卜
　
ｏ
∞
騨
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「
＜
近
江
国
浅
井
郡
益
日
回
」

「
＜
□
□
□
□
□
□
　
　
　
」

〔
井
ヵ
〕

「
＜
近
江
国
□
□

×

」

〔
里
ヵ
〕

「
＜
浅
井
郡
新
家
□
　
」

〔錦
ヵ
〕
　

〔
勝
ヵ
〕

「
＜
□
主
寸
石
□
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ∞巽
Ｐ泉
］
霊

「近
江
国
伊
香
郡
余
領
郷
戸
主
栗
田
臣
船
麻
呂
戸
栗
田
臣
＝

＝
牛
麻
呂
庸
米
」

「
一
俵
　
　
　
　
天
平
廿
年
九
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
＝

ＷＷ　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］騨φ×
］∞×
∞　　ｏ伽Ｐψｒ

「
＜
美
濃
国
不
破
郡
□
回
里
勝
族
百
足
庸
□
」

「
＜
十
九
汁
九
回
□

『
十

九

対

九

』

（
刻

書

一
百

ル

重

書

）
　

　

　

」

岸
Φ
撰

］
受

ヽ

Φ
駕

〔
〓
一ヵ
〕

「
＜
□
野
国
本
楳
郡
栗
栖
田
郷
刑
マ
石
寸
」

「
＜
　
庸
米
六
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　

い『受
］支
∞
霊

］
ｏ
∞
×

］
卜
×

∞
　

ｏ
∞
］

騨
∞
〕
×

］
Φ
×

∞
　

ｏ
∞
∞

201911②931961   00 90

「
＜

美
濃
国
山
県
郡
畑
マ石
酬

万
呂
三
斗
　
」

「
＜
守
マ
阿
止
見
三
斗

右
六
斗
　
　
　
」
　

岸Φ巽
∞泉
釦

〔
千
ヵ
〕

一右癖百巳遅戦爺押随順隠躙唯
脂陥昭胆Ш田市中　　Ｐ３×Ｎ×ト

〔
エハ
ヵ
〕

「
＜
越
中
国
羽
昨
郡
邑
知
郷
衛
士
乃
止
臣
吉
万
呂
」

「
＜
銭
六
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」μ”μ×

ＰΦ×
６

「
＜

越
中
国
鳳
至
郡
小
屋
郷
宮
作
衛
士
群
副

文マ
牛
甘

」

「
＜
　
　
　
　
天
平
十
年
十
二
月
十

一
日
　
　
　
　
」

］
ｏ
］
×
］
り
×
伽

「青
海
焔酔
肥
里〔酢
酔
熙
酢
配
豊

〔
亀
ヵ
〕

六
斗
神
□
×

（
μ
〕
∞
）
×

］
∞
×

ト

Ｎ
Ｐ
∞
×

中
ｏ
×

伽

「
＜
丹
波
国
氷
上
郡
春
マ
里
生
マ
真
君
俵
＜
」

＜
丹
波
国
氷
上
郡

〔
国
ヵ
〕

＜
　
廣
回
　
　
口
回
　
　
　
　
　
　
　
　
（騒
）益
〕益

ｏ路
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「
＜
丹
波
国
何
鹿
郡
文
井
郷
槻
本
里
剛
田
波マ
助
粁

一
一人
六
斗
＜

」

時
ヽ
”
×

］
伽
×

∽
　

ｏ
∞
ｐ

「
＜
佐
須
里
伊
支
須
二
半
」

〔
廣
庭
力
〕

「上
岡
里
人
ロ
マ
ロ
ロ

・
×
郡
法
太
里
＜
」

。

国
人
俵
　
＜
」

。
「
＜
美
作
国
真
嶋
郡
□

。
「
＜
　
　
　
　
　
天
平
×

「
＜
備
前
国
乾
意
吐
壱
斗
伍
升
＜
」

。
「
＜
備
前
国
大
来
郡
人
浜
里
御
調

。
「
＜
魚
謄

一
斗
五
升

「
＜
安
芸
国
佐
伯
郡
中
国
□
□

＝

！

「
＜
周
防
国
大
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
溢
巽
伽
Φ毬

「淡
路
国
御
原
郡
□
□
里
日
Ｈ
Ｈ
川
Ｈ
Ｈ
回
」
］Ｐ受
０
添

ｏ解

Ｐ
い
∞
×

ω
∞
×

卜
　

ｏ
∞
］

（
ド
ト
〇
）
×

μ
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「
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呂
庸
米
」

「
＜
阿
波
国
板
野
郡
□
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□
回

〔
阿
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野
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〕
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〕
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〕
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］粟
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「
＜
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国
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方
郡
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濃
郷
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一川
舒
称
舗
Щ
菱
歴
Ｔ
節
帝
客
凸
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〕∞⇔
×
中］
×
６
　
ｏ∞∞

〔
会
ヵ
〕

「
＜
讃
岐
国
香
川
郡
成
□
秦
公
表
＜
」
　
　

　

騨ω契
］支
卜
霞

「讃
岐
国
多
度
郡
御
井
郷
神
奴
鳥
庸
米
六
半
」

「
　

　

　

　

　

神

亀

五

年

　

　

　

　

　

　

　

」

篤
叉

Ｐ
巽

『

露

半

□
□
郡
旦
地
郷
川
音
里
」

庸
米
六
斗
　
　
　
　
　
」

（
蔦

じ

×
誤

×
卜
　

〓

Φ
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「
＜
□
斗
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
岸伽受
］斐
］

「□
ロ
マ
富
子
工
半
私
マ
枚
石

一
斗
井
六
斗
」
で
Ｘ
ё
巡

。
日
Ш
　
□
　
　
一声
主
春
マ
公
酒
人
五
斗
＜
」

。
　

　

　

　

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
」

鶴
反
ｅ
Ｘ
ト

〔執貝
生
ハヵ
】
斗
力
〕

「□
□
日
日
――
日
回
」

「
天
平
十
年
九
月
　
」

五
斗

和
銅
八
年
八
月
八
日
＜
」

〔
五
半
ヵ
〕

□
□
□
□
□
年
人
月
十

一
日
＜
」

「
＜
□
部
□
回
麻
呂
進
交
易
銭

一
貫
」

「
＜
　
校
九
部
嶋
守

一
一月
十
九
日

」

「
＜
　
七
十
二
文

店
□
□
十
六
文

」

「
＜
　
市
□
十
三
文

合
百
十

一
文
」

「
＜
六
百
十
人
文
」

〔
銭
廿
己

□
回
□
□
文
」

□
□
万
呂
」

「ノ＼飢嚇けぃヵ〕〓一獅一」

「
＜
左
衛
士
府
＜
」

「右
大
殿
＜
」

側

・

冨

平

日

Ｈ

Ｉ Ｉ

鵠

邸

1501 491   佳81

×
里
大
□
□

一
回
五
＜
」

「
＜
度
田
里
廷

一
連
」

同
国
嶋

一
俵
＜
」

「
＜
五
斗
七
升

・
□
部
郷

『同
国
』

・

日

日

□
国
首
郷

含

］
『
）
×

（
ド
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×

⇔
　

ｏ
∞
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〕
卜
沖
×

］
『
×

伽
　

ｏ
∞
］
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∞
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。
「
＜
耳
中
マ
百

。「＜右
八
月〔剛
紀

「
＜
七
気
丸
求
給
遣
元
離
中
九
ホ
在
＜
」

□

比
売
太
利
　
破
奈
利
古
　
米
　
宇
□

□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

〔
日
ヵ
〕

〔
板
釘
ヵ
〕

囚
一
寸
ヵ
〕

。
「

。子
木
堅
□
□
六
長
□
□
ｏ

同
Ｈ

・
「
ｏ

「束

十
四
日
不

十
回
□
参
束

廿
日
同
回
」

＝

廿

∞
Φ
Φ
×
牌
∞
×
∽
　
ｏ
ω
釦

「日
――
□
五
十
四
□
□
　
学副
軽
マ
黒
栖
六
十
」

解
受
∞受
ト
ロ

〔合
ヵ
〕

□
女
若
子
人
□
三
斗
　
　
日
回
」
　
　

　
　

（昼
Ｘ
ｅ
益

ｏ驚

「沓
部
【酔

肥
呂
鑓
二
鍬

一

口
　
□
　
□
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（亀
ｙ
ｅ
Ｗ
卜
霞

・
日
回
万
呂
　
宇
万
呂
　
大
食
　
小
熊

・　
　
　
　
大
村
　
　
　
右
五
人
　
　
　
　
（醤
×
］受
］
霞

〔釘
ヵ
〕

。
板
附
平
釘
廿
八
長
人
分
　
配
Ｍ

‐‐―‐
剛

Ｈ
□

０　　　　　　　　　　　　」

（
い
Φ
）
×

］
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∞
Φ

］
］
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×
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∞
岸

Ｐ
∞
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騨
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×
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∞
Ｐ

Ｏ
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日
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日
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麻

連
益
国
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史
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側
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□
□
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□
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生
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〔
日
受
ヵ
〕

□
□
□
□

□
　
脳
　
汁
　
□
＞

脳

購
隅

――‐
　
―
　
□

×
　
準

〔而
ヵ
〕

□
道
而
而
道
道
而
而
而
□
□
回

□
□
□
刀
支
受

〔
司
ヵ
〕

□
波
郡
□

〔
日
置
君
畠

麻
ヵ
〕

□
□
□
口
□

〔亥
ヵ
〕

巳
午
未
申
酉
成
□

千
千
千
千
　
□

林
□

林
林
林

薬
回
□

Ｏ
Φ
〕

Ｏ
Φ
Ｐ

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ

〔
銅
≧

【
九

月
≧

□
□
□
年
□
□

出
土
地
点
不
明

ｍ

　

　

干
磯
マ
刀
良
□
　
　
玉
作
マ
五
百
足

□

〔鮮
ヵ
〕

⑩

　

「
ｏ
甲
第
五
臨
受
五
□
　
一二

三
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
上
層

⑩
　
・

。

日

日

ｍ
　
。
「

ぎ
加
□
昭
陥
ぃ邸
絶
叫ヵ〕

硼
　
。
「秦

足
人
恐
々
頓
首
啓
□
□
□
□
侍
者

右
令
□
須
来
月
望
」

〔
葉
件
尊
宅
ヵ
〕

。
「回
□
□
□
享
恩
沢

神
亀
元
年
　
　
　
〔日
と

七
月
十
九
回
日
――
□
」

。「□
□
回
□〔酢
Ｍ
固
□

Ｏ
Φ
］

同
国

含
∞
⇔
）
×

含

じ

×
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ｏ
∞
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（
滋

じ

ｘ

命

）
×
伽
　
ｏ
曽

］
Φ
牌
×

∞
ｏ
×

い
　

ｏ
Ｐ
μ

〔奉
ヵ
〕

□
上
物

マ
宮
万
呂

日
□

　

日
□

（
騨
『
『
）
×

（
Ｐ
Ｏ
）
×
『
　
ｏ
∞
Ｐ

日
□

廿
四
日
幸
行
□（畔∞

⇔
）
×
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×
卜
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×
印
踏
獅
士τ
×

「鮭
三
隻
□

□
古
万
呂
」

上
十

丈
マ
（
□
」

（
さ

じ

×
∞
×
『
　
ｏ
お

。
『立

口
日
日
日
日

日
日
日
日
国
Ｙ
〓
』

（
Ｐ
］
『
）
×
Ｐ
い
×
∞
　
Φ
∞
］

ω
　
　
「
書

□
」

（
コ
ノ
他
、
表
裏
二
人
面

・
動
物
画
ナ
ド
ア
リ
）

ヽ
い
ｏ
×
卜
Φ
×
ｏ
　
ｏ
μ
Ｐ

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
Ｏ
Ａ

（改
修
単Ｕ

出
上
の
木
簡
で
は
、
年
紀
を
記
し
た
も
の
と

し
て
、
⑦
の
和
銅
八
年

（七
一
五
）、
⑬
の
神
亀
五
年

（七
二
八
）、
側
の
榊

〔
亀

ヵ
〕
（七
一
一四
―
七
一
一九
）、
∽
い
⑩
の
天
平
二
〇
年

（七
四
人
）、
⑪
の
天
平
…

（七
二
九
―
七
六
七
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
郡
里
制
下

（大
宝
元
年

〔
七

〇
一
〕
―
霊
亀
一一一年

〔七

一
七
）

の
年
紀
ま
た
は
地
名
表
記
を
も

つ
も
の
が
九
点
、

郡
里
制
ま
た
は
郡
郷
里
制
下

（大
宝
元
年

〔七
〇

こ

―
天
平

一
二
年

〔
七
四
〇
）

の
も

の
が
四
点
、
郡
郷
里
制
下

（霊
亀
三
年

〔七

一
七
〕
１
天
平

一
二
年

〔
七
四

〇
）

の
も
の
が
五
点
、
郡
郷
里
制
ま
た
は
郡
郷
制
下

（霊
亀
三
年

〔七

一
七
〕

―
）
の
も
の
が
九
点
、
郡
郷
制
下

（天
平

一
二
年

〔
七
四
〇
〕
―
）
の
も
の
が
三

点
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
布
を
み
る
と
、
調
査
区
中
央
部
の
約
四
〇
ｍ
の
範
囲
で

大玉
伴作
得□
□回

日日
□□

（
∞
］
）
×
］
伽
×
卜
　
ｏ
∞
Ｐ

（
⇔
嗚
）
×
］
ｏ
×
卜
　
⇔
μ
Φ

は
郡
郷
里
制
以
後

（七
一
七
―
）
の
も
の
が
集
中
し
、
郡
里
制
の
も
の
が
み
ら

れ
な
い
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
地
区
は
ほ
と
ん
ど
郡
里
制
の
も
の
で
占
め
ら
れ

る
と
い
う
際
だ
っ
た
偏
り
を
示
す
。

内
容
を
み
る
と
、
後
宮
務
所
か
ら
の
文
書
木
簡
０
が
注
目
さ
れ
る
。
文
意
は

不
明
で
あ
る
が
、
「後
宮
」
の
語
が
律
令
の
規
定
通
り
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す

る
と
、
妃
、
夫
人
、
鱈
を
指
す
。
出
土
し
た
の
が
現
法
華
寺
、
つ
ま
り
藤
原
不

比
等
邸
の
す
ぐ
南
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
立
后
前
に
こ
こ
に
居
住
し
て

い
た
聖
武
夫
人
藤
原
光
明
子
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
木
簡
は
光
明
子

の
家
政
機
関
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
以
上
の
推

定
が
正
し
け
れ
ば
、
日
付
が

「関
九
月
二
日
」
と
す
る
と
神
亀
四
年

（七
一
一七
）

以
外
に
可
能
性
は
な
く
、
光
明
子
が
皇
子
を
出
産
す
る

（閏
九
月
二
九
日
）
直

前
で
あ
る
。
他
に
光
明
子
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
「右

大
殿
」
と
記
し
た
付
札
∞
が
あ
る
。
こ
れ
が
右
大
臣
を
指
す
と
す
れ
ば
、
藤
原

不
比
等
、
長
屋
工
あ
る
い
は
藤
原
武
智
麻
呂
が
候
補
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
付
札
が
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
貢
進
地
別
に
み
る
と
、
駿
河
国

駿
河
郡
古
家
里

（⑫
④
）、
近
江
国
浅
井
郡

（⑭
⑮
⑭
）、
丹
波
国
氷
上
郡

（釣

⑭
）、
阿
波
国
板
野
郡

（⑭
∽
∽
）
に
偏
り
が
あ
る
。
税
目
を
み
る
と
、
庸
米
付

札

（口
明
⑬
何
⑬
御
⑭
⑭
な
ど
明
記
さ
れ
た
も
の
人
点
、
そ
の
他
可
能
性
の
高
い
も
の

四
占
じ
が
多
い
。
こ
れ
に
は
越
中
国
衛
士
養
銭
付
札
②
の
も
併
せ
て
考
え
る
ベ

き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
い
に
み
え
る

「宮
作
衛
士
」
は
、
宮
の
造
営
に
携
わ
る

べ
き
衛
士
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
軍
防
令
第

一
一
条
衛
士
上
下
条
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の

「即
非
別
勅
、
不
得
雑
使
」
の
規
定
と
の
関
わ
り
で
注
意
さ
れ
る
。

こ
の
他
、
宿
直
を
報
告
す
る
文
書
木
簡
②
、
造
営
資
材
に
関
す
る
木
簡
ω
働

⑩
、
左
衛
士
府
関
係
の
付
札
①
、
薬
の
封
絨
木
簡
旬
、
論
語
の
習
書
⑫
∞
、
銭

付
札
な
ど
銭
に
関
す
る
も
の
⑩
⑩
①
∽
が
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
①
の
銭
付
札

に
み
え
る
丸
部
嶋
守
は
、
正
倉
院
文
書
に
天
平

一
一
年

（七
一一一九
）
か
ら
天
平

二
〇
年

（七
四
人
）
頃
に
か
け
て
経
師
な
ど
と
し
て
み
え
る
人
物
と
同

一
人
か
。

ｍ
に
み
え
る

「耳
中
」
は
後
に

「紀
」
に
改
め
ら
れ
た

（『続
日
本
紀
』
宝
亀
四

年
五
月
辛
巳
条
）
が
、
『続
日
本
紀
』
以
外
の
史
料
で
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
ろ
う
。

０
裏
面
の

「年
」
は
則
天
文
字
を
用
い
る
。

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ

（改
修
後
）
か
ら
は
和
銅
□
年
九
月
と
み
ら
れ
る
年
紀
を

も
つ
⑩
が
出
上
し
た
。
削
婿
で
あ
り
、
木
簡
作
成
の
日
付
を
示
す
か
否
か
は
不

詳
。
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
で
は
、
上
層
か
ら
神
亀
元
年

（七
一
一四
）
の
年
紀
を
も
つ

文
書
木
簡
ω
が
出
土
し
て
い
る
。

一
一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二
八
九
次
調
査
）

二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
一
〇
〇

ω

　

「
中
上

生
マ
豊
□

□
　
　
□
」
　

　

｝り受
ｅ
Ｗ
伽
霞

「美
濃
国
片
県
郡
□
□

〔神
ヵ
〕

「　
　
　
　
　
　
　
　
□
回

（
３

９

×
淫

×
∞
　
ｏ
‘

日等 日

①

　

「□
　
□

齢
一ヵ席
　
小
鉾
一柄

□
二
□
　
」

］μ『益
『溢

ｏ〓

〔
柄
ヵ
〕

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ

「口
回
食
三
升
　
右
二
領
人
等
充
□
　
」

「付
大
伴
マ
鳥
万
呂
　
十
七
日
　
午
時
」
　

］Φ受
含
×
∞
霞

□呂異回
カ

名
□
□
□
回

〔
凡
力
〕

⑦

　

国
人
冬
之
俵
」

(9)

「
＜
山
背
国
相
楽
郡
□
□
里
」

「
＜

□
□
国
□
□
□
□
□
郷
戸
主
□

〔
尾
治
亀

愛
知

郡
ヵ
〕

〔
武
義

郡
ヵ
〕
　

　

〔倉
ヵ
〕

い
　
。
「□
□
□
□
□
郷
高
□
里
□

。
「　
　
　
　
　
　
□
亀
元
年

「嬢
縮
醒
稟
ェハ漢
」

名

□
回
□
□
□
□
□
□
□
□

〔庸
米
六
半
ヵ
〕

（
Ｐ
伽
∞
）
×

（
μ
釦
）
×
⇔
　
ｏ
∞
Φ

（
ド

９

×

命

ｅ

×

∞
　

ｏ
曽

岸
⇔
釦
×

］
⇔
×

ヽ
　

ｏ
Ｐ
陣

（
ド
⇔
∞
）
×

（
り
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

（
∞
Φ
）
×
〕
『
×
釦
　
ｏ
Ｐ
ｏ

蕪

Φ
×

含
じ

×
い
　

畠

］

　

３



掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
七
二
九
二
柱
穴

ｍ
　
。
「
＜
丹
波
国
多
紀
郡
宗
マ
ロ

。
「
＜
戸
主
和
（
マ
黒
麻
呂
庸
×
　
　
　
　
　
（懸
ｙ
］叉
明
ｏ毬

Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
出
土
木
簡
の
中
に
は
、
郷
里
制
下
、
恐
ら
く
神
亀
元
年

（七

二
四
）
と
見
ら
れ
る
年
紀
を
持
つ
も
の
い
が
あ
る
。
ま
た
、
庸
米
付
札
も
見
ら

れ

（⑤
⑥
）、
第
二
人

一
次
調
査
の
二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
出
土

木
簡
と
共
通
す
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

〓
一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二
八
二
十
一
〇
次
調
査
）

東
二
坊
坊
間
東
小
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五

ω

　

「令
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
Ｘ
ｅ
Ｘ
卜
霞

②

　

「当
月
人
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（愚
ｙ
∞反
ヽ
Ｂ

①
　
。
「
＜
美
濃
国
安
八
郡
大
田
郷
　
」

〔
日
　
酒
ヵ
〕

・
「
＜
大
□
君
□
口
日
米
六
斗
俵
」

中
∞
中
×

μ
∞
×

崇
　

Φ
∞
∞

⑥
　
「＜□
九
百〔酢
己

日

回

」

宮
作
古
□
□

⑦
　
。
「大
伴
マ
田
毛
流
七
斗
五
升

名
□
　
　
　
□
　
　
□

（天
地
逆
）

〔企
口
ヵ
〕

③
　
・
国
人
部
足
□
　
□

・

＝

廿

土
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六

⑪

　

「
＜
参
河
国
宝
飲
郡
度
津
郷
〔酢
酔
冠
斤
大

」

⑩
　
・
回
為
為
□
令
勝
進
進
国
――
日
巳

。
□
為
月
別
流
下
水
□
ロ
ーー
日
巳

llll

建
建
諸
諸
諸
諸
諸

□

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
四

⑫

　

「
＜

隠
使
国
智
夫
郡
剛
良
郷
□
□

Ｈ

回

(4)

木
本
村
御
贄
□

「
＜
播
磨
国
鴨
郡

〔
猪
甘
己

「
＜
回
ロ
マ
ロ
六
□

〔
鯛
ヵ
〕

（
Ｐ
Ｐ
『
）
×
Ｎ
伽
×
卜
　
ｏ
∞
Φ

（
∞
］
）
×
Ｐ
∞
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

解
Ｐ
『
×

μ
Φ
×

∞
　

ｏ
∞
］

　

　

４

一

（
Ｐ
伽
⇔
）
×

（
ド
ヽ
）
×
釦
　
ｏ
伽
申

６

じ

×

含

ｅ

×

伽
　

ｏ
饂

牌
ヽ
釦
×

］
Ｐ
×

］
　

ｏ
∞
］

含
⇔
⇔
）
×
Ｐ
⇔
×
Ｐ
　
ｏ
Ｐ
Φ

（
Ｓ
ｅ

×
命
ｅ

×
⇔
　
ｏ
解

（
∞
『
）
×
］
Φ
×
∞
　
Φ
∞
Φ

Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
出
上
の
も
の
で
は
、
村
を
単
位
に
貢
納
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

贄
の
付
札
０
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
郡
郷
里
制
施
行

（七
一
七
年
）
以
後
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(6) (5)に )

の
美
濃
国
の
お
そ
ら
く
庸
米
付
札
と
み
ら
れ
る
も
の
①
、
播
磨
国
の
付
札
い
が

あ
る
。
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
か
ら
は
参
河
国
の
付
札
ω
や
、
習
書
な
ど
が
、
Ｓ
Ｄ
七

二
七
四
か
ら
は
隠
伎
国
の
付
札
⑫
な
ど
が
出
上
し
た
。
付
札
は
両
者
と
も
郡
郷

里
制
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

四
　
右
京
三
条

一
坊
三

・
四
坪

（第
二
人
八
。
二
九
〇
次
調
査
）

朱
雀
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇

ω

君

静
ヵ〕

名
内
舎
人
尊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｄ
溢
粟
釦
ｏ壱

⑦

　

□
波
米
五
斗
＜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（牌こ
巡
実
い
ｏ毬

①
ｌ
ω
が
第
二
人
八
次
調
査
、
⑤
ｌ
Ｏ
が
第
二
九
〇
次
調
査
出
土
分
で
あ
る
。

①
は
、
召
文
で
あ
る
。
下
端
は
折
れ
て
い
る
。
②
は
、
備
中
国
下
道
郡
の
、

０
は
備
後
国
西
良

（世
羅
）
郡
の
米
の
付
札
で
あ
る
。

①
は
隠
伎
国
周
吉
郡
の
軍
布

（メ
）
の
付
札
、
⑥
は
阿
波
国
の
ア
ワ
ビ
の
付

札
で
あ
る
。

五
　
左
京
三
条

一
坊
十
四
坪

（第
二
八
二
十
三
次
調
査
）

東
一坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五
一

ω
　
ｏ
「
　
　

〔申
　
侍
己
　
口
日
日

日
日
□

主
蔵
監
□
宿
□
　
　
日
日
日

日
日
□

『□
旦
＝

婆

国

」

（重
書
）

〔
イ
彰
躙
〕

」　　　∞ｏｏ×
∞Φ）〈卜　　Ｏμ騨

「少
録
正
六
位
上

日

□

「玉
様

「
＜
米
七
俵

６

じ

×

６

じ

×

］

⇔
解

含

μ
じ

×

牌
岸
×

卜
　

ｏ
Ｐ
∽

（
Ｅ

じ

×

く

×

伽
　

ｏ
∞
Φ

主
蔵
監
が
所
管
の
春
宮
坊
に
対
し
て
宿
直
者
の
名
を
報
告
し
た
文
書

　

４

。
「
『聯
平
□
□
□
』

図
　
Ｌ
下
道
〔印
肥
臥
酢
剛
里
下
道
臣
三
止
」

「□
□
米
六
斗

「
＜
備
後
国
西
良
郡
口
□
米

「
＜
同
Ｈ
日
日
日

日
日
Ｈ
Ｈ
□

犬
養
マ

「
＜

鵬
マ伎
瀬
期
瑞
棚
縮
痢
潮
粘
嘲
狸
＜

」

「
＜
阿
波
国
生
腹
五
十
貝
」

牌
⇔
釦
×

］
μ
×

卜
　

ｏ
Ｐ
］

（
Ｐ
Ｏ
Φ
）
×
（
μ
］
）
×
り
　
ｏ
∞
Φ

（『
］
）
×
（
μ
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

μ
］
∞
×

］
ω
×

ω
　

ｏ
∞
ド

μ
］
⇔
×

］
∞
×

∝
　

ｏ
∞
］

ぽ 141(3)



木
簡
で
あ
る
。
春
宮
坊
関
係
の
木
簡
は
、
第
三
二
次
調
査
に
お
い
て
検
出
し
た
、

こ
の
溝
の
上
流
に
あ
た
る
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
、
及
び
こ
れ
に
合
流
す
る
三
条
大
路

北
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
、
宮
内
の
排
水
の
た
め
の
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
な
ど

か
ら
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る

（『平
城
宮
木
簡
』
一じ
。
ま
た
、

第
三
二
次
調
査
区
の
北
方
に
あ
た
る
第

一
〇
四
次
調
査
で
も
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一

の
小
子
門
を
越
え
た
宮
内
の
上
流
部
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二

三
六
か
ら
、
や
は
り
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
春
宮
坊
関
係
木
簡

が
出
土
し
て
い
る

（『平
城
宮
発
掘
説
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
一
じ
。
さ
ら
に
そ
の
上

流
、
造
酒
司
推
定
地
の
南
を
調
査
し
た
第
二
五
九
次
調
査
で
も
、
宮
内
道
路
南

側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
か
ら
同
様
の
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第

一
人
号
）。
今
回
の
第
二
人
三
十
二
次
調
査
出
上
の
い
は
、
年
代
を
考

え
る
手
が
か
り
が
な
く
、
以
前
に
出
土
し
た
も
の
と

一
連
の
も
の
か
否
か
は
確

定
で
き
な
い
。
ど
こ
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
検
討
を
要
す
る
。

②
に
見
え
る
少
録
は
、
八
省
ま
た
は
省
レ
ベ
ル
の
官
司
の
第
四
等
官
で
あ
る

が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
正
六
位
上
の
位
階
は
八
省
少
録
の
相
当
位
で
あ
る
正
入

位
上
よ
り
高
い
。
①
は
玉
の
た
め
し
（見
本
）
の
付
札
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九
人
―

Ⅲ
』
（
一
九
九
八
年
）

同

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
四

（
一
九
九
八
年
）

（古
尾
谷
知
浩
）
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6  5 4  3 2  1

奈良
。４
献
墓
料
跡
②

所
在
地
　
　
　
一　
奈
良
市
青
野
町
、
二
　
奈
良
市
宝
来
町

調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
九
月
―

一
二
月
、
二
　
一
九

九
七
年
九
月
１

一
一
月

奈
良
市
教
育
委
員
会

・
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

一　
立
石
堅
志

・
原
田
香
織

一
一　
三
好
美
穂

。
大
窪
淳
司

都
城
跡

一　
奈
良
時
代
―
室
町
時
代
、
二
　
縄
文
時
代
、
弥
生
時

代
、
奈
良
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

一　

右
京

二
条

三
坊
七
坪

（第
三
七
八
十
四
次
調

査
）

本
調
査
は
、
近
鉄
西
大
寺
駅

口

南
土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
う

奈

も
の
で
、
調
査
地
は
平
城
京
右

京
二
条
三
坊
七
坪
の
西
辺
部
中

央
付
近
に
位
置
し
、
発
掘
面
積
は
九
〇
〇
♂
で
あ
る
。

検
出
し
た
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
遺
構
に
は
、
西
三
坊
坊
間
路
、
同
東

側
溝
、
西
三
坊
坊
間
路
に
面
し
坪
内
を
南
北
三
分
す
る
位
置
に
あ
る
西
向
き
の

門
、
掘
立
柱
建
物
二
棟
、
掘
立
柱
塀

一
条
、
井
戸
三
基
が
あ
る
。
こ
の
他
に
西

三
坊
坊
間
路
西
側
溝
の
位
置
を
踏
襲
す
る
中
世
の
流
路
が
あ
る
。

木
簡
は
、
井
戸
Ｓ
Ｅ
五

一
六
か
ら

一
点
出
土
し
た
。
こ
の
井
戸
の
掘
形
は
、

平
面
隅
丸
方
形
で
、
東
西
三

・
三
ｍ
、
南
北
三

・
三
ｍ
、
検
出
面
か
ら
の
深
さ

一
・
六
ｍ
で
あ
る
。
枠
の
構
造
は
方
形
縦
板
組
横
桟
留
め
で
、
内
法
は
○

・
九

ｍ
×
○

・
九
ｍ
で
あ
る
。
枠
内
の
埋
土
か
ら
木
簡
と
と
も
に
奈
良
時
代
後
半
か

ら
長
岡
京
期
の
土
器
が
、
掘
形
の
埋
土
か
ら
奈
良
時
代
後
半
の
土
器
が
出
上
し

た
。
そ
の
他
の
遺
物
に
は
、
西
三
坊
坊
問
路
東
側
溝
か
ら
出
土
し
た
和
同
開
弥
、

横
櫛
、
三
彩
小
壺
蓋
、
三
彩
杯
か
皿
の
破
片
、
緑
釉
椀
、
円
面
硯
が
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
墨
書
土
器
四
点
、
箆
記
号
の
あ
る
土
器

一
点
を
確
認

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
文
字
の
判
読
で
き
る
も
の
に
は
、
須
恵
器
杯
底
部
内
面

に
書
か
れ
た

「□
考
所
」
、
須
恵
器
杯
蓋
頂
部
外
面
に
書
か
れ
た

「大
」
、
須
恵

器
甕
口
縁
部
外
面
に
線
刻
さ
れ
た

「十
」
が
あ
る
。

一
一　
右
京
三
条
四
坊
十
坪

（第
三
八
六
次
調
査
）

本
調
査
は
、
大
和
中
央
道
街
路
整
備
事
業
に
伴
う
事
前
調
査
で
あ
る
。
当
該

地
は
、
平
城
京
の
条
坊
で
は
右
京
三
条
四
坊
十
坪
の
西
半
部
に
相
当
す
る
。
こ

れ
ま
で
に
こ
の
十
坪
内
で
は
、　
一
九
人
九
年
度
に
本
調
査
地
の
東
隣
で
事
務
所

新
築
に
伴
う
試
掘
調
査

（奈
良
市
平
成
元
年
度
―
第
五
次
調
査
）
を
実
施
し
て
お

発
掘
機
関

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

遺
跡
の
年
代



り
、
そ
の
際
に
掘
立
柱
列
や
土
坑
な
ど
数
多
く
の
遺
構
を
検
出
し
て
い
る
。
今

回
は
十
坪
内
の
宅
地
の
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
、
約
人
Ｏ

Ｏ
ｒ
の
調
査
区
を
設
定
し
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
、
縄
文
時
代
の
上
坑

一
基
、
弥
生
時
代
の
自
然
流
路

一
、
奈
良

時
代
の
掘
立
柱
建
物

一
三
棟
、
掘
立
柱
塀
二
条
、
井
戸
三
基
の
他
に
、
時
期
不

明
の
自
然
流
路
二
を
検
出
し
た
。

奈
良
時
代
の
建
物
は
、
規
模
が
小
さ
く
、
建
物
の
主
軸
が
国
土
方
眼
方
位
の

北
で
東
に
振
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
掘
立
柱
塀
も
北
で
東
に
振
れ
る
傾
向
が

窺
わ
れ
る
。
発
掘
区
の
南
端
で
は
、
三
条
条
間
路
が
近
い
た
め
か
建
物
な
ど
の

遺
構
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
井
戸
は
、
三
基
と
も
井
戸
枠
は
既
に
抜
き
取
ら

れ
て
お
り
残
存
し
な
い
。
こ
の
う
ち
、　
一
基
の
井
戸
の
抜
取
り
穴
か
ら
は
今
回

報
告
す
る
木
簡
を
は
じ
め
、
奈
良
時
代
中
頃
の
土
師
器

。
須
恵
器
、
瓦
片
、
種

子
、
斎
串
、
箸
が
遺
物
整
理
用
コ
ン
テ
ナ
で
計
六
箱
分
が
出
土
し
た
。

弥
生
時
代
の
自
然
流
路
は
、　
一
部
を
検
出
し
た
だ
け
で
、
西
端
と
北
端
は
発

掘
区
外
へ
続
く
た
め
全
長
は
不
明
で
あ
る
。
深
さ
は
、
検
出
面
か
ら
○

・
三
１

０

。
六
ｍ
を
測
る
。
流
路
内
の
堆
積
土
に
は
、
弥
生
土
器
片
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
が

含
ま
れ
て
い
た
。
サ
ヌ
カ
イ
ト
は
小
さ
な
剖
片
が
多
く
認
め
ら
れ
た
た
め
、
自

然
流
路
の
堆
積
土
ご
と
採
取
し
た
。
現
在
、
土
壌
を
洗
浄
し
な
が
ら
サ
ヌ
カ
イ

ト
片
を
選
別
し
て
い
る
。

縄
文
時
代
の
土
坑
は
、
弥
生
時
代
の
自
然
流
路
の
下
層
で
検
出
し
た
。
東
西

径

一
。
一
ｍ
、
南
北
径

一
・
三
ｍ
の
平
面
楕
円
形
の
掘
形
で
、
深
さ
は
○

・
三

ｍ
で
あ
る
。
埋
土
か
ら
は
、
縄
文
土
器
破
片
、
石
器

（叩
石
、
台
石
）
が
出
土

し
た
。
奈
良
市
内
で
は
縄
文
時
代
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
例
は
少
な
い
が
、
本

調
査
地
か
ら
北
東
七
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
菅
原
町
付
近
に
位
置
す
る
菅
原
東
遺
跡
で
は
、

縄
文
時
代
後
期
―
晩
期
の
石
器
や
自
然
流
路
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
本
調
査
地
周
辺
に
縄
文
時
代
の
集
落
が
あ
る
可
能
性
も
十
分
に
想

定
さ
れ
る
た
め
、
今
後
は
、
奈
良
時
代
の
下
層
を
も
含
め
た
綿
密
な
調
査
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
右
京
二
条
三
坊
七
坪

（第
一一一七
八
十
四
次
調
査
）

⑪
　
　
「
山
背
国
京
都
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

木
簡
の
上
端
か
ら
刃
物
を
入
れ
て
削
ぎ
取
っ
た
削
暦
で
、
上
端
は
木
簡
の
原

形
を
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
削
婿
と
同
材
と
思
わ
れ
る
削
婿
の
小
片
三
点
が
同

じ
Ｓ
Ｅ
五

一
六
の
井
戸
枠
内
か
ら
出
土
し
た
が
、
い
ず
れ
も
墨
痕
が
認
め
ら
れ

ず
接
合
も
し
な
か
っ
た
。

「京
都
」
は
、
都
を
指
す

一
般
名
詞
と
考
え
ら
れ
、
「京
師
」
ほ
ど
頻
度
は― (1)



高
く
な
い
が

『続
日
本
紀
』
に
も
七
例
用
例
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
天
平

一
二
、

一
三
年
の
記
事
に
恭
仁
京
を
指
す
例
が
三
例
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ

る
が
、
今
回
の
木
簡
の

「山
背
国
京
都
」
は
、
共
伴
遺
物
の
年
代
か
ら
み
て
長

岡
京
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。

一
一　
右
京
三
条
四
坊
十
坪

（第
一二
八
六
次
調
査
）

〔寒
ヵ
〕

□
其
□
康
□

文
字
は
全
体
に
左
寄
り
に
書
か
れ
て
い
る
。
「陳
」
は
麻
と
糸
が
か
な
り
ず

れ
て
い
る
が

一
文
字
と
み
ら
れ
る
。
全
体
の
文
意
は
不
明
で
あ
る
が
、
康
は
麻

糸
を
意
味
す
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
両
調
査
出
上
の
木
簡
の
釈
読

・
解
釈
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
史
料
調
査
室
の
方
々
の
ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
市
教
育
委
員
会

『奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
報
告
書

（第
一
分
冊
）

平
成
九
年
度
』
盆

九
九
八
年
）（

一　
原
田
香
織
、
二
　
一二
好
美
穂
・
松
浦
五
輪
美
）

一

（
Ｐ
ω
Ｏ
）
×
∞
Ｐ
×
卜
　
ｏ
∞
］
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奈
良
。青
野
遺
跡

所
在
地
　
　
　
奈
良
市
青
野
町

調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
七
月
１

一
二
月

発
掘
機
関
　
　
奈
良
市
教
育
委
員
会

・
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
鐘
方
正
樹

・
安
井
宣
也

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

近
鉄
西
大
寺
駅
南
方
地
域
で
は
、　
一
九
八
八
年
度
か
ら
土
地
区
画
整
理
事
業

に
伴
い
広
範
囲
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
奈
良
盆

地
北
西
部
の
西
の
京
丘
陵
東
側

に
形
成
さ
れ
た
緩
傾
斜
扇
状
地

に
あ
た
る
。
事
業
地
全
体
が
平

城
京
域
で
、
南
半
に
は
縄
文
時

代
か
ら
中
世
の
複
合
遺
跡
で
あ

る
菅
原
東
遺
跡
が
重
複
し
て
所

在
す
る
。

今
回
の
調
査
は
、
奈
良
市
第

三
七
八
十
三
次
調
査
と
し
て
事

1997年 出土の木簡
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業
地
北
寄
り
で
実
施
し
た
。
平
城
京
右
京
二
条
三
坊
七
坪
北
東
部
の
様
相
確
認

を
主
な
目
的
と
し
た
が
、
奈
良
時
代
の
遺
構
と
と
も
に
中
世
の
建
物

・
塀

・
井

戸

・
土
坑
を
検
出
し
た
。
同
時
期
の
遺
構
は
す
ぐ
南
隣
の
調
査
地
で
も
確
認
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
中
世
の
遺
構
群
を
大
字
名
を
と
っ
て
青
野
遺
跡
と
仮
称

す
る
。

井
戸
枠
に
墨
書
が
確
認
さ
れ
た
室
町
時
代
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
五
二
人
は
、
調
査
区

東
寄
り
で
検
出
し
た
。
掘
形
は
東
西

一
・
三
ｍ
、
南
北

一
・
二
ｍ
の
平
面
隅
九

方
形
で
、
検
出
面
か
ら
の
深
さ
は

一
。
人
ｍ
で
あ
る
。
井
戸
枠
の
構
造
は

一
辺

○

。
人
ｍ
の
方
形
縦
板
横
桟
留
め
で
あ
る
。
縦
板
は

一
辺
に
つ
き
三
枚
で
構
成

さ
れ
、
横
桟
は
下
か
ら
二
段
分
が
遺
存
し
て
い
た

（例
え
ば
、
東
辺
の
縦
板
を
北

か
ら
順
に

「東
側
北
」
「東
側
中
」
「東
側
南
」、
北
辺
の
横
桟
下
段
を

「北
横
桟
下
」
の

よ
う
Ｌ
不
す
）。
枠
内
の
堆
積
物
中
か
ら
、　
一
五
世
紀
末
か
ら

一
六
世
紀
初
頭
の

瓦
質
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω

目
飾
辟

□
□
□
□
」
　
　
　
　
　
（東
側
北
）

μ卜Φ受
］∞受
む

ａ
μ

化)

Ｏ
υ

Ⅷ
臨
雖
議
於

噸
搬
鍮
評

卜×∞『≦

墓

〔
持

秘
ヵ
〕

轍ｒ　一村桐嗣縁岬剃掛萌鉾剛脚樺」
（西側中）
Ｓ『Ｎ×導い×溺

⑥
　
・
□
回
回
〔剛

酌
己

功
徳
大
名
聞

同
十‐
□
□
□
　
□
余
智
者
徳

」

力
〕
　

　

□
□
□
　
□

徳
三
年
六
月
四
日
　
　
」

（
西

側

南

）

Ｓ

潔

×
］
亀

×
Ｎ

ｏ
盆

□
□
入
諸
定
入
諸
地
獄
令
難
苦

□

□

□

日

― ―

回

今

回

□

□

引

導

　

」

（
南

側

東

）

電

泉

］
∞
巽

朗

ａ

騨

□宝

口
Ｈ

Ｈ
回
天

臥
嫁
缶
今
際
識
鮒
嘱
汝

一心［‐‐一　　」
（南
側
中
）

Ｓ
３
×
］溺
×
導

ｏ２

長
□
　
」

μ
釦
『
ｏ
×

］
『
伽
×

］
嗚
　

ｏ
６
四

〇
い
μ
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働

　

〔酢

則

阿

弥

陀

如

来

田

」

l101ω
　
・
南
無
観
自
在
芋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

．
　

□
　
　
　
　
　

長
禄
四
年
二
月
八
日

央
敬
白
」

（
北

側

中

）

Ｐ
伽
毬

×
繋

ｏ
×
憲

⑫　．翼　苺　爛　鶏醐囃倒韓一供五鰤対中欝寿丸」

・
　

　

　

　

□
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（北
側
西
）

Ｓ
Ｓ
×
］懲
×
繋

⑬

　

相

当

□

継

□

□

□

　

」
　

　

　

（西
横
桟
下
）

ｄ

Ｘ

こ

こ

釧

側

　

□

口

□

□

□

□

□

□

□

□

」
　

（南
横
桟
下
）
∞
Ｐ授

含

Φ
×

毬

□

□

□

□

□

□

□

□

」
　

　

　

（
北

横

桟

下

）

館

受

琶

溢

Φ

露

□

□

□

造

立

□

□

十

」
　

　

　

　

（
北

横

板

）

鐵

反

Ｆ

る

Ｐ

墓

こ
れ
ら
の
資
料
は
全
て
井
戸
枠
材
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

口
⑩
⑫
の
上
端
に
工
大
種
子
の
一
部
と
み
ら
れ
る

「
虫

（ま
た
は
４
と

が
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
卒
塔
婆
の
水
輪
以
上
を
切
除
し
て
利
用
し
た
も
の
と
判
断

さ
れ
る
。
⑬
ｌ
い
は
さ
ら
に
縦
割
り
に
し
て
桟
木
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

一
定
の
位
置
に
残
る
釘
孔
か
ら
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
塔
婆
堂
の
壁
板
と
し
て

貫
に
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

残
存
状
況
は
良
好
と
は
い
え
ず
、
①
⑭
ω
以
外
は
墨
が
完
全
に
流
れ
て
お
り
、

文
字
は
微
か
な
浮
き
彫
り
状
に
残
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
ま
た
井
戸
の
内
側

に
向
け
ら
れ
て
い
た
面
は
腐
蝕
が
著
し
く
、
横
桟
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
部
分
に

文
字
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
二
三
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
本
来
は
全
て

両
面
に
墨
書
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

内
容
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
供
養
願
文

（②
③
い
⑩
⑫
⑬
？
的
？
し
、

掲

（⑤
ｌ
③
）、
尊
仏
の
名
号

（⑪
⑪
）
が
あ
る
。
願
文
か
ら
、
僧
良
継

（生
没

年
不
詳
）
の
追
善
供
養
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

供
養
願
文
は
七

・
十
七

・
二
十
五
回
忌
の
銘
が
あ
り
、
ま
た
十
三
仏
信
仰
に

基
づ
け
ば
、
②
は

「大
日
尊
」
の
文
言
に
よ
っ
て
十
三
回
忌
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
０
０
は
忌
日
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
同

一
人
物
と
み
て
差
し
支
え
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
の
十
七
回
忌
を
享
徳
元
年

（
一
四
≡

０
と
す
れ
ば
、

⑩
の
長
禄
四
年

（
一
四
六
〇
）
の
二
十
五
回
忌
と
整
合
し
、
良
継
の
没
年
は
永

享
八
年

（
一
四
三
０

と
な
る
。
ま
た
、
い
⑩
⑫
は
上
部
に
梵
字
が
書
か
れ
て

お
り
、
い
は
光
明
真
言

（左
上
か
ら
横
垂
ｅ
、
⑩
は
随
求
小
呪

（左
上
か
ら
枝
書
）

（南
側
西
）

～
認
×
］熊
×
誤

ｏＰ

長
禄
四
年
十

一
月
八
日
乙
菊
女

」

（
北

側

東

）

ド

駕

×
囀
趙

×
誤

ｏ
鵞

〇
⇔
〕

〔
師
力
〕

畑寺鞠醜鞭脚報囀噸卿陣韓　敬白Ｏ
ω
岸

〇
〇
〕

ミ

ｑ
付
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1997年出上の木簡

と
思
わ
れ
る
。
⑩
は
さ
ら
に

一
字
金
輪
が
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
。
⑫
は
阿
弥

陀
三
尊
を
表
し
て
い
る
。

掲
文
は
、
①
が
不
動
経
、
０
が
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
、
い
が
延
命
地
蔵
経
、

①
が
地
蔵
菩
薩
本
願
経
を
出
典
と
す
る
。
十
三
仏
に
対
応
さ
せ
る
と
、
働
は
初

七
日
、
他
三
点
が
五
七
日
と
な
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
全
文
は
、

「
一
持
秘
密
呪
　
生
生
而
加
護
　
奉
仕
修
行
者
　
猶
如
薄
伽
梵
」
（⑤
）、
コ

日
称
地
蔵
　
功
徳
大
名
聞
　
勝
倶
砥
劫
中
　
称
余
智
者
徳
」
（⑥
）、
「毎
日
晨

朝
入
諸
定
　
入
諸
地
獄
令
難
苦
　
無
仏
世
界
度
衆
生
　
今
世
後
世
能
引
導
」

（０
）、
「現
在
未
来
天
人
衆
　
吾
今
慇
懃
付
嘱
汝
　
以
大
神
通
方
便
度
　
勿
今

堕
在
諸
悪
趣
宍
⑤
）
と
な
る
。
な
お
、
０
の
行
間
に
あ
る

一
字
は
、
「世
」
か

「能
」
の
加
字
と
思
わ
れ
る
。

名
号
は
十
三
仏

（初
七
日
か
ら
三
十
三
回
忌
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
主
尊
）
を

表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
①
は
三
回
忌
、
⑪
は
百
力
日
の
主
尊
で
あ
る
。
⑪

の
下
部
に
並
ぶ
二
文
字
は
恐
ら
く

「「
」
「
４
」
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
全
て
年
忌
供
養
に
関
わ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
②
十

三
回
忌
、
③
七
回
忌
、
い
十
七
回
忌
、
働
初
七
日
、
①
五
七
日
、
０
五
七
日
、

①
五
七
日
、
①
三
回
忌
、
⑩
二
十
五
回
忌
、
⑪
百
力
日
、
⑫
二
十
五
回
忌
と
考

え
ら
れ
る
が
、
確
定
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
⑩
⑫
と
ω
は
同
じ
長
禄
四
年
で

あ
っ
て
も
主
尊
が
異
な
り
、
と
も
に
良
継
に
因
む
も
の
で
あ
れ
ば
⑪
は
百
力
日

供
養
で
は
あ
り
得
な
い

（な
お
、
紀
年
銘
の
十
一
月
と
二
月
に
つ
い
て
は
再
度
誤
読

で
な
い

，こと
を
確
認
し
た
）。
ま
た
、
②
の

「造
大
日
尊
之
形
」
は
絵
塔
婆
が
存

在
し
な
い
こ
と
か
ら
五
輪
塔

（卒
塔
婆
）
製
作
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
、
十
三
回
忌
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
⑩
の

「三
昧
耶
形
」
は
ま

さ
に
卒
塔
婆
を
作
っ
た
こ
と
自
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
後
己
心
寺

（殿
）
孝
尋
の
同
学
と

し
て
興
福
寺
僧
良
継
が
見
え

（康
正
三
年
一ハ
月
八
日
条
な
ど
）、
応
永
九
年

（
一
四

〇
一
一）
に
は
権
大
僧
都
の
地
位
に
あ
っ
た

（長
享
二
年
一
一
月
一
一
日
条
）。
今
回

出
土
し
た
卒
塔
婆
で
供
養
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
僧
良
継
と
同

一
人
と
み
て
年

代
的
に
も
矛
盾
は
な
い
。

な
お
、
本
資
料
の
釈
読
、
及
び
内
容
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
の
舘
野
和
己

・
古
尾
谷
知
浩

。
山
下
信

一
郎
の
諸
氏
、
働
元
興
寺
文

化
財
研
究
所
の
藤
澤
典
彦
氏
、
奈
良
大
学
の
木
下
密
逗
氏
、
奈
良
県
立
橿
原
考

古
学
研
究
所
の
今
尾
文
昭
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
市
教
育
委
員
会

『奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
報
告
書

（第
一
分
冊
）

平
成
九
年
度
』
全

九
九
八
年
）

（安
井
宣
也
・
松
浦
五
輪
美
）
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奈
亭

藤
原

宮

跡

所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
縄
手
町

調
査
期
間
　
　
第
八
五
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月

発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
都

調
査
担
当
者
　
代
表
　
猪
熊
兼
勝

遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

・
官
行
跡

遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
―
八
世
紀
初
期

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

こ
の
調
査
は
集
合
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
区
は
藤
原
宮
西
方

官
行
南
地
区
に
あ
た
り
、
前
回
報
告
の
第
八
二
次
調
査
区
の
東
に
位
置
す
る
。

発
掘
面
積
は
七
〇
〇
ポ
で
あ
る
。

遺
構
面
は
三
面
あ
り
、
上
層
は
藤
原
宮
期
及
び
そ
れ
以
降
、
中
層
は
弥
生
ｔ

古
墳
時
代
、
下
層
は
弥
生
時
代
で
あ
る
。
上
層
の
藤
原
宮
期
の
遺
構
は
比
較
的

疎
ら
で
あ
り
、
調
査
の
重
点
は
、
中
層
で
検
出
し
た
水
田
遺
構
や
下
層
の
弥
生

集
落
で
あ
る
四
分
遺
跡
の
解
明
に
置
か
れ
、
弥
生
時
代
の
人
骨
の
残
る
土
壊
墓

な
ど
を
確
認
し
た
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
上
層
で
検
出
し
た
近
世
の
小
土
坑
Ｓ
Ｋ
八
八
二

一
か

ら
で
、　
一
点
が
出
土
し
た
。

こ
の
他
、
大
極
殿
院
と
内
裏
の
境
界
部
分
に
あ
た
る
醍
醐
池
南
岸
の
護
岸
工

○ 本号収載分出土地

。 既出上分

▲ 奈良県調査出土地

数字 :調査次数

|      |

l        l

l        l

l==l

藤原宮木簡等出土地点略図



1997年出土の木簡

藤
原
宮
出
上
の

「大
贄
」
木
簡

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
宮
木
簡
』

一
の
一
九
二
号
の
上
部
接

続
断
片
が
確
認
さ
れ
、
完
形
の
荷
札
木
簡
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

「
＜
熊
野
評
大
贄
塩
塗
近
代
百
廿
隻
」
　
　
　
Ｎ卜受
］泉
∞
ｏ鵠

熊
野
評
は
後
の
丹
波
国
熊
野
郡
で
、
熊
野
評
の
木
簡
と
し
て
は
二
例
め

に
あ
た
る
。
近
代
の
貢
進
例
は
二
条
大
路
木
簡
の
志
摩
国
に
つ
ぐ
も
の
で

あ
る
。
「塩
塗
」
は
他
の
木
簡
に
み
え
る

「塩
染
」
と
同
義
で
、
銀
存
の

た
め
に
塩
を
ま
ぶ
し
て
貢
進
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『延
喜
式
』
に

は
丹
波
国
の
諸
国
貢
進
御
贄
と
し
て
、
「塩
塗
年
魚
」
が
み
え
る
。

ち
な
み
に
、
『藤
原
宮
木
簡
』

一
で
は

「百
廿
隻
」
部
分
だ
け
し
か
掲

載
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
写
真
撮
影
以
前
に
盗
難
に
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
。　
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
実
物
の
所
在
が
確
認
さ
れ
、
漸
く
完
形
の

大
贄
木
簡
と
し
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（寺
崎
保
広
）
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さ
か
ふ
ね
い
し

奈
良
・酒
船
石
遺
跡

所
在
地
　
　
　
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
岡

調
査
期
間
　
　
第
九
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
三
月
１
四
月
、
第

一
〇
次
調
査
　
一
九
九
七
年
四
月
―
八
月

発
掘
機
関
　
　
明
日
香
村
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
相
原
嘉
之

（第
九
・
一
〇
次
調
査
）、
清
岡
廣
子

（第
一
〇
次

調
査
）

遺
跡
の
種
類
　
官
行
跡

遺
跡
の
年
代
　
飛
鳥
時
代
―
中
世

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

酒
船
石
遺
跡
は
、
飛
鳥
の
小

盆
地
の
東
に
あ
る
丘
陵
に
位
置

す
る
。
こ
の
丘
陵
の
上
に
は
謎

の
石
造
物
と
呼
ば
れ
る

「酒
船

石
」
が
あ
る
。
こ
の
丘
陵
の
北

斜
面
で

一
九
九
二
年
に
大
規
模

な
土
地
造
成
痕
跡
と
石
垣
遺
構

が
発
見
さ
れ
、
『
日
本
書
紀
』

に
記
さ
れ
る
斉
明
天
皇
の

「宮

の
東
の
石
垣
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
後

一
九
九
四
年
度
の
調
査
で

は
、
さ
ら
に
下
に
三
重
の
石
垣
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。　
一
方
、
飛
鳥
京
跡

は

一
九
二
九
年
か
ら
継
続
し
て
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査

に
よ
っ
て
、
同

一
場
所
に
三
時
期
の
宮
殿
遺
構
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
。
こ
の
う
ち
最
も
新
し
い
宮
殿
遺
構
は
、
後
飛
鳥
岡
本
宮
を
改
造

・
整
備

し
た
天
武
天
皇
の
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
調
査
地
は
、
酒
船
石
遺
跡
の
あ
る
丘
陵
の
西
側
平
担
部
に
位
置
す
る

が
、
飛
鳥
京
跡
の
東
外
郭
塀
の
外

（東
）
側
で
あ
る
の
で
、
酒
船
石
遺
跡
の
範

囲
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
今
回
の
調
査
は
、
執
行
年
度
の
関
係
で
、

一
九
九
六
年
度
に
南
半
を
第
九
次
調
査
と
し
て
実
施
し
、　
一
九
九
七
年
度
に
引

き
続
き
調
査
区
を
拡
張
す
る
形
で
北
半
の
第

一
〇
次
調
査
を
行
な
っ
た
。

検
出
し
た
遺
構
は
、
大
き
く
Ａ

・
Ｂ
期
の
二
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
Ａ
期
に

は
、
南
北
棟
の
大
型
掘
立
柱
建
物
や
こ
れ
に
伴
う
石
敷

・
石
組
溝
な
ど
が
あ
り
、

出
土
遺
物
か
ら
七
世
紀
後
半
の
天
武
朝
に
は
機
能
し
て
い
た
遺
構
群
と
考
え
ら

れ
る
。
Ｂ
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
遺
構
を
埋
め
て
造
ら
れ
た
石
組
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
や

石
積
遺
構

。
素
掘
溝
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
は
、
南
北
方
向
の
石
組
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
で
あ
る
。
第
九

次
調
査
区
で
Ｓ
Ｄ

一
〇
の
南
半
を
、
第

一
〇
次
調
査
区
で
北
半
を
調
査
し
て
お

り
、　
一
連
の
遺
構
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
は
、
幅
二
ｍ
、
深
さ

一
ｍ
で
側
壁
に
花

南
岩
を
積
ん
で
い
る
が
、
石
材
は
大
小
様
々
で
積
み
方
は
雑
で
あ
る
。
埋
土
は

大
き
く
二
層
に
分
か
れ
、
上
層
に
黒
灰
色
粘
質
土
、
下
層
に
灰
色
粗
砂
が
堆
積

(吉野山)
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す
る
。
遺
物
は
下
層
に
多
く
、
木
簡
を
は
じ
め
土
器

・
木
片
が
多
数
出
土
し
た
。

土
器
は
現
在
整
理
中
で
あ
る
が
、
飛
鳥
Ｖ

（藤
原
宮
の
時
期
）
の
時
期
の
も
の

で
あ
る
。
木
簡
は
、
第
九
次
調
査
で

一
三
点

（全
て
削
暦
）、
第

一
〇
次
調
査
で

一
五
点

今
つ
ち
削
婿
九
点
）、
計
二
人
点
出
上
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔私
ヵ
〕

①

　

□
ロ
マ
安
麻
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ潔

②
　
　
田
直
佐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ協

【
函
こ
遷
ヵ
〕

働

　

□
□
国
家
家
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ津

〔郡
ヵ
〕
　

【白
米
ヵ
〕

い
　
。
「尾
張
国
中
嶋
□
回
□
□
□
□

」

。
「
五
斗

霊
亀
弐
年
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
Ｐ伽巽
］買
い
目

働
　

牛
皮
四
枚
直
布

（
牌
〇
］
）
×
］
］
×
卜
　
ｏ
∞
〕

①
ｌ
①
は
第
九
次
調
査
出
土
分
、
い
①
は
第

一
〇
次
調
査
出
上
分
で
あ
る
。

い
と
②
は
人
名
を
記
す
。
い
の
私
部
安
麻
呂
に
関
し
て
は
、
正
倉
院
文
書
に

同
名
の
人
物
が
天
平
宝
字
年
間
の
造
東
大
寺
司
画
師
と
し
て
登
場
す
る
が

３
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
巻
四
、
二
六
頁
な
ど
）、
溝
の
年
代
か
ら
み
て
別
人

で
あ
ろ
う
。
①
は
習
書
木
簡
の
一
部
か
。
い
は
完
形
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
。
全

体
に
墨
痕
が
薄
く
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
釈
読
し
た
。
霊
亀
二
年
の

紀
年
か
ら
み
て
、
溝
の
下
限
が
奈
良
時
代
に
下
る
と
と
も
に
、
付
近
に
そ
の
頃

白
米
の
供
給
を
受
け
る
機
関
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
①
は
上
下
が
折

損
し
て
い
る
。
牛
皮
の
直
と
し
て
布
の
量
を
記
し
た
木
簡
で
あ
ろ
う
。
牛
皮
は

主
に
履
物
に
加
工
さ
れ
た
も
の
で
、
令
制
で
は
、
大
蔵
省
と
内
蔵
寮
が
そ
の
加

工
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
発
掘
場
所
は
飛
蔦
京
跡
東
方
に
近
接

し
て
お
り
、
こ
の
木
簡
が
そ
う
し
た
官
衡
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ

の
木
簡
の
年
代
と
と
も
に
、
な
お
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。

９
　
関
係
文
献

明
日
香
村
教
育
委
員
会

『明
日
香
村
遺
跡
調
査
概
報
　
平
成
八
年
度
』
全

九
九
八
年
）
（１
１
７
，
９
相
原
嘉
之
、
８
寺
崎
保
広

〈奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
》

(5)



76543

京
で

長
岡

宮

跡

所
在
地
　
　
　
一　
一爪
都
府
向
日
市
鶏
冠
井
町
北
井
戸
、
二
　
鶏
冠
井
町

下
森
本

調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
六
年

（平
８
）
八
月
―

一
〇
月
、
二
　
一
九

九
七
年
七
月
―
入
月

発
掘
機
関
　
　
働
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

調
査
担
当
者
　
一　
中
島
信
親
、
二
　
山
口
　
均

遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

遺
跡
の
年
代
　
長
岡
京
期

（七
八
四
―
七
九
四
年
）

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一
九
九
七
年
度
に
、
長
岡
宮

跡
及
び
長
岡
京
跡
で
新
た
に
木

簡
の
出
土
し
た
調
査
は
宮
二
件

（宮
第
三
五

一
次

・
三
五
七
次
調

査
）
、
京
二
件

（左
京
第
三
九
九

部
　
　
．
右
京
第
五
六
五
次
調
査
）
で
、

醐

一二
調
査
機
関
に
わ
た
る
。
本
稿

瑯

は
向
日
市
が
担
当
し
た
宮
の
報

告
で
あ
る
が
、
官
第
三
五
七
次

調
査

（春
宮
坊
跡
）
に
つ
い
て
は
、　
一
九
九
六
年
度
の
春
宮
坊
跡
調
査

（宮
第
三

二
九
次
・
三
四
一
次
調
査
）
の
隣
接
地
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
三
調
査
地
の
遺
物
は

現
在
整
理
中
で
あ
る
の
で
、
今
回
は
整
理
の
最
も
進
ん
で
い
る
宮
第
三
二
九
次

調
査
の
み
を
報
告
す
る
。

一　
長
岡
宮
東
辺
官
衛

・
春
宮
坊
跡

（宮
第
三
一
一九
次
調
査
）

調
査
地
は
向
日
丘
陵
を
構
成
す
る
段
丘
の
縁
辺
に
位
置
す
る
。
長
岡
宮
の
官

衛
復
原
で
は
宮
東
辺
官
衛
及
び
東

一
坊
大
路
に
相
当
す
る
。
調
査
地
の
北
隣
接

地
で
行
な
わ
れ
た
宮
第
二

一
〇
次
調
査
で
は
、
東

一
坊
大
路
東
西
両
側
溝
と
宮

東
面
大
垣
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（本
誌
第
一
一
号
）。
今
回
の
調
査
で
は
公
園
ヘ

の
防
火
水
槽
敷
設
に
伴
い
二
五
〇
♂
を
発
掘
し
、
東

一
坊
大
路
西
側
溝
、
整
地

地
業
跡
及
び
古
墳
時
代
の
溝
を
検
出
し
た
が
、
宮
東
面
大
垣
は
後
世
に
大
き
く

削
ら
れ
て
お
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

整
地
地
業
跡
Ｓ
Ｘ
三
二
九
〇
二
は
調
査
区
北
西
隅
で
検
出
し
た
造
成
上
で
、

段
丘
の
縁
辺
部
を
埋
め
る
よ
う
な
状
態
で
検
出
し
た
。
北
及
び
西
は
調
査
区
外

に
広
が
り
、
南
は
攪
乱
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
た
た
め
、
確
認
で
き
た
規
模

は
、
南
北
九

・
六
ｍ
以
上
、
東
西
四

・
二
ｍ
以
上
、
深
さ
〇

・
三
ｍ
で
あ
っ
た
。

埋
土
は
炭
を
多
く
含
む
淡
灰
褐
色
礫
混
じ
り
粘
質
上
で
あ
る
。
埋
土
中
か
ら
長

岡
京
期
の
土
師
器

。
須
恵
器

。
長
岡
宮
式
軒
九
瓦
な
ど
が
整
理
用
コ
ン
テ
ナ

一

〇
箱
程
度
出
土
し
た
。
土
師
器

・
須
恵
器
と
も
に
供
膳
形
態
が
多
く
、
完
形
に

近
い
状
態
で
出
上
し
た
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ

Ｄ
三
二
九
〇

一
は
調
査
区
東
端
で
検
出
し
、
規
模
は
幅
約
二
ｍ
、
深
さ
約
○

・
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三
ｍ
で
あ
る
。
北
端
は
攪
乱
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
た
。
埋
土
は
上
層

全
〔

灰
―
暗
灰
褐
色
礫
混
粘
質
土
）、
下
層

（黒
褐
色
粘
質
土
）
の
二
層
を
確
認
し
た
。

遺
物
は
上
層
を
中
心
に
出
土
し
、
基
本
的
に
は
遺
構
全
面
に
平
均
的
に
分
布
し

て
い
た
が
、
木
簡
を
含
む
木
製
品
は
南
半
、
こ
と
に
南
端
か
ら
集
中
し
て
出
土

し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
流
さ
れ
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
ず
、
ま
と
め
て
廃
棄
さ

れ
堆
積
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。

木
簡
は
す
べ
て
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
九
〇

一
か
ら
出
上
し
た
。
総

数
四
六
七
点
の
う
ち
、
削
届
が
二
九
八
点

盆
ハ
四
％
）
を
占
め
る
。
木
簡
に
共

伴
す
る
遺
物
は
、
墨
書
土
器

（「主
工
署
／
官
人
」
「内
薬
」
「万
歳
」
〈以
上
、
五
八

頁
写
真
参
照
〉
「内
候
」
「大
炊
」
「厨
」
「人
給
所
」
「盛
／
盛
」
「酒
」
「上
三
」
な
ど
）、

漆
紙
文
書
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
黒
色
土
器
、
緑
釉
陶
器
、
九

・
平
瓦
、
祭
祀

具
、
木
製
皿
、
檜
扇
、
櫛
、
糸
巻
、
漆
器
、
冠
帽
、
墨
書
砥
石
、
琥
珀
、
鼈
甲
、

白
雲
母
、
ガ
ラ
ス
な
ど
多
様
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
黒
色
土
器
に
は
杯
Ａ
を
三

個
つ
な
げ
て
、
接
合
部
分
に
穿
孔
を
施
す
類
例
の
な
い
器
形
の
も
の
が
あ
る
。

ま
た
琥
珀
、
鼈
甲
に
は
破
損
し
た
花
弁
形
の
製
品
、
加
工
途
中
の
未
成
品
、
居

が
認
め
ら
れ
た
。

木
簡
や
そ
の
他
多
量
の
遺
物
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
は
春
宮
坊

か
ら
廃
棄
さ
れ
た
遺
物
群
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
木
簡
の
年
紀

（延
暦
一
〇
・

一
一
年

〈七
九
一
・
七
九
一
こ

か
ら
、
遺
物
が
廃
棄
さ
れ
た
の
は
長
岡
廃
都
に

近
い
時
期
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
岡
京
期
の
二
人
の
皇
太
子
の
う
ち
、

廷
暦
四
年

一
一
月
に
立
太
子
し
た
安
殿
皇
太
子
の
春
宮
坊
に
相
当
す
る
。
ま
た

琥
珀
、
鼈
甲
な
ど
の
出
土
は
、
春
宮
坊
被
管
の
主
工
署
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
材

料
と
す
る
工
芸
品
が
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
平

安
宮

・
京
諸
図
に
よ
る
と
、
本
調
査
地
相
当
地
の
東
に
東
宮
町
、
北
に
東

・
西

前
坊

（雅
院
）
が
位
置
す
る
。

一
一　
長
岡
宮
北
辺
官
衛
南
部

（宮
第
三
五
一
次
調
査
）

調
査
地
は
、
標
高
約

一
六
ｍ
の
桂
川
氾
濫
原
に
位
置
す
る
。
長
岡
宮
の
官
衛

復
原
で
は
、
宮
北
辺
官
衛

（南
部
）
に
相
当
す
る
。
調
査
は
小
学
校
内
の
防
火

水
槽
埋
設
に
伴
う
も
の
で
、
約
二
二

・
五
ド
と
小
面
積
で
あ
っ
た
が
、
長
岡
京

期
の
土
器
溜
り
と
古
墳
時
代
を
下
限
と
す
る
流
路
二
条
を
検
出
し
た
。
土
器
溜

り
Ｓ
Ｋ
三
五

一
〇

一
は
、
径
約
二
ｍ
の
不
整
円
形
を
呈
す
る
浅
い
落
ち
込
み
状

の
遺
構
で
、
長
岡
京
期
の
黒
色
土
器
杯
、
土
師
器
皿

・
椀
、
須
恵
器
杯

（転
用

硯
▼

重
な
ど
が
出
土
し
た
。

木
衛
は
、
流
路
が
完
全
に
埋
没
し
た
後
の
堆
積
土

（長
岡
京
期
包
含
層
）
内
か

ら

一
点
出
上
し
た
。
土
器
溜
り
か
ら
約
二
ｍ
ほ
ど
東
へ
離
れ
た
地
点
で
あ
る
。

同
じ
層
の
遺
物
に
は
、
土
師
器
皿

・
甕
、
須
恵
器
杯

・
重
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
か
つ
て
本
調
査
地
の
北
西
約

一
Ｏ
Ｏ
ｍ
で
実
施
さ
れ
た
宮
第
三

一
次

調
査
で
は
、
漆
器

。
木
槌
な
ど
多
数
の
木
製
品
と
と
も
に

「
人
条
四
奏
納
米
三

斜
九
斗
」
と
記
さ
れ
た
付
札
木
簡

（長
岡
京
木
簡
四
九
九
号
）
が
出
土
し
て
お
り
、

倉
庫
あ
る
い
は
醸
造
施
設
を
も
つ
官
衛
区
画
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
同

一
官
衛

区
画
内
の
可
能
性
の
あ
る
今
回
の
調
査
地
も
、
こ
う
し
た
周
辺
の
調
査
地
と
の

関
連
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。



木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　
長
岡
宮
東
辺
官
衛
。
春
官
坊
跡

（宮
第
三
二
九
次
調
査
）

⑪
　
。
□
四
日
内
入
物
　
紫
菜

一
櫃
　
海
藻
根

一
櫃

青
乃
利

一
回
　
　
　
　
　
　
」

〔　一　．刀
〕

。
□
櫃
　
以
上
依
専
用
□
　
　
　
　
　
□

日
□
　
　
知
　
継
主
　
　
　
　
　
　
　
　
」

含
『
じ

×
］
囀
×
中
　
ｏ
い
Φ

「神
官
進
送
酒
杯
四
口

短
籍
多
疑
耳

（損
耗
）

随
□
　
　
□
□

□
□

儀)

(2)赤外線写真

(上端部分)

盤□盤
カ

損
耗

□ V

×
十

一
日
令
史
船

『永
宗
ヒ

（墨
線
）

□原六ヽ
削脚呻目一

．

□
五

対
濯

部
春
主

一
半

日
□

（損
耗
）　
　
　
　
　
　
　
『□

一

□
□
□

Ｊ

一
一

呵

」

（
Ｓ

じ

×

含

じ

×
∞
　
ｏ
留

（
お

じ

×

６
じ

×
ｏ
　
ｏ
鐵

「刻
宿
戸
小
縄

一
『劉
浴
比
□
□

一　
開

――‐
』
昨
酔
］
〕
　

（懇
Ｗ
ａ
Ｗ
『
霞

□
□
　
　
　
　
　
　
」

卜
ω
ｏ
×

∞
∞
×

『
　

ｏ
Ｐ
］

〔依
先

□
送
如
件
但
□
□

カ



コ
日
日
Ｈ
日
日
――
日
□
□
□
□
□
雑
二
十
人
」

。
謹
解
申
回
□
×

・
『コ匠

　

□
□
』
（裏
横
材
）
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(7) (6)

【
妾
ヵ
〕

。
「
＜
伊
豆
国
田
方
郡
吉
□
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＜
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□
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＜
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文
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∞
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（
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卜
）
×
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Φ
×
∞
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∞
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□
　
□

〔詮
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詮
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尊
尊
尊
尊
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尊

□
尊
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卜
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ａ

騨
　

　

　

　

⑪

　

九

日

五

斗

ｏ

」

⑬

　

内
匠
少
属

⑭

　

従
八
位
下
矢
田
部
連
福
明
□

（
ｇ

Ｃ

×

Ｓ

ｅ

×

釦
　

ｏ
欝

〇
〇
Ｐ

Ｏ
Φ
騨

翻

　

□
弐
両
＜
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
益
受
誤

ｏお

年
紀
を
も
つ
木
簡
に
は
、
０
延
暦

一
〇
年

（七
九
じ

一
〇
月
の
伊
豆
国
堅

魚
の
荷
札
と
、
い

一
一
年
五
月
の
題
袋
軸
と
が
あ
る
。
木
簡
が
出
土
し
た
東

一

坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
九
〇

一
は
、
宮
東
面
大
垣
の
東
雨
落
溝
を
兼
ね
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
宮
城
区
画
施
設
が
、
大
量
の
廃
棄
物
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら

れ
る
状
況
は
、
宮
城
の
機
能
の
著
し
い
低
下
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
平

安
遷
都
の
準
備
は
延
暦

一
二
年
正
月
二

一
日
に
、
桓
武
天
皇
が

「宮
ヲ
壊
サ
ン

ト
欲
」
し
て

「東
院
二
遷
御
」
３
日
本
紀
略
し

し
て
以
降
、
内
裏
と
そ
の
関
連

施
設
の
解
体
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
遺
物
の
出
土
状
況
と
木
簡
の

年
紀
か
ら
、
こ
れ
ら
は
長
岡
京
廃
都
間
近
に
近
隣
に
所
在
し
た
春
官
坊
か
ら
ま

と
め
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
。

ω
は
小
形
の
物
品
付
札
で
、
「春
宮
坊
」
で
用
い
る
古
宍
に
付
し
た
も
の
。

大
膳
職
な
ど
か
ら
春
宮
坊
被
管
の
主
膳
監
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か

（な
お
、
宮
第
三
四
一
次
調
査
で
は

「供
　
御
料
戻
主
膳
監
」
と
記
す
記
録
簡
が
出
土

1997年出上の木簡
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し
て
い
る
）。
①
は
文
書
木
簡
の
断
片
。
「令
史
」
は
小
司
も
し
く
は
春
宮
坊
管

下
の
三
監
六
署
の
第
四
等
官
を
示
す
。
「永
宗
」
の
部
分
は
自
署
で
あ
る
。

②
は
大
型
で
厚
手
の
短
籍
型
木
簡
。
表
面
の
腐
徴
が
甚
だ
し
く
、
文
字
の
多

く
が
消
滅
し
て
い
る
が
、
「神
官
」
か
ら
の
酒
杯
と
盤
の
送
り
状
で
あ
る
。
「神

官
」
は
、
カ
ム
ツ
カ
サ
の
訓
み
を
同
じ
く
す
る
神
祗
官
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

い
⑤
は
何
ら
か
の
生
産
に
携
わ
る
人
名
と
生
産
量
を
列
記
し
た
記
録
簡
か
。

①
は
雑
工
の
付
札
、
①
は
内
匠
寮
の
少
属
の
削
婿
で
あ
る
。

貢
進
物
付
札
に
は
、
国
衛
様
と
い
わ
れ
る
端
正
な
楷
書
で
記
さ
れ
た
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
断
簡
で
あ
る
が
、
⑪
は
常
陸
回
那
賀
郡
酒

列
埼
、
ω
は
西
海
道
の
肥
後
国
天
草
郡
の
贄
の
荷
札
と
考
え
ら
れ
る

（宮
第
三

四
一
次
調
査
で
は
、
同
類
の

「肥
後
国
天
草
郡
賜
島
生
」
の
荷
札
が
出
土
し
て
い
る
）。

物
品
付
札
は
比
較
的
小
型
で
丁
寧
に
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
⑬
に
は

「御

贄
」
と
記
さ
れ
る
。
い
切
は
題
箋
軸
。

一
一　
長
岡
宮
北
辺
官
衛

（南
部
）
（宮
第
三
五
一
次
調
査
）

ω

　

「

＜

□

□

日

Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｈ

□

□

　

　

　

　

　

　

　

（

晨

ｙ

］

隻

ｓ

畠

Φ

柾
目
材
で
、
表
裏
両
面
と
も
、
平
滑
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
上
端
都
は
裏
面

か
ら
刃
を
入
れ
て
切
っ
た
後
、
粗
い
側
面
ケ
ズ
リ
を
施
す
か
。
表
面
に
入
―
九

文
字
が
記
さ
れ
る
が
、
墨
が
薄
れ
て
い
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
に

同

一
層
位
か
ら
、
柾
目
材
の
両
端
を
圭
頭
に
つ
く
る
木
簡
状
木
製
品

一
点
が
出

上
し
て
い
る
。

一

９
　
関
係
文
献

向
日
市
教
育
委
員
会

・
側
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『向
日
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
報
告
書
』
四
七

（
一
九
九
八
年
）

（
一　
中
島
信
親
、
二
　
山
口
　
均
、
釈
文
　
清
水
み
き
）

二 (1)

(1:2)
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‐，
生

西
四
坊
坊
間
西
小
踏

山
卜

Ｌ

西
四
坊
大
路

十

二
一
西
三
坊
坊
間
西
小
路

西
〓
坊
大
路

―
撃
“
送

西
四
坊
坊
間
東
小
路

‐
Ｔ
±

西
三
坊
坊
間
東
小
酪

西
二
坊
大
路

西
三
坊
坊
間
小
路

西
四
坊
坊
間
小
路

‐
十

±

西
二
坊
妨
間
西
小
路

Ｉ
‐Ｔ
±

西
二
坊
坊
問
東
小
路

十

±

百
三
坊
坊
間
小
路
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京
都
・長
岡
京

跡
左

京

二
条
四
坊
三
町

所
在
地

調
査
期
間

発
掘
機
関
　
　
側
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

調
査
担
当
者
　
平
良
泰
久

。
小
池
　
寛

・
中
川
和
哉

。
人
木
厚
之

中
村
周
平

。
野
島
　
永ヽ

遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
中
期
―
中
世

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

7  6  5 4  3 2   1

な
が
る
か
き
ょ
う

さ

き

ょ

う

京
都
市
南
区
久
世
東
土
川
町
金
井
田

。
正
登

左
京
第
三
九
九
次
調
査
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
１

一
〇
月

側
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査

研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、　
一
九
九

三
年
度
よ
り
五
年
間
に
わ
た
っ

て
、
中
央
自
動
車
道
西
宮
線

（名
神
高
速
道
路
）
京
都
桂
川

Ｄ

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
建
設
に
伴

立ロ肺
う
発
掘
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
。

鄭
今
回
の
調
査
（Ｂ
‐６
・Ｂ
ｌ７

地
区
）
は
そ
の
最
終
年
度
に
あ

た
る
。

こ
れ
ま
で
の
京
都
桂
川
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
に
よ
っ

て
、
宮
城
東
面
街
区
の
東
三
坊
か
ら
東
四
坊
に
か
け
て
、
都
合
六
町

（長
岡
京

左
京
二
条
三
坊
十
四
町
。
三
条
三
坊
十
五
町
・
二
条
四
坊
二
町
・
三
条
四
坊
三
町
・

っ一　　　　　　　っ一　　　　　　　っ一　　　　　　　っ一

0                   50m

|  |   |   |
B-6・ B-7地 区 長岡京期遺構平面図

二条条間大路
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1997年 出上の木簡

二
条
四
坊
六
町
・
三
条
四
坊
七
町
）
に
わ
た
る
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

特
に
二
条
三
坊
十
五
町

（旧
呼
称
で
は
南
一
条
三
坊
十
三
町
）
は
、
宅
地
の
大
部

分
が
調
査
対
象
地
と
な
り
、
ほ
ぼ

一
町
全
域
の
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
。

今
回
の
調
査
地
は
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
建
設
予
定
地
内
の
南
西
部
に
あ
た

り
、
東
三
坊
大
路
の
東
側
、
二
条
条
間
大
路
と
そ
の
南
北
両
宅
地

（左
京
二
条

四
坊
二
町
と
二
条
四
坊
三
町
）
に
あ
た
る
。
木
簡
二
点
は
、
と
も
に
二
条
条
間
大

路
南
側
滞
か
ら
出
土
し
た
。
二
条
条
間
大
路
南
側
溝
は
長
岡
京
期
に
再
度
掘
削

さ
れ
て
お
り
、
木
簡
は
新
し
く
掘
削
さ
れ
た
側
溝
の
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
①

は
、
ｋ
区
西
端
、
標
高

一
一
。
三
二
〇
ｍ
、
②
は
、
１
区
東
側
、
標
高

一
一
・

三
三
二
ｍ
の
位
置
か
ら
出
土
し
た

（遺
構
図
１
・
２
地
点
）。
他
に
、
底
部
に

「伴
」
と
墨
書
さ
れ
た
杯
Ｂ
が
二
条
条
間
大
路
北
側
溝
ｎ
区
上
層
か
ら
出
上
し

た

（遺
構
図
３
地
占
Ｃ
。
な
お
、
二
条
条
間
大
路
南
側
溝
を
北
辺
と
す
る
二
条
四

坊
三
町
は
、
東
西
三
分
の

一
町
ず
つ
に
分
割
さ
れ
て
い
る
が
、
木
簡
出
土
地
点

に
近
い
東
側
半
分
の
宅
地
に
は
、
長
岡
京
期
の
顕
著
な
遺
構
は
検
出
で
き
な
か

っ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

田
②
飾　　　　　　　　　　　　　ｏ

ｒ
Ｈ

Ｈ
日

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｌ

是
是
是
是
是
□
□
是

京
京
京
回
京
京

「
五
十
□

含

］
じ

×

Ｎ
Φ
×

『
　

ｏ
Ｐ
Φ

ｃ

ｅ

×

含

じ

×

伽
　

ｏ
盟

―(1)



⑪
は
、
表
裏
に
そ
れ
ぞ
れ

「是
」
「京
」
字
を

一
列
に
書
い
た
習
書
木
簡
で

あ
る
。
上
端
が
折
損
、
下
端
が
二
次
的
に
キ
リ
オ
リ
の
た
め
原
形
は
不
詳
で
あ

る
が
、
遺
存
部
分
は
短
冊
形
を
呈
す
る
。
「是
」
と

「京
」
と
は
筆
の
大
さ
が

異
な
り
、
あ
る
い
は
別
筆
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「京
」
は
字
の
全
体
が
わ

か
る
も
の
が
少
な
い
が
、
三
字
め
は
字
体
を
変
え
て

「京
」
に
作
り
、
そ
の
四

画
め
の
運
筆
も

一
字
め
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
長
岡
京
跡
左
京
第

一
二
〇
次
調

査
Ｓ
Ｄ

一
二
〇
二
人
で
、
同
じ
よ
う
に

「□
□
　
是
是
是
」
と

一
行
に
習
書
し

た
木
簡
が
出
上
し
て
い
る

（本
誌
第
八
号
）
が
、
本
例
の
方
が
繊
細
な
字
体
で

あ
る
。

②
は
、
上
部
が
圭
頭
を
呈
す
る
木
簡
の
上
端
左
半
と
考
え
ら
れ
る
。
下
端
は

黒
く
焦
げ
て
お
り
、
本
例
は
そ
の
焼
け
残
り
の
部
分
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

野
島
　
水ヽ
・
岩
松
　
保

「名
神
高
速
道
路
関
係
遺
跡
」
（働
京
都
府
埋
蔵
文
化

財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

『京
都
府
遺
跡
調
査
概
報
』
七
八
　
一
九
九
七
年
）

（野
島
　
水ヽ
・
堀
　
大
輔
）



1997年出上の木簡

な
が
お
か
き
ょ
う

ン，

き

ょ

う

京
都
。
長
岡
京

跡
右

京

六
条
二
坊
六
町

１
　
所
在
地
　
　
　
一爪
都
府
長
岡
京
市
開
田
四
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
右
京
第
五
六
工
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
側
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
木
村
泰
彦

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
長
岡
京
期

（七
八
四
―
七
九
四
年
）

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
区
は
、
長
岡
京
跡
右
京
六
条
二
坊
六
町
西
南
部
、
及
び
そ
の
西
南
の
西

二
坊
坊
間
小
路
と
六
条
条
間
南
小
路
の
交
差
点
に
あ
た
る
。
地
表
下
約

一
・
三

ｍ
で
長
岡
京
期
の
遺
構
面
に
至

り
、
両
小
路
と
も
に
道
路
幅
は

濤
心
々
で
約
九
ｍ

（三
丈
）
で
、

長
岡
京
の

一
般
的
な
小
路
の
規

模
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
う
ち
南
北
道
路
で
あ
る

西
二
坊
坊
間
小
路
の
両
側
溝
は

交
差
点
上
を
横
切
っ
て
い
る
が
、

東
西
道
路
の
六
条
条
間
南
小
路

は
西
二
坊
坊
間
小
路
上
の
両
側
溝
で
途
切
れ
て
お
り
、
西
二
坊
坊
間
小
路
が
優

先
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
回
の
調
査
地
で
は
南
が
か
な
り
低
く
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
側
へ
の
排
水
が
重
要
視
さ
れ
た
た
め
に
南
北
道
路
が

優
先
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
六
条
条
間
南
小
路
は
、
北
側
溝
で
は

北
側
に
、
南
側
溝
で
は
南
側
に
、
と
も
に
宅
地
側
だ
け
に
側
板
と
杭
に
よ
る
護

岸
が
な
さ
れ
て
い
た
。
西
二
坊
坊
間
小
路
に
は
明
確
な
護
岸
施
設
は
見
ら
れ
な

い
が
、
東
側
溝
の
六
条
条
間
南
小
路
中
心
付
近
に
橋
状
の
施
設
が
残
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
側
板
を
上
下
三
段
に
重
ね
て
杭
で
留
め
て
お
り
、
幅
を
狭
め
て
作

り
替
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
初
に
作
ら
れ
た
も
の
は
東
側
の
み
が
残
り
、
長

短
合
わ
せ
て
人
枚
の
板
を
使
用
し
、
四
―
五
本
の
杭
で
留
め
た
も
の
で
、
全
体

の
長
さ
は
二

・
八
ｍ
、
高
さ
は
○

・
三
ｍ
を
測
る
。
当
初
の
溝
幅
は
約

一
。
五

ｍ
程
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
は

一
回
り
小
さ
く
、

東
西
と
も
に
四
枚
の
板
を
そ
れ
ぞ
れ
三
本
の
杭
で
留
め
る
。
長
さ
二

・
二
ｍ
、

高
さ
○

・
三
ｍ
、
溝
幅
は

一
。
二
ｍ
で
あ
る
。
東
西
合
わ
せ
て
入
枚
の
側
板
の

う
ち
二
枚
と
四
枚
が
そ
れ
ぞ
れ
接
合
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
柱
状
の
木
材
を

折
ぎ
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
西
二
坊
坊
間
小
路
の
路
面
上
で
、

轍

・
足
跡
な
ど
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。

遺
物
は
西
二
坊
坊
間
小
路
と
六
条
条
問
南
小
路
の
側
溝
を
中
心
に
大
量
に
出

土
し
て
お
り
、
特
に
西
二
坊
坊
間
小
路
の
東
側
溝
の
橋
状
遺
構
周
辺
に
多
く
認

め
ら
れ
る
。
最
も
多
い
の
が
土
師
器

。
須
恵
器
の
食
器
類
で
、
他
に
は
黒
色
土

器

・
緑
釉
陶
器

・
灰
釉
陶
器

・
墨
書
土
器

・
土
錘

。
羽
釜

・
竃

・
ミ
ニ
チ
ェ
ア

(京Zll西南部)



竃

。
上
馬

・
墨
書
人
面
上
器

。
瓦

・
輔
羽
日

・
炉
壁

。
万
年
通
宝

・
神
功
開

宝

。
木
簡

。
人
形

・
斎
串

。
曲
物

・
櫛

・
建
築
部
材

・
加
工
木

。
砥
石
な
ど
が

あ
る
。
こ
の
う
ち
墨
書
土
器
で
判
読
で
き
た
も
の
と
し
て
は
、
「浄
」
「福
」

「長
」
「井
」
コ

」
「十
」
な
ど
が
あ
る
。
木
簡
は
橋
状
遺
構
の
周
辺
で
二
点

出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

⑪

　

□
入
趣
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

Ｘ
じ

溢
～

寓
Ｐ

②

　

□
□
□
　
　
古
文
孝
経
二
□
　
　
　

　
　

（醤
Ｉ
Ｐ受
〓

⇔曽

い
は
、
上
下
左
右
を
欠
失
す
る
小
片
で
、
「入
趣
」
の
二
文
字
が
判
読
で
き

る
。
さ
ら
に
上
下
に

一
字
ず
つ
確
認
で
き
る
が
判
読
不
能
で
あ
る
。

②
は
上
下
端
を
欠
く
も
の
の
、
比
較
的
良
好
に
残
っ
て
い
る
。
上
半
部
に
判

読
で
き
な
い
三
文
字
が
あ
り
、
少
し
間
隔
を
空
け
て

「古
文
孝
経
二
」
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

『孝
経
』
は
孔
子
が
弟
子
に
述
べ
た
孝
道
を
そ
の
問
人
が
記
録
し
た
も
の
と

い
わ
れ
、
「今
文
孝
経
」
と

「古
文
孝
経
」
の
二
種
が
伝
わ
り
、
今
回
出
土
し

た
木
簡
に
は

「古
文
孝
経
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
養
老
学
令
で
は

『孝

経
』
は

『論
語
』
と
と
も
に
学
生
の
必
修
と
さ
れ
て
お
り
、
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
に
は
、
家
ご
と
に

『孝
経
』

一
本
を
蔵
め
、
精
勤
誦
習
す
る
べ
き

旨
の
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

（『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
）。
従
っ

尋

・
①

一
　

　

　

　

　

〓

て
当
調
査
地
の
周
辺
に

「古
文
孝
経
」
を
使
用
な
い
し
録
管
す
る
施
設
が
存
在

し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

当
調
査
地

一
帯
は
、
以
前
か
ら
中
山
修

一
氏
に
よ
っ
て
長
岡
京
の
西
市
に
推

定
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
周
辺
の
各
調
査
地
に
お
い
て
、

「金
銀
帳
」
、
ズ
表
）
自
司
進
□
／

（裏
）
三
年
十
二
」
と
書
か
れ
た
木
簡
や

「西
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
出
上
し
て
い
る

（本
誌
第

五
・
一
五
号
）。
こ
の
こ
と
か
ら
今
回
の

「古
文
孝
経
」
木
簡
に
つ
い
て
は
、
市

と
の
関
連
も
考
慮
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

な
お
木
簡

・
墨
書
土
器
の
釈
読
に
関
し
て
は
、
向
日
市
教
育
委
員
会
の
清
水

み
き
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。

（木
村
泰
彦
）

I



1997年 出上の木簡

京
都
・
平

等
院
庭
園

１
　
所
在
地
　
　
　
一爪
都
府
宇
治
市
宇
治
蓮
華

２
　
調
査
期
間
　
　
第
七
次
調
査
　
一
九
九
六
年

（平
８
）

一
一
月
―

一
九
九

七
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
をボ
教
法
人
平
等
院

・
宇
治
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
杉
本
　
宏

・
吹
田
直
子

５
　
遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
平
安
時
代
中
期
―
現
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

平
等
院
は
、
永
承
七
年

（
一
〇
≡

一
藤
原
頼
通
に
よ
り
宇
治
別
業
が
喜
捨

さ
れ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ

る
。
現
存
す
る
阿
弥
陀
堂

（鳳

凰
堂
）
は
、
翌
天
喜
元
年

（
一

〇
五
三
）
に
落
慶
供
養
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
堂
を
取

部
　

巻
く
池
を
中
心
と
し
た
庭
園

勅
は
、
浄
土
庭
園
の範
と
し
て
一

潮

九
二
二
年
に
国
の
史
蹟
名
勝
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

長
い
歴
史
の
中
で
度
重
な
る
改
修
を
受
け
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
創
建
時
の

姿
を
留
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
現
護
岸
の
修
理
を
契
機
と
し

て
、
平
等
院
庭
園
保
存
整
備
事
業
が
計
画
さ
れ
、　
一
九
九
〇
年
よ
り
発
掘
調
査

を
重
ね
て
い
る
。

今
回
紹
介
す
る
木
簡
が
出
土
し
た
第
七
次
調
査
で
は
、
鳳
風
堂
背
面
南
側
に

あ
た
る
尾
廊
か
ら
南
翼
廊
前
端
ま
で
の
地
区
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
平
安
時
代

の
遺
構
は
良
好
に
遺
存
し
て
お
り
、
創
建
当
時
は
堂
の
大
き
さ
ほ
ど
の
穏
や
か

な
中
島
、
壇
正
積
基
壇
上
に
奪
え
立
つ
翼
廊
と
い
う
、
現
在
と
は
全
く
異
な
る

姿
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
南
翼
廊
か
ら
南
岸
の
池
底
に
か

け
て
複
数
の
柱
穴
を
検
出
し
た
が
、
こ
れ
ら
は

『洞
院
摂
政
記
』
の
記
述
か
ら

反
橋
橋
脚
跡
と
理
解
で
き
た
。
橋
脚
は
三
回
以
上
の
架
け
替
え
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。

木
簡
は
、
こ
の
橋
脚
の
柱
穴
の
う
ち
、
二
回
目
な
い
し
三
回
目
の
架
け
替
え

期
の
柱
穴
三
カ
所
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
は
柱
を
抜
き
取
っ
た
後
に
流
入
し
た

砂
質
土
中
に
包
含
さ
れ
て
お
り
、
池
底
面
よ
り
約

一
〇
伽
下
か
ら
ま
と
ま
っ
て

出
上
し
た
。
柱
穴
底
か
ら
の
出
土
は
な
い
。
共
伴
遺
物
に
は
土
師
器
皿
片

一
点

が
あ
る
。
小
片
の
た
め
時
期
は
確
定
で
き
な
い
が
、
お
お
よ
そ
中
世
に
属
し
、

江
戸
時
代
に
降
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
木
簡
の
年
代
に
つ
い
て
も
、
出

土
地
点
が
現
代
も
機
能
し
て
い
る
池
中
で
あ
る
こ
と
や
、
木
簡
自
体
が
流
入
物

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
期
決
定
の
積
極
的
な
根
拠
は
欠
く
が
、
お
お
む
ね
中
世

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



木
簡
は
、
同

一
規
格
の
多
量
の
薄
板
に
経
文
を
記
し
た
柿
経
の

一
部
で
あ
る
。

点
数
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
墨
痕
の
あ
る
も
の
を
含
め
て
数
十
点
に
の
ぼ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
が

一
五
剛
×
五
鰤
程
度
の
小
片
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

×
復
応
観
大
勢
至
〔酔
紀

令

じ

×

命

じ

×

？

伽
　

ｏ
留

〔復
ヵ
〕

×
□
向
相
従
共
生
更
相
報
復
無
上
有
絶
己
歿

（岸ΦΦ
）
Ｘ
］⇔
×
Φ
～
　
ｏ
∞
甲

〔之
ヵ
〕

×
口
道
莫
能
知
者
世
間
人
民
父
子
兄
弟
夫

（霞
×
］棄
晟

ｏ驚

□
道
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

Ｘ
じ
迷
～

寓
Ｐ

□
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

Ｘ
『ｙ
〓

ｏ驚

(4)ω
は

『観
無
量
寿
経
』
勢
至
観
の

一
節
で
あ
る
。
上
下
端
及
び
左
側
面
を
折

損
し
て
い
る
が
、
原
形
は
短
冊
状
で
②
Ｏ
と
同
形
状
と
考
え
ら
れ
る
。
厚
さ

○

・
五
血
と
非
常
に
薄
い
。
墨
痕
は
比
較
的
明
瞭
に
残
っ
て
い
て
、
片
面
に
六

(1)



1997年出上の木簡

文
字
が
判
読
で
き
る
。
七
文
字
目
は
経
文
か
ら
、
「菩
」
と
推
測
で
き
る
。

②
①
は

『無
量
寿
経
』
の

一
節
で
あ
る
。
②
は
上
下
端
を
折
損
し
、
左
右
両

側
面
は
下
部
近
く
の
四
二
ｍｍ
分
が
遺
存
し
て
い
る
が
、
側
面
に
特
に
加
工
は
み

ら
れ
な
い
。
墨
痕
は
比
較
的
明
瞭
で
、
文
字
は
片
面
の
み

一
大
文
字
が
観
察
で

き
る
。
①
は
上
下
端
を
折
損
し
て
い
る
が
、
短
冊
状
の
形
態
を
よ
く
留
め
て
お

り
、
今
回
出
土
し
た
柿
経
の
中
で
は
最
も
遺
存
状
態
が
良
い
。
こ
れ
に
も
側
面

の
加
工
は
み
ら
れ
な
い
。
墨
痕
も
よ
く
観
察
で
き
、
文
字
は
片
面
の
み

一
五
文

字
が
観
察
で
き
る
。
文
字
数
を
揃
え
て
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
と
、
少
な
く

と
も
も
う

一
文
字
は
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ω
ｌ
①
の
他
に
墨
書
の
あ
る
小
片
が

一
〇
点
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
形
状
や

文
字
の
記
さ
れ
て
い
る
位
置
な
ど
か
ら
、
ω
ｌ
①
と

一
連
の
柿
経
の
断
片
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
文
字
の
判
読
で
き
る
の
は
、
⑭
⑬
の
二
点
の
み

で
あ
る
。
い
は
上
下
端
と
右
側
面
を
折
損
し
て
い
る
。
墨
痕
は
比
較
的
明
瞭
に

残
っ
て
い
て
三
文
字
観
察
で
き
る
が
、
中
央
の

一
文
字
の
み
判
読
で
き
た
。
働

は
上
下
左
右
と
も
折
損
し
て
い
る
。
墨
痕
は
比
較
的
明
瞭
で
、
二
文
字
が
観
察

で
き
る
。

な
お
、
経
文
の
出
典
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
平
等
院
の
神
居
文
彰
住

職

・
西
村
恵
祥
氏
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（吹
田
直
子
）



糸田黒
工く

谷だ
遺
跡

大
阪

・

１
　
所
在
地
　
　
　
大
阪
市
天
王
寺
区
細
工
谷

一
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）

一
〇
月
―

一
九
九
七
年
入
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
●
大
阪
市
文
化
財
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
村
勝
行

。
古
市
　
晃

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

。
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
１
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

細
工
谷
遺
跡
は
、
史
跡
難
波
宮
跡
の
南
方
約

一
・
八
臨
、
四
天
王
寺

・
摂
津

国
分
寺
な
ど
古
代
の
遺
跡
が
集
中
す
る
上
町
台
地
の
東
斜
面
上
に
位
置
す
る
。

調
査
地
の
す
ぐ
西
を
、
岸
俊
男

氏
に
よ
っ
て
難
波
京
朱
雀
大
路

＞

の
痕
跡
と
推
定
さ
れ
た
道
路
が

帥

南
北
に
通
る
。
今
回
の
調
査
は

隊

道
路
の
延
長
工
事
に
伴
う
も
の

大部

　

、
調
査
面
積
は
約

二
〇
〇

紬
Ｏ
♂
で
あ
る
。

期
　
現
在
は
土
砂
の堆
積
に
よ
り

く

埋
ま
っ
て
い
る
が
、
調
査
地
に

は
本
来
、
北
西
か
ら
南
東
部
に
か
け
て
谷
筋
が
通
っ
て
い
た
。
調
査
の
結
果
、

そ
の
谷
の
周
囲
か
ら
、
飛
鳥
１
平
安
時
代
初
期
を
中
心
と
す
る
溝
や
井
戸
な
ど

の
遺
構
が
見
つ
か
っ
た
。
特
に
奈
良
時
代
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
埋
ま
っ
た

溝
か
ら
は
、
多
数
の
瓦

・
土
器
の
他
、
和
同
開
弥
四
〇
教
枚

（バ
リ
銭
三
枚
・

不
隷
開
二
枚
を
含
む
）、
帯
金
具

。
釘

・
銅
鋲

・
金
鉗

・
匙
な
ど
の
金
属
製
品
が

多
数
出
上
し
た
。
ま
た
、
和
同
開
弥
の
枝
銭

一
点
が
出
上
し
た
が
、
こ
れ
は
発

掘
調
査
で
は
初
め
て
の
出
土
で
あ
り
、
和
同
開
赤
の
製
作
過
程
を
示
す
も
の
と

し
て
、
ま
た
難
波
京
に
お
け
る
銭
貨
生
産
の
可
能
性
を
検
討
す
る
資
料
と
し
て
、

発
見
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。

墨
書
土
器
は
計
百
点
近
く
が
出
土
し
た
。
枝
銭
が
出
土
し
た
溝
か
ら
は
、
底

部
に

「百
尼
」
「百
尼
寺
」
「
四
月
八
日
」
と
書
か
れ
た
土
師
器
杯
が
出
上
し
て

い
る
。
ま
た
、
溝
の
南
に
位
置
す
る
、
奈
良
時
代
末
葉
に
埋
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
井
戸
か
ら
は
、
側
面
に

「百
尼
」
「百
済
尼
」
と
書
か
れ
た
土
師
器
の

甕
の
他
、
底
部
に
「尼
寺
」
と
書
か
れ
た
土
師
器
杯
が
出
土
し
て
お
り
、
調
査
地

に

「百
済
尼
寺
」
と
も
い
う
べ
き
寺
院
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

調
査
地
の
南
東
約
四
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
は
、
百
済
王
氏
の
氏
寺

「百
済
寺
」
と
さ
れ

る
堂
ヶ
芝
廃
寺
が
あ
る
が
、
今
回
発
見
さ
れ
た

「百
済
尼
寺
」
は
、
こ
れ
と

一

対
で
百
済
王
氏
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
七
世
紀
の
段
階
で
僧
寺

と
尼
寺
が
セ
ッ
ト
で
造
営
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
飛
鳥
寺
と
豊
浦
寺
、
法
隆

寺
と
中
宮
寺
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
発
見
は
、
七
世
紀
に
お
け
る
こ

う
し
た
セ
ッ
ト
関
係
の
造
営
が
、
よ
り
広
範
な
地
域

・
階
層
で
行
な
わ
れ
た
可



「尼寺」

1997年 出土の木簡

能
性
を
示
す
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
百
済
王
氏
と
王
権
の
関
係
も

改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
他
、
枝
銭
が
出
土
し
た
溝
に
先
行
す
る
溝
の
埋
土
か
ら
、
富
本
銭

一
点

が
出
土
し
た
。
藤
原

・
平
城
京
に
続
く
も
の
と
し
て
五
例
日
で
あ
り
、
大
和
以

外
で
は
初
め
て
の
出
土
と
な
る
。

木
簡
は
、
計
五
点
が
出
土
し
た
。
四
点

（ω
ｔ
い
、
い
は
削
暦
）
は
枝
銭
が
出

土
し
た
溝
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
溝
は
先
行
す
る
飛
鳥
時
代
の
溝
を
切

っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
遺
物
が
新
し
い
溝
に
入
り
込
ん
で
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
残
り
の

一
点

（働
）
は
朱
雀
大
路
に
隣
接
す
る
、
七
世
紀
末
葉

―
八
世
紀
初
頭
に
作
ら
れ
た
井
戸
の
掘
形
か
ら
の
出
上
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

溝

〔升
ヵ
〕

ω
　
。
「
＜
播
磨
国
□
郡
□
□

〔少
ヵ
〕
〔呂
力
〕

。
「
＜
里
秦
人
□
田
万
□
□

一
石

岸
∞
Ｐ
×

μ
Φ
×

枷
　

ｏ
∞
∞
＊

碧

「百尼」

「百済尼」

-



②
　
。
「
ｏ
　
□
月
八
日
□
□
丁
欲
日
日
―十
日
□
田

日
日

日
国
月
八
日
□
々
口
□
　
　
」

。
「
ｏ
　
ｌ

　
＝

」
Ｐ
Φ
Φ
×
∞
『
×
］
　
ｏ
岸
解
Ｘ

①

　

逐
物
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

Ｘ
夢
いて

Ｏ

ｏ雷

④

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

井
戸
掘
形

〔徳
了
≧

⑬

　

「
上
和
尼
父
南

マ
ロ
ロ
王
久
支
」
　

　

　

　

Ｐ∞反
∞睫
Ｎ
冨

ｘ

①
は
、
貢
進
物
付
札
で
あ
る
。
国
郡
里
制
下
の
木
簡
で
あ
り
、
国

・
郡

・

里

。
人
名
の
表
記
と
と
も
に
書
風
も
古
様
を
と
ど
め
る
。
「播
磨
国
」
に
続
く

部
分
は
、
「竹
」
あ
る
い
は

「加
」
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。

「竹
」
の
場
合
、
「
タ
カ
」
と
読
み
、
多
可
郡
と
考
え
ら
れ
る
。
「加
」
の
場
合
、

賀
古
郡
あ
る
い
は
賀
茂
郡
が
考
え
ら
れ
る
。
池
邊
輛

『和
名
類
衆
抄
郡
郷
里
酵

名
考
證
』
に
よ
る
と
、
□
〔酌
里
は
い
ず
れ
の
郡
に
も
見
ら
れ
な
い
。
秦
人
は
播

磨
国
で
は
賀
茂
郡
山
田
郷
に
見
え
る

（『日
本
古
代
人
名
辞
血
己
五
）。
ま
た
、　
一

石
と
い
う
貢
進
単
位
は
長
屋
王
家
木
簡
に
お
い
て
封
戸
か
ら
の
米
の
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
注
意
を
要
す
る
。

②
は
、
月
日
で
始
ま
り
、
文
章
を
訂
正
し
た
痕
が
あ
る
が
、
内
容
は
判
然
と

し
な
い
。
隷
書
の
雰
囲
気
を
強
く
も
つ
き
わ
め
て
特
徴
的
な
書
体
で
あ
る
。

①
は
、
端
正
な
初
唐
風
の
書
体
で
あ
る
。
二
個
体
に
分
離
し
て
い
た
も
の
が

接
合
し
た
。
「逐
物
意
」
の
文
言
は
、
『千
字
文
』
に

「逐
物
意
移
」
が
あ
り
、

そ
の
習
書
と
考
え
ら
れ
る
。
「物
を
逐
え
ば
意
移
る
」
と
読
み
、
事
物
の
変
遷

を
見
て
惑
い
動
く
も
の
は
志
も
常
に
変
わ
っ
て
定
ま
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
『千
宇
文
』
を
写
し
た
木
簡
は
す
で
に
藤
原

・
平
城
京
で
も
出
土
例
が

あ
る
が
、
「逐
物
意
移
」
の
部
分
は
初
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
は
削
居
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
墨
痕
が
あ
る
が
、
宇
形
を
な
さ
な
い
。

⑪
は
短
冊
形
の
木
簡
で
あ
る
。
木
簡
の
大
き
さ
に
比
し
て
小
さ
め
の
字
で
書

か
れ
て
い
る
。
「上
和
尼
」
は
尼
の
名
前
と
思
わ
れ
る
の
で
、
尼
の
父
の
名
を

記
し
た
木
簡
と
考
え
る
。
「南
部
」
は
摂
津
国
百
済
郡
に
南
部
郷
が
あ
り
、
ま

た
百
済

・
高
句
一麗
の
五
部
の
制
と
の
関
連
も
注
目
さ
れ
る
。
「南
部
」
に
続
く

部
分
は
そ
の
ま
ま
で
は
読
み
下
せ
ず
、
渡
来
系
の
人
名
を
音
で
表
記
し
た
可
能

性
が
あ
る
。
尼
寺
へ
の

一
般
男
性
の
通
行
は
僧
尼
令
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い

た
か
ら
、
こ
の
木
簡
は

「百
済
尼
寺
」
に
出
入
り
す
る
人
物
が
身
分
証
明
の
た

め
携
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
の
釈
読
に
際
し
て
、
大
阪
大
学
の
東
野
治
之
氏
、
大
阪
市
立
大
学
の
栄

原
永
遠
男
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
遺
物
の
赤
外
線
写
真
撮
影
な
ど
で
奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所
の
方
々
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

古
市
晃

「細
工
谷
遺
跡
出
上
の
木
簡
」
（卸
大
阪
市
文
化
財
協
会

翌
早
火
』
七
二

一
九
九
八
年
）

（古
市
　
晃
）



1997年 出上の木簡

さ
か
い
か
ん
と
う

と
　
し

大
阪
・
堺

環
濠
都
市
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
大
阪
府
堺
市
宿
院
町
東
三
丁

２
　
調
査
期
間
　
　
第
４
２
８
地
点
　
一
九
九
四
年

（平
６
）

一
月
―
四
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
堺
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
十
河
良
和

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
市
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
室
町
時
代
―
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

堺
環
濠
都
市
は
、　
一
四
世
紀
代
か
ら
都
市
と
し
て
の
形
成
が
始
ま
り
、
文
明

元
年

（
一
四
六
九
）
以
降
に
遣
明
船
の
発
着
港
と
な

っ
た
こ
と
が
商
都
と
し

て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し

た
。
ま
た
、
戦
国
大
名
や
仏
教

教
団
の
支
配
を
受
け
な
い
自
治

都
市
と
し
て
繁
栄
し
た
が
、
慶

長
二
〇
年

（
三
全

五
）、
大
坂

夏
の
陣
の
前
哺
戦
に
よ
る
大
火

で
、
都
市
の
全
域
が
焼
失
し
た
。

二
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
の

は
、
真
東
西
方
向
に
延
び
る
濠

Ｓ
Ｆ
〇

一
で
あ
る
。
堺
の
町
は
二
重
の
環
一尿
で
周
囲
を
囲
ま
れ
、
町
中
に
も
濠

が
縦
横
に
め
ぐ
っ
て
い
た
こ
と
が
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
当
地

点
の
Ｓ
Ｆ
Ｏ

一
は
町
の
外
郭
を
囲
う
濠
で
、
二
重
に
め
ぐ
る
う
ち
の
内
側
に
あ

た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
規
模
は
、
当
初
の
幅

一
一
ｍ
以
上
、
深
さ
約

一
・
九

ｍ
を
測
る
。
掘
削
の
時
期
は
不
明
だ
が
、　
三
ハ
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期

（天
正
後
半

か
ら
文
禄
期
）
に
半
分
以
下
の
幅
に
狭
め
ら
れ
る
の
を
晴
矢
と
し
て
、
三
次
に

わ
た
る
埋
め
戻
し
が
行
な
わ
れ
、　
一
七
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
ま
で
に
は
完
全
に
埋

没
す
る
。
一尿
の
埋
め
戻
し
に
関
し
て
は
、
天
正

一
四
年

（
一
五
人
工○

に
豊
臣

秀
吉
の
命
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
と
の
記
述
が

『貝
塚
天
満
移
位
記
』
に
あ
り
、

Ｓ
Ｆ
〇

一
の
最
初
の
埋
め
戻
し
の
時
期
と
符
合
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

①
は
、
当
初
の
Ｓ
Ｆ
〇

一
の
滞
水
層
に
覆
わ
れ
る
、
濠
底
の
上
坑
よ
り
出
土

し
た
。
土
坑
の
埋
没
時
期
は
、
共
伴
し
て
出
土
し
た
最
新
相
の
遺
物
が

一
六
世

紀
中
頃
の
上
師
質
土
器
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

②
は
、
当
初
の
Ｓ
Ｆ
〇

一
を
埋
め
戻
し
た
客
土
層
か
ら
出
土
し
た
。
埋
め
戻

し
の
時
期
は
、
前
後
の
層
位
の
出
土
遺
物
か
ら
、
前
述
の
通
り

一
六
世
紀
第
Ⅳ

四
半
期
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

⑪
　
。
「
＜
栽
松
軒
」

。

「
／
＼
　
　
を
ボ
室
一
一」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
］
］
Ｖ
＾
Ｐ
Φ
Ｘ
卜^
　
〇
∞
］

②

　

　

ｏ

大

少

五

□

」
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い
は
、
上
端
の
切
り
込
み
の

一
方
が
欠
失
す
る
他
は
原
形
を
保
つ
が
、
上
下

の
端
部
は
切
断
の
仕
方
が
荒
く
、
折
損
に
近
い
。
墨
書
は
両
面
に
行
な
わ
れ
る
。

「栽
松
軒
」
は
、
臨
済
宗
大
徳
寺
の
第
九
十
世
住
持
を
つ
と
め
た
大
林
宗
套

が
天
文

一
〇
年

（
一
五
四
こ

に
大
徳
寺
大
仙
院
の
西
隣
に
建
て
た
居
所
と
さ

れ
る

（「特
賜
正
覚
普
通
国
師
塔
銘
」
『堺
市
史
』
第
四
巻
資
料
篇
一
）。
大
林
宗
套
は

そ
の
後
弦
治
二
年

（
一
五
五
工Ｏ

に
、
堺
市
南
旅
籠
町
東
に
所
在
す
る
同
派
南

宗
寺
の
開
山
の
第

一
祖
と
も
な
っ
た
。　
一
方
、
裏
面
の

「宗
三
」
に
つ
い
て
は
、

大
徳
寺
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
界
の
商
人
や
戦
国
武
将
は
、
法
名
に

「宗
」
の

文
字
を
用
い
る
例
が
多
い
の
で
、
「宗
三
」
も
法
名
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
「宗
三
」
を
法
名
と
す
る
人
物
と
し
て
は
三
好
政
長
が
知
ら
れ
て
い
る
。

三
好
政
長
は
天
文

一
人
年

（
一
五
四
九
）
に
同
族
の
三
好
長
慶
に
攻
め
ら
れ
て

敗
死
し
て
い
る
が
、
三
好
長
慶
は
大
林
宗
套
へ
の
帰
依
が
篤
か
っ
た
。
大
林
宗

套
が
居
住
し
た
と
い
う

「栽
松
軒
」
と
、
三
好
政
長
を
指
す
と
思
わ
れ
る

「宗

三
」
が
表
裏
に
記
さ
れ
る
こ
の
木
簡
は
、
三
好
氏
と
大
徳
寺
、
特
に
大
林
宗
套

と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

②
は
上
端
部
が
折
れ
て
い
る
が
、
穿
孔
の
位
置
か
ら
大
き
く
は
欠
失
し
て
い

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
左
上
部
は
斜
め
に
切
ら
れ
て
お
り
、
切
り
込
み
が
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
下
端
部
の
側
面
は
削
ら
れ
て
、
幅
が
狭
め
ら
れ
る
。
穿
孔

は

一
辺
約
四
ｍｍ
の
方
形
で
、
表
面
か
ら
穿
孔
さ
れ
る
。
墨
書
は
何
ら
か
の
数
量

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。

Π
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
＝
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
＝
Ｈ
＝
日

一

口

Л
」―

冒

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｕ

一一

９
　
関
係
文
献

堺
市
教
育
委
員
会

「堺
環
濠
都
市
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
Ｉ
Ｓ
Ｋ
Ｔ
４
２

８
地
占
Ｔ

堺
市
宿
院
町
東
三
丁
―
」
３
堺
市
文
化
財
調
査
概
要
報
告
』
六
七
　
一
九

九
七
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（十
河
良
和
） (2)

一遺



1997年出上の木簡

兵
序

猪
名

庄

遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
尼
崎
市
潮
江
字
東
大
寺

２
　
調
査
期
間
　
　
第
三

一
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
一
月
―
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
尼
崎
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
山
真
知
子
・
爾
宜
田
佳
男
。
大
久
録
浩
二
・矢
口
裕
之
・

氏
平
昭
則

。
山
上
真
子

。
渡
辺
　
昇

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

命
壮
園
遺
跡
）

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
―
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

猪
名
庄
遺
跡
は
、
猪
名
川
下
流
域
の
低
湿
地
に
広
が
る
初
期
荘
園
遺
跡
で
あ

る
。
猪
名
庄
は
、
東
大
寺
領
の

初
期
荘
園
と
し
て
絵
図
も
伝
わ

り
、
荘
園
研
究
史
上
者
名
な
荘

園
で
あ
る
が
、
今
ま
で
そ
の
遺

跡
の
実
態
は
不
明
で
あ
っ
た
。

今
回
の
調
査
は
Ｊ
Ｒ
尼
崎
駅

北
再
開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
で

あ
る
。
調
査
面
積
が
正
三
〇

〇
♂
と
広
か
っ
た
こ
と
も
幸
い

し
て
、
あ
る
程
度
遺
跡
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

調
査
地
は
市
街
地
化
し
て
お
り
、
旧
地
形
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
多
く
の
洪

水
を
被
り
複
雑
な
地
形
を
呈
し
て
い
た
。
標
高
は

一
―
二
ｍ
を
測
る
。
検
出
し

た
遺
構
の
年
代
は
、
古
墳
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
わ
た
る
。
木
簡
は
鎌
倉
時
代

の
井
戸
Ｓ
Ｅ
〇
七

・
Ｏ
人
か
ら

一
点
ず
つ
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｅ
〇
七
は
、
井
筒
に
曲
物
を
利
用
し
た
井
戸
で
、
井
側
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。
木
簡
は
蘇
民
将
来
札
で
、
曲
物
上
部
の
埋
土
か
ら
少
量
の
須
恵
器

。
瓦

器
と
と
も
に
出
土
し
た
。
土
器
の
年
代
か
ら
、
Ｓ
Ｅ
Ｏ
七
の
廃
絶
時
期
は

一
二

世
紀
末
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｏ
人
は
、
井
戸
構
造
が
残
存
し
て
お
ら
ず
、
掘
形
だ
け
が
素
掘
り
の
状

態
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
は
呪
符
の
可
能
性
が
あ
る
。
共
伴
し
た
須
恵

器

・
土
師
器

・
瓦
器
か
ら
、
Ｓ
Ｅ
Ｏ
七
と
同
時
期
の

一
二
世
期
末
頃
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
で
は

一
五
基
の
井
戸
を
検
出
し
て
い
る
が
、
大
半
の
井
戸
は
Ｓ

Ｅ
〇
七

・
○
人
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
も
の
で
、
そ
れ
に
伴
う
掘
立
柱
建
物
も
多

数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
当
遺
跡
の
遺
構
の
ピ
ー
ク
に
な
る
時
期
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
の
猪
名
庄
と
直
接
つ
な
が
る
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
。
次
に
述
べ
る
初
期
荘
園
の
遺
構
に
比
較
す
る
と
、
通
有

の
集
落
の
様
相
を
呈
す
る
。

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
初
期
荘
園
の
遺
構
と
し
て
は
、
倉
庫
な
ど
の
大

型
建
物
を
検
出
し
た
。
こ
の
時
代
の
木
簡
は
出
土
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
墨
書

(大阪西北都 )



土
器
が
数
点
出
土
し
て
お
り
、
特
に
Ｓ
Ｅ

一
六
か
ら

一
括
出
土
し
た
土
器
群
が

注
目
さ
れ
る
。
井
戸
枠
内
に
埋
置
さ
れ
て
い
た
六
点
の
土
師
器
皿
の

一
点
に

「西
庄
」
の
墨
書
が
み
ら
れ
、
他
の
三
点
に
も
記
号
と
思
わ
れ
る
墨
書
が
記
さ

れ
て
い
た
。
皿
の
タ
イ
プ
は
複
数
あ
り
、
平
城
京
と
同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
と
、

地
元
産
と
思
わ
れ
る
タ
イ
プ
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
包
含
層
出
上
の
墨

書
土
器
に
、
謗

平

□
私
国

が
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

い

　

「
蘇
民
将
来
子
孫
宅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（晨
×
∞受
∞
目

下
部
は
欠
損
し
て
い
る
。
上
端
は
両
方
か
ら
削
り
出
し
、
わ
ず
か
に
圭
頭
状

に
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
認
め
ら
れ
る
が
、
丁
寧
で
は
な
い
。
墨
痕
の
遺
存
状

況
は
■
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
文
字
が
判
読
で
き
る
。
下
端
に
墨
痕
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
下
に
続
く
文
字
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
裏
面
に
も

文
字
は
認
め
ら
れ
な
い
。

②
　
　
（符
篠
ヵ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（⇔∞）×
（Ｐ卜）×
∞
寓
Ｐ

文
字
は
全
く
確
認
で
き
な
い
が
、
符
篠
の
可
能
性
の
あ
る
三
本
の
線
が
か
す

か
に
認
め
ら
れ
る
。
呪
符
木
簡
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。
上

０ ３

出

下
左
右
と
も
割
れ
た
断
片
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

『平
成
八
年
度
　
年
報
』

（
一
九
九
七
年
）

同

『
平
成
九
年
度
　
年
報
』
盆

九
九
八
年
）

（渡
辺
　
昇

〈兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所
》

「□
私
□
」
　
　
　
　
　
１

―
(1)

咽 I
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1997年出上の木簡

丘虚
・
屋
敷
町
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
三
田
市
屋
敷
町

・
字
大
池
ノ
南

２
　
調
査
期
間
　
　
第
九
次
調
査
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
二
月
―
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
一二
田
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
崎
敏
昭

・
新
竹
由
美

５
　
遺
跡
の
種
類
　
古
代
寺
院
跡

・
武
家
屋
敷
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

屋
敷
町
遺
跡
は
、
武
庫
川
中

。
上
流
部
の
右
岸
、
三
田
盆
地
の
三
田
側
南
部

に
位
置
す
る
。
川
床
と
の
比
高
差
約

一
五
ｍ
の
河
岸
段
丘

（西
山
―
屋
敷
町
台

地
）
の
突
端
部
に
立
地
し
、
三

田
市
屋
敷
町
全
域
及
び
字
大
池

ノ
南
の

一
部
を
遺
跡
範
囲
と
し

て
い
る
。

屋
敷
町
遺
跡
は
、　
一
九
九
七

年
度
ま
で
に
行
な
わ
れ
た
二
六

Ｄ

次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
に
よ
り
、

〓
一
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
集

く

落
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
三
田
藩
の
家
臣
回
の
居
住
地
と
し
て
成
立
し
た

近
世
の
武
家
屋
敷
群
が
広
範
囲
を
占
め
る
。

既
往
の
発
掘
調
査
で
検
出
し
た
主
な
遺
構
と
し
て
は
、
平
安
時
代
後
半
か
ら

鎌
倉
時
代
の
掘
立
柱
建
物
群
、
室
町
時
代
後
半
の
上
坑
群
や
寺
院
に
伴
う
堀
状

遺
構
、
江
戸
時
代
の
武
家
屋
敷
跡
に
伴
う
ト
イ
レ

・
池
な
ど
の
遺
構
群
や
基
壇

状
遺
構
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
が
出
上
し
た
第
九
次
調
査
区
は
、
宝
永
年
間

（
一
七
〇
四
―
一
七
一
こ

の
絵
図

（宝
永
年
間
以
降
の
三
点
の
絵
図
も
し
く
は
そ
の
写
し
が
現
存
す
る
）
と
照
合

す
る
と
、
「九
鬼
与
五
左
衛
門
」
「和
久
山
治
朗
左
衛
門
」
な
ど
計
五
軒
の
武
家

屋
敷
跡
と
推
定
さ
れ
、
検
出
し
た
近
世
の
遺
構
群
は
こ
れ
ら
の
武
家
屋
敷
の
遺

構
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
調
査
で
出
上
し
た
遺
構
に
つ
い
て
は
、
面
的
な
変
遷
を
辿
る
こ
と
が
で

き
る
。
武
家
屋
敷
は
当
初
は
調
査
区
の
東
側
の
み
で
あ
っ
た
が
、
後
に
調
査
区

中
央
に
道
路
状
遺
構
と
側
溝
が
新
た
に
付
加
さ
れ
、
西
側
に
も
屋
敷
地
が
新
設

さ
れ
る
。
そ
の
時
期
は
絵
図
に
よ
り
宝
永
年
間
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る

３
摂
州
三
田
絵
図
』
（元
禄
元
年
成
辰
年
三
田
藩
屋
敷
之
図
　
個
人
蔵
〉
と

『三
田
絵

図
』
（宝
永
頃
　
個
人
蔵
〉
と
の
比
較
に
よ
る
）。

木
簡
は
、
宝
永
年
間
以
降
に
新
設
さ
れ
た
西
側
の
屋
敷
地
に
位
置
す
る
土
坑

Ｓ
Ｘ

一
か
ら

一
点
出
上
し
た
。
こ
の
土
坑
は
平
面
形
は
南
東
隅

。
南
西
隅
を

コ
ー
ナ
ー
と
す
る
北
に
開
い
た
コ
の
字
形
を
呈
す
る
遺
構
で
、
東
西
四

・
五
ｍ
、

南
北

一
・
七
ｍ
、
深
さ

一
五
―
二
〇
伽
を
測
る
。
南
北
両
岸
は
木
材
に
よ
り
護



岸
さ
れ
て
お
り
、
当
初
は
水
溜
と
し
て
機
能
し
、
廃
絶
後
に
陶
磁
器
類
な
ど
を

投
棄
す
る
た
め
の
上
坑
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
土
坑
の
埋

土
は

一
層
で
あ
り
、
同
層
か
ら
の
木
簡
以
外
の
出
土
遺
物
に
は
、
肥
前
、
瀬

戸

。
美
濃
、
三
日
焼
磁
器
椀

・
皿
、
木
製
品
、
ガ
ラ
ス
瓶
、
眼
鏡
レ
ン
ズ
、
革

靴
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
製
作
年
代
は
、　
一
人
世
紀
―
近
代
ま
で
の
時
期
幅

を
示
し
、
こ
の
年
代
の
下
限
か
ら
み
て
、
出
上
し
た
木
簡
も
近
代
以
後
に
廃
棄

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
　
。
「
ｏ
□
九
鬼
水
□
」

。
「
ｏ
福
□
□
口
□
」

現
状
で
は
二
片
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
に
み
え
る

「九
鬼
」
は
出
上
場
所
と
の
関
係
が
深
い
。
こ
の
木
簡
が
出

土
し
た
Ｓ
Ｘ

一
が
所
在
す
る
屋
敷
地
は
、
宝
永
年
間
以
降
の
三
点
の
絵
図
の
写

し
に
よ
る
と
、
「九
鬼
与
五
左
衛
門
」
「九
鬼
金
左
衛
門
」
「九
鬼
寅
太
郎
」
の

三
人
の
九
鬼
姓
を
名
乗
る
家
臣
の
屋
敷
で
あ
っ
た
。
木
簡
の
記
載
も
、
こ
の
屋

敷
地
の
主
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

９
　
関
係
文
献

三
田
市
教
育
委
員
会

『屋
敷
町
遺
跡
十
一一一田
市
営
大
池
団
地
改
築
に
伴
う
屋
敷

町
遺
跡
第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
―
込

（
一
九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
（新
竹
由
美
）

μ
い
ｏ
×

∞
∞
×

∞
　

ｏ
Ｐ
岸

こ
れ
は
廃
棄
時
の
二
次
的
な
切
断
で

中
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か

つ

丘倉
・
加
都
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
朝
来
郡
和
田
山
町
加
都

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）

一
一
月
１

一
九
九
七
年

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
別
府
洋
二

・
仁
尾

一
人

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

。
道
路
状
遺
構

・
水
田
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
―
鎌
倉
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

加
都
遺
跡
は
、
周
辺
で
は
最
も
広
い
盆
地
の
中
央
部
に
あ
り
、
日
本
海
に
注

ぐ
円
山
川
と
そ
の
支
流
で
あ
る
黒
川
に
狭
ま
れ
た
平
野
部
に
立
地
す
る
。

今
回
報
告
す
る
木
簡
は
、
確

認
調
査
の
際
に
出
土
し
て
い
る

が
、　
一
九
九
七
年
度
に
同
地
点

の
全
面
調
査
が
実
施
さ
れ
、
但

馬
道
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
直
線
の

道
路
状
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。

道
路
状
遺
構
が
湿
地
に
か
か
る

部
分
で
は
、
法
面
を
礫
で
保
護

し
て
い
る
。
木
簡
出
土
地
点
は

そ
の
法
面
の
下
方
に
あ
た
る
。
こ
の
道
路
状
遺
構
は
近
辺
に
残
さ
れ
た
条
里
地

割
と
は
方
向
が
異
な
り
、
平
安
時
代
後
半
に
は
廃
絶
し
て
条
里
地
割
方
向
の
掘

立
柱
建
物
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

ω

　

「
山
口
里
俵
参
上
数
十

一
石
今

　

　

　

　

　

（誤
×
∞粟
枷
思

木
簡
は
下
端
が
折
損
し
て
い
る
以
外
は
、
原
形
を
保
つ
。
裏
面
は
調
整
が
荒

い
。
「山
口
里
」
は
、
『和
名
類
衆
抄
』
に
み
え
る
但
馬
国
朝
来
郡
九
郷
の
一
つ

で
あ
る
山
口
郷
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
は
当
時
の
但
馬
国
の
最
南
端
で
あ
っ
た
。

調
査
地
点
か
ら
は
南
に
約

一
一
』
の
地
点
に
あ
た
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
古
尾
谷

知
浩
氏
、
山
下
信

一
郎
氏
、
渡
辺
晃
宏
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（別
府
洋
三
）(赤外線テレビカメラ

画像による)

(丹波竹田)



明余
石じ
城す
武ぶ

家け

屋や

敷望
跡

兵
庫

。

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
明
石
市
東
仲
ノ
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第
五
九
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）

一
〇
月
―

一
九

九
八
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
明
石
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
船
越
重
伸

・
渡
辺
　
昇

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
下
町
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

明
石
城
跡
は
、
江
戸
時
代
に
な

っ
て
小
笠
原
忠
政
（真
）
に
よ
っ
て
築
か
れ

た
明
石
藩
の
城
郭
で
、
そ
れ
に

伴
っ
て
城
下
町
の
建
設
も
進
め

ら
れ
た
。

今
回
の
調
査
は
、
再
開
発
事

業
に
伴
う
も
の
で
、
東
仲
ノ
町

磨

地
区
第
四
次
調
査
に
あ
た
る
。

須

調
査
地
は
、
城
下
町
の
う
ち
、

噺

武
家
屋
敷
の
南
東
部
分
に
相
当

す
る
地
域
で
、
中

・
下
級
武
士

の
屋
敷
跡
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
江
戸
時
代
金
般
に
わ
た
る
遺
構
を
検
出
し
た
。
木
簡
は
、
江

戸
時
代
末
の
廃
棄
土
坑
Ｓ
Ｘ

一
〇
〇

一
四

。
Ｓ
Ｘ

一
〇
〇
六
四
か
ら

一
点
ず
つ
、

計
二
点
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
多
量
の
陶
磁
器
類

・
瓦
な
ど
と
と
も
に
出
土
し

て
い
る
。
な
お
廃
棄
土
坑
Ｓ
Ｘ

一
二
〇
〇
四
か
ら
は
、
ど
口
田
」
と
墨

・
膠
で

記
さ
れ
た
土
器
も
出
土
し
て
い
る
。
焼
き
継
ぎ
屋
が
土
器
を
補
修
す
る
際
、
取

り
違
え
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
土
器
の
所
有
者
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

文
久
年
間
の
絵
図
に
よ
る
と
、
調
査
地
点
に
相
当
す
る
位
置
に
あ
る
屋
敷
の
家

名
は

「吉
田
」
で
あ
り
、
こ
れ
と

一
致
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
今
回
出
土

の
上
器
は
、
絵
図
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
資
料
と
い
え
よ
う
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｘ

一
〇
〇

一
四

ω
　
。
「

。

「

。

勇

　

□

口

次

世

　

」
　

　

　

　

　

　

　

　

『
受

伽
粟

⇔

冨

Ｓ
Ｘ

一
〇
〇
六
四

②

　

「ま
さ
て
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（罵
Ｘ
Ｐ受
ω
悪

ω
は
調
査
区
の
北
東
に
所
在
す
る
月
照
寺
の
木
札
で
あ
る
。
大
般
若
経
永
代

大
般明
若石

月経人
照永丸
寺代山

講

焼
E「



1997年 出上の木簡

講
の
も
の
で
、
表
は
焼
印
が
捺
さ
れ
、
裏
面
に
墨
書
が
み
ら
れ
る
。
参
加
者
の

個
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
は
細
長
い
板
に
平
仮
名
を
墨
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
材
は
下
部
を
欠
く
。

（渡
辺
　
昇

〈兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所
》

日

日

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

日

　

　

　

①

日
日
昨
ｌｉｌ
日
Ｈ
Ⅵ
＝

一



1997年 出上の木簡

木
　
簡
　
研
　
究
　
第

一
人
号

巻
頭
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永ヽ

田
　
英

正

一
九
九
五
年
出
上
の
木
簡

概
要
　
平
城
宮
跡
　
平
城
京
跡
左
京
三
条

一
坊
十
五
坪
　
平
城
京
跡
　
興
福
寺

旧
境
内
　
大
乗
院
庭
園
　
藤
原
宮
跡
　
藤
原
京
跡
　
飛
鳥
京
跡
　
長
岡
宮
跡

長
配
京
跡
ω
　
長
岡
京
跡
②
　
平
安
宮
内
酒
殿

・
釜
所

・
侍
従
所
跡
　
大
坂
城

跡
　
大
坂
城
下
町
跡
　
森
の
宮
遺
跡
　
長
原
遺
跡
　
四
天
王
寺
旧
境
内
遺
跡

長
曽
根
遺
跡
　
入
佐
川
遺
跡
　
宮
内
堀
脇
遺
跡
　
祢
布
ヶ
森
遺
跡
　
香
住
ヱ
ノ

田
遺
跡
　
神
戸
大
学
医
学
部
附
属
病
院
構
内
遺
跡
　
大
毛
池
田
遺
跡
　
駿
府
城

三
の
丸
跡
　
駿
府
城
跡
　
御
所
之
内
遺
跡
　
韮
山
反
射
炉
　
大
師
東
丹
保
遺
跡

甲
府
城
関
係
遺
跡
　
居
村
Ｂ
遣
跡
　
北
条
小
町
邸
跡
　
宮
町
遺
跡
　
南
滋
賀
遺

跡
　
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
　
屋
代
遺
跡
群
　
大
猿
田
遺
跡
　
山
王
遺
跡
　
市
川

橋
遺
跡
　
大
日
南
遺
跡
　
志
羅
山
遺
跡
　
西
太
郎
丸
遺
跡
　
磯
部
カ
ン
ダ
遺
跡

横
江
荘
遺
跡
　
加
茂
遺
跡
　
豊
田
大
塚
遺
跡
　
宮
町
遺
跡
　
五
社
遺
跡
　
寺
町

遺
跡
　
佐
渡
金
山
遺
跡
佐
渡
奉
行
所
跡
　
桂
見
遺
跡
　
岩
吉
遺
跡
　
米
子
城
跡

八
遺
跡
　
山
崎

一
号
遺
跡
　
長
登
銅
山
跡
　
小
倉
城
跡
　
大
学
府
条
坊
跡
　
呉

服
町
遺
跡
　
松
崎
遺
跡
　
下
林
遣
跡
Ⅳ
区
　
昌
明
寺
遺
跡

一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

（
一
人
）

塩
田
城
跡

ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
白
樺
文
書

長
屋
王
家
木
簡
三
題

算
木
と
古
代
実
務
官
人

書
評
　
沖
森
卓
也

・
佐
藤
信
著

『上
代
木
簡
資
料
集
成
』

彙
報

Ｂ
・Л
・ヤ
ニ
ン

森
　
　
公

章

鈴

木
　
皇八
二

大

隅

清

陽

頒
価
　
五
五
〇
〇
円
　
送
料
六
〇
〇
円



3  2  1４
　
調
査
担
当
者
　
別
府
洋
二

。
國
本
綾
子

５
　
遺
跡
の
種
類
　
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
―
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

境
谷
遺
跡
は
姫
路
市
の
西
端
部
に
あ
り
、

い
る
。
古
代
山
陽
道
の
太
市
駅
家
の
南
約

一

瘍篭具
谷だ
退

跡

兵
庫

。

所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
姫
路
市
太
市
中
学
境
谷

調
査
期
間
　
　
一
九
九
二
年

（平
７
）
七
月
―
八
月

発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

道
で
あ
る
。
旧
河
道
は
、
七
世
紀
頃
に
杭
な
ど
で
護
岸
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
後
砂
や
シ
ル
ト
な
ど
に
よ
っ
て
埋
没
す
る
。

木
簡
は
、
こ
の
旧
河
道
の
最
上
層
の
シ
ル
ト
層
か
ら
出
土
し
た
。
旧
河
道
埋

没
後
は
、
河
道
と
直
交
す
る
方
向
に
数
条
の
溝
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、　
一
〇
世

紀
頃
の
須
恵
器
椀
が
出
上
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔嶋
望
人
等
ヵ
〕

ω
　
・
□
□
□
□
□
□
□

・

口
日

日
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霊
ｋ
ｅ
Ｘ
伽
昌

右
辺
が
ほ
ぼ
原
形
を
保
つ
が
、
上
下
は
折
損
、
左
辺
も
割
れ
て
い
る
。
右
辺

最
下
端
は
斜
め
に
切
り
込
ま
れ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
切
り
込
み
の
痕
跡
の

可
能
性
も
あ
る
。
文
字
は
両
面
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
判
然
と
し
な
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
古
尾
谷

知
浩
氏
、
山
下
信

一
郎
氏
、
渡
辺
晃
宏
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（別
府
洋
一
し

南
側
は
揖
保
郡
太
子
町
と
接
し
て

血
の
地
点
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
南

五
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
は
、
奈
良
時
代
か

ら
平
安
時
代
の
掘
立
柱
建
物
や

井
戸
を
検
出
し
、
鈴
帯
や
硯
、

墨
書
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
亀

田
遺
跡
が
所
在
す
る
。

今
回
の
調
査
地
点
は
、
谷
の

中
を
南
流
す
る
大
津
茂
川
の
支

流
で
あ
る
太
市
川
の
横
で
あ
り
、

検
出
し
た
流
路
も
同
川
の
旧
河

(龍 野)

(赤外線テレビカメラ

画像による)



1997年出上の木簡

し
げ

り

み

や

の

に

し

丘倉
・茂
利
宮
の
西
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
多
可
郡
中
町
中
村
町
茂
利

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
森
内
秀
造

・
矢
野
治
巳

・
高
木
芳
史

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
―
室
町
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

茂
利
宮
の
西
遺
跡
は
兵
庫
県
内
陸
部
の
中
町
に
あ
り
、
加
古
川
の
支
流
で
あ

る
杉
原
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
盆
地
平
野
の
中
央
に
位
置
す
る
。
遺
跡
は
杉

原
川
西
岸
の
段
丘
上
に
あ
り
、

西
か
ら
東
へ
下
る
扇
状
地
上
の

緩
斜
面
に
立
地
す
る
。

茂
利
宮
の
西
遺
跡
は
中
世
の

金
属
関
係
の
生
産
遺
跡
と
し
て

知
ら
れ
る
。
町
教
委
に
よ
っ
て

嘲

行
な
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、

生

溝
に
よ
る
区
画
と
そ
の
中
に
建

く

て
ら
れ
た
建
物
な
ど
の
遺
構
が

確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
遺
構
に
は
多
量
の
炭

。
焼
土
が
堆
積
し
て
い
た

ほ
か
、
ピ

ッ
ト
な
ど
か
ら
も
、
比
較
的
多
く
の
ス
ラ
ッ
グ
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
調
査
事
務
所
が

一
九
九
七
年
度
に
行
な
っ
た
発
掘
調
査
で
は
、
弥
生

時
代
か
ら
室
町
時
代
に
わ
た
る
時
期
の
遺
構
、
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
や
は

り
埋
土
中
に
炭
、
焼
土
、
及
び
ス
ラ
ッ
グ
な
ど
を
多
量
に
含
む
土
坑
が
多
く
検

出
さ
れ
て
お
り
、
精
錬
あ
る
い
は
鋳
造
な
ど
に
関
与
し
た
生
産
遺
跡
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

本
調
査
地
点
は
、
遺
跡
の
東
端
に
あ
り
、
扇
状
地
上
の
緩
斜
面
か
ら
平
坦
地

へ
と
変
わ
る
地
形
の
変
換
点
に
あ
た
る
。
調
査
地
点
全
体
を
黒
色
の
粘
土
層
が

厚
く
お
お
っ
て
お
り
、
同
層
中
か
ら
は
弥
生
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
上
器
が
出

土
し
て
い
る
が
、
特
に
平
安
時
代
の
も
の
が
中
心
を
な
し
て
い
る
。

木
簡
は
、
こ
の
黒
色
粘
土
層
を
切
っ
て
構
築
さ
れ
た
室
町
時
代
の
井
戸
の
底

か
ら
出
土
し
て
い
る
。
共
伴
遺
物
に
は
わ
ず
か
な
土
器
片
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
細
片
で
器
形
を
復
原
で
き
な
い
。
井
戸
は
石
組
み
で
、
自
然
及
び
半
加
工
し

た
川
原
石
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
。
井
戸
回
の
直
径
は
七
〇
卿
、
底
部
で
は

九
〇
ｃｍ
を
測
り
、
袋
状
の
断
面
形
を
呈
し
て
い
る
。
深
さ
は
現
状
で
二
ｍ
を
測

る
が
、
削
平
を
受
け
て
い
る
た
め
、
本
来
は
ま
だ
三
〇
釦
以
上
の
深
さ
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
井
戸
の
他
に
は
、
ピ

ッ
ト

・
土
坑

。
溝
が
あ
る
が
、
炭

。
焼

土

・
ス
ラ
ッ
グ
な
ど
は
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
金
属
生
産
に
関
わ
る
よ
う
な
性

格
の
も
の
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容



〔奉
納
本
ヵ
〕

⑪

　

□
□
□
□
□
回

〔
三
年

□
観
應
□
□

含
］
卜
）
×

６
伽
）
×
∞
　
ｏ
２

桶
の
底
板
に
転
用
さ
れ
た
も
の
で
、
弧
を
な
す
側
の
側
面
に
は
三
カ
所
に
木

釘
で
と
め
る
た
め
の
穿
孔
が
見
ら
れ
る
。
材
質
は
ヒ
ノ
キ
で
あ
る
。
弧
度
か
ら

元
来
の
大
き
さ
は
直
径
約

一
九
四
嗣
に
復
原
で
き
る
。
墨
痕
は
完
全
に
流
失
し

て
い
る
が
、
墨
の
あ
っ
た
部
分
に
残
る
盛
り
上
が
り
か
ら
、
少
な
く
と
も

一
〇

字
が
観
察
で
き
る
。　
一
行
め
は
左
半
の
み
残
存
す
る
。
四
文
字
め
は
言
偏
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
行
め
は
二
宇
め
と
三
字
め
の

「観
應
」
の
二
字
は

明
瞭
で
元
号
と
考
え
ら
れ
る
。
「應
」
の
下
は

「
二
年
」
と
判
読
で
き
る
可
能

性
が
高
い
が
、
全
体
の
字
配
り
か
ら
す
る
と

一
文
字
分
し
か
な
く
、
観
応
元
年

１
三
年

（
三
一一五
〇
―
〓
一三
一
じ

の
干
支
で
あ
る

「庚
寅
」
「辛
卯
」
「壬
辰
」

の
い
ず
れ
か
の
頭

一
文
字
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
関
し
て
は
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
小
林
基
伸
氏
、

松
井
良
祐
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。
材
質
に
つ
い
て
は
、
当
調
査
事
務
所
の
藤

田
淳
氏
の
顕
微
鏡
観
察
結
果
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

兵
庫
県
荻
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

『平
成
八
年
度
　
年
報
』

（
一
九
九
七
年
）

（高
木
芳
史
）

カ



1997年 出土の木簡

坊売ニ
の の

堀伝
退

跡

あ

さ
か

丘障
・安
坂

・

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
多
可
郡
中
町
安
坂
字
城
の
堀

２
　
調
査
期
間
　
　
第
六
区
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
人
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
中
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
宮
原
文
隆

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
居
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
中
期
―
室
町
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

安
坂

・
城
の
堀
遺
跡
は
、
中
町
中
央
平
野
の
や
や
北
よ
り
の
中
央
部
に
位
置

し
て
い
る
。
調
査
は
農
業
基
盤
整
備

・
道
路
建
設
に
係
り
数
次
に
わ
た
っ
て
実

施
さ
れ
た
。
農
業
基
盤
整
備
以

前
の
圃
場
は
、
約
五
〇
×
九
〇

ｍ
の
や
や
い
び
つ
な
長
方
形
の

範
囲
を

一
段
低
い
帯
状
の
回
場

が
取
り
囲
む
よ
う
な
状
況
を
呈

し
て
い
た
。
こ
れ
は
堀
の
存
在

を
暗
示
し
、
ま
た
字
名
に
も

「城
の
堀
」
が
遺
存
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
地
に
居
館
跡

が
存
在
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
た
。

調
査
の
結
果
、
弥
生
時
代
中
期

・
終
末
期
、
古
墳
時
代
中
期
、
飛
鳥
時
代
、

奈
良
時
代
、
平
安
時
代
、
室
町
時
代
の
遺
構

・
遺
物
が
非
常
に
多
く
確
認
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
近
現
代
の
瓦
粘
土
採
掘
に
よ
っ
て
、
多
く
の
遺
構
が
削
平

さ
れ
、
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。

こ
の
遺
跡
の
特
徴
は
非
常
に
多
ぐ
の
溝
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、

弥
生
時
代
後
半
に
掘
削
さ
れ
、
埋
没
し
つ
つ
も
奈
良
時
代
後
半
頃
ま
で
遺
存
し

た
幅
五
ｍ
を
越
す
大
溝
は
、
先
の
瓦
粘
土
採
掘
を
免
れ
て
お
り
、
多
く
の
木
製

品
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
が
出
土
し
た
。
主
な
も
の
と
し
て
は
、
七
世
紀
の
黎

を
は
じ
め
と
す
る
農
工
具
、
奈
良
時
代
後
半
の
祭
祀
用
具

（人
形
代
・
馬
形
代
・

鍬
先
形
代
・
斎
串
な
ど
）
二
〇
〇
点
以
上
、
墨
書
土
器

（「宮
田
西
」
「下
古
川
」

「古
飯
廣
田
」
「□
依
」
な
ど
）
二
〇
点
以
上
が
あ
る
。

今
回
紹
介
す
る
呪
符
木
簡
二
点
は
、
東
西
約
五
〇
ｍ
、
南
北
約
九
〇
ｍ
の
規

模
の
室
町
時
代
の
居
館
を
め
ぐ
る
堀
か
ら
出
土
し
た
。
方
形
に
め
ぐ
る
堀
の
東

辺
及
び
西
辺
の
北
寄
り
に
は
、
対
に
な
る
よ
う
に
張
り
出
し
部
が
位
置
し
、
こ

こ
に
居
館
外
部
と
の
出
入
り
口

（虎
口
）
を
設
け
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

特
に
、
東
辺
の
虎
口
に
は
橋
脚
が
立
っ
た
ま
ま
遺
存
し
て
い
た
。
木
簡
が
出
土

し
た
の
は
、
こ
の
堀
東
辺
の
虎
回
の
堀
法
面
で
あ
る
。
居
館
全
体
で
み
れ
ば
、

こ
こ
は
鬼
門
の
方
向
と
な
る
北
東
部
に
あ
た
り
、
同
時
に
出
土
し
た
数
点
の
羽

子
板
状
木
製
品
と
の
関
わ
り
も
注
目
さ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

(生   野 )



の
　
。
「
（符
篠
）
急
ヽ
如
律
×

。
「
　
　
　
　
　
□
□

い
は
、
ほ
ぼ
完
存
し
て
い
る
。
上
部
二
字
は
墨
も
よ
く
遺
存
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
下
の
文
字
は
木
質
に
残
る
凹
凸
に
よ
っ
て
幸
う
じ
て
判
読
で
き
る
。
裏

面
に
は
墨
書
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

②
は
、
下
端
及
び
左
側
が
欠
損
し
て
い
る
。
墨
は
比
較
的
よ
く
遺
存
す
る
が
、

調
査
時
の
傷
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
い
る
。
表
面
の
字
体
は
い
に
酷
似
す
る
。

木
簡
の
解
読
に
際
し
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
渡
辺
晃
宏

・
山
下

信

一
郎
両
氏
の
教
示
を
得
た
。

一

（符
銀
）
急
ミ
如
律
令
　
咄
天
足
神
王

（符
篠
）
急
ヽ
如
律
令
九
く
八
十
一

ヽ
∞
ｏ
×
”
⇔
×
嗚
　
ｏ
岸
Ｐ

（
Ｐ
∞
〇
）
×

（
Ｎ
『
）
×
ヽ
　
⇔
∞
Ｐ

９
　
関
係
文
献

中
町
教
育
委
員
会

『安
坂

七
年
）

城
の
堀
遺
跡
』
（中
町
文
化
財
報
告

一
六
　
一
九
九

（宮
原
文
隆
）

る
霊
寃
爺
兵罪蜃
蜃
嘉
亀

(2)表



1997年 出上の本簡

だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん

滋
牢

大

将

軍
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
草
津
市
追
分
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）
四
月
―
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
滋
賀
県
教
育
委
員
会

。
①
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
仲
川
　
靖

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

。
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

大
将
軍
遺
跡
は
、
草
津
市
南
部
に
位
置
し
、
湖
南
ア
ル
プ
ス

（金
勝
山
）
か

ら
延
び
る
標
高

一
〇
〇
―

一
〇
六
ｍ
の
丘
陵
部
最
先
端
に
あ
る
。

調
査
は
、
現
況
の
草
津
川
を

付
け
替
え
る
草
津
川
放
水
路
建

設
に
関
連
す
る
伯
母
川
改
修
工

事
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。

大
将
軍
遺
跡
の
主
要
遺
構
は
、

今
回
の
調
査
地
の
東
に
隣
接
し

津

て
ぉ
り
、　
一
九
九
三
年
か
ら
始

草

ま
っ
た
草
津
市
教
育
委
員
会
に

ぐ

よ
る
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
発

掘
調
査
で
、
古
墳
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
奈
良
時
代
―
平
安
時
代
に
か
け
て
の
、
北
で
東
に
入

度
振
れ
る
ほ
ぼ
東
西
南
北
に
走
る
正
方
位
地
割
に
則
っ
て
計
画
的
に
配
置
さ
れ

た
掘
立
柱
建
物
群

一
三
〇
棟
以
上
、
井
戸
跡

一
〇
基
、
区
画
溝
な
ど
の
溝
跡
四

〇
条
以
上
の
遺
構
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遺
物
も
硯
、
本
沓
、
木
簡

（本
誌
未
報
とじ
、
「郷
長
」
や

「
五
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
な
ど
が
出
土
し

て
お
り
、
官
衛
的
な
要
素
を
も
つ
建
物
群
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
調
査
地
は
、
こ
の
建
物
群
内
の
北
西
端
に
あ
た
り
、
建
物
群
の
北
側

に
流
れ
る
自
然
流
路
の
続
き
で
あ
る
。
こ
の
自
然
流
路
は
、
最
深
部
で
深
さ
四

ｍ
以
上
あ
り
、
そ
の
後
三
回
の
乾
期
、
増
水
期
、
土
石
流
堆
積
期
が
繰
り
返
さ

れ
て
埋
没
し
た
状
況
が
窺
わ
れ
た
。

遺
物
は
、
二
回
め
の
乾
期
か
ら
三
回
め
の
乾
期
に
か
け
て
の
増
水
期
、
土
石

流
堆
積
期
に
堆
積
し
た
砂
礫
層
か
ら
出
土
し
た
。
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
の

土
器
類
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、
中
で
も
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け

て
の
上
師
器
、
緑
釉
陶
器
、
灰
釉
陶
器
が
圧
倒
的
な
量
を
占
め
る
。
木
器
は
河

道
内
の
溜
り
状
の
箇
所
か
ら

一
括
し
て
出
土
し
た
。
木
簡
の
他
、
物
差
し

・
曲

物

。
斎
串

・
舟
形
代
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

木
簡
は
計
四
点
で
、
自
然
流
路
内
の
黒
灰
色
砂
質
土
層
か
ら
、
曲
物
二
点
、

物
差
し

一
点
、
斎
串
三
点
と
と
も
に
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容



口

回

〔心
ヵ
溜
長
近
松

丹
ヵ
〕

日
口
□
　
□
□
□
□
□
日
‐―
□
」

卜い∞×
伽∞×
∞

②

　

［日
Ｈ

日
日
□
□
□
　
　
（懸
Ｘ
］巽
∞

①
　
。
「□
□
□
奉
人
口
□
□
□
□

敵
郭
動
ガ
国
人
口
回
含
ド
ｏ
）
×
Ｐ
∞
×
卜
　
ｏ
∞
Ｐ

。「刊呵如佃如わしわ
た
□
は
いま
は
る
の□
　
□
□
□
□
　
□
□
な
を

か
し
た
の
い
は
れ
や
め
ぬ
か
み
と
お
□
回
回
は
　
□
□
□
□
□
□
□

事
申

「
つ
か
は
し
き
を
り
に
は
い
と
く
て
と
く
□
回
の
し
□
る
ま
は
の

少
し
　

か
く
に
と
ら
い
す
て
ら
る
回
□
め
る
に
と

ゝ
ま
り
□
□
□
□
□
か
ら
□

か
を
る
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

囀
銅
］
×

ヽ
ｏ
×

∞
　

Φ
Ｐ
Φ

ω
は
、
転
用
材
を
用
い
た
も
の
か
。
上
端
に
鉄
条

網
状
の
刺
突
圧
痕
が
認
め
ら
れ
、
何
か
を
緯
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
②
は
上
部
が
焼
損
。
①
は
、
下
部
が
欠

損
す
る
。
い
は
、
短
冊
状
の
板
の
両
面
に
墨
書
が
明

瞭
に
残
る
木
簡
で
、
中
央
部
よ
り
下
の
両
側
面
が
欠

損
す
る
。
表
と
み
ら
れ
る
面
は
、
上
部
四
行
書
き
、

下
部
五
分
の
三
を
二
行
書
き
と
す
る
。
裏
面
は
上
端

の
み
三
行
書
き
、
以
下
は
二
行
書
き
で
あ
る
。
表
の

二
行
書
き
の
部
分
か
ら
書
き
始
め
、
裏
面
の
二
行
書

き
を
書
い
て
か
ら
、
表
面
に
戻
っ
て
上
部
四
行
を
付

け
加
え
、
最
後
に
裏
面
の
上
部
三
行
を
書
い
た
と
み

ら
れ
る
。
漢
字
ま
じ
り
の
仮
名
書
き
で
、
書
状
と
考

(4)
―

′

(3)裏

―
(2)

(1)  1:4
(2)(3) 1 :2

- (1)



1997年出上の木簡

膨
粍
打
Й
え

マ
く
げ
ょ
；
左
ブ
杉
夢
Ａ

Ч
テ
ム

”
く
？
れ
，
多
み
亀
舟
あ
う
ム
Ｌ
て
ら

え
ら
れ
る
が
、
意
味
は
判
然
と
し
な
い
。

共
伴
す
る
土
器
は
、　
一
〇
世
紀
か
ら

一

一
世
紀
の
も
の
と
幅
が
広
く
、
木
簡
の

時
期
を
限
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
の
綾
村
宏

・
舘
野
和

己
氏
、
大
阪
大
学
の
東
野
治
之
氏
、
京

都
国
立
博
物
館
の
湯
山
賢

一
氏
の
ご
教

示
を
得
た
。

（仲
川
　
靖
）



お
お
わ
き
じ
ょ
う

愛
智

大
脇

城

跡

１
　
所
在
地
　
　
　
愛
知
県
豊
明
市
栄
町
梶
田

・
元
屋
敷

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）
八
月
―

一
九
九
七
年
人
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
側
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
坂
倉
澄
夫

・
藤
井
孝
之

・
中
野
良
法

・
北
村
和
宏

５
　
遺
跡
の
種
類
　
居
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
五
世
紀
後
半
―

一
七
世
紀
後
葉

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

大
脇
城
跡
は
、
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
、
尾
張

。
三
河
国
の
旧
国
境
を
流
れ

る
境
川
の

一
支
流
で
あ
る
正
戸
川
右
岸
の
沖
積
地
に
位
置
す
る

（旧
尾
張
国
知

多
郡
大
脇
村
）。
遺
構
検
出
面
の

標
高
は
ニ
ー
三
ｍ
前
後
で
、
周

辺
に
小
高
い
段
丘
が
展
開
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
坦

鋼

な
場
所
を
占
め
て
い
る
の
が
立

部．

地
上
の
特
色
で
あ
る
。
「桶
狭

跡

間
の
古
戦
場
」
は
、
大
脇
城
の

結

北
西
二

。
五
血
に
あ
た
る
。

大
脇
城
に
関
す
る
文
献
史
料

は
少
な
く
、
い
ず
れ
も
後
世
の
編
纂
物
に
限
ら
れ
、
初
見
は

『寛
文
村
々
覚

圭
屋

（寛
文
年
間
／
一
六
七
〇
年
前
後
）
の

「
（大
脇
村
）

一　
古
城
跡
　
先
年
梶
川

五
左
衛
門
居
城
之
由
　
今
ハ
畑
成
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、
梶
川
五
左

衛
門
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
の
動
向
か
ら
み
て
、
桶
狭
間
の
戦
い
の
直
後
よ
り

そ
の
活
躍
が
知
ら
れ
る

「秀
盛
」
と
考
え
ら
れ
る
。
秀
盛
は
、
水
野
信
元
、
佐

久
間
信
盛
、
織
田
信
長
、
織
田
信
雄
さ
ら
に
は
池
田
輝
政
に
仕
え
、
文
禄

・
慶

長
の
役
に
お
い
て
湯
川

（
ソ
ウ
ル
市
近
郊
）
に
て
戦
死
し
た
と
い
う
人
物
で
あ

る
。
ち
な
み
に

『織
田
信
雄
分
限
帳
』
で
は

一
四
人
○
貫
文
の
知
行
と
な
っ
て

い
る
。

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
伊
勢
湾
岸
道

。
第
二
東
海
自
動
車
道
の
建
設
に
伴
う

事
前
調
査
で
、
総
計

一
万
ポ
の
調
査
対
象
地
を
七
つ
の
調
査
区

（九
六
Ａ
Ｉ
九

六
Ｅ
区
お
よ
び
九
七
Ａ
Ｉ
九
七
Ｂ
区
）
に
分
け
て
実
施
し
た
。
調
査
の
結
果
、　
一

五
世
紀
後
半
―

一
七
世
紀
後
葉
に
か
け
て
の
時
期
の
中
小
の
溝
に
よ
っ
て
区
画

さ
れ
た
屋
敷
地
群
を
検
出
し
た
ほ
か
、
か
ね
て
か
ら

「大
脇
城
跡
」
（地
元
の
村

絵
図
な
ど
で
は

「梶
川
五
左
衛
門
屋
敷
し

と
さ
れ
て
い
た
九
七
Ｂ
区
に
お
い
て
、

大
規
模
な
方
形
居
館
跡
を
検
出
し
、
こ
れ
ま
で
の
所
伝
を
裏
付
け
た
。
こ
の
大

型
の
方
形
居
館
を
囲
む
溝

（堀
）
九
七
Ｂ
区
Ｓ
Ｄ
Ｏ

一
か
ら
は
、　
一
五
世
紀
後

半
―

一
七
世
紀
後
葉
の
時
期
の
瀬
戸

・
美
濃
窯
産
陶
器
が
出
土
し
て
い
る
。
最

下
層

（第
四
層
）
か
ら
は
概
ね
古
瀬
戸
後
期
第
Ⅳ
小
期
―
大
窯
第
三
段
階
の
も

の
が
出
土
し
、
遅
く
と
も

一
六
世
紀
中
葉
に
は
居
館
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た

一
七
世
紀
代
の
遺
物
の
出
土
は
、
そ
の
性
格
は
と
も
か
く
、



江
戸
時
代
に
も
居
館
が
継
続
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

天
正
四
年

（
一
五
七
工０

銘
護
摩
札
が
出
土
し
た
の
は
、
上
記
九
七
Ｂ
区
で

検
出
し
た
方
形
居
館
内
を
東
西
に
分
か
つ
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
〇
七

（長
さ
一
一
ｍ
幅

〓
下
三
ｍ
深
さ
一
・
四
こ

の
溝
底
面
近
く

（第
四
層
）
か
ら
で
、
文
字
面
を
下

に
向
け
た
状
況
で
出
土
し
た
。
こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｏ
七
の
埋
土
中
か
ら
は
、
第
三
層
に

お
い
て
瀬
戸

・
美
濃
産
の
信
鉢
片

（大
窯
期
）
が
、
埋
立
土
か
と
推
察
さ
れ
る

第
二
層
か
ら
は
同
じ
く
瀬
戸

・
美
濃
産
の
陶
器

（大
窯
第
二
段
階
お
よ
び
登
窯
第

一
小
期
―
第
四
小
期
）
な
ど
が
出
上
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω
　
　
「

金
剛
蔵
王
　
天
正
四
年
　
尾
州
智
多

大
御
堂
寺

立懸
虫
　
奉
修
大
峯
柴
燈
護
摩
供
武
〔騨

ぎ
久
所

胎
蔵
権
現
　
八
月
廿
四
日

野
間

　

　

常
楽
坊

　

」
釦
Ｐ
ｏ
×
Φ
卜
×
∞
　
ｏ
牌
Ｐ

ほ
ぼ
完
形
で
、
下
端
部
に
わ
ず
か
な
欠
損
が
み
ら
れ
る
。
表
裏
面
と
も
損
傷

は
少
な
い
が
、
長
ら
く
風
雨
に
曝
さ
れ
て
い
た
た
め
か
、
墨
痕
は
殆
ど
消
失
し

一

て
い
る
。
文
字
部
と
他
と
の
風
化
の
違
い
に
よ
る
凹
凸
に
よ
り
文
字
が
判
読
で

き
る
。
「金
剛
蔵
王
」
に
つ
い
て
は
、
朱
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。

判
読
上
で
問
題
と
な
っ
た
の
が

「天
正
四
年
」
の

「
四
」
で
あ
る
。
フ
エ

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
四
の
異
外
字
の

「
Ｘ
」
と
判
読
し
た
が
、
こ
れ
に
は

異
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
「尾
州
智
多
」
「野
間
」
の

「大
御
堂
寺
」
「常

楽
坊
」
は
、
現
愛
知
県
知
多
郡
美
浜
町
大
字
野
間
に
所
在
す
る
大
御
堂
寺

（真

言
宗
。
野
間
大
坊
と
呼
ば
れ
る
。
源
義
朝
の
墓
所
と
し
て
著
名
）
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。
大
御
堂
寺
に
は
か
つ
て

「常
楽
坊
」
が
塔
頭
寺
院
の
一
つ
と
し
て
存
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
前
記
九
七
Ｂ
区
Ｓ
Ｄ
Ｏ

一
か
ら
七
点
、
九
六
Ｅ
区
Ｓ
Ｄ
〇
二
か
ら

一
点
の
墨
書
の
あ
る
付
札
の
断
片

０
し
が
出
上
し
た
。
判
読
を
含
め
、
詳
細

に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

⑪
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『年
報
　
平
成
九
年
度
』
全

九
九
八
年
）

（北
村
和
宏
）

1997年 出上の木簡

仝
瑚

藤

ぇ

　

　

　

夭

謙

．、
痺
‐



せ
　
な

が
わ

静
岡
。
瀬
名
川
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
静
岡
市
瀬
名
川

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
六
月
１

一
九
九
八
年
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑪
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
中
川
律
子

・
勝
又
直
人
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
水
田
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
中
期
―
後
期
、
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

瀬
名
川
遺
跡
は
静
岡
平
野
の
北
東
部
、
沖
積
微
高
地
上
に
立
地
し
て
い
る
。

瀬
名
川
遺
跡
の
北
○

・
五
血
の
と
こ
ろ
に
は
、
国
道

一
号
線
バ
イ
パ
ス
エ
事
に

伴

っ
て
調
査
が
行
な
わ
れ
木
簡

が
出
上
し
た
瀬
名
遺
跡
が
所
在

す
る

（本
誌
第

一
一
、　
三
二
号
）。

ま
た
、
南
は
鎌
倉
時
代
か
ら
室

町
時
代
に
か
け
て
の
東
海
道
に

接
し
、
当
時
こ
の
瀬
名
川
に
宿

駅
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

今
回
の
発
掘
調
査
は
県
道
中

吉
田
瀬
名
線
の
工
事
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
調
査
区
の
南
側
で

は
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
集
落
域
の
一
部
を
確
認
し
た
。
遺
構
は
東
側
の

杭
列
で
区
画
さ
れ
た
範
囲
に
集
中
し
、
二
間
×
三
間
の
総
柱
の
掘
立
柱
建
物
を

は
じ
め
と
す
る
柱
穴
群
や
溝
、
井
戸
状
遺
構
な
ど
を
検
出
し
た
。

遺
構
周
辺
で
出
土
し
た
遺
物
に
は
、
青
磁
器
片
や
陶
磁
器
、
古
銭
、
硯
石
、

曲
物
や
柄
杓
、
漆
椀
、
糸
巻
具
、
横
櫛
な
ど
が
あ
る
。

今
回
報
告
す
る
呪
符
木
簡
は
、
集
落
域
の
北
端
で
検
出
し
た
井
戸
状
遺
構
か

ら
出
土
し
た
。
こ
の
井
戸
状
遺
構
は
、
直
径

一
・
七
ｍ
の
円
形
の
遺
構
で
、
深

さ
は

一
・
Ｏ
ｍ
を
測
る
。
同
じ
遺
構
か
ら
は
、
椀

・
小
皿
な
ど
六
点
の
山
茶
椀

や
漆
椀
、
曲
物
、
横
槌
、
箸
状
木
製
品
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容□□

□

Ｐ
∞
Φ
×

卜
『
×

ヽ
　

ｏ
μ
］

木
簡
は
薄
い
板
状
の
完
形
品
で
、
下
方
に
向
か
っ
て
や
や
幅
が
狭
く
な
る
形

状
を
呈
す
る
。
両
面
に
成
形
時
の
削
り
痕
が
残
っ
て
い
る
。
墨
痕
は
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
薄
く
な
っ
て
い
る
が
、
肉
眼
で
も
観
察
で
き
る
。
表
裏
両
面
に
符
篠
が
読

み
と
れ
る
。
表
面
は
中
央
の
墨
痕
を
中
心
に
、
「鬼
」
が
四
文
字
い
ず
れ
も
中

イ   γ
灘□□ 瀞□|ペ

□   鬼

(静岡・清水)



1997年 出上の木簡
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Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

″

一

0    電m

央
を
天
に
し
て
異
な
る
方
向
で
書
か
れ
、
そ
の
す
ぐ
下
に
も
墨
痕
が
あ
る
。
裏

面
の
符
篠
も
ほ
ぼ
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
文
字
が
配
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

「鬼
」
の
下
に
二
文
字
観
察
で
き
る
。

９
　
関
係
文
献

鉛
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所

『年
報
�
』
盆

九
九
八
年
）（中

川
律
子
）



め
い

じ

だ
い
が
く

き

ね
ん
か
ん
ま
え

茎
Ｔ

明
治
大
学
記
念
館
前
遺
跡

所
在
地
　
　
　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台

一
丁
目

調
査
期
間
　
　
一
九
九
二
年

（平
７
）
一
一
月
１

一
九
九
六
年
二
月

発
掘
機
関
　
　
明
治
大
学
記
念
館
前
遺
跡
調
査
団

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
小
林
三
郎

５
　
遺
跡
の
種
類
　
武
家
屋
敷
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

明
治
大
学
の
あ
る
神
田
駿
河
台
の
地
は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
駿
府
の
地

に
お
い
て
徳
川
家
康
に
仕
え
た
旗
本
た
ち
が
、
家
康
の
死
後
、
江
戸
へ
移
っ
た

際
に
与
え
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
。

大
学
構
内
の
再
開
発
に
伴
う
発

掘
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
記
念

館
及
び

一
号
館
の
敷
地
を
、
現

存
す
る
数
枚
の
絵
図
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
み
る
と
、
南
側
は
幕

末
ま
で
中
坊
家
の
屋
敷
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
坊
家
は

室
町
時
代
に
は
足
利
将
軍
家
に
、

3  2  1

大
坂
夏
の
陣

。
冬
の
陣
で
は
家
康
に
仕

え
た
家
柄
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は

四
千
石
の
大
身
の
旗
本
と
し
て
奈
良
奉

行
を
は
じ
め
、
駿
府
町
奉
行
や
日
光
奉

行
と
い
っ
た
遠
国
奉
行
を
務
め
る
家
柄

で
あ
っ
た
。
中
坊
家
が
駿
河
台
の
地
に

屋
敷
を
拝
領
し
た
時
期
は
詳
ら
か
で
な

い
が
、
爾
来
幕
末
に
至
る
ま
で
の
お
よ

そ
三
百
年
間
こ
の
地
に
屋
敷
を
構
え
て

い
る
。　
一
方
、
北
側
は
土
地
の
傾
斜
に

沿
っ
て
雛
段
状
に
隣
接
す
る
三
軒
の
旗

本
屋
敷
で
あ
っ
た
。
そ
の
拝
領
者
は
時

代
と
と
も
に
変
遷
す
る
が
、
い
ず
れ
も

石
高
五
百
石
以
下
の
旗
本
で
あ
る
。

本
遺
跡
の
調
査
成
果
は
現
在
整
理
作

業
の
途
中
で
あ
り
、
詳
細
は
今
後
の
分

析
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で

は
出
土
し
た
木
簡
の
う
ち
七
点
に
つ
い

て
、
現
段
階
に
お
い
て
述
べ
得
る
範
囲

で
紹
介
す
る
。

調
査
区
は
屋
敷
の
境
を
な
し
て
い
た

(東京東北部)

前遺跡全体図
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と
考
え
ら
れ
る
溝
に
よ
っ
て
、
南
側
と
北
側
と
に
分
け
ら
れ
る
。
南
側
の
調
査

区
で
は
、
二
六
号
遺
構
か
ら
い
②
が
出
上
し
た
。
二
六
号
遺
構
は
長
軸

一
・
五

ｍ
、
短
軸

一
。
一
ｍ
、
深
さ

一
・
二
ｍ
の
不
定
形
を
呈
す
る
土
坑
で
あ
る
。
木

簡
の
他
、
陶
磁
器

。
土
器

。
木
製
品
が
出
土
し
た
。
磁
器
は
全
て
肥
前
製
で

一

七
世
紀
後
半
か
ら

一
人
世
紀
前
半
の
製
品
で
あ
る
。
陶
器
は
肥
前
製
の
他
に
、

瀬
戸
も
し
く
は
美
濃
製
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
磁
器
と
同
様
に

一
七
世
紀
後

半
か
ら

一
人
世
紀
前
半
の
製
品
で
あ
る
。
木
製
品
に
は
曲
物
や
箸
、
漆
器
椀
、

羽
子
板
な
ど
が
あ
る
。

北
側
の
調
査
区
で
は
、
三
二
四
号
遺
構
と
三
四
五
号
遺
構
か
ら
木
簡
が
出
土

し
た
。
①
い
が
出
上
し
た
三
二
四
号
遺
構
は
、
長
軸
三

。
Ｏ
ｍ
、
短
軸

一
・
八

ｍ
、
深
さ
○

。
六
ｍ
の
不
整
な
長
方
形
を
呈
す
る
土
坑
で
あ
る
。
出
土
し
た
陶

磁
器
か
ら
、
そ
の
廃
棄
年
代
は

一
人
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

木
簡
は

一
三
点
出
土
し
た
。

働
１
０
が
出
土
し
た
三
四
五
号
遺
構
は
、　
一
辺
三

・
三
ｍ
、
深
さ

一
・
四
ｍ

の
土
坑
で
あ
り
、
本
遺
跡
の
な
か
で
も
遺
物
量
が
最
も
多
い
遺
構
の

一
つ
で
あ

る
。
木
簡
は
九
点
出
土
し
た
。
三
四
五
号
遺
構
か
ら
出
土
し
た
陶
磁
器
は
い
ず

れ
も

一
人
世
紀
前
半
の
製
品
で
あ
る
。
磁
器
は
全
て
肥
前
製
、
陶
器
は
瀬
戸
も

し
く
は
美
濃
製
の
も
の
の
他
に
、
京
焼
の
製
品
も
み
ら
れ
る
。
特
に
京
焼
の
椀

の
中
に
は
、
絵
付
に
元
文
四
年

（
一
七
一一元
）
の
天
文
暦
が
施
さ
れ
た
も
の
が

一
点
あ
り
、
遺
構
の
廃
棄
年
代
を
推
定
す
る
際
の
指
標
と
な
る
。
ま
た
焼
塩
壷

に
は

「
サ
カ
イ
／
泉
州
磨
生
／
御
塩
所
」
の
刻
印
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ

絵図 発行 北側居住恕 1) 北側居住者(2) 北側居住者(3) 南側居住者

「駿河台小川町図」 明和元(1764) 水野清蔵 大久保喜右衛円 東條猪兵衛 中坊左近

「新編江戸安見図」 弘化 5(1848) 水 ノ 大クボ トウテウ 中ノボウ

「駿河台小川町図」 嘉永 3(1850) 堀三左街門 大久保喜右衛門 亀井吉十郎 中坊陽之助

「骸河台小川町図」 慶応元 (1865) 濤口五左衛門 大久県嘉左衛門 亀井与一郎 中坊陽之助

明治大学記念館



の
資
料
は
府
内
城
三
の
九
遺
跡
の
出
土
例
か
ら
、　
一
七
四
〇
年
代
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
四
五
号
本
遺
構
か
ら
は
羅
宇
や
曲
物
、
下
駄
と
い
っ

た
木
製
品
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
五
六
点
の
漆
器
椀
は
、
該
期

の
什
器
組
成
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

量
六
号
遺
構

ω
　
。
「　
江
戸
駿
河
台

。
　
　
中
坊
長
兵
衛
荷
物
　
弐
拾
弐
〔印

が
内

い
　
。
「　
御
部
や

ｏ
御
茶
ノ
ロ
ロ
ロ

同
と
□
か
い
　
」

。
「　
御
部
や

ｏ
御
茶
之
間

両
所
　
　
　
　
」

三
四
五
号
遺
構

〔
延
享
ヵ
〕

働
　
。
「　
　
□
□
四
年
【右
ヵ
〕

。　
　
東条評鉱綸瑚剤椛醐

卯
六
月
　
　
　
　
　
　
」

Ｌ

彙

条
平
右
衛
門

嚇

ヵ
）

」

〔左
ヵ
〕

辻
七
右
衛
門

辻
理
右
衛
門

（］
ωＯ
）
×
μφ
×
『
　
ｏ
μΦ

μ
］
∞
×

］
呻
×

ヽ
　

ｏ
解
］

（
Ｐ
『
〇
）
×
ヽ
Ｐ
×
Ｏ
　
ｏ
Ｐ
ｏ

。

搭
質
蝕
辟
舒
ヵ〕

②
　
。「中
坊
長
兵
衛〔酌
融
ヵ〕
　
」

。
「

④

木 木
〔鸞

衛
荷

勒
」

三
二
四
号
遺
構

●

　
・
□
葛
下
郡
如
意
村

和
田
甚
右
衛
門
」

。
大
坂
払
　
　
　
　
」

μ
］
９
×

『
卜
×

い
卜
　

ｏ
ド
μ

「本
多
備
前
守
」

「　
東
條
平
助
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ卜粟
Ｐ受
事

９
Ｐ

「
＜
東
條
源
五
郎
様
」

〔嶋
ヵ
〕

「
＜

中
□
」

μ
卜
⇔
×

〕
Ｐ
×

『
　

ｏ
∞
］

二
六
号
遺
構
か
ら
出
土
し
た
い
②
は
と
も
に
ほ
ぼ
完
形
品
で
、
文
字
の
残
り

も
良
好
で
あ
る
。
前
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
二
六
号
遺
構
は
調
査
区
の
南
側
に

あ
た
り
、
幕
末
ま
で
中
坊
家
の
屋
敷
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
出
土
し
た
二

点
の
木
簡
に
も
中
坊
の
名
が
認
め
ら
れ
る
。
い
は
表
側
に

「中
坊
長
兵
衛
荷

(7)

Φ
Ｐ
Ｘ
卜
Φ
×
Φ
や
　
ｏ
μ
μ
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日
田
圏
田
円
□

Ⅸ
日
日
日
日
日
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ⅵ
ｕ
　
０

日
日
旧
円
日
□

∩
圏

闊

聞

日

――

日

Ｈ

ｕ

∩
日

日

ｍ

日

日

日

Ｈ

Ｕ

Ｏ

″

ホ
Ｈ

一

日

日

日

日

日

□



物
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
坊
長
兵
衛
の
屋
敷
に
持
ち
込
ま
れ
た
物
品
の
荷
札

で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
裏
面
の
辻
七
左
衛
門
ら
二
名
が
、
こ
の
荷
物
を

駿
河
台
の
中
坊
屋
敷
に
送
っ
た
送
り
主
で
あ
ろ
う
。
辻
七
左
衛
門
は
中
坊
家
の

家
老
で
あ
っ
た
。
裏
面
の

「□
壱
桶
貫
目
弐
貫
弐
百
目
」
が
、
荷
物
の
内
容
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
品
目
名
の
□
は
、
蔦
、
あ
る
い
は
草
冠
に
馬
と
書

い
て

〃ま
ぐ
さ
″
の
意
を
表
わ
そ
う
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
三
二
個
の
荷
物

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た

「小
橋
茂
兵
衛
〔酬
肥
回
焦
酌
梵
と
あ
る
が
、
小

橋
茂
兵
衛
は
屋
敷
内
の
長
屋
の
住
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
②
も
中
坊
長

兵
衛
屋
敷
宛
の
荷
物
の
荷
札
で
あ
る
。
裏
面
の
木
〔臣
杞
吉
兵
衛
と
木
下
〔融

鬼
衛

に
関
係
の
あ
っ
た
荷
物
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
本
資
料
か
ら
は
不

明
で
あ
る
。
裏
面
上
部
の
④
は
屋
号
で
あ
ろ
う
。

０
い
は
北
側
の
屋
敷
地
に
あ
た
る
三
二
四
号
遺
構
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
本
遺
構
の
廃
棄
年
代
は

一
人
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
で

あ
り
、
こ
の
年
代
に
近
い
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）
版
の

「駿
河
台
小
川
町
図
」

に
よ
る
と
、
本
調
査
区
に
あ
た
る
屋
敷
は
東
條
家
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
①
は
上
部
を
欠
損
し
た
状
態
で
出
上
し
た
が
、
欠
損
し
た
部
分
に
は
国

名
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
如
意
村
は
大
和
国
葛
下
郡
上
太
田
村
の

こ
と
で
、
東
條
家
の
領
地
で
あ
っ
た
。
現
在
の
奈
良
県
当
麻
町
に
あ
た
る
。
和

田
甚
右
衛
門
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
。
④
は
部
屋
に
関
す
る
記
述
で
あ
る

が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

①
ｌ
Ｏ
が
出
土
し
た
三
四
五
号
遺
構
も
北
側
の
屋
敷
に
あ
た
り
、
い
ず
れ
の

木
簡
に
も
東
條
と
い
う
名
が
認
め
ら
れ
る
。
⑤
は
宮
重
人
郎
左
衛
門
の
身
分
を

明
か
す
鑑
札
で
あ
る
。
内
容
は
宮
重
人
郎
左
衛
門
が
東
条
平
右
衛
門
の
家
臣
で

あ
る
こ
と
を
示
し
、
裏
面
に
は
主
人
で
あ
る
平
右
衛
門
の
署
名
捺
印
が
あ
る
。

ま
た
表
の
元
号
を
延
享
と
す
る
と
、
延
享
四
年
は

一
七
四
七
年
に
あ
た
り
、
こ

れ
は
遺
構
の
廃
棄
年
代
と
も

一
致
す
る
。
０
に
認
め
ら
れ
る
本
多
備
前
守
を
名

乗
る
人
物
は
数
名
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
本
多
貞
尚
が
備
前
守
に
叙
任
さ

れ
た
の
は
、
享
保

一
四
年
に
叙
任
さ
れ
た
志
摩
守
を
あ
る
時
点
で
解
任
さ
れ
て

以
降
、
彼
が
死
亡
す
る
廷
享
二
年
ま
で
の
間
で
あ
り
、
遺
構
の
廃
棄
年
代
に
属

も
近
い
。
本
多
貞
尚
は
紀
伊
で
徳
川
吉
宗
に
仕
え
、
享
保
元
年

（
一
七
三
〇

裏
繭
［
一
碑

□嶋っ
輩
靭
拗
練
め
蕩
撃
嘲
勲
尊
靭
鞠
海
瑯
に
宛
て
た
荷
札
で
あ
る
。

本
遺
跡
の
文
献
史
的
知
見
に
つ
い
て
は
、
明
治
大
学
刑
事
博
物
館
の
伊
能
秀

明
氏
の
調
査
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
氏
に
は
本
稿
で
紹
介
し
た
木
簡
の
釈

読
に
あ
た
っ
て
も
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
明
治
大
学
記
念
館
前
遺
跡

調
査
団
の
島
村
時
子
、
三
谷
菊
子
、
小
池
幸
枝
、
小
松
政
毅
の
各
氏
に
は
実
測

作
業
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

明
治
大
学
記
念
館
前
遺
跡
調
査
団

『江
戸
駿
河
台
の
旗
本
屋
敷
　
明
治
大
学

記
念
館
前
遺
跡
発
掘
調
査
槻
報
』
盆

九
九
八
年
）

伊
能
秀
明

『法
制
史
料
研
究
２
』
（巌
南
堂
書
店
　
一
九
九
七
年
）

（追
川
吉
生

〈明
治
大
学
博
物
館
》



1997年 出上の木簡

茎

Ｔ

Ｅ

降

抑
谷ゃ
ト

ミ

一っ
目め
遺

跡

１
　
所
在
地
　
　
　
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
工
丁
目

ｏ
新
宿
区
新
宿
四
丁
目

（新
宿
四
丁
目
遺
跡
）

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
三
年

（平
５
）
四
月
―

一
九
九
四
年
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
調
査
会

４
　
調
査
担
当
者
　
佐
藤
雅

一
・
石
坂
圭
介

・
橋
本
充
史

・
及
川
　
登

５
　
遺
跡
の
種
類
　
武
家
屋
敷
跡

。
門
前
町
屋
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
旧
石
器
時
代
後
期
、
縄
文
時
代
前
期
ｔ
後
期
、
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
は
新
宿
区
の
南
西
端
、
渋
谷
区
の
北
東
端
に
あ
り
、

淀
橋
台
地

（下
末
吉
面
）
の
千

駄
ヶ
谷
丘
陵
の
北
東
側
に
位
置

す
る
。
丘
陵
の
東

。
西
側
に
は
、

湧
水
を
伴
う
と
推
測
さ
れ
る
谷

筋
が
め
ぐ
り
、
南
側
は
谷
合
と

な
っ
て
い
る
。
ほ
ぼ
中
央
か
ら

南
東
側
に
向
か

っ
て
、
字
名

「大
谷
戸
」
と
通
称
さ
れ
た
浅

い
谷
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
湧

水
の
水
源
は
現
標
高
約
三
〇
ｍ
付
近
で
確
認
さ
れ
る
。
調
査
区
の
現
標
高
は
約

三
六
ｍ
で
あ
る
。
本
遺
跡
の
調
査
は
、
旧
日
本
国
有
鉄
道
新
宿
貨
物
駅
舎
跡
地

の
再
開
発
事
業
に
伴
う
新
宿
新
南
口
Ｒ
Ｃ
ビ
ル

（高
島
屋
タ
イ
ム
ズ
ス
ク
ェ
ア
ほ

か
）
の
建
設
事
業
と
、
併
設
す
る
渋
谷
区
の
特
別
区
道

一
〇
工
三
号
線
の
設
置

に
伴
う
緊
急
発
掘
調
査
で
あ
る
。
調
査
面
積
は

一
六
二
〇
〇
ド
で
あ
る
。
な
お
、

当
遺
跡
は
新
宿
区
側
で
は

「新
宿
四
丁
目
遺
跡
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、

遺
跡
と
し
て
は

一
体
の
遺
跡
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
本
遺
跡
周
辺
の
千
駄
ヶ
谷
丘
陵
は
、
当
初
は
丘
陵
の
ほ
ぼ
全
域

が

「武
蔵
国
豊
島
郡
千
駄
ヶ
谷
村
地
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。　
一
七
世
紀
中

葉
か
ら
末
頃
に
は
、
大
名
屋
敷

・
与
力
同
心
大
縄
地
が
成
立
し
始
め
、　
一
人
世

紀
以
降
は
旗
本

・
御
家
人
地
の
急
増
、
細
分
化
が
進
む
。
こ
う
し
た
武
家
地
の

増
加
に
伴
い
、
「千
駄
ヶ
谷
村
地
」
は
減
少
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
文
献
史
料

。
絵
図
の
調
査
か
ら
、
武
家
地
に
包
括
さ
れ
た
百
姓

・
耕
作

地
は
武
家
屋
敷
の
使
用
人

。
管
理
地
へ
と
変
化
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
献
史
料
に
よ
っ
て
拝
領
者
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
の
で
、

検
出
し
た
遺
構
に
つ
い
て
は
、
拝
領
者
と
遺
構
と
の
整
合
性
を
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
遺
構
に
つ
い
て
は
拝
領
者
ご
と
に
記
述
し
、
合
わ
せ
て

木
簡
出
土
遺
構
を
紹
介
す
る
。
墨
痕
の
あ
る
も
の
は
こ
の
他
に
も
出
土
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
文
字

。
文
意
が
読
み
と
れ
る
木
簡
を
中
心
に
、
九
遺
構

一
九

点
の
木
簡
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
遺
構
名
の
次
の

〈　
〉
は
、
出

(東京西北部)



土
木
簡
点
数
、
及
び
対
応
す
る
木
簡
番
号
を
示
す
。

①
長
延
寺
門
前
町
屋

（新
宿
四
丁
目
遺
跡
）

調
査
範
囲
は
門
前
町
屋
の
南
西
端
、
新
宿
四
丁
目
遺
跡
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
部
分
に
該
当
す
る
。
絵
図
と
照
合
す
る
と
裏
店
の
空
き
地

（火
除
地
）
に

位
置
し
、
そ
う
し
た
町
屋
奥
の
土
地
利
用
が
遺
構
か
ら
窺
わ
れ
る
。
ま
た
町
屋

は
、
狭
い
敷
地
の
中
に
、
絵
図
か
ら
五
区
画
、　
一
〇
戸
が
確
認
さ
れ
た
。
建
物

自
体
が
非
常
に
狭
い
こ
と
か
ら
、
生
活
の
場
で
は
な
く
店
棚
利
用
の
み
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。

Ａ

一
〇
四
七
号
遺
構

（井
一じ

〈
一
点
　
ω
〉

町
屋
拝
領
時
、　
三
ハ
人
三
年
に
最
南
端
の
店
の
裏
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
で
あ

る
。
遺
物
か
ら

一
七

一
〇
年
か
ら
二
〇
年
代
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
一
一
四
六
号
遺
構

（土
坑
・
地
下
室
）
全

占
〔　
②
〉

室
、

九
世
紀
に
は
、
町
屋
最
南
端
の
店
の
裏
に
は
、
貯
蔵
施
設
と
し
て
の
地
下

ご
み
穴
な
ど
が
連
続
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
物
か
ら

少
な
く
と
も

一
人
二
〇
年
代
か
ら
明
治
初
頭
ま
で
に
は
形
成

・
廃
棄
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

②
朝
倉
太
次
郎
屋
敷

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
の
約
半
分
、
屋
敷
奥
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、

実
際
に
本
人
が
居
住
し
て
い
た

「居
屋
敷
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
は
小

普
請
組
岡
村
備
後
守
支
配
に
属
し
、
そ
の
後
西
九
書
院
三
番
秋
田
淡
路
守
組
ヘ

御
番
入
り
を
果
た
し
て
い
る
。
家
禄
は
三
百
俵
で
あ
っ
た
。

Ａ
Ｏ
六

一
七
号
遺
構

（井
一Ｅ

（
一
点
　
①
〉

前
拝
領
者
、
坂
川
次
郎
作
の
頃
、　
一
人
三
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
に
形
成
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
朝
倉
太
次
郎
の
拝
領
当
初
、　
一
人
四
五
年
に

は
屋
敷
裏
手
の
奥
側
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
の
墨
書

か
ら

「朝
倉
」
が
確
認
さ
れ
、
「居
屋
敷
」
の
可
能
性
が
高
ま

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
遺
物
か
ら
幕
末

・
明
治
初
頭
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
神
谷
伝
五
左
衛
門
屋
敷

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、
火
災
に
よ
り

「居
屋

敷
」
が
被
災
し
た
た
め
に
当
地
を
拝
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に

「居
屋

敷
」
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
、
提
灯
奉
行
、
七
〇
俵
五
人
扶

持
で
あ
っ
た
。
神
谷
家
は

一
七
〇
三
年
に
は
屋
敷
を
幕
府
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

拝
領
地
は
千
駄
ヶ
谷
村
の
名
主
預
か
り
と
な
る
。

Ａ
Ｏ
七

一
九
号
遺
構

（井
一Ｅ

〈
一
点
　
い
〉

拝
領
当
初
、　
三
ハ
人
三
年
に
屋
敷
の
表
側
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
と
思
わ
れ
る
。

遺
物
か
ら

一
六
九
〇
年
代
か
ら

一
七
〇
三
年
代
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

ワ０
。

Ｂ
〇
四
人

一
号
遺
構

（井
一Ｅ

（
二
点
　
働
⑥
〉

〇
七

一
九
号
遺
構
と
同
様
に
、
本
遺
構
も

一
六
人
三
年
に
、
屋
敷
の
表
側
に

形
成
さ
れ
た
井
戸
と
思
わ
れ
、
遺
物
か
ら

一
六
九
〇
年
代
か
ら

一
七
〇
三
年
代

に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
〇
七

一
九
号
遺
構
に
隣
接
し
て
併
設
さ
れ

た
井
戸
と
思
わ
れ
る
。
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④
根
本
善
左
衛
門
屋
敷

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、
火
災
に
よ
り

「居
屋

敷
」
が
被
災
し
た
た
め
当
地
を
拝
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に

「居
屋

敷
」
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
提
灯
奉
行
、
家
禄
は
不
詳
で
あ

Ｚや
。

Ａ
Ｏ
四
人
四
号
遺
構

（井
一Ｅ

〈三
点
　
０
ｌ
①
〉

拝
領
当
初
、　
三
ハ
八
三
年
に
屋
敷
の
裏
手
、
奥
側
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
と
思

わ
れ
る
。
遺
物
か
ら

一
七
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑤
黒
鍬
者
大
縄
地

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、
絵
図
か
ら
名
字
の
無

い
者
四
人
が
居
住
す
る
屋
敷
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
心
以
下
の
身
分
の
屋
敷
で

あ
ろ
う
か
。
黒
鍬
者
と
は
、
古
く
は
戦
の
際
に
橋
を
架
け
る
な
ど
の
役
務
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
か
ら
は
実
際
の
職
務
内
容
は
不
明
な
点
が
多

い
と
さ
れ
て
い
る
。
大
縄
地
と
は
、
与
力

・
同
心
の
数
名
に
対
し
て
拝
領
地
を

賜
っ
た
際
に
、
大
縄
を
用
い
て
均
等
に
拝
領
地
を
等
分
し
た
こ
と
に
起
因
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。

Ａ

一
一
二
三
号
遺
構

（井
一３

〈
一
点
　
⑩
〉

前
拝
領
者
、
根
本
家
の

一
六
九
〇
年
代
か
ら

一
七
〇
三
年
代
に
は
形
成
さ
れ
、

根
本
家
の
屋
敷
引
き
上
げ
の
際
に
も
廃
棄
さ
れ
ず
、
黒
鍬
者
大
縄
地
の
拝
領
時
、

一
七
四
九
年
の
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
井
戸
に
該
当
す
る
遺
構
と
思
わ
れ
、
継
続

し
て
井
戸
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
南
東
の
屋
敷
の
表
側
に
丼
戸

が
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
温
物
か
ら

一
七
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に
は
廃

棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

Ｂ

一
一
三
二
号
遺
構

（井
一じ

（
一
点
　
⑪
〉

一
七
七
〇
年
代
に
は
形
成
さ
れ
た
井
戸
で
、
南
東
の
屋
敷
の
裏
側
に
位
置
し

て
い
る
。
遺
物
か
ら

一
人
三
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
に
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
横
田
甚
右
衛
門
屋
敷

調
査
面
積
は
拝
領
地
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
る
。
文
献
調
査
で
は
当
時
、
御

側
衆
、
百
人
組
頭
、
大
日
付
の
ほ
か
、
屋
敷
改
方
の
抱
屋
敷
禁
制
の
制
定
な
ど

に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
幕
府
の
要
職
を
務
め
て
い
る
。
所
領
は
最
大
で
九
五

〇
〇
石
で
あ
り
、
幕
臣
の
旗
本
と
し
て
は
最
大
で
あ
る
。
所
領
は
上
野
国
緑
野

郡

・
甘
楽
郡
、
下
野
国
都
賀
郡

・
芳
賀
郡
、
常
陸
国
新
治
郡

・
河
内
郡

・
真
壁

郡
、
近
江
国
蒲
生
郡

・
甲
賀
郡

。
野
洲
郡

・
栗
田
郡
、
武
蔵
国
比
企
郡

・
入
間

郡
に
あ
っ
た
。　
三
ハ
九
六
年
か
ら

一
七
二
〇
年
ま
で
は
居
屋
敷
、　
一
七
二
〇
年

か
ら
入
九
年
に
は
下
屋
敷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ａ
Ｏ
Ｏ
五
六
号
遺
構

（井
一Ｅ

（人
点
　
⑫
ｔ
⑬
〉

拝
領
時
の

一
六
九
六
年
に
は
形
成
さ
れ
、
遺
物
か
ら

一
七
三
〇
年
代
か
ら
四

〇
年
代
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
遺
構
は
井
戸
の
径
と
し
て
は
最
大

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
主
要
な
屋
敷
建
物
に
付
随
し
た
井
戸
と
し
て
機
能
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
遺
物
に
は
、
木
製
の
箸

・
串
が
大

量
に
確
認
さ
れ
、
若
干
の
折
敷
も
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
徳
利
や
檸
な
ど
に
使
用

さ
れ
た
栓
と
思
わ
れ
る
遺
物
も
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。
「享
保
十
五
年

（
一



七
一一一〇
）」
と
推
測
さ
れ
る
墨
書
の
木
簡
と
箸

・
串

・
折
敷
か
ら
、　
一
七
三
〇

年
前
後
頃
の
大
身
族
本
の
宴
会
に
伴
う
遺
物
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
中
国
製
の
磁

器
碗
、
京
焼
の
古
清
水
様
式
の
色
絵
金
彩
の
花
瓶

・
徳
利
な
ど
、
大
身
旗
本
の

居
屋
敷
で
あ
っ
た
優
雅
さ
が
窺
わ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
長
廷
寺
門
前
町
屋

（新
宿
四
丁
目
遺
跡
）

一
０
四
七
号
遺
構

（井
戸
）

ω

　

「十
三□

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
霊
×
理
解
墓

一
一
四
六
号
遺
構

（土
坑

。
地
下
室
）

「
中

碑

郵

」

（
］
］
伽
）
×

（
］
Φ
Ｏ
）
×
∞
　
ｏ
ｏ
Ｐ

ω
は
、
小
さ
め
な
曲
物
の
底
蓋
と
推
測
さ
れ
、
三
カ
所
の
部
材
を
木
釘
な
ど

に
よ
り
結
合
し
て
い
る
。
墨
書
の
最
後
が
不
明
な
が
ら
数
字
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
数
量
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヒ
ノ
キ
属
。

②
は
、
絵
馬
の
中
央
下
端
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
白
い
胡
粉
の
上
に

輪
郭
を
墨
で
、
飾
紐
の
み
朱
で
走
り
駒
を
描
き
、
そ
の
上
に
墨
書
に
よ
り
署
名

を
し
て
い
る
。
胡
粉
が
剰
落
し
た
た
め
、
署
名
の
墨
書
が
欠
損
し
た
と
思
わ
れ

る
。
町
屋
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
墨
書
は
絵
馬
の
制
作
者

・
絵
師
か
、

「肥
後
紅
」
と
は
、
肥
後
熊
本
藩
細
川
家
の
幕
府
献
上
品
の

「御
進
生
成
る
、

名
物
の
内
成
」
と
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
上
位
か
ら

「第
四
段
」
め
の

「菓

子

・
酒

・
食
物
」
項
に
あ
る

「紅
花
餅
」
の
可
能
性
が
あ
る

（「第
六
節
特
産
物
、

肥
後
藩
の
特
産
物
」
『熊
本
県
史
う
。
ま
た
、
熊
本
城
下
の
物
産
書
き
上
げ
に
は

「出
京
町
」
の

「紅
粉
卸
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る

（『御
府
中
小
路
町
々
産
物
附
』

熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）。
遺
構
は
居
屋
敷
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
「朝
倉
」
自
身

が
幕
府
献
上
品
の

「肥
後
紅
」
を
所
望
し
た
い
旨
を
札
に
書
き
と
め
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
明
治
初
年
の
屋
敷
引
き
上
げ
の
際
に
木
簡

は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憶
測
で
は
あ
る
が
、　
一
度
上
役
へ
の
付
け
届

け
の
品
々
に
、
書
き
と
め
た
札
を
付
け
て
肥
後
紅
を
賜
り
た
い
旨
を
言
上
し
よ

う
と
し
た
が
何
ら
か
の
事
情
で
取
り
や
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

幕
府
献
上
品
の

「肥
後
紅
花
餅
」
が
、
幕
末
期
に
は
家
禄
三
百
俵
の
江
戸
幕
府

下
級
役
人
で
も
所
望
し
た
い
ほ
ど
の
優
品

・
評
判
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ

つゝ
。　
モ
ミ
層
蠅。

③
神
谷
伝
五
左
衛
門
屋
敷

願
人
の
氏
名
と
思
わ
れ
る
。
ス
ギ
ま
た
は
ヒ
ノ
キ
科
。

②
朝
倉
太
次
郎
屋
敷

〇
六

一
七
号
遺
構

（井
戸
）

③
　
。
「
ｏ
朝
倉
　
　
」

。
「
ｏ

肥
後
紅

是
非
奉
願
候
」

頓
『
×

∞
頓
×

頓
　

ｏ
］
出



〇
七

一
九
号
遺
構

（井
戸
）

ω

　

　

×
寺
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
盛

×
超
ｏ
墓

曲
物
の
蓋
と
思
わ
れ
る
。
「寺
」
の
記
載
か
ら
、
江
戸
遺
跡
か
ら
よ
く
確
認

さ
れ
る
、
寺
院
に
お
い
て

「納
豆
」
な
ど
を
製
造
し
て
武
家
地
へ
の

「進
上
」

物
と
し
て
山
物
に
納
め
た
事
例
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
神
谷
家
に
縁
の
深

い
寺
院
か
、
隣
接
し
た

「
天
龍
寺
」
「長
延
寺
門
前
町
屋
」
の
可
能
性
も
あ
る
。

提
灯
奉
行
の
役
得
で
あ
ろ
う
か
。
ト
ウ
ヒ
属
。

〇
四
人
一
号
遺
構

（井
戸
）

①

　

×
上
ス

ヽ
舟
橋
屋
安
兵
衛
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨Φ受
霊
逃

ｏ３

〔
借
金
力
〕

⑥
　
「ｏ右
涸嗣
咽畑
仕
□

為
成
又
々
被
仰
付
可
×
　
　
　
　
　
　
　
いΦ授
昼
逃

ｏ譲

０
は
、
当
該
地
は
居
屋
敷
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
商
人
と
考
え
ら
れ
る

「舟

橋
屋
安
兵
衛
」
が
神
谷
伝
五
左
衛
門
に

「（進
）
上
」
物
を
納
め
た
際
の
、
容

器
の
蓋
と
し
て
利
用
さ
れ
た
後
、
鋸
の
よ
う
な
も
の
で
二
次
的
に
切
断
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
い
と
同
様
に
、
提
灯
奉
行
と
い
う
職
、
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
役
得
な
ど
に
よ
り
進
上
物
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
モ
ミ
属
。

０
は
、
文
書
様
木
簡
で
あ
る
。
借
金
証
文
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

借
金
証
文
の
担
保
と
し
て
貴
重
品
を
保
管
し
た
箱
書
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
は
、
下
書
、
習
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
鋸
の
よ
う

な
も
の
で
二
次
的
に
切
断
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
法
量
と
材
の
共
通
性
か
ら
、

働
０
は
本
来
同

一
個
体
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「進
上
」
物

が
借
金
証
文
の
担
保
と
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は

「進
上
」
物
を
贈
り
な
が
ら
も
、

商
人
が
武
士
に
借
金
の
返
済
を
催
促
し
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
モ
ミ

属
。④

根
本
善
左
衛
門
屋
敷

０
四
人
四
号
遺
構

（井
戸
）

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

□

　

漑

　

ト

部

　

　

」
　

　

　

　

　

　

　

（じ

×
含
Φ）巡
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∞
　

ｏ
⇔
Ｐ
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(9)

と

QO 一
l101

鮪頭

粟口
回

頓
Φ
×

∞
∞
×

ｏ
　

ｏ
］
］

０
は
、
「菓
子
」
を
納
め
た
容
器
の
蓋
と
思
わ
れ
る
。
居
屋
敷
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
根
本
善
左
衛
門
に
、
提
灯
奉
行
の
職
、
地
位
に
よ
る
役
得
な
ど

か
ら

「
（進
）
上
」
物
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ス
ギ
。

①
は
、
「進
上
」
物
の
容
器
の
蓋
で
、
京
焼
の

一
つ
で
あ
る

「清
水
焼
」
の

箱
書
が
確
認
さ
れ
た
。
出
土
遺
物
と
し
て
は
大
変
に
稀
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
七
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
廃
棄
さ
れ
た
遺
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
古
清

水
様
式
に
代
表
さ
れ
る
、
胎
土
は
黄
褐
色
、
銹
絵
か
色
絵
の
皿
と
推
測
さ
れ
る
。

円
形
の
皿
と
す
れ
ば
、
径
が
約
四
寸
程
度
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
残
念
な
が
ら
、

そ
う
し
た
遺
物
は
共
伴
し
て
は
い
な
い
。
提
灯
奉
行
の
職
、
地
位
に
よ
る
役
得

な
ど
の

「進
上
」
物
に
、
当
時

「清
水
焼
」
な
ど
の
優
品
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
は
、
今
後
の
江
戸
遺
跡
に
お
け
る
京
焼
の
出
土
事
例
に
参
考
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
モ
ミ
属
。

①
は
、
表
に
は
格
子
文
を
描
き
、
そ
の
上
に
和
歌
ら
し
き
も
の
が
確
認
で
き

る
。
そ
の
裏
も
和
歌
ら
し
き
記
載
が
見
受
け
ら
れ
た
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑤
黒
鍬
者
大
縄
地

一
一
三
二
号
遺
構

（井
戸
）

一
三
二
号
遺
構

（井
戸
）

〔当

「　一附河
蜘

Ｐ
⇔
ω
×

Φ
６
×

い
　

⇔
⇔
〕

⑩
は
、
黒
鍬
者
の
下
級
役
人
に
、
篤
の
頭
付
が
西
木
氏
か
ら
の
贈
物
と
し
て

届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヒ
ノ
キ
属
。

い
は
、
容
器
の
蓋
と
思
わ
れ
る
。
モ
ミ
属
。

⑥
横
田
甚
右
衛
門
屋
敷

Ｏ
〇
五
六
号
遺
構

（井
戸
）

〔本
ヵ
〕

⑫

　

「
ｏ
□
手
根
□

（焼
印
）

□
□
□
兵
衛

ｏ
」

］
呻Φ
×
（∞∞
）
×
∞
　
ｏ
Ｐ〕

⑬
　
。
「高
＜
高
」

。　「一首両一／＼　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＯＯ×
伽］×
『　　ｏ∞］

〔
享
保

十
ヵ
〕

口
　
。
「□
□
□
五
年
　
□
□

□
正
月
□
□
　
　
平
吉
　
」

。
「＝

！

　
　
　
　
　
　
］Ｐ］×
（『∞）×
ｏ
ｏ∞岸

μ
鴬

×
Ｓ

×
頓
　

Ｐ

μ
　

　

ｌ８



1997年 出土の木簡

任9llり

「
ｏ
小
西
孫
□
□
」

「
ｏ
日

出

」

「楚
醒
□
」

牌
い
ｏ
×

Ｎ
ｏ
×

∞
　

ｏ
岸
Ｐ

岸
Φ
牌
×

］
ｏ
×

『
　

ｏ
ド
Ｐ

l191

ｃ
ｅ

×

含
∞
）
×
Ｐ
　
ｏ
Φ
Ｐ

⑫
は
、
上
下
両
端
に
木
釘

・
孔
が
あ
る
。
「本
手
」
と
焼
印
が
捺
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
近
年
、
江
戸
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
漆
製
の
手
鏡
の
箱
、
鏡
の

「奮
」
に
、
壺
印
と

「本
手
」
が
焼
印
に
て
表
記
さ
れ
て
い
る
事
例
に
類
似
し

て
い
る
。
当
時

「本
手
」
と
は
、
最
良
品
と
い
う
品
質
保
証
の
よ
う
な
意
味
あ

い
で
表
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
の
原
祐
一
氏

の
ご
教
一不
を
得
た
）。
ゆ
え
に
記
載
内
容
を
検
討
す
る
と

「本
手

（製
品
名
）、
（製

作
者
名
か
贈
答
≧
冗
買
品
の
送
り
主
か
納
品
先
と

が
考
え
ら
れ
よ
う
。
上
下
両
端

に
木
釘

・
孔
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
品
物
の
容
器
な
ど
に
打
ち
付
け
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
焼
印
の
次
は
さ
ん
ず
い
の
文
字
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑬
は
、
紐
で
く
く
り
付
け
る
よ
う
な
切
り
込
み
が
中
央
の
左
右
に
あ
る
。
あ

る
い
は
上
下
に
分
割
し
て
利
用
す
る
も
の
を
途
中
で
捨
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
字
は
い
ず
れ
も

「高
」
で
あ
る
が
、
表
面

一
字
め
は
楷
書
体
、
表
面
二
字
め

お
よ
び
裏
面
は
草
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
モ
ミ
属
。

⑭
は
、
四
隅
を
墨
で
縁
取
り
を
し
て
い
る
。
裏
面
に
は
文
字
ら
し
き
も
の
が

読
み
取
れ
る
が
、
判
続
不
能
で
あ
る
。
紀
年
銘
ら
し
い
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

平
吉
の
贈
答
品
、
購
入
品
な
ど
の
所
有
物
に
紀
年
銘
を
付
記
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
表
面
の
年
号
の
次
は
千
支
か
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑮
は
裏
面
に
も
文
字
列
あ
り
。
正
確
な
数
量
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ヒ
ノ
キ
属
。

的
は
、
下
端
の
両
角
が
面
取
り
さ
れ
て
い
る
。
ス
ギ
ま
た
は
ヒ
ノ
キ
科
。

ｍ
は
、
上
端
に
孔
あ
り
。
名
前
で
あ
れ
ば
名
札
の
よ
う
な
製
品
か
。
ヒ
ノ
キ

属
。⑬

は
、
上
端
に
行
く
ほ
ど
薄
く
な
る
よ
う
に
整
形
さ
れ
る
。
三
文
字
め
は
糸

偏
の
文
字
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑬
は
、
再
利
用
の
た
め
の
削
居
と
推
測
さ
れ
る
。
値
札
の
利
用
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
宮
崎
勝
美
氏

の
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
型
式
番
号
は
、
可
能
な
限
り
凡
例
に
準
拠
し
た
が
、
該

当
し
な
い
も
の
も
多
い
。
近
年
の
江
戸
遺
跡
で
も
木
簡
の
出
土
例
が
増
加
し
て

正
味
□
□
目

日

出

×
駄
之
内
」

×
半
兵
衛
」

代 代

日:□室

（
μ
∞
∞
）
×

（
］
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

（
『
じ

×
∞
ｏ
×
卜
　
ｏ
Ｐ
Φ



お
り

（丸
の
内
三
丁
目
遺
跡
―
本
誌
第

一
九
号
―
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
ほ
か

『東
京
都
千
代
田
区
丸
ノ
内
三
丁
目
遺
跡
―
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
建
設
予
定
地
の
江

戸
遺
跡
の
調
査
―
』
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告

一
七

〈
一
九
九
四
年
〉。

汐
留
遺
跡
―
本
誌
第

一
九
号
―
汐
留
地
区
遺
跡
調
査
会

『汐
留
遺
跡
」
全

九
九
六
年
〉
、

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『汐
留
遺
跡
Ｉ
Ｉ
旧
汐
留
貨
物
駅
跡
地
内
の
調
査
―
』

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
三
七

〈
一
九
九
七
年
〉
。
溜
池
遺
跡
―
本
誌
未

報
告
―
都
内
遺
跡
調
査
会

『溜
池
遺
跡
―
総
理
大
臣
官
邸
整
備
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発

掘
調
査
報
告
書
―
』
全

九
九
六
年
》
、
木
簡
に
は
独
自
の
形
態

・
用
途
が
多
い
と

推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
近
世
独
自
の
型
式

・
用
語

。
文
意
な
ど
を
文
献
史

学

・
考
古
学
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
迫
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今

後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

９
　
関
係
文
献

レ
ー
ル
シ
テ
ィ
東
開
発
株
式
会
社

・
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡

調
査
団

『
平
成
五
年
度
千
駄

ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
』
盆

九
九
四
年
）

同

『
平
成
六
年
度
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
Ⅱ
』
全

九
九
五
年
）

及
川
登

。
中
野
高
久

『
最
近
の
発
掘
か
ら
、
江
戸
の
武
家
屋
敷
と
町
屋
、
東

京
都
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
』
３
季
刊
考
古
学
』
六
一　

一
九
九
七
年
）

千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
調
査
会

『東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡

本
文
編

（第
Ｉ
分
冊
産

（
一
九
九
七
年
）

同

『東
京
都
渋
谷
区
千
駄

ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
　
遺
構
編

（第
Ⅱ
分
冊
産

（
一

九
九
七
年
）

同

『東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
工
丁
目
遺
跡
　
遺
物
編

（第
Ⅲ
１
１
、
第
Ⅲ
Ｉ

２
分
冊
産

（
一
九
九
七
年
）

同

『東
京
都
渋
谷
区
千
駄

ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
　
文
献
編

（第
Ⅳ
分
冊
送

（
一

九
九
七
年
）

（及
川
　
登

〈台
東
区
文
化
財
調
査
会
し



木
　
簡
　
研
　
究
　
第

一
七
号

巻
頭
言
―
―
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
―
―
　
　
　
　
佐
藤
宗
諄

一
九
九
四
年
出
土
の
木
簡

概
要
　
平
城
宮
跡
　
平
城
京
跡
左
京
三
条

一
坊
十
二
坪
　
平
城
京
跡
　
平
城
京
跡

左
京
七
条

一
坊
十
六
坪
　
東
大
寺
　
奈
良
女
子
大
学
構
内
遺
跡
　
一局
安
城
関
連
遺

跡
　
藤
原
宮
跡
　
藤
原
京
跡
左
京
七
条

一
坊
東
南
坪
　
藤
原
京
跡
左
京
十

一
条
三

坊
　
長
岡
京
跡
ω
　
長
岡
京
跡
②
　
長
岡
京
跡
③
　
平
安
京
跡
左
京
四
条

一
坊

一

町
　
平
安
京
跡
左
京
八
条
三
坊
十
四
町
　
平
安
京
跡
右
京
八
条
二
坊
二
町
　
慈
照

寺
境
内
　
容
坊
山
遺
跡
群
　
大
坂
城
跡
　
袴
狭
遺
跡
　
見
蔵
岡
遺
跡
　
有
年
原

・

田
中
遺
跡
　
梶
子
北
遺
跡
　
曲
金
北
遺
跡
　
伊
興
遺
跡
　
錦
糸
町
駅
北
口
遺
跡

官
町
遺
跡
　
一刷
橋
城
遺
跡
　
荒
田
目
条
里
遺
跡
　
矢
玉
遺
跡
　
山
王
遺
跡
　
大
坪

遺
跡
　
中
尊
寺
境
内
金
剛
院
　
花
立
Ⅱ
遺
跡
　
志
羅
山
遺
跡
　
福
井
城
跡
　
大
友

西
遺
跡
　
石
名
田
木
舟
遺
跡
ω
　
石
名
田
木
舟
遺
跡
②
　
北
高
木
遺
跡
　
水
橋
荒

町
遺
跡
　
山
木
戸
遺
跡
　
上
郷
遺
跡
　
陰
田
小
大
田
遺
跡
　
米
子
城
跡
七
遺
跡

三
日
谷
Ｉ
遺
跡
　
吉
川
元
春
館
跡
　
田
村
遺
跡
群
　
姉
川
城
跡
　
中
園
遺
跡
Ⅲ
区

一
九
七
七
年
以
前
出
土
の
木
簡

（
一
七
）

平
城
京
跡
左
京
二
条
二
坊
六
坪

刻
歯
簡
贖
初
探
―
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粗
山
　
明

新
潟
特
別
研
究
集
会
の
記
録

国
史
跡
指
定
答
申
な
っ
た
人
幡
林
官
衛
遺
跡
…
小
林
昌
二
、
八
幡
林
遺
跡
の
時
代

的
変
遷
…
田
中
靖
、古
代
越
後
平
野
の
環
境

・
交
通

・
官
衛
…
坂
井
秀
弥
、封
絨
木

簡
考
…
佐
藤
信
（
八
幡
林
遺
跡
木
簡
と
地
方
官
衛
論
…
平
川
南
、
討
論
の
ま
と
め

書
評
　
鬼
頭
清
明
著

『古
代
木
簡
の
基
礎
的
研
究
』
　
　
　
　
　
　
　
　
今
津
勝
紀

彙
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頒
価
　
五
五
〇
〇
円
　
送
料
六
〇
〇
円



1997年 出上の木簡

長野
・程
縄
端
五
のの妃
鵬
卜
襲
嘘

１
　
所
在
地
　
　
　
長
野
県
松
本
市
大
手
四
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
松
本
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
神
田
訓
安

。
今
村
　
克

・
村
田
昇
司

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
下
町
跡

（武
家
屋
敷
）

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
六
世
紀
後
半
―

一
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

松
本
城
三
の
九
は
、
本
九
、
二
の
九
、
三
の
九
で
構
成
さ
れ
た
城
郭
の
う
ち
、

重
臣

。
大
身
の
武
士
の
屋
敷
地
で
あ
る
。
小
柳
町
は
松
本
城
三
の
九
の
南
東
部
、

松
本
城
天
守
閣
の
南
東
約
五
〇

〇
ｍ
位
置
す
る
。

調
査
の
結
果
、　
三
ハ
世
紀
後

半
か
ら

一
九
世
紀
ま
で
の
人
為

的
整
地
層
を
四
層
確
認
し
た

全

―
四
検
）。
遺
構
に
は
建
物

跡
、
土
坑
、
ピ

ッ
ト
、
溝
、
井

戸
、
竹
管
な
ど
が
あ
り
、
遺
物

に
は
木
簡
の
他
に
、
陶
磁
器

（瀬
戸
・
美
濃
系
、
肥
前
系
、
京
焼
系
）、
木
製
品

（漆
椀
、
下
駄
、
曲
物
）、
金
属

製
品

（銭
貨
、
煙
管
な
ど
）
な
ど
が
あ
る
。
建
物
の
基
礎
構
造
や
屋
敷
地
内
の
利

用
状
況
を
理
解
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
が
得
ら
れ
た
。

木
簡
は
四
点
出
上
し
た
。
こ
の
う
ち
い
い
は
廃
棄
土
坑
と
考
え
ら
れ
る
遺
構

か
ら
の
出
土
、
②
①
は
遺
構
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

三
検
上
坑
一
（
一
八
世
紀
代

（）
焼
印
）

⑪
　
。
「
ｏ
三
高
十
二
□

□
　
」

「
。

開

山

」

　

　

］］『×
∞銀×
φ
ΦμＰ

二
検

（
一
九
世
紀
後
半
）

②

　

「西
郷
伝
人
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ啜
］契
ト
ロ

③
　
。
「
ｏ
大
□
□
」

。
「
ｏ
大
□
□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ＰΦ受
卜受
”
ョ

四
検
土
坑

（
一
六
世
紀
後
半
ｔ
一
七
世
紀
）

い
　
。
「
ｏ
林
口
□
」

。
「
ｏ
口

回

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ＰΦ∞×
∞］×
⇔〕
ｏ釦Ｐ

①
ω
は
荷
札
木
簡
か
。
②
①
は
用
途
不
明
。
②
に
つ
い
て
は
嘉
永
七
年

（
一

人
五
四
）
の
城
下
町
絵
図
の
調
査
地
近
隣
に

「西
郷
」
と
い
う
家
名
が
み
え
、

そ
の
縁
者
の
可
能
性
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（荒
木

龍
）

(松 本)





1997年 出上の木簡

と
天
正
年
間

（
一
五
七
一一下

一
五
九
こ

に
地
割
の
基
礎
が
で
き
あ
が
り
、
順
次
、

整
備
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。　
一
九
九
七
年
度
ま
で
の

一
七
次
に
わ
た
る
発
掘
調

査
の
結
果
、
多
く
の
遺
構
、
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
商
人

・
職
人
の
居
住
を

裏
付
け
る
資
料
が
検
出
さ
れ
た
ほ
か
、
伊
勢
町
の
形
成
過
程
や
町
屋
の
生
業
の

変
遷
、
物
流
の
様
子
な
ど
を
解
明
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
が
得
ら
れ
た
。

一　
第

一
〇
次
調
査

第

一
〇
次
調
査
地
点
は
伊
勢
町
の
北
東
部
に
位
置
す
る
。
調
査
で
は

一
六
世

紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
後
半
ま
で
の
整
地
層
を
九
層
確
認
し
た

（
一
―
九
検
）。

遺
構
に
は
建
物
跡
、
土
坑
、
溝
、
ピ

ッ
ト
な
ど
が
あ
り
、
遺
物
に
は
木
簡
の
他

に
、
陶
磁
器

（瀬
戸
・
美
濃
系
、
肥
前
系
、
京
焼
系
）、
木
製
品

（漆
椀
、
下
駄
、
木

樋
）、
金
属
製
品

（銭
貨
、
煙
管
）
な
ど
が
あ
る
。
ゴ
ミ
を
投
棄
す
る
空
間
か
ら
、

排
水
施
設
や
土
蔵
を
構
築
す
る
空
間
へ
、
と
い
う
町
屋
裏
側
の
土
地
利
用
の
変

遷
が
判
明
し
た
。
木
簡
は
、
母
屋
の
裏
側
に
位
置
す
る
廃
棄
土
坑
と
考
え
ら
れ

る
遺
構
か
ら
四
点
出
土
し
た
。
共
伴
遺
物
に
は
、
陶
磁
器
、
木
製
品
、
金
属
製

品
が
あ
る
。

一
一　
第

一
三
次
調
査

第

一
三
次
調
査
地
点
は
伊
勢
町
の
北
側
中
央
部
に
位
置
す
る
。
調
査
で
は

一

七
世
紀
初
頭
か
ら

一
九
世
紀
代
ま
で
の
整
地
層
を
五
層
確
認
し
た

（
一
ｔ
五
検
）。

遺
構
は
建
物
跡
、
土
坑
、
溝
、
ピ

ッ
ト
、
埋
設
桶
、
杭
列
な
ど
が
あ
り
、
遺
物

に
は
木
簡
の
他
に
、
陶
磁
器

（瀬
戸
・
美
濃
系
、
肥
前
系
、
京
焼
系
）、
木
製
品

（下
駄
な
ど
）、
金
属
製
品

（銭
貨
、
煙
管
な
ど
）、
鉄
津
、
輔
羽
日
、
対
禍
な
ど

が
あ
る
。
鉄
津
、
輔
羽
日
、
対
鍋
な
ど
の
出
土
は
鍛
冶
屋
や
鋳
掛
屋
と
の
関
連

を
推
定
さ
せ
る
。
木
簡
は
、
第

一
〇
次
調
査
同
様
、
母
屋
の
裏
側
に
位
置
す
る

廃
棄
土
坑
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
か
ら
四
点
出
土
し
、
や
は
り
陶
磁
器
、
木
製
品
、

金
属
製
品
な
ど
を
伴
出
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
第

一
〇
次
調
査

一
検
土
坑
工

（
一
人
世
紀
後
半
）

①
名

絲
主
釣
謎

一
〇
　

古
久
茂
入
」

。
「

。
海

難
術

文

　
　
」

二
検
土
坑
二

（
一
八
世
紀
後
半
）

いＷ
　　　　「
ｏ
　　
　
ｏ　
　
　
ｏ

き
り
□
□

五
検
土
坑

一
一
（
一
七
世
紀
中
頃
）

①
　
。
「小
□
物
□

名
□
□
□

い
　
。
「極
楽
浄
土
」

Ｌ
□
□
　
　
」

μ
］
ｏ
×

∞
ｏ
×

〕
ｏ
　

ｏ
μ
Ｐ

（
Ｐ
∞
Φ
）
×
］
卜
×
い
　
ｏ
Ｐ
Ｐ

含
］
∞
）
×

（
Ｎ
Φ
）
×
ヽ
　
ｏ
∞
牌

ω
ｏ
×

（
呻
Φ
）
×
Ｐ
　
ｏ
∞
Ｐ



①
は
荷
札
木
簡
。
他
の
木
簡
は
用
途
不
詳
で
あ
る
。
①
の

「
一
〇
」
、
「古
久

茂
」
は
穀
屋
の
屋
号
。
「町
沢
」
は
送
り
先
の
名
か
。

一
一　
第

一
三
次
調
査

一
検
土
坑
三

（
一
九
世
紀
後
半
）

⑪
　
　
「
今
請
□

（焼
印
）

二
検
上
坑
五

（
一
八
世
紀
後
半
ｔ
一
九
世
紀
初
頭
）

今

②
　
。
「
ｏ
□
□
平
久
ヶ
田
二
村
　
ｏ

Ｏ　　　　　　　　　　　　　　　」

。
「　　　　　　　　　　　Ｏ

ｏ
日
日
日
日
日
Ｈ

日
――
日
――
日
国
ｏ
」

三
検
土
坑

一

（
一
人
世
紀
前
半
）

側
　
。
「大
津

南
町
」

名
■
■
」

三
検
土
坑

一
０

（
一
人
世
紀
前
半
）

い
　
。
「
ｏ
山
品
」

（
Ｆ

じ

×

６
９

×
Φ
　
ｏ
曽

Ｐ
∞
ｏ
×

（
∞
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

卜
ｏ
×

］
『
×

ｏ
　

ｏ
］
岸

ω
②
は
荷
札
木
簡
。
「今
」
（山
中
）
が
、
調
査
地
に
あ
っ
た
商
店
の
屋
号
か
、

取
り
引
き
先
か
は
不
明
。
残
り
の
木
簡
は
用
途
不
明
で
あ
る
。

（荒
木
　
龍
）

― (4)

∞
『
×

∞
］
×

Ｐ
ｏ
　

ｏ
］
Ｐ

姿拶弾拶拶拶拶一拶弾い一弾”弾一中中弾　一一

・ぐ２ｊ

磯

ｏ

叫
ヾ



宮
城

・

１
　
所
在
地
　
　
　
宮
城
県
古
川
市
長
岡
字
三
輪
田

２
　
調
査
期
間
　
　
第
二
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
古
川
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
鈴
木
勝
彦

・
佐
藤
　
優

・
大
本
麻
美

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
柵
官
衛

。
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
飛
鳥

。
奈
良

・
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

三
輪
田
遺
跡
は
、
大
崎
平
野
を
南
側
に
望
む
長
岡
丘
陵
の
南
端
部
に
、
丘
陵

部
と
沢
を
取
り
囲
む
よ
う
に
立
地
す
る
。
遺
跡
の
東
側
に
隣
接
す
る
七
世
紀
末

―
九
世
紀
頃
の
官
衛
跡
と
考
え

ら
れ
て
い
る
権
現
山
遺
跡
で
は
、

掘
立
柱
建
物

・
塀
な
ど
を
多
数

検
出
し
関
東
系
土
師
器
が
多
量

に
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
西

側
に
は
人
世
紀
１

一
〇
世
紀
初

Ｄ

頭
頃
の
最
大
級
の
城
柵
と
し
て

古

知
ら
れ
る
、
国
指
定
史
跡
宮
沢

く

迫退
跡
が
隣
接
す
る
。

三
輪
田
遺
跡
の
第

一
次
調
査
は
、　
一
九
七
八
年
に
実
施
し
、
ロ
ク
ロ
挽
き
重

弧
文
軒
平
瓦
や
偏
行
唐
草
文
軒
平
瓦
の
古
瓦
が
多
量
に
出
土
し
た
。
こ
の
調
査

で
は
古
瓦
が
伴
う
遺
構
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ロ
ク
ロ
挽
き
重
弧
文

軒
平
瓦
が
出
土
し
た
こ
と
で
、
多
賀
城
創
建
以
前
の
古
瓦
を
伴
う
施
設
の
存
在

が
明
ら
か
と
な
り
、
寺
院
の
存
在
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た

（古
川
市
教
育
委

員
会

『三
輪
田
遺
跡
』
一
九
八
〇
年
）。

今
回
の
第
二
次
調
査
地
点
は
、
第

一
次
調
査
の
北
側
約

一
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
あ
た
り
、

掘
立
柱
建
物
、
塀
、
竪
穴
住
居
、
溝
な
ど
を
検
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
年
代
は
、

七
世
紀
末
―
九
世
紀
頃
で
あ
る
。

木
簡
は
、
三
号
溝
か
ら
出
上
し
た
。
こ
の
溝
は
上
幅
約
二

・
五
ｍ
で
東
西
方

向
に
約
四
五
ｍ
分
を
検
出
し
た
。
最
下
層
に
は
植
物
遺
体
を
含
む
黒
色
粘
土
層

が
あ
り
、
そ
の
上
を
地
山
ブ
ロ
ッ
ク
を
含
む
黒
色
粘
上
の
人
為
堆
積
層
が
覆
っ

て
い
る
。
木
簡
は
人
為
堆
積
層
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
共
伴
す
る
土
器
か
ら
、

人
世
紀
前
半
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（関
係
文
献
参
昭
Ｃ
。

今
回
の
調
査
で
は
、
古
瓦
の
出
土
が
少
な
く
、
検
出
し
た
遺
構
の
構
成
や
後

述
す
る
木
簡
の
内
容
も
、
寺
院
と
い
う
よ
り
は
城
柵
官
衛
的
な
も
の
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

側

　

「
〔大
住
ヵ
〕

□
□
団

「
―
―

Ｇ

じ

×
馬

×
∞
　

自

ｏ
　

　

２９

一 み

輪わ

田だ

遺
跡

1997年 出上の木簡

ロワ雷目



Ａ
４
ｄ

赤外線写真

上
端
は
方
頭
、
下
端
は
折
損
し
て
い
る
。
墨
痕
は
不
鮮
明
で
、
赤
外
線
テ
レ

ビ
カ
メ
ラ
装
置
に
よ
り

一
三
文
字
が
観
察
で
き
る
。
上
段
に
相
模
国
の
軍
団
名

「大
住
団
」
を
記
し
、
そ
の
下
段
に
四
行
書
き
で
人
名
を
記
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
四
人
め
の

「宮
万
呂
」
の
上
に
は
、
合
点
状
の
墨
痕
が
あ
る
。

今
回
出
土
し
た
木
簡
は
、
当
時
の
大
崎
地
方
に
他
国
の
軍
団
兵
士
が
駐
屯
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
、
な
お
か
つ
付
近
に
城
柵
官
衛
が
存
在
す
る
こ
と
が
推
定

さ
れ
、
古
代
の
陸
奥
国
経
営
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
東
北
大
学
の
今
泉
隆
雄
氏
、
宮
城
県

多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
の
佐
藤
和
彦
氏
か
ら
ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

古
川
市
教
育
委
員
会

「
三
輪
田
遺
跡
―
平
成
九
年
度
発
掘
調
査
概
要
」
令
第

二
四
回
古
代
城
柵
官
衡
検
討
会
資
料
』

一
九
九
八
年
）　
　
　
　
　
　
（鈴
木
勝
彦
）



1997年 出上の木簡

い
っ
ば
ん
や
な
ぎ

宮
攀

一
本
柳

遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
宮
城
県
遠
田
郡
小
牛
田
町
字
新

一
本
柳

。
一
本
柳

・
塩
釜

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
―

一
九
九
八
年

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
田
晃
弘

・
茂
木
好
光

・
菅
原
弦
樹

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落

・
屋
敷
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良

・
平
安
時
代
、
中
世
、
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一
本
柳
遺
跡
は
、
宮
城
県
北
中
央
部
の
大
崎
低
地
東
縁
部
に
位
置
し
、
鳴
瀬

川
左
岸
に
形
成
さ
れ
た
標
高
約

一
〇
ｍ
の
自
然
堤
防
上
に
立
地
す
る
。
奈
良

・

平
安
時
代
、
中
世
、
近
世
の
複

合
遺
跡
で
、
東
西
五
〇
〇
ｍ
以

上
、
南
北
五
Ｏ
Ｏ
ｍ
程
の
広
が

り
を
も
つ
。
調
査
は
、
鳴
瀬
川

中
流
域
堰
関
連
工
事
に
伴
う
も

の
で
、
約
六
〇
〇
〇
ポ
を
対
象

と
し
て
行
な
っ
た
。

木
簡
は
、
中

。
近
世
の
井
戸

が
集
中
し
て
検
出
さ
れ
た
調
査

区
東
端
部
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
五
四
四
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
井
戸
は
長
径
約
三
ｍ
、

短
径
二

・
五
ｍ
の
楕
円
形
の
素
掘
り
の
井
戸
で
、
深
さ
は
二

・
二
ｍ
を
測
る
。

堆
積
土
は
未
分
解
の
植
物
遺
体
や
炭
化
物

・
灰
を
多
量
に
含
む
四
枚
の
廃
棄
層

と
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
の
人
為
堆
積
層
、
砂
層
を
中
心
と
し
た
自
然
堆
積
層
が
互

層
を
な
し
て
お
り
、
廃
絶
後
し
ば
ら
く
の
間
ゴ
ミ
溜
め
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
遺
物
に
は
漆
器
椀

・
皿
、
曲
物
、
結
桶
、
箸
、
折
敷
、

下
駄
、
板
草
履
、
櫛
、
箆
、
円
盤
状
木
製
品
、
九
太
材
な
ど
の
木
製
品
や
自
然

木
、
植
物
遺
体

（ク
ル
ミ
。
モ
モ
・
ウ
メ
）
な
ど
が
あ
り
、
大
半
の
も
の
が
木
簡

と
同
様
に
廃
棄
層
か
ら
出
土
し
た
。
井
戸
の
廃
絶
年
代
は
現
在
整
理
中
で
あ
り

確
定
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
戦
回
時
代
―
近
世
の
初
め
頃
と
み
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω
　
　
「
（符
篠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『頓Ｘ
朗
溢

ｏぢ

上
端
が
や
や
圭
頭
状
に
成
形
さ
れ
た
木
簡
で
、

面
に
符
篠

（「山
」
の
下
の
左
右
に

「鬼
」、
つ
い
で

下
半
は
折
損
し
て
い
る
。
片

「戸
」
の
中
に

「
日
」
が
三
列
四

段
計

一
二
、
そ
の
下
に

「鬼
」

が
読
み
取
れ
る
）
が
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
木
簡

は
呪
符
と
み
ら
れ
る
。

（．‐８７紺噺弘醐）

(涌 谷)



1997年 出上の木簡

。

か
み
た
か

だ

山
形
。
上
高
田
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
大
字
冨
岡
字
上
家
ノ
前

２
　
調
査
期
間
　
　
第
三
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
五
月
―
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑭
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
齋
藤
　
健

。
飯
塚
　
稔

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

。
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
平
安
時
代

・
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

上
高
田
遺
跡
は
、
山
形
県
の
北
西
部
、
秋
田
県
境
に
近
い
遊
佐
町
に
所
在
し
、

古
代
出
羽
国
府
擬
定
地
で
あ
る
城
輪
柵
跡
の
北
約
六
血
に
位
置
す
る
。
周
辺
は

月
光
川
、
庄
内
高
瀬
川
な
ど
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
沖
積
平
野
で
、

遺
跡
は
自
然
堤
防
上
の
微
高
地

に
立
地
し
て
い
る
。

上
高
田
遺
跡
の
調
査
は
、
こ

れ
ま
で
に

一
九
九
四
年
に
国
場

整
備
事
業
関
連
に
よ
る
第

一
次

調
査
が
、　
一
九
九
六
年
に
国
道

三
四
五
号
改
築
工
事
に
よ
る
第

(吹 浦)



二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
両
調
査
で
、
幅

一
三
ｔ

一
五
ｍ
深
さ
二
ｍ
に

及
ぶ
河
川
跡
が
検
出
さ
れ
、
九
１

一
〇
世
紀
の
も
の
と
み
ら
れ
る
須
恵
器

・
赤

焼
土
器

・
黒
色
土
器
や
、
木
製
品
が
大
量
に
出
土
し
た
。
特
に
第
二
次
調
査
で

は
木
簡
五
点
、
人
形
四
点
、
赤
焼
土
器
の
甕
に
四
面
の
人
面
が
描
か
れ
た
人
面

墨
描
土
器

一
点
の
他
、
墨
書
土
器
も
大
量
に
出
上
し
て
い
る

（本
誌
第
一
九
号
）。

今
回
の
第
三
次
調
査
で
は
、
河
川
跡
が
二
本
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
の

一

本
は
、
以
前
の
調
査
で
検
出
し
た
河
川
跡
Ｓ
Ｇ

一
三
〇
〇
の
続
き
部
分
で
、
も

う

一
本
は
短
期
間
の
流
路
変
動
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
河
川
跡

Ｓ
Ｇ

一
三
〇

一
で
あ
る
。

木
簡
は
、
Ｓ
Ｇ

一
三
〇
〇
か
ら

一
三
点
出
土
し
た
。
こ
の
う
ち

一
二
点
は
卒

塔
婆
で
あ
る
。
ω
は
河
床
か
ら
出
土
し
た
。　
一
方
、
②
ｌ
Ｏ
の
卒
碁
婆
は
、
堆

積
層
の
最
上
部
、
須
恵
器
や
赤
焼
土
器
の
破
片
に
よ
っ
て
獣
骨
と
み
ら
れ
る
骨

片
を
覆
う
よ
う
に
埋
納
し
た
ピ

ッ
ト
の
周
辺
か
ら
、
中
世
陶
磁
器
や
水
晶
球
と

と
も
に
出
上
し
た
。

今
回
検
出
し
た
Ｓ
Ｇ

一
三
〇
〇
河
川
跡
は
、
中
心
部
が
調
査
区
か
ら
外
れ
て

い
る
た
め
、
遺
物
の
出
土
は
前
回
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
木
簡
の
他
に
、
第

一
。
二
次
調
査
で
出
土
し
た
も
の
と
同
時
期
の
土
器
、
木
製
品
が
出
土
し
て
い

る
。
ま
た
、
「弓
削
連
」
「弓
」
「穂
積
人
」
な
ど
の
墨
書
土
器
も
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｇ

一
三
〇

一
河
川
跡
は
、
洪
水
な
ど
に
よ
る

一
時
的
な
流
路
変
動
に
伴
う
も

の
と
み
ら
れ
、
河
床
ま
で
浅
く
、
出
土
遺
物
も
細
片
の
み
で
あ
る
。

(3) (6)   (5)   (4)   (3)   (2)

×
守
マ
ロ
ロ
ロ
　
高
向
長
万
呂
」

「□
　
　
　
佛
」

南
無
大
日
如
来
」

日

日

」

口

□

」

［南
無
大
ヵ
〕

「□
□
□
□

「□
□
□

×
来
」

口

□

日

回

日

回

日

回

日

回

住Ol住lll121l131

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔
子
ヵ
〕

（
］
枷
⇔
）
×
Ｐ
Ｐ
×
ド
　
ｏ
Ｐ
Φ

（
］
い
い
）
×
］
∞
×
］

ｏ
⇔
Ｐ

（
ｊ

じ

×
誤

×
］

ｏ
営

（
Ｐ
卜
Ｐ
）
×

（
Ｐ
⇔
）
×
］

Φ
ω
μ

（
〕
］
〇
）
×
］
い
×
や
　
ｏ
ｓ
Ｐ

（
Φ
『
）
×
］
∞
×
μ
　
ｏ
６
μ

６

９

×

］
や
×

］

ｏ
６
牌

６

ｅ

×

］
い
×

∞
　

ｏ
ｏ
Ｐ

（
や
∞
）
×
］
∞
×
∞
　
Φ
⇔
μ

（
∞
い
）
×
Ｎ
ｏ
×
Ｎ
　
ｏ
ω
〕

（
∞
卜
）
×
牌
ｏ
×
］

ｏ
ｓ
Ｐ

（
枷
∞
）
×

（
Ｎ
∞
）
×
］

ｏ
⇔
Ｐ

（
∞
時
）
×
〕
ヽ
×
∞
　
ｏ
ｏ
μ



1997年 出土の木簡

い
は
上
部
が
欠
損
し
、
ほ
ぼ
中
央
で
折
れ
て
い
る
。

②
１
０
は
卒
塔
婆
の
断
片
で
あ
る
。
②
の
一
字
め
は
梵
字
の
可
能
性
が
高
い
。

①
は
三
カ
所
に
刃
物
で
切
れ
目
が
入
れ
ら
れ
、
一暴
側
か
ら
折
ら
れ
て
い
る
。
上

部
は
欠
損
。
ω
は
上
部
及
び
右
半
が
欠
損
。
働
は
上
部
欠
損
。
０
０
は
下
半
部

が
欠
損
。
③
は
上
半
部
が
刃
物
で
切
断
さ
れ
て
い
る
。
⑪
は
下
半
部
が
裏
側
に

刃
物
で
切
れ
目
を
入
れ
折
ら
れ
て
い
る
。
⑩
ω
は
上
半
部
欠
損
。
⑫
は
上
半
部

と
右
半
が
欠
損
。
⑬
は
上
半
部
が
裏
側
に
切
れ
日
を
入
れ
折
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
の

ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

働
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『上
高
田
遺
跡
第
二
。
三
次
発
掘
調
査
報

告
書
』
（
一
九
九
八
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（斎
藤
　
健
）

一

一

一
④

超

一
ω

一　　　　　　　　　一③

棚

一⑫
一
⑩一

⑩

山
口
円
図
脚

峠ｏ
・４．

″

(8)



秋
田
・払
田
柵
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田

・
千
畑
町
本
堂
城
回

２
　
調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月
１
人
月

一
一　
一
九
九
七
年
六
月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
児
玉
　
準

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
柵
官
行
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
―

一
〇
世
紀
後
半

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

払
田
柵
跡
は
、
雄
物
川
の
中
流
域
に
近
く
、
大
山
市
の
東
方
約
六
ｈ
、
横
手

盆
地
北
側
の
仙
北
平
野
中
央
部

に
位
置
し
、
真
山

。
長
森
の
低

丘
陵
を
中
心
と
し
て
、
北
側
の

矢
嶋
川

（烏
川
）
と
南
側
の
九

子
川
に
よ
っ
て
挟
ま
れ
た
、
標

高
三
二
１
三
七
ｍ
の
低
地
に
立

妨

地
す
る
。　
一
九
三
〇
年
、
文
部

一ハ
省
が
調
査
し
、
翌
年
国
指
定
史

跡
と
な
り
、　
一
九
七
四
年
以
降

は
継
続
的
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

遺
跡
は
長
森

・
真
山
を
囲
む
外
柵
部
分
と
、
長
森
を
囲
む
外
郭
線
部
分
か
ら

な
る
。
外
柵
は
東
西

一
三
七
〇
ｍ
、
南
北
七
八
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
延
長
三

六
〇
〇
ｍ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
遺
跡
の
総
面
積
は
約
八
七
万
五
〇
〇

〇
ポ
で
あ
る
。　
一
時
期
の
造
営
で
、
材
木
塀

（角
材
列
）
が

一
列
に
並
び
、
東

西
南
北
に
入
脚
門
が
開
く
。

外
郭
は
東
西
七
六
五
ｍ
、
南
北
三
二
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
延
長
約

一
七
六

〇
ｍ
、
面
積

一
六
万
三
Ｏ
Ｏ
Ｏ
♂
、
石
塁
、
築
地
塀
と
地
上
高
三

・
六
ｍ
の
材

木
塀
が
連
な
り
、
東
西
南
北
に
入
脚
門
が
開
く
。
四
期
に
わ
た
る
変
遷
が
あ
る
。

外
郭
中
央
部
に
は
政
庁
が
あ
り
、
工
期
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。

払
田
柵
の
古
代
に
お
け
る
呼
称
に
つ
い
て
は
、
雄
勝
城
説
と
河
辺
府
説
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
雄
勝
城
説
に
も
、
天
平
宝
字
年
間
創
建
の
も
の
と
す
る
説
と
、

九
世
紀
初
頭
に
そ
れ
が
移
転
し
た
も
の
と
す
る
第
二
次
雄
勝
城
説
と
が
あ
る
。

一　
第

一
一
一
次
調
査

第

一
一
一
次
調
査
は
外
郭
北
門
の
再
調
査
で
あ
る
。
調
査
事
務
所
が
初
め
て

調
査
を
実
施
し
た
第
二
次
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
門
は
新
旧
二
時
期
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
外
郭
東

・
西

・
南
門
や
材
木
塀
に
四
時
期
あ
り
、

外
郭
線
全
体
に
四
時
期
の
造
営
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
北
門
の
造
営
回
数
に

疑
間
が
生
じ
た
の
で
、
再
確
認
の
た
め
の
調
査
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
調
査

で
は
、
門
の
西
半
部
を
対
象
と
し
て
、
保
存
状
態
の
良
好
な
柱
掘
形
ニ
カ
所
を

選
び
、
重
複
状
況
を
検
討
し
た
結
果
、
外
郭
線
の
他
の
門
と
同
様
に
、
四
時
期



1997年 出土の木簡

の
造
営
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

木
簡
は
墨
書
の
あ
る
建
築
部
材
の
廃
材
で
、
北
門
の
北
側
の
西
か
ら
二
番
め

の
位
置
に
あ
る
、
Ｂ
期
の
柱
の
切
り
取
り
後
の
埋
め
土
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の

廃
材
は
長
さ

一
人
○
伽
で
先
端
を
尖
ら
せ
て
あ
り
、
材
の
一
側
面
中
央
部
の

一

二
伽
の
範
囲
を
手
斧
で
削
り
取
り
、
そ
の
中
に
木
日
と
直
角
の
方
向
に
四
文
字

が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
三
文
字
め
の

「方
」
の
字
で
材
の
縁
辺
に
達
し
た
た
め
、

「
人
」
の
字
は

「方
」
の
左
に
並
べ
て
書
か
れ
て
い
る
。

木
簡
以
外
の
文
字
資
料
と
し
て
は
、
コ

少
隊
御
前
下
」
の
墨
書
の
あ
る
須

恵
器
杯
、
「北
預
」
の
墨
書
の
あ
る
土
師
器
杯
が
あ
る
。
墨
書
土
器

「北
預
」

は
、
北
門
預
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
恐
ら
く
は
北
門
造
営
に
あ
た

り
、
そ
の
長
官
の
下
に
置
か
れ
た
職
、
ま
た
は
北
門
造
営
担
当
者
の
い
ず
れ
か

を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
一　
第

一
一
二
次
調
査

第

一
一
二
次
調
査
は
、
外
郭
北
門
の
正
面
か
ら
北
西
部
に
か
け
て
の
実
態
を

探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。
第

一
一
一
次
調
査
区
の
北
か
ら
北
西
に

隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
。
前
年
の
第

一
〇
七
次
調
査
の
成
果
も
合
わ
せ
、
外
郭

北
門
を
中
心
と
す
る
東
西
両
側
の
区
画
施
設
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

木
簡
は
、
外
郭
北
門
の
北
西
に
あ
る
、
全
七
期
に
わ
た
る
格
状
建
物
の
、
創

建
段
階
に
伴
う
溝
Ｓ
Ｘ

一
二
〇
六
か
ら
三
点
、
材
木
塀
の
北
に
直
線
的
に
掘
ら

れ
た
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
四
五
内
か
ら
四
点
、
計
七
点
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｘ

一
二
〇
六
は
、
最
も
古
い
Ｓ
Ｂ

一
二
〇
三
櫓
状
建
物
を
構
築
す
る
前
に
、

そ
の
東
側
と
南
側
に
掘
っ
た
逆
Ｌ
字
形

の
溝
で
、
第

一
〇
七
次
調
査
で
三
七
点

の
木
簡
が
出
土
し
た
Ｓ
Ｘ

一
一
九
二
と

北
門
を
挟
ん
で
対
称
の
位
置
関
係
に
あ

る
。
（下
図
参
昭
じ
溝
の
東
西
方
向
部
分

は
、
少
な
く
と
も
約

一
二
ｍ
の
長
さ
が

あ
り
、
幅
約
二

・
八
ｍ
、
深
さ
四
〇
伽
、

南
北
方
向
部
分
は
、
長
さ
六
―
八
ｍ
、

幅
約
二

・
五
ｍ
、
深
さ
四
〇
御
を
測
る
。

木
簡
は
、
横
槌

・
楔

・
山
物

・
箸
な
ど

の
木
製
品
、
広
葉
樹
の
幹
、
ス
ギ
材
加

工
時
に
生
じ
た
木
片
な
ど
と
と
も
に
、

溝
の
最
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
と

ほ
ぼ
伴
出
し
た
須
恵
器
杯
に
、
「官
」

訥

〕
〕窒

里書
が
あ
る
。

Ｓ
Ｄ

一
一
四
五
は
、
上
面
幅
三

・
五
１
四

・
三
ｍ
、
深
さ
約
六
〇
伽
で
、
木

簡
は
、
土
師
器

・
須
恵
器
、
横
槌

・
木
錘

・
楔

・
絵
馬
な
ど
の
木
製
品
と
と
も

に
溝
底
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
よ
り
も
上
層
か
ら
、
「麿
」
の
墨
書
の
あ
る
須

恵
器
杯
、
「厨
」
の
墨
書
の
あ
る
土
師
器
杯
が
出
土
し
た
。

な
お
、
遺
構
外
か
ら
出
上
し
た
墨
書
土
器
に
は
、
「
北
門
」
冨
二

「厨
」
が

あ
る
。
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二  (1)目 ~木

第     = 第 簡

ξ 革詩糾 写ξ4
査   羅査容

穴

Ｓ
Ｘ

一
二
〇
六

□
□

日
□

Ｓ
Ｄ

一
一
四
五

ぃ
　
。「北
陥跡
記
隅刀

名
□
□
日
日

日
国

①
　
・
所
□
□
□
□
□
日
日
―十
日
□
」

・　
　
　
　
　
大
□
松
得
世

『合
□
』

日

回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

⑥
　
・
□
□
主
日
日

日
国

〔月
ヵ
〕

。
　

九
□

廿
三
日

（
８

ｏ
ｅ

×

含
溺

）
×

ぐ
９

　
ｏ
鵞

Ｎ
罵

×
罵

×
中
∞
　

駅

釦

第

人

四

号

３
μ
第
八
五
号

（言
９
×
誤
×
伽
　
寓
μ
第
人
人
号

命
記
）
×
含
じ
×
］

寓
牌
第
入
六
号

●
馬
）
×
（庫
）
×
伽　
ｏ
留

第
入
七
号

(3)(2)(ユ )

「六
月
十
九
日
勘
鮭
□
同
国
□
日
国

（］じ
る
受
ド
曇

第
人
一一号

⑭

　

□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｅ

ｘ
Ｏ
溢

Φ露
第
人
九
号

北
門
地
区
の
調
査
に
お
い
て
、
二
い
に

「北
門
所
」
、
墨
書
土
器
に

「北
預
」

と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
外
郭
北
門
が
、
当
時
も

「北
門
」
と
称
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
で
あ
る
。
「造
北
門
所
」
が
設
置
さ
れ
、
「預
」
職
が

そ
の
任
務
を
担
当
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
調
査
区
か
ら

出
土
し
た

一
連
の
木
簡
が
、
北
門
造
営
と
関
わ
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と

す
る
と
、
本
調
査
区
の
す
ぐ
東
側
の
第

一
〇
七
次
調
査
で
出
土
し
た
四
九
点
の

木
簡

（本
誌
第

一
九
号
）
に
つ
い
て
も
、
北
門
造
営
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、　
一
ω

「東
北
方
八
」
、
二
い

「北
門
所
」
、
墨
書
土
器

「北
門
」
「北

預
」
の

「北
」
の
字
体
は
、
兵
庫
県
高
砂
市
曽
根
町
塩
田
遺
跡
出
上
の
墨
書
土

器

「札
家
」
の

「札
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
今
回
の
払
田
柵
跡
の

一
連
の

「北
」
の
字
体
は
、
李
柏
文
書

（中
国
楼
蘭
出
土
。
龍
谷
大
学
所
蔵
）
に
類
例
が

あ
り
、
塩
田
遺
跡
の
墨
書
土
器
が

「札
家
」
で
は
な
く
、
「北
家
」
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

木
簡
の
釈
読
及
び
検
討
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

秋
田
県
教
育
委
員
会

・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『払
田
柵
跡

―
第

一
一
〇
次
―
第

一
一
二
次
調
査
概
要
―
』
全

九
九
八
年
）

（児
玉
　
準
）
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1997年出上の木簡

青
森
・大
光
寺
新

城

跡
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
青
森
県
南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
大
光
寺
字
三
村
井

２
　
調
査
期
間
　
　
第
四
次
調
査
　
一
九
九
六
年

（平
８
）
四
月
１
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
平
賀
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
葛
西
　
励

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
後
期
―

一
七
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

大
光
寺
新
城
跡
遺
跡
は
、
平
賀
町
中
心
部
か
ら
北
西
約

一
�
に
位
置
す
る
、

中
世
か
ら
近
世
初
頭
ま
で
存
続
し
た
平
城
で
あ
る
。
北
側
の
引
座
川
、
西
側
の

六
羽
川
と
に
挟
ま
れ
た
微
高
地

に
築
城
さ
れ
、
主
郭

・
北
郭

・

南
郭

・
袖
郭
で
構
成
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
津
軽

氏
が
津
軽
地
方
を
平
定
す
る
ま

で
南
部
氏
の
一棚
点
と
な
っ
た

ｏ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
付
近
一

黒
帯
は
住
咤
地
と
な
っ
て
い
る
も

の
の
、
近
年
の
団
地
造
成

・
町

道
拡
幅
事
業
な
ど
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
に
三
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
実
施
し

て
い
る
。　
一
九
八
九
年
の
第

一
次
調
査
で
は
、
主
郭
の
北
端
を
調
査
し
、
竪
穴

遺
構
六
棟
、
溝
状
遺
構

一
条
、
堀
跡

一
条
を
検
出
し
た
。
続
い
て

一
九
九
〇
年

の
第
二
次
調
査
で
は
、
主
郭
の
南
側
を
調
査
し
、
竪
穴
遺
構
三
二
棟
、
井
戸
跡

三
基
、
溶
鉱
炉
五
基
、
溝
状
遺
構
五
条
、
集
る
遺
構

一
基
、
堀
跡
三
条
を
検
出

し
た
。
さ
ら
に

一
九
九
五
年
の
第
三
次
調
査
で
は
、
堀
跡
四
条
、
竪
穴
遺
構

一

一
棟
、
溶
鉱
炉
跡
及
び
焼
土
遺
構

一
一
基
を
検
出
し
て
い
る
。

木
簡

（柿
経
）
は
、　
一
九
九
六
年
の
第
四
次
調
査
に
お
い
て
、
北
郭
東
端
付

近
で
検
出
し
た
堀
の
堆
積
土
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
堀
は
大
光
寺
城
を
取
り
囲

む
外
堀
と
考
え
ら
れ
、
検
出
し
た
部
分
の
規
模
は
、
幅
約
二
〇
ｍ
、
深
さ
二
ｍ

以
上
に
及
ぶ
。
ま
た
、
堀
内
部
に
は
土
橋
と
堀
の
水
量
を
調
節
す
る
た
め
と
思

わ
れ
る
し
が
ら
み
状
の
遺
構
も
検
出
し
て
い
る
。
堀
の
年
代
は
、
出
土
陶
磁
器

な
ど
か
ら
、　
三
ハ
世
紀
か
ら

一
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
も
の
と
推
察
さ
れ
、

出
土
し
た
柿
経
も
こ
の
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
こ
の

他
卒
碁
婆

・
碑
伝
な
ど
も
検
出
し
て
い
る
。

今
回
出
土
し
た
柿
経
は

『妙
法
蓮
華
経
』
八
巻
を
記
し
た
も
の
で
、
計
六
五

点
に
の
ぼ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
う
ち
巻
品
が
特
定
で
き
る
も
の
な
ど
八
点
に

つ
い
て
報
告
す
る
。
柿
経
は
、
出
土
状
況
か
ら
み
て
、
堀
に
投
棄
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
出
典
が
各
品
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
本
来
人
巻

一
セ
ッ
ト
が
ま

と
ま
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容



(4)

〔
至
ヵ
〕

働

　

長
舌
上
国
梵
世

一
切
□

×
華
経
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
益
ｏ
露

却
従
地
獄
出
営
堕
畜
生
　
　
　
　
（１５
下
ユ
１
３

含
Ｓ
巡
ｏ
霞

行
彼
佛
世
人
成
皆
謂
之
実
是
声
聞
而
富
楼
那

（
２７
下
７
１
８
）
Ｃ
寓
）
×
房

営
是
人
去
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提

（３．
下
１３
１
と

含
こ
溢
伽

（
５．
下
１８
！
・９
）
ａ
じ
×
３
　
ｏ曽

回
　
能
持
是
経
者
則
為
己
見
我
亦
見
多（

５２
中
１２
１
・３
）
含
鵠
）
×
お

時
日
月
浄
明
徳
佛
　
　
　
　
　
　
　
（５３
下
７
１
３

含
Ｓ
述
『

０

　

衆
天
龍
夜
叉
乾

９
　
関
係
文
献

平
賀
町
教
育
委
員
会

『大
光
寺
新
城
跡
発
掘
調
査
報
告
書

・
第

一
次
発
掘
調

査
』
盆

九
八
九
年
）

同

『大
光
寺
新
城
跡
発
掘
調
査
報
告
書

・
第
二
次
発
掘
調
査
』
全

九
九
〇

年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（渡
部
　
学
）

ｇ

ω

Ь
ｉ
ヾ
ｔ
く
ミ

い
権
愛
徘
系
〓
添
晏

デ
４
〕拶

（
５７
下
２
）
台
∪
×
冨
　
ｏ
驚

ω
ｌ
①
は

『妙
法
蓮
華
経
』
八
巻
を
書
写
し
た
柿
経
で
、
釈
文
の
下
に

『大

正
新
脩
大
蔵
経
』
第
九
巻
法
学
部
の
頁
。
段

・
行
を
示
し
た
。
こ
の
う
ち
９
は

巻
第
二
讐
喩
品
第
三
、
０
は
巻
第
四
五
百
弟
子
受
記
品
第
人
、
い
は
巻
第
四
法

師
品
第
十
、
働
⑥
は
巻
第
六
如
来
神
力
品
第
二
十

一
、
０
は
巻
第
六
薬
王
菩
薩

本
事
品
第
二
十
三
、
①
は
巻
第
七
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
の
一
節
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
上
下
両
端
も
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
全
体
の
形
状
は
不
詳
で
あ

る
。
幅

一
―
二
伽
の
非
常
に
薄
く
削
り
出
し
た
板
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
厚

さ
の
記
載
は
省
略
し
た
。

翌
ク腱
思
隠
常
湖
劇(8)



か
た

だ

石
川
。
堅
田
Ｂ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
石
川
県
金
沢
市
堅
田
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
金
沢
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
谷
口
宗
治

。
谷
日
明
伸

５
　
遺
跡
の
種
類
　
居
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
三
一世
紀
―

一
五
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

堅
田
Ｂ
遺
跡
は
、
金
沢
市
北
東
の
丘
陵
地
帯
縁
辺
に
立
地
す
る
。
遺
跡
の
南

に
森
下
川
が
流
れ
、
川
に
沿
っ
て
古
く
か
ら
加
賀
と
越
中
を
結
ぶ
街
道
と
し
て

骸
　

利
用
さ
れ
た
小
原
往
来
を
踏
襲

す
る
国
道
三
〇
四
号
線
が
通
過

す
る
。
遺
跡
の
あ
る
堅
田
町
は

東
の
丘
陵
を
五
血
も
東
進
す
れ

ば
幅
波
平
野
を

一
望
す
る
富
山

県
福
光
町
に
抜
け
、
南
西

ヘ

周

七
血
で
加
賀
の
中
心
で
あ
る
金

金

沢
城
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
交

通
の
要
衝
で
あ
る
。
ま
た
、
遺

跡
の
北
に
位
置
す
る
山
は

「城
山
」
と
呼
称
さ
れ
、
そ
の
頂
に
は
木
曽
義
仲
に

よ
る
築
城
伝
説
が
伝
わ
る

「堅
田
城
跡
」
が
残
る
。
遺
跡
は

「城
山
」
南
後
背

面
の
斜
面
を
森
下
川
に
よ
っ
て
削
平
さ
れ
形
成
さ
れ
た
、
粘
性
の
き
わ
め
て
強

い
シ
ル
ト
質
土
壌
の
河
岸
段
丘
上
に
立
地
す
る
。

当
遺
跡
は
国
道
八
号
線
バ
イ
パ
ス
エ
事
に
伴
う
事
前
調
査
に
よ
り
発
見
さ
れ

た
新
規
の
遺
跡
で
、
推
定
面
積
は
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
ポ
に
及
ぶ
。
遺
跡
の
性
格

は
、
出
土
し
た
土
師
器

・
陶
磁
器
類
か
ら
、　
〓
三
世
紀
前
半
頃
か
ら

一
四
世
紀

中
頃
に
か
け
て
営
ま
れ
た
館
跡
と
み
ら
れ
る
。
今
回
の
発
掘
調
査
は
、
バ
イ
パ

ス
路
線
計
画
に
か
か
る
館
中
心
部
と
南
西
部
に
つ
い
て
実
施
し
た
。
遺
構
検
出

面
の
深
さ
は
現
地
表
下
Ｏ

・
六
―
○

・
八
ｍ
で
沖
積
平
野
の
遺
跡
と
比
較
し
て

か
な
り
深
い
位
置
に
埋
没
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

遺
構
と
し
て
は
、
五
問
×

一
〇
間

全
〓
一七
雷
）
の
「主
殿
」
と
み
ら
れ
る
建

物
を
検
出
し
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て

一
辺
が
約

一
〇
〇
ｍ
の
堀
が
四
周
を
め
ぐ

り
、　
一
町
四
方
規
模
と
み
ら
れ
る
。
主
殿
北
の
空
閑
地
に
は

「脇
殿
」
と
考
え

ら
れ
る
四
間
×
人
間
全

六
人
留
）
の
建
物
が
、
ま
た
脇
殿
の
東
に
は
井
戸
跡
が

検
出
さ
れ
て
い
る
。
柱
穴
及
び
井
戸
の
個
数
か
ら
、
こ
れ
ら
の
主
殿
及
び
脇
殿
、

井
戸
は
そ
れ
ぞ
れ
二
回
の
建
て
替
え
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

巻

数

板
と
み
ら
れ
る
木
簡
は
、
館
南
西
部
の
堀
に
取
り
付
け
ら
れ
た
Ｌ
字

形
に
展
開
す
る
溝
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
Ｌ
字
溝
は
当
初
館
を
め
ぐ
る
堀
の

一
部

で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
改
変
さ
れ
埋
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
木
簡

の
ほ
か
多
数
の
木
製
品
及
び
土
師
器

・
陶
磁
器
類
を
含
む
こ
と
か
ら
、
廃
棄
土
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摩詞股若波羅密口日経

観自在菩薩行深股□□羅密多×

蘊皆空度一切□厄□利子色不□×　　刈

異色□即是空□□是色□想□×　　　８２０

科時和剛鍛錦難磯帥防団防働御際×　燃

耳鼻舌身□元色□□□触法元×

〔ゝヵ〕

元□識界元元明亦元回□尽乃至×

亦元老死尽元□□□□元智亦□×

所得□菩提□□依□□波羅日―
―□×

塁□元望儀故元有恐回遠日―
―国×

想究党涅般三世□□依般若□ｘ

得阿褥多羅三貌三菩□故□□×

多是□神児是大明児是天同―
―国×

一切苦真実不虚故口ＨＩ
ＩＨ国×

児即説児日

堀諦潟諦　波羅堀諦　波羅僧堀諦×

般若心経

御祈所

０
奉修年始御願書目録

一　書写股若心経一巻笠出中山

一　奉講読仁王般若経七□

一　奉読誦金剛般滞焔た発

一　奉読誦観世音経□日国巻

〔悲ヵ〕〔十ヵ〕

一　奉供□回庚□□□

一　奉造立大日□□
〔酔紹野廿五本

〔告ヵ征拐〕　〔者ヵ〕

右年時御願節□同国旨□為□

〔受ヵ〕　〔先ヵ〕

信心勢至比丘尼□口□□回日回兄

師福群延長心中国回□国日日Ｈ国中

国□諸人快楽□口国御時日日Ｈ□

□願安穏万民同国楽ロー
ー回□□

門ゝ戸ゝ息災延命安穏泰平

〔如ヵ〕

奉願告報□件

確第三路為〕

大法師善×
敬白

こ

摩詞般若波羅密

ｏ　　　　多心経

観自在菩薩行深般若　刈

波羅密多時照見五蘊　７９０

皆空度一切苦厄舎利子隊

色不異空空不異色

色即是空空即是色

受想行識不腹如是

舎利子是諸法空相

不生不滅不垢不浄

不増不減是故空中

無色無受想行識不

限耳鼻舌身意

元色声香味触法元

限界乃至元意識界

元元明亦元元明尽

乃至元□死亦元老

死尽元苦集減道元

智亦元得□元所得

故菩提薩難□般若
〔硯ヵ〕

波羅密多故心□塁早

元里碇故元有恐怖遠

離一切顛倒夢想究

党涅般三世諸佛依

般若波羅密多故□

阿褥多羅三貌三□□

故知般若波羅密□

是大神児是大明□是

天上児是元等等児□

除一切苦真実不□

故説般若波羅密□

児即説児曰

掲諦掲諦　波羅掲□

波羅僧掲諦　菩□□□可

般若心経

人日

弦長参年正月

大阿師敬白

§

駆柊＠引祖せふ宮
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1997年出上の木簡

(3)   (7)   (6)   (5)   (4)   (3)ω
②
は
巻
数
板
と
み
ら
れ
る
木
簡
で
あ
る
。
横
材
と
し
て
使
用
さ
れ
、
木
目

と
直
交
す
る
方
向
に
文
字
が
記
さ
れ
る
。
ω
は
木
目
に
沿
っ
て
大
き
く
三
つ
に

割
れ
、
横
材
の

一
番
下
の
部
分

（図
の
左
端
）
の
損
傷
が
激
し
く
、
両
端
が
欠

損
し
て
い
る
。
巻
数
板
の
上
部
左
右
に
円
形
の
穿
孔
え
理
が
な
さ
れ
、
紐
を
通

し
て
吊
る
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
墨
痕
は
退
色
し
て
消
失
、
文
字
位

置
の
浮
き
上
が
り
に
よ
っ
て
判
読
が
可
能
な
状
態
で
あ
る
。
記
述
内
容
は
股
若

心
経
全
文
、
「奉
修
年
始
御
願
書
目
録
」
及
び

「建
長
第
一邑

（
〓

一五
こ

云
々
の
日
付
、
「大
法
師
善
×
」
と
続
く
。
「奉
修
年
始
御
願
書
目
録
」
中
に
記

載
の
あ
る

「
一　
奉
造
立
大
日
□
□
〔醇

紀
婆
十
五
本
」
は

「大
日
如
来
卒
塔

婆
」
と
類
推
さ
れ
、
併
せ
て
検
出
さ
れ
た

「南
無
大
日
如
来
」
卒
塔
婆

（働
―

⑤
な
ど
）
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
。
中
世
の
正
月
行
事
で
あ
る

「巻
数
板
」

奉
納
の
際
に
は
、
「般
若
心
経
」
を
は
じ
め
経
文
各
種
の
転
読
並
び
に
卒
碁
婆

「
＜
南
無
五
大
力
菩
薩
」

〔鉦
一カ
〕

「南
□
×
」

「南
無
大
日
如
来
」

「
＜
南
無
大
日
如
来

「
＜
南
無
大
日
如
来

「
＜
南
無
大
日
如
来
」

］
い
Φ
×

（
ふ
ｏ
）
×

卜
　

ｏ
⇔
岸

］
り
］
×

∞
⇔
×

卜
　

ｏ
⇔
μ

］
釦
ｏ
×

∞
∞
×

卜
　

ｏ
φ
Ｐ

（
Ｐ
Ｏ
∞
）
×

］
伽
×

９
　

ｏ
⇔
牌

（
μ
『
卜
）
×

］
伽
×

卜
　

ｏ
⇔
騨

］
］
］
×
］
卜
×
い
　
ｏ
⇔
い

14)



の
奉
納
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

②
は
、
巻
数
板
中
央
部
に
斜
め
方
向
の
割
れ
が
あ
る
。
巻
数
板
の
上
部
左
右

に
円
形
の
穿
孔
処
理
が
な
さ
れ
、
紐
を
通
し
て
吊
る
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
い
と
同
様
、
墨
痕
は
退
色
し
て
消
失
、
文
字
位
置
の
浮
き
上
が
り
に
よ

っ
て
判
読
が
可
能
な
状
態
で
あ
る
。
記
述
内
容
は
般
若
心
経
全
文
、
「弘
長
三

年

（
〓
〓
全
じ
正
月
八
日
」
の
日
付
、
「大
阿
師
」
と
続
く
。
①
で
記
述
の
あ

る

「奉
修
年
始
御
願
書
目
録
」
に
相
当
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
年
号
以

下
に

「正
月
八
日
」
と
あ
り
、
修
法
実
施
日
を
具
体
的
に
特
定
で
き
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。

越
後
の
国
人
領
主
で
あ
っ
た
色
部
氏
に
伝
わ
る

「色
都
家
文
書
」
で
は
、
巻

数
板
奉
納
は
正
月
八
日
に
行
な
わ
れ
た
と
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
コ

遍
上
人

絵
伝
』
や

『北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
に
は
、
館
の
門
に
縄
を
張
り
、
「巻
数
板
」

を
吊
る
し
て
あ
る
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
風
習
は
、
福
井
県
大
浜
町
や

新
潟
県
佐
渡
島
に
、
村
の
入
日
に

「巻
数
板
」
を
正
月
八
日
に
吊
る
す
行
事
と

し
て
伝
承
し
て
い
る
事
例
が
あ
る

（中
野
豊
任

『祝
儀
・
吉
書
・
呪
符
し
。
今
回

の
巻
数
板
の
発
見
は
、
考
古
資
料
と
文
献

・
絵
画

・
民
俗
資
料
と
が
見
事
に

一

致
し
た
貴
重
な
事
例
と
し
て
、
重
要
な
発
見
と
い
え
よ
う
。

③
ｌ
①
は
①
②
と
同
じ
廃
棄
溝
か
ら
出
上
し
た
卒
塔
婆
で
、
関
連
す
る
遺
物

と
み
ら
れ
る
。
①
は
上
端
部
に
切
り
込
み
の
入
る
卒
塔
婆
。
上
方
よ
り
中
程
ま

で
、
右
端
部
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
墨
痕
の
残
り
が
よ
く
文
字
の
判
読
に
支
障

は
な
い
。

い
は
完
形
の
卒
塔
婆
で
あ
る
が
、
墨
痕
は
ほ
と
ん
ど
退
色
し
、
最
初
の
一
文

字
が
確
定
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
続
く
文
字
は

「無
五
大
力
菩
薩
」
か

「無
大

日
如
来
」
と
推
測
さ
れ
る
。

①
は
い
と
ほ
ぼ
同
大
の
卒
塔
婆
で
こ
ち
ら
は
墨
痕
の
残
り
が
よ
い
。
材
質
も

い
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

⑥
ｔ
③
は
上
端
部
に
切
り
込
み
の
入
る
形
態
の
卒
塔
婆
で
あ
る
が
、
①
ｌ
働

よ
り
は
小
型
で
ま
た
、
９
１
０
が
偏
長
な
三
角
形
の
扇
形
を
呈
す
る
の
に
対
し
、

⑥
ｌ
Ｏ
は
上
方
よ
り
中
位
ま
で
長
方
形
の
短
冊
形
に
展
開
し
、
下
で
楔
形
に
変

化
す
る
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
字
体

。
形
状
な
ど
か
ら
⑤
ｌ
①
の
三
点
は
、
同

時
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
①
は
下
半
部
を
欠
損
し
て
い
る
。
検
出
し

た
卒
塔
婆
の
中
で
は
最
も
墨
の
残
り
が
よ
く
、
全
文
を
肉
眼
で
判
読
で
き
る
。

⑭
は
下
先
端
部
を
欠
損
す
る
が
、
０
と
ほ
ぼ
同
じ
規
格
と
考
え
ら
れ
る
卒
塔

婆
で
あ
る
。
墨
痕
は
他
の
卒
塔
婆
に
比
べ
る
と
残
り
が
よ
く
、
肉
眼
で
判
読
で

き
る
。

①
は
墨
痕
が
幸
う
じ
て
残
り
、
凹
凸
に
よ
る
判
読
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
と
、
当
教
育

委
員
会
の
谷
日
明
伸
が
担
当
し
た
。

（谷
口
宗
治
）



1997年 出上の木簡

石
押

七
尾

城

下
町
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
石
川
県
七
尾
市
古
屋
敷
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
八
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
七
尾
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
善
端
　
直

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
下
町
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
六
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

七
尾
城
下
町
遺
跡
は
、
七
尾
市
街
地
の
南
東
約
三
航
、
七
尾
市
古
城
町
か
ら

古
屋
敷
町

一
帯
の
山
麓
部
に
位
置
す
る
。
同
遺
跡
は
、
越
中
と
能
登
の
境
を
な

す
石
動
山
系
の
一
画
に
普
請
さ

れ
た
山
城

「七
尾
城
」
跡
と
連

動
す
る
も
の
で
、
街
区
割
り
に

基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

七
尾
城
と
七
尾
城
下
町
は
、
戦

国
期
に
能
登
の
守
護
職
に
補
任

さ
れ
た
畠
山
氏
に
よ
り
構
築
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
の
主
要
域
は

東
の
木
落
川
、
西
の
大
谷
川
に

挟
ま
れ
た
約
二
〇
〇
ｈａ
と
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
七
尾
城
跡
は
、
標
高
約
三
〇
〇
ｍ
に
所
在
す
る
主
郭
を
軸
に
、
扇

を
広
げ
た
よ
う
に
派
生
す
る
尾
根
の
自
然
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
て
普
請
さ
れ

た
連
郭
式
曲
輪
群
で
、　
一
九
三
四
年
に
は
総
石
垣
造
り
の
主
郭
九

・
入
ｈａ
が
国

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
七
尾
城
下
町
遺
跡
は
標
高
約
六
〇
―
四
〇

ｍ
の
緩
傾
斜
地
に
所
在
す
る
が
、
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
遺
構
は
露
出
し
て
い
な

い
。七

尾
城
下
町
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、　
一
九
九

一
年
に
城
下
町
口
部
で
行
な
わ

れ
た
シ
ッ
ケ
地
区
を
最
初
と
す
る
。
同
調
査
で
は

一
六
世
紀
の
町
家
と
み
ら
れ

る
遺
構
群
や
生
活
色
豊
か
な
遺
物
群
が
発
見
さ
れ
、
七
尾
城
下
町
の
一
端
を
は

じ
め
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た

（七
尾
市
教
育
委
員
会

『七
尾
城
シ
ッ
ケ
地
区
遺

跡
発
掘
調
査
報
差塁
塁

〈
一
九
九
二
年
》
。
そ
の
後
、　
一
九
九
二
年
度
か
ら
は
、
七

尾
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
城
下
町
の
概
要
の
解
明
を
目
指
し
た
範
囲
確
認
調

査
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。　
一
九
九
七
年
度
ま
で
の
調
査
の
結
果
、
整
然
と
形
成

さ
れ
た
城
下
町
の
町
並
み
に
、
各
階
層
の
住
民
が

『独
楽
亭
記
』
（天
文
〓
二
年

全

五
四
四
〉）
に

「千
門
万
戸
」
と
記
述
さ
れ
た
様
子
を
紡
彿
と
さ
せ
る
よ
う

な
状
況
で
集
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

今
回
の
調
査
は
こ
の
範
囲
確
認
調
査
の
三
年
め
に
あ
た
る
も
の
で
、
調
査
地

は
シ
ッ
ケ
地
区
の
南
西
約
二
〇
〇
ｍ
の

「西
光
寺
」
と
い
う
地
名
が
伝
え
ら
れ

る
水
田
の
う
ち
幅
三
ｍ
×
長
さ
二
五
ｍ
の
範
囲
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
シ

ッ
ケ
地
区
な
ど
と
同
じ
方
位
の
礎
石
建
物
や
屋
敷
割
り
の
石
列
、
溝
や
土
坑
な

(七 尾 )



ど
の
遺
構
群
が
出
上
し
た
。

木
簡
は
調
査
区
中
央
部
で
検
出
し
た
土
坑
状
遺
構
の
底
部
か
ら

一
点
出
土
し

た
。
こ
の
遺
構
は
他
の
遺
構
と
同
様
に

一
六
世
紀
の
も
の
で
、　
一
辺
約
二
ｍ
、

深
さ
約

一
。
二
ｍ
を
測
り
、
埋
土
に
は
性
格
不
明
の
木
片
が
多
く
含
ま
れ
て
い

た
。
な
お
、
木
簡
以
外
の
文
字
資
料
と
し
て
は
、
底
部
に

「吉
」
と
朱
書
さ
れ

た
漆
器
椀
が
出
上
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

い
　
。
「
ｏ
＜
次
郎
三
郎
乃
物

。
「
ｏ
＜
次
□
三
郎
乃
物

下
端
の
一
部
が
折
損
し
て
い
る
。
上
端
に
は
意
図
的
に
あ
け
ら
れ
た
釘
孔
と

み
ら
れ
る
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
表
面
の
文
字
は
肉
眼
で
も
ほ
ぼ
判
読
可
能

で
あ
る
が
、
裏
面
は
磨
減
や
損
傷
が
激
し
く
、
判
読
困
難
な
状
態
で
あ
る
。

（善
端
　
直
）

一

伽

日

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

日

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

日

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｕ

一

（
Ｐ
『
時
）
×
時
ヽ
×
い
　
ｏ
∞
∞



1997年 出上の木簡

蛇尊
喰虜
A
遺
跡

富
山

。

１
　
所
在
地
　
　
　
碁昌
山
県
東
砺
波
郡
井
口
村
蛇
喰

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
六
月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
井
口
村
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
神
保
孝
造

・
境
　
洋
子

盆
昌
山
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
後
期
、
九
世
紀
末
―

一
〇
世
紀
初
頭
、　
三
二
世

紀
後
半
―

一
五
世
紀
、　
一
人
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

蛇
喰
Ａ
遺
跡
は
、
富
山
県
の
西
部
を
北
流
す
る
小
矢
部
川
の
支
流
、
山
田
川

に
注
ぐ
赤
祖
父
川
と
、
旅
川
に

続
く
千
谷
川
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
扇
状
地
の
低
位
段
丘
上
に

位
置
す
る
。
遺
跡
の
西
側
は
、

小
さ
な
浸
食
谷
に
面
し
、
東
側

を
赤
祖
父
川
が
流
れ
る
地
形
で
、

端

そ
の
両
者
に
挟
ま
れ
た
高
台
に

城

当
遺
跡
が
立
地
し
て
い
る
。　
一

帯
は
、
標
高

一
一
六
ｔ

一
二
六

ｍ
の
水
田
地
帯
で
、
村
の
中
心
街
よ
り
東
に
五
臨
の
距
離
を
お
く
。
周
辺
の
遺

跡
と
し
て
は
、
蛇
喰
Ａ
遺
跡
の
北
西
約
三
〇
〇
ｍ
に

一
三
世
紀
後
半
１

一
六
世

紀
の
平
城
で
あ
る
井
回
城
跡
が
近
接
す
る
ほ
か
、
周
囲
に
は
、
蛇
喰
正
覚
寺
、

井
口
Ａ
、
池
尻
な
ど
数
多
く
の
遺
跡
が
所
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
世

の
集
落
や
館
跡
で
、
当
遺
跡
も
含
め
、
そ
の
成
立
が
井
口
城
の
消
長
と
深
く
関

わ
っ
た
遺
跡
群
と
み
ら
れ
て
い
る
。

蛇
喰
Ａ
遺
跡
の
調
査
は
、
県
営
担
い
手
育
成
基
盤
整
備

（区
画
整
理
型
）
事

業
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
面
積
は
、
農
道

。
用
排
水
路
及
び
面
工
事
に
係

る
三
六
〇
〇
活
で
あ
る
。

一
帯
は
か
つ
て
の
園
場
整
備
の
影
響
が
顕
著
で
、
遺
構
の
遺
存
状
態
は
良
好

と
は
い
え
な
い
が
、
お
お
よ
そ

一
三
世
紀
後
半
１

一
四
世
紀
代
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
。　
一
辺
約
四
〇
ｍ
を
測
る
方
形
の
屋
敷
区
画
群
を
は
じ
め
、
各
区

画
内
か
ら
合
わ
せ
て
掘
立
柱
建
物
二
棟
、
溝
三
条
、
井
戸
七
基
、
土
坑
九
〇
基

な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

遺
物
は
、
整
理
用
コ
ン
テ
ナ
ニ
Ｏ
箱
程
度
で
あ
る
。
中
世
の
木
製
品
が
大
半

を
占
め
、
他
に
、
縄
文
土
器

・
石
器
、
須
恵
器
、
土
師
質
小
皿
、
珠
洲
、
八
尾
、

青

・
自
磁
、
さ
ら
に
越
中
瀬
戸

。
伊
万
里
を
含
む
近
世
陶
磁
器
、
砥
石
、
古
銭

な
ど
石
製

・
金
属
製
品
も
あ
る
。
木
製
品
の
遺
存
状
況
は
お
お
む
ね
良
好
で
、

種
類
と
し
て
は
、
漆
器
椀

・
箸

・
曲
物

・
曲
物
柄
杓

・
下
駄

・
横
笛

（竹
製
口∪

な
ど
が
あ
り
、
今
回
報
告
の
呪
符
と
塔
婆
二
点
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
い
ず
れ
も
、

井
戸
や
溝
内
出
上
の
も
の
が
多
い
。



呪
符
い
は
、
直
径
約

一
ｍ
深
さ

一
・
二
ｍ
の
素
掘
り
の
円
形
井
戸
Ｓ
Ｅ
〇

一

か
ら
、　
一
方
塔
姿
②
Ｏ
は
、
直
径

一
ｍ
深
さ
○

・
七
ｍ
の
素
掘
り
の
円
形
井
戸

Ｓ
Ｅ
〇
三
か
ら

一
括
し
て
出
上
し
た
。
い
ず
れ
も

一
四
世
紀
代
の
井
戸
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｅ
〇

一

ω

　

「（符
篠
）
急
ミ
如
律
令
」
　
　
　
　
　
　
　
　
］『受
『契
］
目

Ｓ
Ｅ
〇
三

②　
。「＜ミ
碇
頓
】悧爾
珀胴
―‐―‐
‐‐‐‐
―‐‐‐―――‐
Ш

「
＜
必
淳
と
と

，
回
□
違
浮
ｈ
り
は

，
レ
悌
と
い
□
ヽ
■
い
た
と
字

①　
。「＜貫
荘
Щ
甲畑預
閾
酌
酎
和
剛
剛
剛

。「＜戴
繭
姐離
”
玲齢韓
叫
齢旧
掴
□
　
　
（昼
ｙ
］契
］
冨

ω
は
天
刑
星
呪
符
と
考
え
ら
れ
る
。
上
部
を
平
坦
に
切
り
、
下
半
分
を
細
く

削
る
が
、
最
先
端
部
分
を
平
坦
に
カ
ッ
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
左
右
側
縁
中
央

や
や
上
部
分
に
小
さ
な
竹
釘
あ
る
い
は
木
釘
が
貫
通
し
た
痕
跡
が
あ
り
、
何
か

に
打
ち
付
け
て
使
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
Ｐ
釦
〇
）
×
∞
酌
×
∞
　
ｏ
⇔
Ｈ

剪

168



1997年 出上の木簡

上
部
に
は
人
物
と
覚
し
き
大
小
二
体
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
き
い
方
の
人
物

は
上
半
身
裸
体
、
下
半
身
は
膝
ま
で
裳
が
あ
り
、
膝
下
が
露
出
し
て
い
る
。
顔

の
部
分
は
頭
部
に
鉢
巻
き
様
の
も
の
を
配
し
、
顔
面
部
分
に
は
日
鼻
に
あ
た
る

も
の
が
な
く
、
「
口
」
字
形
が
四
個
横

一
列
に
並
ん
で
い
る
。
小
さ
い
方
の
人

物
は
上
半
身
裸
体
、
下
半
身
は
両
足
と
も
太
腿
ま
で
露
出
し
、
腰
部
分
だ
け
布

が
巻
か
れ
、
揮
様
の
も
の
を
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
着
衣
は
、

中
世
の
絵
画
資
料
に
み
ら
れ
る
明
王

・
鬼
神
の
着
衣
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
小
人
物
は
大
人
物
の
手
の
先
に
描
か
れ
、
そ
の
手
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
様
子
は
、
文
化
庁
蔵
の
牌
邪
絵
の
疫
鬼
を
食
べ
る

天
刑
星
の
図
を
紡
彿
と
さ
せ
、
大
人
物
は
天
刑
星
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
。

下
半
に
は
符
篠
と

「急

ヽ
如
律
令
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
符
篠
は

「
口
」
三

個
が
横
に
並
び
、
そ
の
下
に
横
線
が

一
条
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に

「
戸
」
の

下
に

「鬼
」
が
二
個
並
列
す
る
。

②
Ｏ
は
同
タ
イ
プ
の
塔
婆
で
、
頭
部
を
圭
頭
状
に
尖
ら
せ
、
頭
部
両
側
面
か

ら
二
段
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
下
端
部
は
、
欠
損
の
た
め
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
両
頭
の
塔
婆
と
な
る
可
能
性
を
残
す
。

文
字
は
い
ず
れ
も
両
面
に
梵
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
②
は
、
表
面
頭
部
に
大

き
く
梵
字
ア

（「大
日
如
来
」
の
種
子
・
通
種
子
）
を
配
し
、
そ
の
下
に
二
行
で
梵

字
光
明
真
言
を
記
し
て
い
る
。
下
半
分
の
墨
書
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
残
り
の

良
い
裏
面
の
墨
書
を
参
照
す
る
と
、
右
行
が
オ
ン
か
ら
グ
ラ
ま
で
、
左
行
が
マ

か
ら
ウ
ー
ン
ま
で
で
、
中
央
下
に
終
止
符
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
。
裏
面
に
も



表
面
と
同
書
式
で
光
明
真
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
は
表
面
と
は
天
地
逆
に

墨
書
し
て
お
り
、
表
面
の
記
載
が
終
わ
り
裏
返
す
時
、
横
方
向
で
は
な
く
、
縦

方
向
に
裏
返
し
て
い
る
。
ま
た
、
光
明
真
言
の
上
部
に
は
、
表
面
と
同
様
の
ア

と
考
え
ら
れ
る
梵
字
の
一
部
を
残
し
て
い
る
。
①
は
、
遺
存
状
態
が
や
や
悪
い

が
内
容

・
書
式
と
も
に
②
と
同
じ
で
あ
り
、
大
き
さ
も
似
か
よ
る
こ
と
か
ら
同

時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

切
①
に
記
さ
れ
た
光
明
真
言
は
、
死
者
の
菩
提
回
向
及
び
現
世
の
増
益
息
災

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
真
言
で
あ
り
、
密
教
の
灌
頂
に
際
し
て
の
聖
句
で
、
日

常
誦
持
す
る
代
表
的
明
呪
で
も
あ
る
。
葬
送
次
第

『
二
巻
章
』
に
よ
れ
ば
三
反

あ
る
い
は
二

一
反
読
む
こ
と
が
み
ら
れ
、
本
例
の
場
合
も
本
来
は
さ
ら
に
複
数

の
塔
婆
が
同
時
に
作
ら
れ
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

呪
符
ω
の
願
意
も
光
明
真
言
塔
婆
②
①
と
の
関
連
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
場
合
葬
送
あ
る
い
は
供
養
に
関
わ
る
と
み
る
の
が
順
当
で
あ
る
が
、
①
が

天
刑
星
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
普
通
に
は
疫
病
退
散
の
願
意
が
考

え
ら
れ
、
年
中
行
事
儀
礼
あ
る
い
は
習
俗
の
側
面
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
は
、
側
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
の
藤
澤
典
彦
氏
に
よ
る
。

内
容
は
、
藤
澤
氏
の
報
文
よ
り
抜
粋

。
加
筆
し
た
。

９
　
関
係
文
献

井
回
村
教
育
委
員
会

『県
営
担
い
手
育
成
基
盤
整
備

（区
画
整
理
型
）
事
業

に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
　
蛇
喰
Ａ
遺
跡
』
全

九
九
八
年
）

（神
保
孝
造
）



1997年出上の木簡

富
山

・

所
在
地
　
　
　
一昌
山
県
射
水
郡
大
門
町
二
日
五
反
田

調
査
期
間
　
　
一
九
九
三
年

（平
５
）

一
〇
月

発
掘
機
関
　
　
個
人
に
よ
る
表
面
採
集

調
査
担
当
者
　
林
寺
厳
州

（採
集
者
）

遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
、
奈
良

。
平
安
時
代
、
中
世
―
近
世

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

二
口
五
反
田
遺
跡
は
、
富
山
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
。
庄
川
右
岸
の

一扇
状
地
上
に
立
地
し
て
お
り
、
標
高
は
約
七
ｍ
で
あ
る
。

遺
跡
の
北
方
七

・
五
血
の
庄

川
下
流
左
岸
に
は
、
御
亭
角
遺

跡
、
越
中
国
庁
推
定
地
、
越
中

国
分
寺
な
ど
か
ら
な
る
越
中
国

府
関
連
遺
跡
が
あ
る
。
ま
た
、

遺
跡
の
北
北
東
二

・
五
臨
に
は
、

Ｄ

出
挙
木
簡
や
版
木
、
「庄
」
な

一昌

ど
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
た
北

く

高
木

・
荒
畑
遺
跡
が
あ
る

（本

誌
第
一
七
号
）。

遺
跡
は
、
国
場
整
備
事
業
の
実
施
に
先
立
ち
、　
一
九
九
二
年
に
行
な
わ
れ
た

分
布
調
査
で
発
見
さ
れ
、
翌
年
試
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
試
掘
調
査
で
は
、

弥
生
時
代
後
期
―
古
墳
時
代
、
奈
良

・
平
安
時
代
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
弥
生

時
代
中
期

・
後
期
、
古
墳
時
代
、
奈
良

。
平
安
時
代
、
中
世
か
ら
近
世
の
遺
物

が
出
上
し
た
。
奈
良

・
平
安
時
代
の
も
の
は
、
人
世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
後
葉

ま
で
の
も
の
が
あ
る
。
木
簡
は
、　
一
九
九
三
年
の
圃
場
整
備
事
業
終
了
後
に
表

面
採
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容〔庄

ヵ
〕

⑪

　

「
＜
二
日
村
□
」

Ｐ
∞
『
×

Ｎ
Φ
×

『
　

ｏ
∞
∞

材
は
杉
と
み
ら
れ
る
柾
目
板
で
あ
る
。
上
端
は
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
、

下
端
は
両
側
面
を
削
り
尖
ら
せ
る
。
下
端
先
端
は
鋭
く
な
く
、
若
千
折
損
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。

片
面
に
わ
ず
か
に
墨
痕
が
見
え
る
が
、
文
字
は
肉
眼
で
は
ほ
と
ん
ど
判
読
で

き
な
い
。
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
を
通
し
て
み
る
と
、
四
文
字
が
確
認
で

き
る
。
上
の
二
文
字
は
下
の
二
文
字
に
比
べ
て
詰
ま
っ
て
い
て
、　
一
字
分
の
ス

ペ
ー
ス
に
収
ま
っ
て
い
る
。

上
の
三
文
字
は

「
二
口
村
」
と
読
め
る
。
二
口
村
は
、
天
正

一
一
年

（
一
五

仝
一一）
か
ら
明
治
時
代
ま
で
存
在
し
た
村
名
で
あ
り
、
現
在
も
大
門
町
の
大
字

名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
木
簡
の
年
代
は
確
言
で
き
な
い
が
、
コ
一口
村
」
の

7654321

一 ふ
十~た

回乞
王王ご

反売
田だ

遺
跡



地
名
が
古
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
を
考
え
さ
せ
る
資
料
と
い
え
よ
う
。

下

一
文
字
は
、
断
定
が
で
き
な
い
が
、
「庄
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

庄
に
つ
い
て
は
、
荘
園
全
体
を
表
す
ほ
か
に
経
営
拠
点
と
し
て
の
庄
所
建
物
そ

の
も
の
を
表
す
場
合
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
村
の
庄
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

後
者
の
用
例
を
示
す
資
料
と
い
え
よ
う
。

木
簡
は
、
左
右
の
切
り
込
み
と
下
端
を
尖
ら
せ
る
特
徴
か
ら
付
札
と
み
ら
れ

る
。
庄
所
へ
送
ら
れ
て
き
た
物
品
に
付
け
ら
れ
た
も
の
か
、
庄
所
の
所
有
物
で

あ
る
こ
と
を
表
す
た
め
に
付
け
ら
れ
た
も
の
か
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
現

状
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

三
日
村
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
用
水
の
分
水
回
が
あ
っ
た
た
め
と
い

わ
れ
、
ま
た
無
唖
が
転
化
し
た
も
の
と
も
い
う
。
『和
名
類
衆
抄
』
に
よ
れ
ば
、

平
安
時
代
に
は
射
水
郡
に
塞
口
郷
が
あ
り
、
現
在
の
高
岡
市
市
街
地
を
中
心
と

す
る
地
域
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
遺
跡
の
周
辺
は
、

大
伴
家
持
が
越
中
国
司
で
あ
っ
た
七
四
六
年
か
ら
七
五

一
年
頃
に
詠
ん
だ
歌
の

中
に
あ
る

「
三
島
野
」
（四
〇
一
一
番
ほ
か
）
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

越
中
国
の
古
代
史
を
考
え
る
上
で
重
要
な
地
域
で
あ
る
。
今
回
見
つ
か
っ
た
木

簡
は
、
越
中
古
代
史
の
解
明
に
新
た
な
手
が
か
り
を
加
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

９
　
関
係
文
献

大
門
町
教
育
委
員
会

『大
門
東
部
地
区
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
―
県
営

ほ
場
整
備
事
業
に
伴
う
試
掘
調
査
報
告
―
』
全

九
九
七
年
）

（久
々
忠
義

〈富
山
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
》

炉

士
“
考
‐

赤外線写真 (部分)



1997年出上の木簡

富
山
・清
水
堂
Ｆ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
一昌
山
市
水
橋
清
水
堂

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
六
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
碁昌
山
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
鹿
島
昌
也

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
中
世
―
近
世

（鎌
倉
・
室
町
時
代
が
主
体
）

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

清
水
堂
Ｆ
遺
跡
は
、
富
山
市
北
東
部
、
常
願
寺
川
の
扇
状
地
の
湧
水
地
帯
の

一
郭
で
あ
る
白
岩
川
右
岸
に
位
置
し
て
お
り
、
標
高
Ｌ
約
九
ｍ
を
測
る
。
遺
跡

か
ら
南

へ
二
血
の
立
山
町
及
び

舟
橋
村
周
辺
に
は
、
開
田
図
が

残
る
東
大
寺
領
大
藪
荘
の
存
在

が
想
定
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ

る
。
そ
の
東
に
は

「
里
正
」
木

簡
が
出
土
し
た
辻
遺
跡
が
所
在

津

、す
る

（本
誌
第

一
二
号
）。

色
＾
　

今
回
の
調
査
は
県
営
圃
場
整

備
事
業
に
伴
う
も
の
で
、　
一
九

九
四
年
か
ら

一
一
遺
跡
を
対
象
に
試
掘
、
発
掘
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

清
水
堂
Ｆ
遺
跡
は
、
前
年
度
の
試
掘
調
査
の
結
果
、
七
八
〇
〇
ポ
の
範
囲
に

広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
掘
立
柱
建
物
に
伴
う
小
穴
群
、
溝
跡
な
ど

が
検
出
さ
れ
て
い
た
。
今
年
度
の
発
掘
調
査
は
約
三
〇
〇
ポ
を
対
象
に
行
な
い
、

上
下
三
層
の
遺
構
面
が
確
認
さ
れ
た
。

木
簡
は
、
上
層
の
中
世
以
降
の
遺
構
面
に
形
成
さ
れ
た
大
溝
、
あ
る
い
は
池

と
考
え
ら
れ
る
遺
構
の
下
部
か
ら
出
上
し
て
い
る
。
同
遺
構
内
か
ら
は
他
に
、

珠
洲
焼
、
越
中
瀬
戸
焼
、
近
世

・
近
代
陶
磁
器
、
漆
塗
椀
、
漆
塗
箸
状
木
製
品
、

漆
塗
杓
子
、
下
駄
な
ど
の
遺
物
が
出
上
し
て
い
る
。
狭
長
な
調
査
区
の
南
端
に

木
簡
出
土
遺
構
は
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
す
ぐ
南
に
は
改
修
さ
れ
た

「大
正
用

水
」
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
遺
構
は
改
修
前
の
用
水
路
と
重
複
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
、
木
簡
は
近
隣
か
ら
流
れ
込
ん
だ
遺
物
で
あ
る
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

〔魚
ヵ
〕

⑪

　

□
龍
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

益
泉
∞
昌

板
状
の
材
の
上
下
両
端
が
折
損
し
て
い
る
。
墨
痕
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
が
、

く
ず
し
て
い
る
た
め
判
読
し
幸
い
。
三
字
め
は

「迫
」
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

宇
形
や
意
味
の
通
り
か
ら
み
て

「魚
」
の
可
能
性
が
高
い
。

釈
読
に
つ
い
て
は
、
富
山
大
学
の
鈴
木
景
二
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

の
渡
辺
晃
宏
氏
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。



９
　
関
係
文
献

富
山
市
教
育
委
員
会

『富
山
市
水
橋
清
水
堂
Ｅ
遺
跡
　
清
水
堂
Ｆ
遺
跡
』

（
一
九
九
八
年
）

（鹿
島
昌
也
）

Cm

―



1997年出土の木簡

し
も

の

に
し

新
潟
・
下
ノ
西
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
大
字
小
島
谷

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
七
月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
和
島
村
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
田
中
　
靖

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衡
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
前
半
―

一
〇
世
紀
前
半

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

和
島
村
の
地
形
は
、
三
島
山
地
か
ら
派
生
す
る
東
側
丘
陵
、
島
崎
川
に
沿
う

島
崎
川
低
地
、
及
び
海
岸
に
面
し
た
西
側
丘
陵
の
三
種
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る
。

下
ノ
西
遺
跡
は
、
島
崎
川
低

地
の
微
高
地
に
位
置
し
、
北
側

に
は
島
崎
川

・
小
島
谷
川

・
梅

田
川
の
合
流
点
を
控
え
、
北
陸

道
が
付
近
を
通
過
す
る
な
ど
、

水

・
陸
上
交
通
の
要
衝
の
地
に

畑

工立
地
す
る
古
代
遺
跡
で
あ
る
。

〓
・
周
辺
に
は
古
代
の
遺
跡
が
高
密

度
に
分
布
し
、
本
遺
跡
の
北
西

八
〇
〇
ｍ
に
は
、
古

全
う

志
郡
家
に
関
連
す
る
人
幡
林
遺
跡
が
所
在
す
る
。

下
ノ
西
遺
跡
の
範
囲
は
試
掘
及
び
表
面
採
集
調
査
の
結
果
、
南
北
二
〇
〇
ｍ
、

東
西
三
五
〇
ｍ
の
七
万
ポ
に
及
ぶ
も
の
と
推
定
さ
れ
、　
一
九
九
六
年
度
か
ら
九

八
年
度
に
か
け
て
、
村
道
建
設
関
連
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
に
は
、
掘
立
柱
建
物

（最
大
で
桁
行
七
間
）
三
二
棟
、　
一
本

柱
列
四
条
、
道
路
、
井
戸
三
基
な
ど
が
あ
り
、
共
伴
遺
物
か
ら
人
世
紀
前
半
か

ら

一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
計
画
的
な
地

割
の
存
在
や
桁
行
七
間
と
い
う
建
物
規
模
か
ら
み
て
、　
一
般
的
な
集
落
遺
跡
と

は
様
相
が
異
な
る
。

主
要
な
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
古
志
郡
を
表
す
可
能
性
が
あ
る

「古
」
の
墨

書
土
器
や
、
漆
紙
文
書
、
木
簡
、
馬
形
、
斎
串
、
漆
器
椀
、
本
皿
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
は
計
八
点
あ
り
、
Ｉ
区
西
Ｓ
Ｅ
二
〇

一
の
覆
土
中
か
ら
出
土
し
た
①
以

外
は
、
全
て
Ⅱ
区
Ｓ
Ｄ
二
〇

一
下
層
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
。
Ｓ
Ｄ
二
〇

一
は
、

Ｓ
Ｄ
二
〇
二
を
伴
っ
て
方
形
に
め
ぐ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
溝
に
囲
ま

れ
た
掘
立
柱
建
物
の
区
画
と
排
水
を
意
図
し
て
掘
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

Ｓ
Ｄ
二
〇
二
か
ら
は
、
墨
線
の
あ
る
斎
串

（長
さ
一
一七
三
鰤
幅
二
五
ｍ
厚
さ

五
硼
。
第
七
号
）、
墨
痕
が
な
い
封
絨
木
簡

（長
さ

（
〓
≡
じ

ｍ
幅
二
五
ｍ
厚
さ

五
剛
。
第
八
号
）、
絵
画
の
描
か
れ
た
曲
物
の
底
板

（直
径
一
九
五
ｍ
厚
さ
一
一
ｍ
。

第
一
〇
号
）
も
合
わ
せ
て
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
木
簡
か
ら
省
く
。

こ
の
う
ち
絵
画
板
は
、
円
形
を
呈
す
る
曲
物
の
底
板
に
、
縄
状
の
も
の
が
巻

か
れ
た
立
木

今
し
と
二
人
の
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
の
人
物
は
、
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1997年 出土の木簡

首
及
び
交
又
し
た
腕
を
縄
状
の
も
の
で
縛
ら
れ
て
お
り
、
表
情
も
心
な
し
か
苦

し
げ
で
あ
る
。
も
う

一
人
の
人
物
は
、
右
下
に
不
自
然
な
体
勢
で
横
た
わ
っ
て

い
る

（後
掲
図
版
参
照
）。

こ
の
絵
の
解
釈
に
つ
い
て
は
〔
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
縄

↑
↓
で
縛
ら
れ
て
い
る
異
常
な
状
況
か
ら
み
て
、
通
常
の
戯
画
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
絞
首
刑
や
体
の
自
由
を
拘
束
す
る
刑
罰
の
描
写
、
あ
る
い
は
何
ら

か
の
呪
術
的
世
界
を
表
現
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｄ
二
０
一

ω

　

「殿
門
上
税
四
百
五
十
九
束
先
上

三
百
五
十
束
後
上

一
百
九
束
　
十
四

又
後
六
十
六
束

嫁
大
夫
借
貸
汁
五
束

八
十
束
」

］誤
×
（＄
）
×
心
　
寓
μ　
第
一
号

含
駕
）
×
‘
×
伽　
寓
Ｐ　
第
二
号

・
七
月
十
二
日
使
□

・
Π

世

「山
都
千
足
」

(4)

含
懇
）
×
（ぷ
）
×
伽　
寓
Ｐ　
第
三
号

μ懇
×
お
×
卜
　
８
Ｐ　
第
四
号

(2)

□
□
□

目写
合己

絵
画
板

（第

一
〇
号
）

墨
線
の
あ
る

斎
串

（第
七
号
）

墨
書
の
な
い

封
織
木
簡

（第
八
号
）

う
み
■
年
負
■
″
▲
キ

お

沐
釈
”奮
ャ
，了〓．４
　
　
　
　
　
・

れ
負
峙
袴
雪
考

一
今
´

Ⅱ区遺構配置と木簡出上位置



墨画のある曲物 (第 10号 )

同 赤外線写真

下ノ西遺跡出土木簡他 I

同 赤外線写真



1997年出上の木簡

嚇
Ⅷ
Ⅷ
Ⅷ
隠
鰯
鰯
磯
鰯
Ⅲ
鎌
観
③

墨線のある斎串

(第 7号 )

(3)

下ノ西遺跡出土木簡他 Ⅱ

墨書のない封繊木簡

(第 8号 )



⑬
　
。
「
＜
　
　
　
士
掌
心
　
　
　
□
□
　
　
　
　
＜

越
後
国
高
志
郡
□
越
志
□
□
高
□
高
志
　
」

。
「
＜
　
　
　
　
　
高
千
　
　
　
〔関
己
　
　
＜

百
三
百
千
千
酷
世
汁
縮
□
醜
在
首

　
」

。
「口
日
日
Ｈ

日
日
日
□
奥
日
日
日
日

日
日
日
□
」
（左
側
Ｕ

。
「日
日
――
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
日
日
日
日
翌

（右
側
面
）

∞
窓
×
淫
×
Φ　
儲
Ｐ　
第
五
号

①

　

「符
大
宅
万
呂
符
符
符
符
符
符
符

符
符
符
符
符
符
符
符
符
　
　
　
　
　
（卜Ｓ
巡
支
ト
ロ

第
エハ号

０

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（題
×
］叉
翰
霞

第
九
号

Ｓ
Ｅ
二
〇
一

①

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

Ｘ
∞×
∞
ｏ欝

第
一
一号

い
は
、
曲
物
の
底
板

（未
製
口∪

を
記
録
簡
に
転
用
し
た
も
の
で
、
裏
面
に

は
粗
い
手
斧
ケ
ズ
リ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
末
尾
の

「
八
十
束
」
以
降
も

文
章
が
続
く
と
み
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
左
側
を
欠
損
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

内
容
的
に
は
、
出
挙

（公
出
挙
）
と
国
司

（稼
）
の
借
貸
に
つ
い
て
記
録
し

た
記
録
簡
と
い
え
る
。
単
位
の
な
い

「十
四
」
を
十
四
束
と
み
て
、
本
稲
を
三

六
四
東

（誤
ｏ
＋
ミ
）
と
考
え
る
と
、
そ
の
三
割
が
ほ
ぼ

一
〇
九
東
に
近
い
値

と
な
る

（ぷ
卜
×
Ｐ
∞
Ｈ
Ｐ３
籠
）
。　
一
方
本
稲
を
三
工
○
束
と
す
る
と
、　
一
〇
九

束
と
六
六
束
の
和
は
ち
ょ
う
ど
五
割
の
利
稲
に
相
当
す
る

（誤
ｏ
×
Ｐ
頓
＝
いぎ

＝
い電
＋
ａ
）
。
す
な
わ
ち
、
利
息
が
三
割
の
部
分
と
工
割
の
部
分
が
併
存
す
る

二
重
構
造
と
な
っ
て
い
て
、
三
割
利
息
の
時
期
に
旧
来
の
収
入

（五
割
）
を
得

る
こ
と
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
木
簡
の
年
代
は
、

出
挙
利
率
が
三
割
の
時
期
、
具
体
的
に
は
養
老
四
年

（七
一
一〇
）
も
し
く
は
養

老
六
年
か
ら
、
天
平
二
年

（七
三
〇
）
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
「十
四
」
に
単
位
が
な
い
こ
と
を
重
視
し
、
こ
れ
を

「十
四
人
」
や

「十
四
日
」
の
省
略
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
稲
三
五
〇
東

が
出
挙
さ
れ
、
＞」
の
う
ち
本
稲
分
の
三
五
〇
束
が
ま
ず
進
上
さ
れ
（先
上
）、
後

に
五
割
利
稲

一
七
五
束
の
う
ち

一
〇
九
束
が
進
上
さ
れ

（後
上
）、
な
お
利
稲

六
六
稲
が
未
納
で
あ
る

（く
甲
Ｓ
Φ
Ｈ
ａ
）
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の

場
合
木
簡
の
年
代
は
、
五
割
利
息
の
時
期
で
か
つ
国
司
借
貸
の
行
な
わ
れ
た
時

期
と
し
て
天
平
六
年
か
ら

一
〇
年
ま
で
の
間
と
考
え
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ω
の
解
釈
及
び
年
代
は

一
概
に
は
決
め
が
た
い
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
い
は
人
世
紀
前
半
の
出
挙
制
度
の
運
用
の
実
態
を
示
す
極
め
て
重
要
な

資
料
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
国
司

（嫁
）
借
貸
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
は
、

成
立
期

（Ｉ
期
）
の
人
幡
林
遺
跡
の
遺
物
に
、
過
所
機
能
を
併
せ
も
つ
と
み
ら

れ
る
蒲
原
郡
符

・
沼
垂
城
と
の
関
わ
り
を
示
す
木
簡

・
石
屋
城

（柵
）
を
表
す

可
能
性
が
高
い

「石
屋
木
」
の
墨
書
土
器
な
ど
、
城
柵

・
関
と
い
っ
た
国
レ
ベ

ル
の
機
能
が
窺
え
る
資
料
が
あ
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

も
し
、
人
幡
林
遺
跡
に
抜
が
管
轄
す
る
国
レ
ベ
ル
の
施
設
が
あ
っ
た
と
す
る

と
、
複
数
の
城
柵
を
国
司
が
分
割
支
配
す
る
形
態
を
と
っ
た
出
羽

・
陸
奥
両
国
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と
同
じ
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
人
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
出
羽
建
国

後
も
北
の
辺
要
国
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
越
後
国
の
特
性
を
示
す
可
能

性
が
あ
る
。
具
体
的
な

一
案
と
し
て
は
、
越
後
国
府

（顕
城
郡
）
に
越
後
回
司

の
守
、
沼
垂
城
に
介
、
両
者
の
中
間
地
点
に
あ
た
る
人
幡
林
遺
跡
に
嫁
、
最
も

北
方
の
磐
舟
柵
に
日
、
な
ど
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

働
は
完
形
の
付
札
で
あ
る
が
、
上
下
の
切
り
込
み
は
片
側
の
み
に
施
さ
れ
て

い
る
。
冒
頭
か
ら

「越
後
国
高
志
郡
」
ま
で
書
き
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
「郡
」

の
位
置
が
右
側
に
寄
り
過
ぎ
た
た
め
、
付
札
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
と
り
や

め
て
、
以
下
表
裏
の
余
白
部
分
に
習
書
を
行
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
当
初
の
付
札
を
国
名
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
付
札
は
、
都
へ
の
貢
進
物
付
札
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

り
、
本
来
は
古
志
郡
家
で
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
物
品
に
付
せ
ら
れ
、
京
進
さ
れ

る
べ
き
荷
札
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

下
ノ
西
遺
跡
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら

一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
機
能
し
た
重

要
な
官
衛
遺
跡
と
み
ら
れ
、
そ
の
終
末
期
に
お
い
て
も
、
桁
行
七
間
ク
ラ
ス
の

大
型
建
物
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡
の
具
体
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
存
続

期
間
が
ほ
ぼ
重
な
る
人
幡
林
遺
跡

（古
志
郡
衛
関
連
）
に
欠
如
し
て
い
る
機
能

を
補
う
、
郡
衛
関
連
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
。
今
年
度
出
土
し
た

木
簡
の
う
ち
、
出
挙
と
国
司
借
貸
に
関
わ
る
記
録
簡
ω
、
国
名
か
ら
書
き
始
め

る
付
札
り
の
存
在
は
、
郡
段
階
で
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
公
出
挙
の
事
務
や
、

都
へ
の
貢
進
物
の
発
送
作
業
を
行
な
う
施
設
が
遺
跡
内
部
に
存
在
し
た
こ
と
を

如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。
ま
た
、
①
に
み
え
る
国
司

（稼
）
借
貸
に
関
わ
る
内

容
は
、
嫁
の
管
轄
す
る
施
設
が
付
近
に
存
在
し
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

城
柵

。
関
と
い
っ
た
国
レ
ベ
ル
の
機
能
を
想
定
で
き
そ
う
な
初
期

（八
世
紀
前

半
か
ら
中
葉
）
の
人
幡
林
遺
跡
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

下
ノ
西
遺
跡
の
調
査
成
果
は
、
従
来
の
一
極
集
中
型
の
古
志
郡
行
像
を
改
め

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
広
域
に
施
設
が
分
散
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
出
て
き
た
。
今
後
八
幡
林
遺
跡
と
下
ノ
西
遺
跡
の
内
容
を
総
合
的
に
判
断
し

て
、
古
志
郡
支
配
の
複
雑
な
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏

の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
平
川
氏
の
中
間
報
告

ら
下
ノ
西
遺
跡
―
出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
―
』
所
収
）
及
び
、　
一
九
九
七
年

〓

一

月
の
木
簡
学
会
第

一
九
回
研
究
集
会
で
報
告
し
た
際
の
討
論
の
成
果
に
よ
っ
た
。

９
　
関
係
文
献

田
中
　
靖

「下
ノ
西
遺
跡
　
平
成
九
年
度
の
調
査
成
果
」
令
第
二
四
回
古
代

城
柵
官
衛
検
討
会
資
料
』

一
九
九
八
年
）

和
島
村

『今
、
注
目
さ
れ
る
越
後
の
古
代
―
和
島
村
出
土
木
簡
の
意
義
―
』

（
一
九
九
八
年
）

和
島
村
教
育
委
員
会

『
下
ノ
西
遺
跡
―
出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
―
』
（和

島
村
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
人
　
一
九
九
八
年
）

（田
中
　
靖
）



新
潟
。中
倉
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町
中
倉

２
　
調
査
期
間
　
　
第
三
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月
―
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
中
条
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
水
澤
幸

一

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
―
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

中
倉
遺
跡
は
中
条
町
の
築
地
地
区
に
あ
り
、
砂
丘
列
の
内
側
の
潟
に
面
し
て

立
地
し
て
い
る
。
今
回
は
、
集
落
の
ほ
ぼ
東
限
と
考
え
ら
れ
る
自
然
流
路
を

調
査
し
た
。
こ
れ
は
、
前
々
年

度
の
確
認
調
査
で
当
時
の
遺
跡

の
範
囲
外
に
そ
の
存
在
が
確
認

さ
れ
た
も
の
で
、
調
査
時
は
水

田
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
折
に

は
、
小
面
積
に
も
か
か
わ
ら
ず

知

多
量
の
須
恵
器

。
土
師
器
と
と

中

も
に
、
箸
状
木
製
品
や
馬
形
な

ど
が
出
土
し
、
祭
祀
に
関
連
す

る
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
ま
た
、
須
恵
器
の
中
に
は

「王
」
「原
」

「牧
人
」
な
ど
の
墨
書
を
有
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

本
調
査
地
点
は
、
自
然
河
川
の

一
部
で
あ
り
、
川
岸

（東
）
に
は

一
基
の
浅

い
落
ち
込
み
の
外
に
遺
構
は
な
く
、
生
活
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
川
は
、

砂
丘
列
に
沿
っ
て
南
西
方
向
に
流
れ
て
お
り
、
そ
の
下
層
の
黒
色
粘
質
土
に
遺

物
が
含
ま
れ
て
い
る
。
南
半
分
に
特
に
遺
物
が
集
中
し
て
出
土
し
、
須
恵
器

。

土
師
器

・
土
錘

・
製
塩
土
器
な
ど
の
土
器
類
の
外
、
盤

・
曲
物

・
御
膳

・
斎

串

・
付
木
な
ど
の
大
量
の
木
製
品
が
含
ま
れ
て
い
る
。
遺
物
の
多
く
は
川
の
斜

面
よ
り
出
土
し
、
遺
構
の
な
い
東
側
か
ら
投
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
土
器

類
は
、
遺
存
率
の
高
い
も
の
が
多
く
、
墨
書
土
器

（須
恵
器
杯
が
主
体
で
、
土
師

器
は
一
点
の
み
）
は
、
二
〇
点
程
認
め
ら
れ
た
。
「王
」
「丁
」
が
多
く
、
「原
」

「牧
人
」
は
二
、
三
点
、
「評
」
（異
体
字
、
土
師
器
椀
）
は

一
点
の
み
で
あ
る
。

ま
た

「王
」
の
刻
書
須
恵
器
も
数
点
出
土
し
て
い
る
。

木
簡
は
、
四
点
出
土
し
た
。

ω
は
、
遺
物
集
中
地
点
よ
り
や
や
離
れ
た
川
上

（北
方
）
の
岸
近
く
か
ら
、

裏
面
が
上
に
な
っ
た
状
態
で
出
土
し
た
。
そ
の
た
め
裏
面
の
上
半
は
墨
痕
が
薄

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

他
の
三
点
は
、
出
土
状
況
が
不
詳
で
、
整
理
中
で
の
確
認
で
あ
る
。

な
お
、
遺
跡
の
本
体
は
、
今
回
の
調
査
地
の
西
方
に
広
が
る
砂
丘
地
上
と
考

え
ら
れ
、
来
年
度
に
は
そ
の

一
部
の
発
掘
調
査
を
予
定
し
て
お
り
、
遺
跡
の
性

格
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。



1997年 出上の本簡

木
簡
の
釈
文

。
内
容

〔黍
ヵ
〕

い
　
。
「人
足
等
受
国
足
□
飯

。
「口
Ｈ

日
回
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
殿

口
日

日
□
神
人
部
宮
加
女
」

∞
Ｐ
い
×
∞
ω
×
∞
　
Φ
解
〕

。
×
升
　
斗
阿
二
升
　
□
□
二
升

。
　

　

　

　

　

　

　

彰
〓
釧
士
　
□

×

〔千
ヵ
〕
　
　
　
　
　
　
　
〔
軍
半
〕

□
□
□
□
□
丁
□
□

得
□

(4)   (3)        (2)

（
８

じ

×

含

じ

×

ト

（
３

じ

×

０

９

×

∞

含

卜
υ

×

含

じ

×

り



い
は
、
完
形
の
木
簡
。
厚
さ
約

一
―
三
ミ
リ
で
、
全
体
と
し
て
比
較
的
薄
い
。

〔黍
ヵ
〕

表
面
は

「□
飯
」
に
か
か
わ
る
内
容
。
国
足
宛
の
飯
を
人
足
ら
が
受
け
た
と
い

う
意
か
。
裏
面
は
墨
痕
不
鮮
明
で
内
容
不
詳
で
あ
る
が
、
女
性
の
人
名
ら
し
き

文
言
な
ど
数
文
字
が
判
読
し
得
る
。
な
お
、
黍
飯
の
古
代
に
お
け
る
用
例
と
し

て
は
、
『延
喜
式
』
の
陰
陽
寮
式

。
大
学
寮
式

・
雑
式
に
、
庭
火

・
平
野
竃
神

祭
や
中
央

・
地
方
の
釈
隻
の
供
物
の
一
つ
と
し
て
み
え
て
い
る
。

②
は
、
上
下
が
欠
損
し
、
右
端
は
割
れ
て
い
る
。
記
載
様
式
は
、
人
名
と
数

量
の
列
記
と
思
わ
れ
る
。
類
似
の
例
と
し
て
は
、
秋
田
城
跡
出
土
の
第

一
人
号

木
簡

（『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
Ⅱ
』。
本
誌
未
報
告
）
な
ど
が
あ
る
。

①
は
、
上
下
及
び
右
端
を
欠
損
し
て
い
る
。
多
く
の
文
字
の
字
画
の
一
部
が

確
認
で
き
る
が
、
墨
痕
が
薄
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ω
は
、
右
端
が
割
れ
、
左
端
は
二
次
的
加
工
と
考
え
ら
れ
る
。
下
部
に
二
文

字
の
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
と
内
容
は
国
立
歴
史
民
谷
博
物
館
の
平
川
南
氏
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

中
条
町
教
育
委
員
会

『下
町

・
坊
城
遺
跡

。
中
倉
遺
跡
ほ
か
』
（中
条
町
埋
蔵

文
化
財
調
査
報
告
九
　
一
九
九
六
年
）

（水
澤
幸

一
）
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埋
蔵
文
化
財
写
真
技
術
研
究
会
編

『埋
文
写
真
研
究
』
第
九
号

文
化
財
写
真
の
研
究
、
技
術
、
情
報
な
ど
写
真
を
撮
る
人
だ
け
で
な
く
、
写
真

を
使
っ
て
報
告
書
を
作
る
人
、
こ
れ
を
読
ん
で
情
報
を
得
る
人
ま
で
、
文
化
財
調

査
に
関
わ
る
人
達
に
必
携
の
雑
誌
。
年
刊
で
現
在
九
号
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る

（三
号
ま
で
は
品
切
れ
）
。

Ｂ
５
版
、　
一
三
ハ
頁
、
カ
ラ
ー
図
版
多
数
、　
一
九
九
八
年
七
月
刊

定
価
三
、
○
○
○
円

送
料
四
冊
ま
で
五
〇
〇
円
、
五
―

一
〇
冊
ま
で

一
〇
〇
〇
円

一
一
冊
以
上
は
無
料

申
込
先
　
一Ｔ
六
三
〇
―
八
五
七
七
　
奈
良
市
二
条
町
二
丁
目
九
十

一

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
内

埋
蔵
文
化
財
写
真
技
術
研
究
会
　
佃
　
幹
雄

宛

阻

〇
七
四
二
十
三

四
十
三
九
三

一

郵
便
振
替
　
一爪
都
〇

一
〇
五
〇
十
九
十
九
九
三
〇

埋
蔵
文
化
財
写
真
技
術
研
究
会



岡
山
。津
寺
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
岡
山
市
津
寺
中
屋

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
八
年
（昭
６３
）九
月
１

一
九
九
〇
年
（平
２
と

一
一月

３
　
発
掘
機
関
　
　
岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
田
　
博

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

・
集
落
跡

・
墓

。
水
田
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
前
期
―
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

津
寺
遺
跡
は
、
岡
山
市
の
北
西
端
の
平
野
部
に
位
置
す
る
。
古
高
梁
川
の
氾

濫
原
で
あ
る
肥
沃
な
谷
底
平
野
が
形
成
さ
れ
、
随
所
に
旧
河
道
の
痕
跡
を
観
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ

る
。
平
野
部
の
西
寄
り
に
は
、

吉
備
高
原
に
源
を
も

つ
現
在
の

足
守
川
が
北
か
ら
南
に
貫
流
す

る
。
津
寺
遺
跡
は
こ
の
足
守
川

の
東
側
に
広
範
に
展
開
し
、
現

邸

地
表
で
は
海
抜
四

・
五
ｍ
前
後

剛

の
水
田
景
観
を
呈
し
て
い
る
。

足
守
川
を
挟
ん
だ
遺
跡
の
西
側

に
は
、
小
山
塊
か
ら
派
生
す
る
低
丘
陵
地
帯
が
広
が
っ
て
い
る
。

遺
跡
の
周
辺
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「備
中
高
松
城
の
水
攻
め
」
の
際
に
毛
利
方

が
陣
を
置
い
た
城
跡
や
、
羽
柴
秀
吉
に
よ
る
水
攻
め
の
築
堤
の
跡
な
ど
が
点
在

し
、
武
将
た
ち
が
対
峙
し
た
往
時
の
歴
史
的
な
景
観
が
今
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。

津
寺
遺
跡
が
そ
の
存
在
を
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
山
陽
自
動

車
道
の
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
主
に
弥

生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
大
規
模
な
集
落
跡
や
水
田
遺
構
が
発
見
さ

れ
た
が
、　
一
方
で
古
代
の
護
岸
工
事
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
長
大
な
堤

防
や
、
方
形
の
区
画
溝
に
囲
ま
れ
内
部
に
掘
立
柱
建
物
群
が
配
置
さ
れ
た
官
行

跡
な
ど
、
特
筆
す
べ
き
発
見
も
相
次
い
だ
。

古
代
の
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
野
上
田
調
査
区
で
出
土
し
た
墨
書
土
器

「倉
」
「上
厨
」
ヨ
屋

な
ど
、
す
ぐ
北
側
の
九
田
調
査
区
で
出
土
し
た
岡
山
県

内
で
は
最
大
の
陶
馬
や
、
鋼
製
の
帝
金
具
が
あ
る
。
ま
た
、
高
田
調
査
区
で
は
、

和
同
開
珠
五
枚
を
納
め
た
胞
衣
容
器
と
推
定
さ
れ
る
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。

一
方
、
足
守
川
西
岸
の
高
塚
遺
跡
で
は
、
完
全
な
流
水
文
銅
鐸
が
埋
納
土
坑

か
ら
出
土
し
、
津
寺
遺
跡
の
東
に
広
が
る
政
所
遺
跡
で
は
、
貨
泉
や
有
釣
の
銅

釧
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
津
寺
遺
跡
を
中
心
と
し
た
こ
の
地
域
が
ま
さ
し
く
古

代
吉
備
の
中
枢
部
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
発
掘
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

今
回
発
見
さ
れ
た
木
簡
は
絵
馬
に
転
用
さ
れ
た
折
敷
片
で
、
中
屋
調
査
区
の

井
戸
五
か
ら
出
上
し
た
。
井
戸
五
は
ほ
ぼ
円
形
を
呈
す
る
井
戸
で
、
東
西
方
向

の
建
物
二
棟
、
南
北
方
向
の
建
物

一
棟
の
他
、
同
時
に
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る



1997年 出土の木簡

浅
い
土
坑
群
数
基
と
と
も
に
、
微
高
地
上
で
検
出
さ
れ
た
。
井
側
は
大
小
の
石

を
簡
略
に
据
え
付
け
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
半
分
は
抜
き
取
ら
れ
て
残
存
し
な
い
。

出
土
遺
物
に
は
、
木
簡
や
漆
塗
り
の
椀
片
の
他
、
水
田
雑
草
で
あ
る
タ
カ
サ

ブ
ロ
ー
の
種
子
が
あ
る
。
タ
カ
サ
ブ
ロ
ー
の
種
子
は
、
井
戸
が
湿
潤
な
状
態
で

保
存
さ
れ
た
た
め
、
下
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
遺
構
群
の

周
辺
低
位
部
に
水
田
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
と
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
遺
構
群

が
農
村
の

一
画
に
存
在
し
た
民
家
と
そ
の
付
属
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

明
確
な
時
期
を
示
す
土
器
類
の
出
土
は
み
ら
れ
な
い
が
、
周
囲
の
遺
構
の
検

出
状
況
や
遺
構
の
埋
積
土
な
ど
の
所
見
か
ら
、
中
世
後
期
の

一
六
世
紀
代
に
存

在
し
た
村
落
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
建
物
の
建
て
替
え
は
み
ら
れ
ず
、
継
続

的
に
存
在
し
た
村
落
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
時

の
足
守
川
が
不
安
定
な
流
路
を
と
っ
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
り
、
常
に
洪

水
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

ω
　
。
「き
ん
せ
い
の
て
ら
た
う

へ
り

〔め
ヵ
〕

□
た
の
回
し

〔と
ヵ
〕

□
□
　
　
　
　
　
　
　
」

□
□

〔
Ｆ
詔
〕

コ
⑫
卑
□

中

⑫

罰

露

□

⑫

Ｐ

　

　

　

　

」

　

　

　

　

］
μ
反

ｅ

Ｘ

Ｎ

墓

折
敷
を
絵
馬
に
転
用
し
た
も
の
で
、
表
面
に
は
躍
動
す
る
裸
馬
二
頭
が
写
実

的
に
描
か
れ
て
い
る
。
文
字
は
表
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
三
行
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て

い
る
が
、
表
裏
で
天
地
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

表
の

一
行
め
の

「き
ん
せ
い
」
が

「欣
盛
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「き
ん
せ

い
の
て
ら
」
は
隆
盛
を
き
わ
め
る
寺
院
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
続
く

「た
う
ヘ

リ
」
は

「塔
辺
」
と
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、

隆
盛
を
き
わ
め
る
寺
院
に
何
か
を
祈
願
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
裏
面
の
内
容
は
判
然
と
し
な
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読

・
解
釈
は
、
比
治
山
大
学
短
期
大
学
部
の
志
田
原
重
人

井戸 5実測図



氏
の
ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

岡
山
県
教
育
委
員
会

『津
寺
遺
跡
四
十
山
陽
自
動
車
道
建
設
に
伴
う
発
掘
調

査

一
四
』
（岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
一
一
六
　
一
九
九
七
年
）（岡

田
　
博
）

9          19cm



1997年 出上の木簡

山
口
・末
原
窯
跡
群

（灰
原
上
邑

１
　
所
在
地
　
　
　
山
口
県
美
祢
郡
美
東
町
大
字
赤
字
北
ヶ
迫

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
―
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
美
東
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
池
田
善
文

・
森
田
孝

一
・
神
田
高
宏

５
　
遺
跡
の
種
類
　
古
代
須
恵
器
窯
跡

。
中
世
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
前
半
―
九
世
紀
、
室
町
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

末
原
窯
跡
群
は
、
秋
吉
台
国
定
公
園
の
北
東
端
に
所
在
し
、
西
中
国
山
地
の

一
郭
で
あ
る
鯨
ヶ
岳

（標
高
六
一
五
じ

の
南
東
に
派
生
し
た
舌
状
丘
陵
南
面

に
位
置
す
る
。　
一
九
七
七
年
に

須
恵
器
窯
跡
四
基
が
発
見
さ
れ
、

長
登
銅
山
跡
と
の
関
連
が
推
察

さ
れ
た
。
そ
の
後
、　
一
九
七
九

年
の
発
掘
調
査
で
五
号
窯
跡
が

新
た
に
検
出
さ
れ
、
窯
体
が
遺

存
し
て
い
る
丘
陵
部
分
が
県
指

定
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

こ
の
た
び
、
窯
跡
前
面
の
水

田
が
圃
場
整
備
の
対
象
と
な
り
、
窯
跡
灰
原
な
ど
の
検
出
を
主
目
的
と
し
て
、

谷
平
野
部
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
は
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、

水
田
基
盤
が
削
平
さ
れ
る
部
分
と
用
水
路
予
定
地
の
五
五
〇
ポ
を
対
象
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
人
―
九
世
紀
の
須
恵
器
窯
跡
の
灰
原
は
、
中

。
近
世
の
整
地
で

大
部
分
が
除
去
さ
れ
て
お
り
、
僅
か
に
灰
原
の
基
底
部
の
み
が
遺
存
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
出
土
し
た
須
恵
器
片
も
灰
原
の
発
掘
と
し
て
は
少
量
で
小
片
ば
か
り

で
あ
っ
た
が
、
灰
原
の
あ
り
方
か
ら
新
た
に
大
号
窯
跡
の
存
在
が
推
定
で
き
た
。

一
方
、
中
世
の
整
地
層
の
面
で
は
、
二
間
×
三
間
の
東
西
棟
掘
立
柱
建
物
、

同
時
期
の
掘
立
柱
建
物
柱
穴
六
基
を
検
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
構
面
も
後
世
の

水
田
開
発
に
よ
り
段
状
に
削
平
さ
れ
て
お
り
、
建
物
に
伴
う
遺
物
は
僅
か
で
、

土
鼎
型
鍋
の
脚
部
、
陶
磁
器
片
が
出
土
し
た
程
度
で
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
東
西
棟
建
物
の
柱
穴
で
あ
る
。
東
西
棟
建
物
は
、

桁
行
柱
間

一
・
九
―
二

・
三
ｍ
、
梁
間
柱
間
二

・
三
―
二

。
九
ｍ
を
測
り
、

六

・
二
ｍ
×
四

・
八
ｍ
の
規
模
を
も
つ
東
で
三
六
度
北
に
振
れ
る
建
物
で
あ
る
。

柱
穴
は
径
三
四
釦
×
三
人
伽
の
楕
円
形
状
で
、
深
さ
四
五
伽
を
測
る
。
木
簡
は

遺
構
面
か
ら

一
五
伽
下
位
で
出
土
し
た
。
柱
は
抜
き
取
ら
れ
て
お
り
、
建
物
南

東
桁
の
中
程
の
柱
穴
二
基
に
は
、
根
込
み
用
の
礫
石
や
板
材
が
遺
存
し
て
い
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω

　

「
×
南
無
北
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

溢
凝
∞
ｏ壱

上
端
が
圭
頭
を
呈
し
下
端
が
欠
落
し
て
い
る
が
、
原
形
は
下
端
を
尖
ら
せ
る

(山  口)



〇
五

一
型
式
の
木
簡
と
推
定
で
き
る
。
材
質
は
ヒ
ノ
キ
材
と
み
ら
れ
る
。

行
篠
か
ら
書
き
出
す
の
で
、
呪
符
木
簡
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、

「南
無
北
方
」
の
解
釈
が
判
然
と
し
な
い
。
「南
」
の
文
字
が
頭
に
あ
り
、
し

か
も
建
物
南
端
の
柱
穴
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で
、
木
簡
の
据
え
ら
れ
て
い
た

具
体
的
な
場
所
を
示
す
も
の
か
と
推
測
で
き
る
が
、
三
文
字
め
が

「北
」
で
あ

る
の
で
、
不
可
解
で
あ
る
。
裏
面
に
は
墨
痕
及
び
文
字
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
。

沖
縄
の
四
隅
用
の

「
フ
ー
フ
ダ
」
に
は

「北
方
多
聞
天
王
」
の
呪
句
の
例
が

あ
り
、
欠
落
部
分
に

「多
聞
天
王
」
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
と
、
「南

無
北
方
多
聞
天
王
」
を
記
し
た

「
四
方
四
仏
」
の

一
つ
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当

と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
は
欠
損
し
た
状
態
で
柱
穴
の
中
位
か
ら
出
土
し
て
お
り
、

柱
の
近
く
に
あ
っ
た
も
の
が
柱
の
抜
き
取
り
後
に
柱
穴
に
紛
れ
込
ん
だ
と
み
る

こ
と
も
で
き
、
残
り
の
三
方
の
東

・
北

。
西
端
で
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と

も
納
得
で
き
る
。
木
簡
の
表
面
の
磨
減
は
顕
著
で
は
な
く
、
風
雨
に
曝
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
柱
の
そ
ば
の
屋
内
に
立
て
ら
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
。
沖
縄
地

方
の
フ
ー
フ
ダ
に
は
、
文
字
面
を
家
屋
の
内
側
に
向
け
て
立
て
ら
れ
て
い
る
例

も
あ
り
、
同
様
の
も
の
と
推
察
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回
出
土
し
た
木
簡
が
家
内
安
全
を
祈
願
し
た
魔
除
け
用

で
あ
る
こ
と
は
歴
然
で
あ
る
。
た
だ
、
四
方
に
配
し
て
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明

で
あ
り
、　
一
本
の
み
で
北
方
の
鬼
門
を
封
じ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

木
簡
の
釈
読
、
及
び
解
釈
に
つ
い
て
は
、
元
山
口
大
学
の
人
木
充
氏
、
東
京

大
学
の
佐
藤
信
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（池
田
善
文
・
森
田
孝
一
）

一

木簡出土地

9       ?       lm
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1997年 出上の木簡

山
▼

萩

城

跡

鼻

堀
地
竪

１
　
所
在
地
　
　
　
山
口
県
萩
市
北
片
河
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月
１

一
九
九
八
年

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
谷
口
哲

一
・
林
　
信
行

・
井
川
隆
司

・
吉
野
祥
子

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
下
町
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

萩
城
は
関
ケ
原
の
戦
い
に
敗
れ
た
毛
利
氏
に
よ
っ
て
、
防
長
移
封
後
の
慶
長

一
三
年

（
三
ハ
〇
八
）
に
建
設
さ
れ
た
。
外
堀
は
遅
れ
て
元
和
八
年

（
三
全
一

三
）
に
完
成
し
て
い
る
。
東
側

の
外
堀
で
は
当
初
堀
幅
二
〇
間

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
町
屋
の

進
出
や
土
砂
の
流
入
に
よ
り

一

四
間
に
狭
ま
り
、
さ
ら
に
堀
底

の
上
昇
に
よ
り
洪
水
の
危
険
が

生
じ
舟
の
通
行
に
も
支
障
を
来

萩

し
た
た
め
、
元
文
四
年

（
一
七

三
九
）
に
藩
は
堀
の
機
能
を
回

復
す
る
た
め
堀
を
浚
渫
し
、
そ
の
土
砂
で
外
堀
の
東
端
を
埋
め
石
垣
を
築
き
、

堀
幅
人
間
と
し
た
。
埋
め
立
て
地
に
は
新
た
に
町
屋
が
成
立
し
、
「北
片
河
町
」
、

「南
片
河
町
」
と
な
っ
た
。

今
回
の
調
査
地
は
、
こ
の
東
側
の
外
堀
に
沿
っ
た
地
域
に
あ
た
る
。
こ
の
地

域
に
お
い
て
道
路
改
修
が
計
画
さ
れ
、
そ
の
事
前
調
査
と
し
て
萩
市
教
育
委
員

会
が
ト
レ
ン
チ
調
査
を
実
施
し
て
き
た
が
、　
一
九
九
七
年
度
は
山
口
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
が
、
北
片
河
町
の

一
部

（
一
四
〇
〇
雷
）
を
対
象
に
発
掘
調
査

を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
堀
幅
人
間
の
時
期
の
町
屋
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
主

な
検
出
遺
構
と
し
て
は
、
石
垣

・
石
列

・
石
段

・
排
水
溝

・
礎
石
建
ち
建
物

・

埋
甕

・
井
戸

・
廃
棄
土
坑
が
あ
る
。
遺
物
は
人
万
点
以
上
あ
り
現
在
整
理
中
で

あ
る
。

木
簡
は

一
人
世
紀
の
廃
棄
土
坑
で
あ
る
Ｓ
Ｋ
八
〇
か
ら
入
点
、
Ｓ
Ｋ
九
二
か

ら
二

一
点
、
計
二
九
点
出
土
し
た
。
判
読
で
き
る
木
簡
は

一
五
点
あ
る
が
、
今

回
は
こ
の
う
ち
の
Ｓ
Ｋ
人
○
出
土
の
二
点
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
本
簡
が
出
土

し
た
こ
れ
ら
の
上
坑
か
ら
は
、
近
世
陶
磁
器
と
と
も
に
、
約
六
〇
〇
点
の
木
製

品

（建
築
部
材
・
下
駄
・
漆
椀
。
櫛
・
箸
・
扇
子
・
羽
子
板
な
ど
）
が
破
棄
さ
れ
た

状
態
で
出
上
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

い
　
。
「
＜
内
山
玄
□
様
□
□
＜
」

。
「
＜
味
喀
構
壱

つ
　
　
＜
」
　

　

　

　

　

　

　

騨Φ隻
］受
『
霞



②
　
。
「

後
雌
憐
政
抑
銑
蹄
紳
牝

弄
オ

〔
部
ヵ
〕

。
「
　
日
回
□

四
□
□
衛
門
在
判

ω
は
三
片
に
分
か
れ
る
が
ほ
ぼ
完
存
し
て
い
る
。
上

。
下
端
に
切
り
込
み
を

入
れ
、
表

・
裏
面
と
両
側
面
は
丁
寧
な
削
り
調
整
を
施
し
て
い
る
。
表
裏
面
と

も

一
部
に
判
読
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。

②
は
完
存
。
表

・
裏
面
、
両
側
面
と
も
削
り
調
整
を
し
て
い
る
。
裏
面
は

一

部
剖
離
し
て
い
る
た
め
文
字
が
判
読
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
人
名
、
地
名
、
商
品
名
や
数
量
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
荷
札
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
木
簡
の
釈
読
は
、
元
山
口
大
学
の
人
木
充
氏
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

⑭
山
口
県
教
育
財
団

・
山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『掘
る
　
見
る
　
わ

か
る
　
城
下
町
―
萩
城
跡

（外
堀
地
区
）
発
掘
調
査
報
告
Ｉ
Ｉ
』
盆

九
九
八
年
）

（谷
口
哲
こ

Ｐ
Φ
∞
×

∞
ミ
×

釦
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1997年出上の木簡

た
か
ま
つ
じ
ょ
う

香
押

一局
松

城
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
一局
松
市
西
の
九
町
五
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）
四
月
１

一
九
九
七
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
香
川
県
教
育
委
員
会

・
⑪
香
川
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ

ー

４
　
調
査
担
当
者
　
藤
好
史
郎

５
　
遺
跡
の
種
類
　
近
世
城
郭
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
六
世
紀
―

一
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

高
松
城
は
、
旧
香
東
川
が
形
成
し
た
河
日
の
三
角
州
上
に
海
に
面
し
て
築
城

さ
れ
て
い
る
。
天
正

一
六
年

全

五
人
八
）
に
生
駒
親
正
に

よ
り
築
城
が
開
始
さ
れ
、
生
駒

藩
改
易
後
高
松
藩
主
と
な

っ
た

松
平
頼
重
ら
に
よ
り
延
宝
五
年

全

六
七
七
）
に
東
ノ
九
艮
櫓

の
築
造
で
ほ
ぼ
完
成
を
み
る
。

今
回
木
簡
が
出
土
し
た
地
点

は
、
本
九
西
側
の
西
ノ
九
の
外

郭
部
に
相
当
し
、
外
堀
の
延
長
線
上
に
あ
る
西
浜
舟
入
り
と
中
堀
と
に
東
西
を

挟
ま
れ
て
い
る
。
生
駒
藩
期
に
は
上
級
家
臣
の
屋
敷
地
が
営
ま
れ
た
郭
で
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
地
表
下

一
四
〇
伽
ほ
ど
の
第
三
整
地
面
の
上
坑
Ｓ
Ｄ

八
Ｂ

一
七
で
あ
る
。
こ
の
土
坑
は
東
西
九

・
三
ｍ
、
南
北
確
認
長
五

・
八
ｍ
を

測
る
概
ね
方
形
の
プ
ー
ル
状
を
呈
し
、
木
簡
は
下
駄
な
ど
の
多
く
の
木
製
品
と

と
も
に
出
土
し
た
。

第
三
整
地
面
は
場
所
に
よ
っ
て
は
鎌
倉
期
の
遺
構
検
出
面
と
な
っ
て
お
り
、

高
松
城
築
城
の
際
の
造
成
時
に
削
平

・
整
地
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
第
三

整
地
面
の
生
駒
期
の
遺
構
と
し
て
は
、
掘
立
柱
建
物
群
と
と
も
に
、
溝

・
井

戸

・
土
坑
な
ど
を
検
出
し
て
い
る
。
溝
や
建
物
は
松
平
初
期
に
描
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
高
松
城
城
下
図
屏
風
の
屋
敷
や
道
路
の
配
置
と
概
ね

一
致
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
時
期
の
高
松
城
下
屋
敷
割
図
と
の
補
完

・
比
較
に
よ
り
、
屋
敷
地
の
位

置

・
所
有
者
を
概
ね
想
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
検
出
し
た
井
戸
や
土
坑
な
ど

の
多
く
は
、
同
時
期
の
建
物
と
切
り
合
わ
ず
、
建
物
を
避
け
る
よ
う
に
掘
ら
れ

て
い
る
印
象
を
受
け
る
も
の
で
、
土
坑
の
中
か
ら
は

「壽
木
」
が
出
土
し
た
も

の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
便
所
と
し
て
掘
ら
れ
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

高
松
城
は
、
松
平
期
初
代
の
松
平
頼
重
の
治
世
末
頃
ま
で
は
、
部
分
改
修
を

繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
上
級
家
臣
の
屋
敷
地
に
お
い
て
も
、

多
く
の
土
坑
が
建
物
を
避
け
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
箇
所
が

改
修
工
事
の
際
に
作
業
地
と
し
て
使
用
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

(高 松)



８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

木
簡
は
、
生
駒
藩
家
臣
上
坂
勘
解
由
宛
に
送
ら
れ
た
材
木
に
伴
う
受
け
渡
し

状
で
あ
る
。
形
状
は
下
半
が
組
く
な
っ
て
い
る
が
、
記
載
さ
れ
た
文
字
の
配
置

か
ら
す
る
と
完
形
で
あ
る
。
ま
ず
、
表
面
の
標
題

「元
和
拾
年
三
月
六
日
二
出

候
舟
二
集
候
木
ノ
覚
」
と
表
面
上
半
、
及
び
裏
面
が
セ
ッ
ト
と
な
り
、
そ
の
後

表
面
の
下
半
が
追
加
記
載
さ
れ
、
最
後
に

「
三
月
拾
日
二
舟
つ
き
申
候
」
が
記

載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

記
載
は
、
標
題

・
木
の
種
類

。
総
量

。
今
回
の
送
付
数
量

。
宛
先

・
残
部
数

量
の
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
七
九
荷
に
つ
い
て
の
記
載
は
、
残
部

数
量
相
当
部
が
表
面
に
記
載
さ
れ
ず
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は

記
載
数
量
か
ら
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
七
九
荷
の
う
ち
勘
解
由
に
直
接
宛

て
た
も
の
が
四
〇
荷
、
大
工
紀
市
宛
の
も
の
が
二
荷
で
あ
り
、
そ
の
残
り
が
裏

面
の
三
七
荷
と

一
致
す
る
。
従
っ
て
、
当
初
の
記
載
位
置
は
表
裏
と
も
木
簡
の

上
半
部
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
木
簡
の
形
状
が

。
「元
和
拾
年
三
月
六
日
二
出
侯
舟
二
集
候
木
ノ
覚

一　
七
拾
九
荷
内
四
拾
荷
　
　
勘
解
由
様
へ
上
リ

一　
４蚕
何
大

〔 工
個
琳
生
上
遣
候
合
四
拾
卦
ど
側
　

『
三
月
拾
一日
二
舟
う
き
由
，候
』

「残
而
三
拾
七
荷
有
〔酢
己

同
ネ
酔
□ｔょ
紀

つ

四
荷
半
内
弐
荷
半

勘
解
由
様
へ
上
リ

残
而
弐
荷
有

下
半
部
に
向
か
っ
て
細
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
対
応
し
よ
う
。
但
し
、
木
簡

に
は
物
品
に
装
着
し
た
よ
う
な
痕
跡
は
残
っ
て
い
な
い
。

木
簡
の
下
半
の
記
載
に
も
上
半
の
体
裁
を
踏
襲
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
、
標
題

も

「同
」
で
改
め
て
記
載
し
、
樹
種
と
考
え
ら
れ
る

「と
ほ
ま
つ
」
が
上
部
ヘ

は
み
出
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
残
部
記
載
が
裏
面
で
は
な
く
表
面
に
続
い
て
記

載
さ
れ
て
い
る
以
外
、
体
裁
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
最
下
部
の

「勘
解
由
様

へ
上
り
」
の
記
載
が
非
常
に
圧
迫
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
体
裁

の
共
通
性
と
と
も
に
、
木
簡
が
原
形
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

最
後
に
記
載
さ
れ
た

「
三
月
拾
日
二
舟
つ
き
申
候
」
は
、
舟
の
到
着
期
日
の

記
載
で
、
「月
」
「拾
」
の
筆
跡
が
上
半
の
標
題
中
の
同

一
文
字
の
筆
跡
と
は
異

な
っ
て
お
り
、
別
人
の
記
載
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
送
付
物
と
と
も
に
こ
の
木
簡

を
受
け
取
っ
た
側
で
書
き
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
木
簡
の
記
載
内
容
を
要
約
す
る
と
、
「元
和

一
〇
年

（
三
全
一四
）

卜
］
釦
×

頓
６
×

卜
　

ｏ
Ｐ
Ｐ
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三
月
六
日
に
舟
出
し
た
木
の
覚
え
書
き
。
樹
種
記
載
の
な
い
木
を
七
九
荷
送
る

予
定
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
内
の
四
〇
荷
を

（上
坂
）
勘
解
由
宛
に
、
二
荷

を
大
工
宛
に
送
る
。
残
部
は
三
七
荷
で
あ
る
。
同
じ
く
、
と
ほ
ま
つ

（９
↓
を

四

・
五
荷
の
内
、
二

・
五
荷
を
勘
解
由
宛
に
送
る
。
残
部
は
二
荷
で
あ
る
。

『
三
月

一
〇
日
に
舟
が
着
い
た
。』
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

屋
敷
割
図
な
ど
の
検
討
か
ら
、
今
回
の
調
査
地
が
上
坂
勘
解
由
屋
敷
を
含
む

可
能
性
を
考
え
て
い
た
が
、
木
簡
出
土
土
坑
の
外
側
の
溝
な
ど
が
生
駒
藩
家
臣

上
坂
勘
解
由
屋
敷
地
の
境
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
こ
れ

に
よ

っ
て
時
期
比
定
も
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
こ
の
木
簡
に
よ

っ
て
送
ら
れ
た

「木
」
は
、
大
工
宛
の
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
建
築
用
の
木
材
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
誰
が
ど
こ
か
ら
発
送
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
船
積
み
で
概

ね
足
か
け
五
日
間
で
木
材
が
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
宛
名
が

「勘
解
由
様
」

と
個
人
名
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
、
木
材
の
発
注
の
性
格
を
考
え
る
上
で
注

目
さ
れ
る
。
ま
た
、
元
和

一
〇
年
は
二
月
三
〇
日
に
改
元
さ
れ
て
寛
永
元
年
と

な
る
。
木
簡
の
記
載
期
日
は
元
号
改
正
期
の
状
況
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
文
の
読
み
下
し
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
教
育
委
員
会
歴
史
博
物
館

準
備
室
の
胡
光
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

香
川
県
教
育
委
員
会

。
働
香
川
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

『高
松
港
頭

土
地
区
画
整
理
事
業
平
成
八
年
度
発
掘
調
査
概
要
　
高
松
城
跡

（西
の
九
町
▼

西
打
遺
跡
』
盆

九
九
七
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（藤
好
史
郎
）



1997年出土の木簡

か
ん
の
ん

じ

徳
島
・観
音
寺
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
徳
島
市
国
府
町
観
音
寺

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年
度
調
査
・

一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
―

一

九
九
八
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑭
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
武
市
文
雄

。
下
内
新
吾

・
吉
田
博
明

・
藤
川
智
之

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

（国
府
▼

河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
初
頭
、
六
世
紀
後
半
―

一
三
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

観
音
寺
遺
跡
の
あ
る
国
府
町
は
徳
島
市
域
の
西
縁
に
位
置
す
る
。
遺
跡
は
吉

野
川
の
一
支
流
で
あ
る
鮎
喰
川

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
沖
積
地

上
、
標
高
六
―
七
ｍ
に
立
地
す

Ｚ
ρ
。国

府
町
は
阿
波
国
府
の
推
定

地
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

動
　
一
〇
世
紀
前
半
に
成
立
し
た

―
　
『和
名
類
衆
抄
』
に
よ
っ
て
、

古
代
の
阿
波
国
府
は
名
東
郡
所

在
と
わ
か
る
こ
と

（も
と
も
と
名
方
郡
で
あ
っ
た
が
、
寛
平
八
年

〈八
九
六
〉
に
名

方
東
郡

〈名
東
郡
〉
と
名
方
西
郡

〈名
西
郡
〉
の
二
郡
に
分
割
さ
れ
た
の
で
、
国
府
は

名
東
郡
所
在
と
記
載
さ
れ
て
い
る
）、
鮎
喰
川
が
形
成
し
た
扇
状
地
左
岸
域
に
条
里

遺
構
が
広
が
り
、
そ
こ
に
国
府
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
国
府
町
矢
野
に

国
分
寺
、
石
井
町
尼
寺
に
国
分
尼
寺
が
所
在
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
る

（石
井
町

尼
寺
の
一
画
の
み
が
名
西
郡
で
、
他
は
全
て
名
東
郡
に
属
し
て
い
た
）。

国
府
比
定
地
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
は
現
在
の
大
御
和
神
社
を
中
心
に
広
が

る
と
み
る
意
見
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
徳
島
市
教
育
委
員
会
に
よ
る

一
〇
次
に

わ
た
る
範
囲
確
認
調
査
に
お
い
て
も
、
国
庁
に
相
当
す
る
遺
構
は
確
認
さ
れ
ず
、

正
確
な
位
置
や
構
造
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
近
年
で
は
、
現
存
す
る
条
里
地

割
を
重
視
し
、
十
六
番
札
所
観
音
寺
を
中
心
と
す
る
案
が
新
た
に
想
定
さ
れ
て

い
る
。
国
分
僧
寺
は
調
査
地
の
南

一
・
五
血
、
国
分
尼
寺
は
西
Ｏ

・
五
血
に
位

置
し
、
古
代
阿
波
国
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
遺
構
が
こ
の
地
域
に
は
点

在
し
て
い
る
。

国
府
町
に
は
奈
良

・
平
安
時
代
の
み
な
ら
ず
、
縄
文
時
代
後
期

・
弥
生
時
代

中
期
―
古
墳
時
代
前
期
な
ど
の
大
集
落
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鮎
喰
川

流
域
は
有
数
の
青
銅
器
の
集
中
地
帯
で
も
あ
る
。
安
都
真
遺
跡
な
ど
か
ら
複
数

の
銅
鐸
が
発
見
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
名
東

・
矢
野
の
両
遺
跡
で
埋
納
状
態
の
銅

鐸
が
集
落
内
よ
り
出
土
し
て
い
る
。

観
音
寺
遺
跡
の

一
九
九
七
年
度
の
発
掘
調
査
で
は
、
溝

・
井
戸
な
ど
の
多
く

の
遺
構
と
と
も
に
大
規
模
な
自
然
流
路
が
検
出
さ
れ
た
。
多
く
の
遺
構
は
平
安



期
に
下
る
も
の
で
あ
る
が
、
流
路
内
か
ら
は
約
五
〇
点
の
木
簡
を
は
じ
め
と
す

る
多
数
の
遺
物
が
出
土
し
た
。

流
路
は
北
流
し
、
検
出
延
長
約

一
五
〇
ｍ
に
及
ぶ
。
幅
は
約
二
〇
ｍ
を
測
り
、

深
さ
は
南
で
約

一
四
〇
卿
と
浅
く
、
北
で
は
約
二
六
〇
伽
と
深
い
。
こ
れ
は
北

へ
の
傾
斜
に
よ
り
、
新
し
い
層
位
の
遺
存
状
況
が
よ
い
こ
と
に
よ
る
。
後
述
す

る
上
層
は
、
北
へ
い
く
ほ
ど
安
定
し
た
遺
存
状
況
を
示
す
。
流
路
の
機
能
し
て

い
た
年
代
は
、
六
世
紀
末
以
降
の
約
二
百
年
間
に
わ
た
る
。

堆
積
層
は
七
世
紀
中
領
を
境
に
上
下
三
層
に
大
別
さ
れ
る
。
上
層
は
シ
ル
ト

層
を
主
体
と
し
、
遺
物
は
原
位
置
を
と
ど
め
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
木
材

加
工
時
の
削
居
を
含
む
な
ど
、
出
土
遺
物
は
全
体
に
小
型
の
も
の
が
中
心
を
し

め
る
。
ほ
と
ん
ど
の
木
簡
は
こ
の
層
に
含
ま
れ
る
。

下
層
で
は
、
砂
層
が
主
体
で
部
分
的
に
間
層
と
し
て
の
シ
ル
ト
層
が
み
ら
れ

る
。
遺
物
は
上
流
か
ら
の
移
動
を
経
て
い
る
も
の
が
多
く
、
完
形
の
土
器
や
建

築
部
材
の
よ
う
な
大
型
品
の
出
土
が
顕
著
で
あ
る
。
い

（「論
譲翌

木
簡
）
は
、

下
層
の
な
か
で
も
比
較
的
上
位
層
の
出
上
で
あ
る
。
共
伴
す
る
出
土
遺
物
の
う

ち
、
須
恵
器
は
田
辺
編
年
の
Ｔ
Ｋ
二
〇
九
式
に
並
行
し
て
お
り
、
七
世
紀
第
Ⅱ

四
半
期
ま
で
に
お
さ
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

木
簡
の
出
土
層
位
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
お
く
。
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀

前
葉
に
か
け
て
は
、
複
数
の
層
に
ま
た
が
っ
て
木
簡
の
出
土
が
み
ら
れ
る
。
郷

里
制
な
い
し
郷
制
下
の
も
の

（口
⑪
）
と

「評
」
表
記
の
も
の

（②
）
が
混
在

す
る
状
況
で
あ
り
、
出
土
層
位
と
木
簡
の
正
確
な
年
代
の
整
合
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
下
位
の
層
位
の
木
簡
の
出
土
層
序
は
安
定
し
て
お
り
、
木
簡
の
記
載

内
容
か
ら
判
断
さ
れ
る
年
代
と
の
矛
盾
は
な
い
。
①

（「己
丑
年
」
七
世
紀
第
Ⅳ

四
半
期
）
・
０

（「五
十
戸
税
」
七
世
紀
第
Ш
四
半
期
）
の
年
代
は
、
他
の
遺
物
の
年

代
観
と
比
較
し
て
も
違
和
感
な
く
理
解
で
き
る
。

遺
物
の
種
類
は
土
器

（須
恵
器
。
土
師
器
・
陶
器
・
磁
器
）、
木
製
品

（容
器
・

農
工
具
・
紡
織
具
・
服
飾
具
・
馬
具
。
木
製
祭
祀
具
・
建
築
部
材
）、
金
属
製
品

（銭

貨
・
鏡
・
農
工
旦
◇
、
自
然
遺
物

（動
物
遺
然
・
植
物
遺
体
）
な
ど
の
多
岐
に
わ
た

る
。
総
数
で
は
、
五
〇
万
点
を
超
え
る
。

木
簡
を
除
く
遺
物
で
は
、
斎
串
な
ど
の
木
製
祭
祀
具
の
出
土
状
況
が
注
目
さ

れ
る
。
七
世
紀
初
頭
以
降
の
数
段
階
に
わ
た
っ
て
、
良
好
な
出
土
状
況
が
確
認

さ
れ
た
。
七
世
紀
初
頭
の
例
で
は
、
土
師
器
の
甕
に
斎
串
十
数
本
を
東
ね
た
状

態
で
突
き
刺
し
て
廃
棄
し
て
い
た
。
七
世
紀
末
の
例
で
は
、
長
さ
や
形
態
に
よ

っ
て
数
本
ず
つ
を
東
ね
た
状
態
で
あ
り
、
数
ｍ
離
れ
た
位
置
に
は
上
顎
と
下
顎

を
分
割
し
た
馬
の
頭
骨
が
供
え
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
例
で
も
、
端
部
の
揃

え
方
か
ら
み
て
廃
棄
時
の
位
置
関
係
を
と
ど
め
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
。
祭
祀

に
用
い
ら
れ
な
木
製
品
に
は
、
斎
串
の
他
に
人
形

。
舟
形

。
陽
物
形
な
ど
が
あ

る
。
年
代
に
よ
っ
て
組
成
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
、
現
段
階
で
は
七
世
紀

末
に
も
っ
と
も
種
類
が
豊
富
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

木
製
品
は
ど
の
層
に
も
均
等
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
、
年
代
に
よ
っ
て
偏

り
の
あ
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
前
者
と
し
て
は
斎
串
、
曲
物
、
木
錘
を
含

む
紡
織
具
が
あ
り
、
後
者
で
は
下
層
に
多
い
も
の
と
し
て
建
築
部
材
、
農
工
具
、
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が
あ
げ
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
成
果
は
、
阿
波
国
府
が
観
音
寺
を
中
心
と
す
る
微
高
地
に
存
在

し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
立
証
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
構
造
や
成
立
過

程
に
つ
い
て
も
重
要
な
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

国
府
の
構
造
に
つ
い
て
は
国
庁
そ
の
も
の
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

な
お
不
明
要
素
が
大
き
い
。
但
し
、
当
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
一
連
の
調
査

に
よ
っ
て
も
、
方
位
な
ど
に
基
づ
く
整
然
と
し
た
地
割
は
確
認
さ
れ
ず
、
こ
れ

ま
で
に
提
示
さ
れ
た
六
町
や
人
町
の
方
形
範
囲
内
の
街
区
プ
ラ
ン
は
再
考
を
要

す
る
も
の
と
な
っ
た
。

国
府
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
想
定
案
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
の
案
を
と
る
に
し
て
も
、
観
音
寺
遺
跡
は
阿
波
国
府
内
か
、
国
府
の
西
縁

部
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
木
簡
の
内
容
や
、
そ
の
他
の
出
土
遺
物
か
ら
み

る
と
、
観
音
寺
遺
跡
は
、
阿
波
国
府
お
よ
び
阿
波
国
の
政
務
が
と
り
行
な
わ
れ

た
国
庁
と
深
く
関
わ
る
遺
跡
と
み
て
間
違
い
な
い
。

一
方
、
流
路
内
の
年
代
は
、
国
府
成
立
期
を
遡
っ
て
六
世
紀
末
か
ら
継
続
し

て
お
り
、
空
白
期
を
お
か
な
い
。
徳
島
市
の
西
に
隣
接
す
る
名
西
郡
石
井
町
に

は
、
「栗
国
造
墓
碑
」
が
あ
り
、
名
方
郡
大
領
で
あ
る
粟
凡
直
の
名
が
み
え
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
栗
国
造
家
は
名
方
郡
内
に
本
拠
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
観

音
寺
遺
跡
で
出
土
し
た
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
膨
大
な
遺
物
は
、

国
造
家
の
邸
宅
に
伴
う
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
と
す
れ
ば
、
栗
国
造
の
本
拠

で
あ
っ
た
施
設
を
七
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
以
降
に
発
展

・
拡
張
さ
せ
て
取
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
国
府
が
成
立
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

観
音
寺
遺
跡
の
所
在
す
る
鮎
喰
川
の
左
岸

一
帯
は
、
鮎
喰
川
の
旧
河
道
が
幾

筋
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
自
然
の
湧
水
が
ま
こ
と
に
豊
富
で
あ
り
、
検
出
さ

れ
た
旧
河
道
か
ら
も
絶
え
ず
水
が
湧
き
出
し
て
い
た
。
す
ぐ
東
に
隣
接
す
る
舌

洗
池
も
、
自
然
湧
水
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
池
で
あ
る
。
多
数
の
木
簡
や
斎
串
、

多
量
の
建
築
部
材
が
検
出
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
自
然
条
件
に

よ
る
所
が
大
き
い
。

今
回
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
は
、
検
討
会
を
行
な
っ
た

一
九
九
八
年
七
月

二
六
日
の
段
階
で
六
人
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
取
り
上
げ
た
木
製
品
を
水
洗

い
す
る
過
程
で
も
新
た
に
木
簡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
釈
読
が
完

了
し
て
公
表
し
た

一
四
点
に
つ
い
て
の
み
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、　
一

九
九
七
年
度
調
査
地
の
北
側
に
隣
接
す
る
地
域
を

一
九
九
八
年
度
に
発
掘
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
約

一
〇
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡

の
総
数
は
九
〇
点
近
く
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、　
一
九
九
七
年

度
調
査
出
土
木
簡
の
今
回
未
報
告
分
と
合
わ
せ
て
次
号
で
報
告
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

〔
四
ヵ
〕

い

　

「
己

丑

年

□

月

十

九

日

＜

」
　

　

　

　

　

　

　

Ｐ
∞
粟

卜
受

卜

ｏ
驚

②

　

「
＜
麻
殖
評
伎
研
宍
二
升
」
　
　
　
　
　
　
　
や岸反
μ受
卜
霊
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時
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＜
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＜
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面
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井
郷
忍
海
マ
得
矢
女
九
月
七
日
」
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□
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九
　

置
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□
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⑬
　
．

阿
波
回
□ 〔坤

寧
／
郡
郡
郡

〔名
芭
〔名
ヵ
〕

。
国
国
国
国
国
道
道
道
道

⑭

　

□
曲
マ
里
五
人
」

記
載
さ
れ
た
内
容
や
出
上
し
た
層
位
か
ら
み
る
と
、
七
世
紀
後
半
の
木
簡
が

多
い
。
ま
た
３
亀
三
年

（七
一
七
）
五
月
か
ら
天
平

一
一
年

（七
三
九
）
末
頃
ま

で
施
行
さ
れ
た
郷
里
制
下
の
木
簡
や
、
そ
れ
以
後
の
郷
制
下
の
木
簡
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
、
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
か
ら
人
世
紀
代
の
木
簡
群
が
出
上
し
た

こ
と
に
な
る
。
千
支
を
記
す
付
札
木
簡
や
記
録
木
簡
を
含
み
、
内
容
的
に
も
注

目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。

い
の
己
丑
年
は
、
持
統
三
年

全
ハ
八
九
）
に
あ
た
る
。
己
丑
年
来
月

（四
月

か
）
二
十
九
日
の
日
付
を
記
す
付
札
。
下
端
部
の
切
り
欠
き
付
近
に
、
墨
痕
ら

1997年出上の木簡

（
］
卜
∞
）
×
∞
∞
×
頓
　
Φ
∞
Ｐ

（
］
］
銀
）
×
∞
］
×
の
　
ｏ
騨
Φ

(3)部分
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し
き
も
の
が
あ
る
が
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
見
て
も
、
墨
痕
と
は
断

定
し
に
く
い
。
い
が
出
土
し
た
層
位
の
下
か
ら
も
、
か
な
り
の
数
の
木
簡
が
出

土
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
年
代
を
遡
ら
せ
う
る
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
麻
殖
評
か
ら
貢
進
さ
れ
た
雉

（伎
珂
）
の
肉

全
◇

二
升
に
付
け
ら

れ
た
木
簡
。
麻
殖
評
か
ら
の
貢
進
物
付
札
で
、
観
音
寺
遺
跡
が
阿
波
国
府
で
あ

る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
「殖
」
は
異
体
字
。
上
端
部
の
切
り
欠
き
は
、

珍
し
い
形
状
で
あ
る
。

『万
葉
集
』
に

「雉
」
が
歌
わ
れ
て
お
り

（巻
十
十

一
人
六
六
、
巻
十
三
十
三

三
一
〇
な
ど
）、
「キ
ギ
シ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が

（キ
・
ギ
と
も
に
甲
類
）、
本
木

簡
に
よ
り
、
す
で
に

「キ
ジ
」
と
読
む
事
例
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
麻
殖

郡
忌
部
郷
の
種
野
山
は
、
中
世
、
豊
か
な
山
の
幸
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

①
に
は

「
五
十
戸
税
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
注
目
さ
れ
る
。
二
断
片
に
分
か

れ
て
出
土
し
た
が
、
釈
読
作
業
中
に
接
続
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
「高
志
五

十
戸
税
三
百
十
」
の

「十
」
の
箇
所
で
折
れ
て
い
た
が
、
下
の
部
分
と
接
続
で

き
た
こ
と
に
よ
り
、
税
の
単
位
は

「束
」
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
上

端
都
近
く
の
中
央
部
に
、
刀
子
で
浅
く
狭
っ
た
痕
跡
が
あ
る
。
貫
通
し
た
孔
で

は
な
い
。
左
右
の
側
面
は
割
ら
れ
て
い
る
。

一
段
め
は
、
右
か
ら
左

へ

「波
（
二
十
戸
税
三
百
□
」
「高
志
五
十
戸
税
三

百
十
四
束
」
と
書
く
。
「波
（
五
十
戸
税
三
百
□
」
の
回
は
、
残
画
か
ら
す
る

と

「十
」
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
二
段
め
は
、
「高
志
五
十
戸
税
三
百
十

四
束
」
と
同
じ
行
に
、
や
や
空
白
を
お
い
て
、
「佐
井
五
十
戸
税
三
」
と
書
く
。

そ
の
下
は
折
れ
て
い
る
。
二
段
め
の
右
半
部
は
欠
け
て
い
る
の
で
、
「波
（
五

十
戸
税
三
百
□
」
と
同
じ
行
に
文
字
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
確
認
で
き
な
い
。

二
段
め
の

「佐
井
」
の
左
側
に
、
明
ら
か
に
墨
点
を
確
認
で
き
る
の
で
、
「高

志
五
十
戸
税
三
百
十
四
東
」
と

「佐
井
五
十
戸
税
三
」
と
書
い
た
行
の
左
側
に
、

も
う

一
行
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

「里
」
と
明
記
さ
れ
た
事
例
で
最
も
古
い
の
は
、
藤
原
宮
跡
出
上
の

「
三
野

大
野
評
阿
漏
里
」
で
、
癸
未
年

（天
武
一
二
年
＝
六
仝
二
年
）
の
年
紀
を
も
つ
。

「里
」
の
表
記
が
定
着
す
る
以
前
に
は
、
「
五
十
戸
」
と
記
さ
れ
た
。
木
簡
を

は
じ
め
と
す
る
資
料
類
に
二
十
戸
と
記
さ
れ
た
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
約
二
〇

例
ほ
ど
あ
る
。
働
も
新
た
に
そ
の
事
例
に
加
え
ら
れ
る
。

『和
名
抄
』
に
、
名
方
西
郡
に
埴
土

（波
爾
）
郷

・
高
足

（多
加
之
）
郷
が
み

え
る
。
佐
井
郷
は
み
え
ず
、
そ
の
所
属
郡
は
不
明
で
あ
る
。
『和
名
抄
』
で
は
、

名
方
西
郡
は
埴
土
郷

。
高
足
郷

・
土
師
郷

。
桜
間
郷
の
順
に
、
四
郷
が
記
さ
れ

て
い
る
。
埴
土
郷

・
高
足
郷
の
順
に
注
目
す
れ
ば
、　
一
段
め
は
右
か
ら
左
へ
書

き
継
い
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
に
み
え
る
五
十
戸
が
名
方
評
に
所

属
す
る
も
の
だ
け
な
の
か
、
他
の
評
の
五
十
戸
も
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
、
間

題
を
残
す
。

埴
土
郷
は
、
気
延
山
北
麓
の
石
井
町
石
井

・
浦
庄
か
ら
、
気
廷
山
の
南
側
で

鮎
喰
川
右
岸
の
徳
島
市
入
田
町
に
及
が

一
帯
と
さ
れ
る
。
高
足
郷
は
吉
野
川
左

岸
の
上
板
町
高
磯
を
中
心
と
し
た

一
帯
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
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先
に

「
二
十
戸
」
と
記
す
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
〇
例
ほ
ど
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
サ
ト

（里
）
と
同
義
の
用
例
で

あ
る
。
唯

一
、
例
外
で
あ
る
の
は
、
飛
鳥
京
跡
第
五

一
次
調
査
で
出
土
し
た

「白
髪
部
五
十
戸
」
「破
十
日
」
と
記
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
簡
と
と
も
に

「大
花
下
」
の
冠
位
を
記
す
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
斉
明
―
天
智
朝
頃

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の

「
二
十
戸
」
の
事
例
よ
り
も
や
や
古
く
、
さ
ら

に
五
十
戸
か
ら
十
個
の
破
を
貢
進
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
て
、
注
目
さ
れ
る
。

①
で
は
、
高
志
五
十
戸
の
税
三
百
十
四
束
と
明
記
し
て
い
る
。
波
（
五
十
戸

の
税
額
は
、
折
損
の
た
め
不
明
だ
が
、
三
百
束
を
越
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

「佐
井
五
十
戸
税
三
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
戸
ご
と
に
課

さ
れ
た

「税
」
を
集
計
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
。

「税
」
は
、
オ
ホ
チ
カ
ラ

。
夕

（日
）
チ
カ
ラ
と
読
ま
れ
、
田
租
の
意
で
あ

る
。
屯
倉
の
田
部
に
課
さ
れ
た
り

（安
閑
紀
二
年
九
月
条
）、
田
税
の
用
例
も
あ

る

（天
智
紀
八
年
是
冬
条
）。
波
容

。
高
志

。
佐
井
な
ど
の
五
十
戸
に
課
さ
れ
た

税
は
、
出
挙
に
関
わ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
や
や
微
額
に
す
ぎ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
額
は
、
い
ず
れ
も
三
百
十
東
前
後
と

一
律
で
あ
る
の

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
は
、
杖
状
の
木
製
品
の
四
面
に
墨
書
が
あ
り
、
「飢
」
に
あ
た
る
も
の
か
。

下
端
部
を
削
っ
て
少
し
細
く
し
て
お
り
、
そ
の
部
分
で
折
損
し
て
い
る
。
も
と

も
と
地
面
に
突
き
刺
す
よ
う
な
形
状
だ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

一
応
、
幅
広
の
方
を
表
と
裏
、
幅
の
狭
い
方
を
左
右
側
面
と
し
た
。
表
面
の

下
三
字
と
裏
面
の
文
字
は
や
や
大
き
く
草
書
風
。
左
右
の
両
側
面
と
、
表
面
の

下
三
字
を
除
く
部
分
の
文
字
は
や
や
小
さ
く
、
隷
書
風
の
要
素
の
残
る
書
体
で

あ
る
。
左
側
面
の
文
字
に
、
左
端
部
の
筆
画
が
欠
け
た
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
、

左
右
側
面
に
墨
書
し
た
後
、
表
裏
を
少
し
削
っ
て
書
い
た
も
の
と
判
断
し
た
。

し
た
が
っ
て

『論
語
』
の
学
而
篤
を
記
す
左
側
面
が
、
も
と
も
と
の
表
面
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
は
、
出
土
層
位
か
ら
み
て
、
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
の

も
の
で
あ
る
。

左
側
面
に

「子
日
　
学
而
習
時
不
孤
□
子
□
自
朋
遠
方
来
亦
時
楽
子
人
不
【酌
こ

亦
不
岨
」
の
文
言
が
あ
る
。
『論
語
』
学
而
篇

一
の

「子
日
学
而
時
習
之
。
不

亦
説
子
。
有
朋
自
遠
方
来
。
不
亦
楽
子
。
人
不
知
而
不
岨
」
に
よ
っ
て
は
い
る

も
の
の
、
文
章
に
少
し
違
い
が
あ
る
。
釈
読
し
た
右
側
面
や
表
面
の
文
言
は
、

『論
語
』
に
み
え
な
い
。

学
令
の
第
五
条
に
、
大
学
や
国
学
で
教
授
す
べ
き
経
書
と
し
て
、
『周
易
』

以
下
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
兼
習
す
べ
き
も
の
と
し
て

『論
語
』
と

『孝
経
』
が
み
え
て
い
る
。
そ
の
た
め

『論
語
』
を
習
書
し
た
木
簡
や
墨
書
土

器
の
報
告
が
、
藤
原
宮
跡
や
平
城
宮
跡
を
始
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
遺
跡
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
市
の
阪
原
阪
戸
遺
跡
か
ら
も
奈
良
時
代
の

『論
語
』

学
而
篇
十
の
習
書
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
が
、
文
言
に
定
本
と
異
な
な
部
分
が

あ
っ
た

（本
誌
一
六
号
）。

い
は
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
の
木
簡
で
あ
る
か
ら
、
『論
語
』
を
習
書
し
た

も
の
と
し
て
は
最
古
の
事
例
と
な
る
。
阿
波
国
府
に
国
学
が
置
か
れ
た
の
は
、



大
宝
令
施
行
に
際
し
て
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
に
阿
波

で

『論
語
』
が
受
容
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
背
景
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

阿
波
国
造
の
居
館
で
、
「論
語
』
の
教
授

・
学
習
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
の
推

測
も
可
能
で
あ
る
。
阿
波
国
に
は
渡
来
系
氏
族
の
分
布
が
散
見
し
、
ま
た
麻
殖

郡
呉
島
郷
の
地
名
も
み
え
る
。
ま
た
阿
波
国
造
で
あ
っ
た
栗
凡
直
の
一
族
か
ら
、

後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
板
野
郡
の
人
、
外
従
五
位
下
行
明
法
博
士
粟
凡
直
鱒

麻
呂
ら
に
対
し
、
貞
観
四
年

（八
六
一
０
九
月
、
栗
宿
幅
の
姓
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
参
考
に
な
る

（『日
本
三
代
実
録
し
。

⑤
は
郷
里
制
下
の
木
簡
。
『和
名
抄
』
に
津
迩
郷
は
み
え
な
い
。
観
音
寺
遺

跡
出
上
の
木
簡
に
み
え
る
地
名
に
つ
い
て
、
『和
名
抄
』
の
郷
名
に
み
え
な
い

事
例
が
散
見
す
る
。
阿
波
国
府
の
所
在
し
た
名
方
郡
や
隣
接
す
る
板
野
郡

・
阿

波
郡
は
、
吉
野
川
の
下
流
域
に
あ
た
り
、
河
道
の
変
遷
が
激
し
か
っ
た
地
域
で

あ
る
。
『和
名
抄
』
に
み
え
な
い
地
名
が
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

０
は
、
代
制
下
の
木
簡
。
小
字
名
が
付
さ
れ
た
各
水
田
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
田
積
と
耕
作
が
可
能
で
あ
っ
た
田
積
を
、
四
行
に
わ
た
っ
て
書
き
上
げ
た

記
録
で
あ
る
。
四
行
日
は
墨
痕
が
薄
く
、
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
。
上
端
部

は
刀
子
で
切
り
目
を
入
れ
て
折
り
取
り
、
ま
た
ほ
ぼ
中
央
で
、
人
為
的
に
刀
子

で
縦
に
割
っ
て
い
る
。
丁
寧
な
廃
棄
方
法
が
興
味
深
い
。

０
は
、
表
裏
と
も
に
腐
蝕
が
甚
だ
し
い
。
『和
名
抄
』
に
丹
生
郷
は
み
え
な

い
が
、
阿
南
市
水
井
町

一
帯
に
所
在
す
る
水
井
水
銀
鉱
山
と
の
関
わ
り
が
注
目

さ
れ
る
。
水
井
水
銀
鉱
山
は
、
明
治
期
の
最
盛
期
に
は
全
国
の
水
銀
産
出
量
の

約
六
〇
％
を
占
め
て
い
た
。
同
鉱
山
の
周
辺
で
確
認
さ
れ
た
若
杉
山
遺
跡
は
、

弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
初
期
に
、
朱
の
原
石
で
あ
る
辰
砂
を
採
掘
し

砕
石
し
た
遺
跡
で
、
砂
岩
製
の
石
臼
や
石
杵
が
出
土
し
て
い
る

（菅
原
康
夫
氏

『日
本
の
古
代
遺
跡

３７
徳
島
う
。
丹
生
里
は
、
若
杉
山
遺
跡
や
水
井
水
銀
鉱
山

周
辺
の
地
域
を
指
す
可
能
性
が
大
き
い
。
阿
南
市
は
、
古
代
に
は
阿
波
国
那
賀

郡
で
あ
り
、
『先
代
旧
事
本
紀
』
に
長
国
造
が
み
え
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。

①
は

「第
国
マ
」
と
記
す
が
、
弟
国
部
で
あ
る
。
裏
面
上
部
に
、
ご
く
薄
く

二
字
分
ほ
ど
の
墨
痕
が
あ
る
。
上
端
部
は
折
損
し
て
い
る
が
、
左
肩
に
切
り
欠

き
の
一
部
分
が
残
っ
て
い
る
。
弟
国
部
は
、
継
体
天
皇
の
弟
国
宮
を
守
衛
す
る

た
め
に
設
置
さ
れ
た
名
代
。
他
の
事
例
と
し
て
、
飛
騨
国
荒
城
郡
の
弟
国
部
弟

日
が
み
え
る

（持
統
紀
八
年
十
月
条
）。
弟
国
部
が
阿
波
国
に
設
置
さ
れ
た
こ
と

は
、
安
閑
朝
に
お
け
る
春
日
部
屯
倉
の
設
置
や

（安
閑
紀
二
年
五
月
条
）、
六
世

紀
後
半
に
至
り
、
名
方
郡

・
板
野
郡

・
阿
波
郡
を
凡
粟
直
が
国
造
と
し
て
支
配

す
る
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
と
深
く
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

①
は
、
上
端
部
を
刀
子
で
圭
頭
状
に
、
ま
た
下
部
は
綱
く
尖
ら
せ
て
い
る
。

二
宇
め

・
三
字
め
の
運
筆
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
終
井
郷
は
井
終
郷
の
書
き

誤
り
で
あ
ろ
う
。
『和
名
抄
』
に
、
名
方
東
郡
に
丼
上

（井
乃
倍
）
郷
が
み
え
、

ま
た
河
内
国
志
紀
郡
に
丼
於

（為
乃
倍
・
井
乃
倍
）
郷
の
事
例
が
あ
る
。

廷
喜
二
年

（九
〇
一
し

の

「阿
波
国
板
野
郡
田
上
郷
戸
籍
」
に

「忍
海
」
の

事
例
が
み
え
て
い
る
。

212
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⑩
は
習
書
。
六
つ
の
断
片
と
な
っ
て
い
る
。
崚
は
ア
ワ
ビ
。
鰻
は
や
や
具
体

字
で
、
寿
を
隻
に
作
る
。
エ
ビ
を
海
老

・
老
海
と
両
様
に
書
く
。

⑪
は
ほ
ぼ
中
央
で
縦
に
半
裁
さ
れ
て
い
る
。

⑫
は
下
部
を
尖
ら
せ
て
い
る
。
『和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
名
方
東
郡
に
賀
茂
郷

が
あ
り
、
ま
た
「阿
波
国
板
野
郡
田
上
郷
戸
籍
」
に
錦
部
が
み
え
て
い
る
。
「錦
」

の
金
偏
は
異
体
字
。
ま
た

「鹿
」
も
、
ヤ
マ
イ
ダ
レ
の
異
体
字
と
な
っ
て
い
る
。

④
は
習
書
木
簡
。
「□
方
」
、
「□
□
方
」
の

「□
」
の
字
の
崩
し
は
、
「名
」

で
は
な
い
が
、
名
方
の
意
で
書
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
阿
波
国
の

「波
」
の
サ
ン

ズ
イ
の
崩
し
も
珍
し
い
。
ま
た
こ
の
木
簡
で
は
、
所
々
に
ご
く
薄
く
墨
痕
が
あ

る
。
も
と
の
木
簡
を
削
り
直
し
て
、
習
書
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

⑭
の
上
端
部
裏
面
は
焼
け
焦
げ
て
い
る
。
肉
眼
で
は
、
「
五
人
」
の
文
字
が

見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
上
部
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
確
認
し
た
。
縦

の
筆
画
が
四
本
み
え
る
こ
と
か
ら
、
「曲
」
と
判
断
し
た
。　
一
字
め
は
残
画
か

ら
す
れ
ば
、
「評
」
の
可
能
性
が
大
き
い
。
『和
名
抄
』
に
曲
部
郷
は
み
え
な
い

が
、
阿
南
市
に
大
山
の
地
名
が
あ
り
、
那
賀
郡
に
所
属
し
た
。

勾
部
の
事
例
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
曲
部
も
勾
大
兄
皇
子

（安
閑
天
皇
）
の
名

代
の
可
能
性
が
あ
る
。
曲
部
里
の
地
名
が
曲
部
設
置
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、

①
の
弟
国
部
と
あ
わ
せ
、
六
世
紀
前
半
代
が
阿
波
に
お
け
る
画
期
で
あ
り
、
後

半
に
栗
凡
直
が
国
造
と
な
っ
て
い
く
歴
史
的
背
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ω
ｌ
⑭
の
木
簡
に
つ
い
て
、
簡
略
な
注
記
を
加
え
た
が
、
以
下
、
古
代
史
の

立
場
か
ら
、
観
音
寺
遺
跡
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

第

一
点
　
七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
阿
波
国
府
跡
か
ら
、
日
本
最
古
級
の

も
の
を
含
む
木
簡
群
が
出
土
し
た
。
と
り
わ
け
隷
書
風
の
論
語
木
簡
や
五
十
戸

税
の
木
簡
は
、
史
料
的
価
値
が
高
い
。
木
簡
の
内
容
か
ら
み
る
と
、
出
雲
国
庁

と
意
宇
郡
行
が
隣
接
し
て
い
た
よ
う
に
、
阿
波
国
府
の
国
庁
に
隣
接
し
て
名
方

評
衛
が
所
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
点
　
エハ
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
祭
祀
遺
物
も
多
数
出
土

し
て
お
り
、
栗
国
造
に
よ
る
水
辺
の
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

第
三
点
　
こ
の
地
域
を
支
配
し
た
栗
国
造
の
領
域
内
に
、
七
世
紀
後
半
、
阿

波
国
府
が
置
か
れ
た
。
今
回
出
上
し
た
木
簡
群
か
ら
、
初
期
国
府
段
階
に
お
け

る
地
方
行
政
の

一
端
が
、
初
め
て
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従

来
、
全
国
の
国
府
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
全
て
人
―

一
〇
世
紀
の
も
の
で
、

七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
事
例
は
、
観
音
寺
遺
跡
が
最
初
で
あ
る
。
き
わ
め

て
注
目
す
べ
き
遺
跡
で
あ
り
、
出
土
し
た
木
簡
群
は
、
今
後
の
日
本
古
代
史
研

究
に
必
須
の
資
料
と
言
え
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
は
、
繰
り
返
し
肉
限
で
観
察
し
て
墨
痕
を
追
い
、
最
終

的
に
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
確
認
し
て
、
文
字
を
確
定
し
た
。
釈
文

は
記
者
発
表
し
た
も
の
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、　
一
九
九
八
年
七
月
二
六
日
、

①
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
行
な
わ
れ
た
本
簡
検
討
会
で
の
成
果
を
踏

ま
え
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
い
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
の
平
川
南
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
舘
野
和
己
氏
の
ご
教
示
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。　
　
　
　
　
　
全

―
士
　
藤
川
智
之
、
八
　
和
田
　
率
）



福
岡
・香
椎
Ｂ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
市
東
区
香
椎
字
寺
熊

２
　
調
査
期
間
　
　
第
二
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）

一
月
―
四
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
福
岡
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
下
村
　
智

・
瀧
本
正
志

。
田
上
勇

一
郎

。
本
田
浩
二
郎

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

。
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
平
安
時
代
末
―
戦
国
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
地
は
旧
郡
名
で
は
筑
前
国
粕
屋
郡
香
椎
と
な
る
。
福
岡
平
野
の
東
辺
部

を
画
す
多
々
良
川
か
ら
東
は
、
三
郡
山
系
の
博
多
湾
ま
で
達
す
る
丘
陵
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
、
丘
陵
間
に
は
幾

つ
か
の
谷
地
形
が
所
在
す
る
。

そ
の
中
で
香
椎
川
水
系
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
谷
は
、
幅

一
〇
〇

ｍ
、
奥
行
き
二
ｈ
の
規
模
を
有

し
、
や
や
蛇
行
気
味
に
東
西
方

Ｄ

向
に
伸
び
る
。
西
方
は
開
口
し

福

て
博
多
湾
に
面
し
、
東
方
は
低

い
峠
を
越
え
て
宇
美
、
太
宰
府

へ
と
通
じ
る
。
こ
の
谷
の
海
岸
か
ら

一
』
ほ
ど
奥
に
、
『香
椎
宮
編
年
記
』
に

神
功
皇
后
を
祭
神
と
し
て
神
亀
元
年
に
建
立
さ
れ
た
と
あ
る
香
椎
宮

（廟
）
が

位
置
す
る
。
香
椎
Ｂ
遺
跡
は
宮
か
ら
さ
ら
に
五
Ｏ
Ｏ
ｍ
ほ
ど
谷
奥
に
立
地
す
る
。

今
回
の
調
査
は
宅
地
開
発
に
伴
う
も
の
で
、
計
画
地
内
に
あ
る
中
世
―
戦
国

期
の
山
城
の
御
飯
ノ
山
城
が
立
地
す
る
小
山
な
ど
の
丘
陵
を
切
り
崩
し
て
香
椎

Ｂ
遺
跡
が
立
地
す
る
谷
を
埋
め
、
三
〇
万
ポ
の
宅
地
を
造
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

調
査
は

一
九
九
二
年
１

一
九
九
八
年
の
四
年
間
、
四
次
に
及
ん
だ
。　
一
九
九

五

。
九
六
年
の
調
査
で
は
谷
部
の
三
二
〇
〇
〇
ド
を
、　
一
九
九
七
年

。
九
八
年

で
は
工
事
の
関
係
で
九
二

・
九
六
年
に
調
査
の
で
き
な
か
っ
た
谷
部
の
二
五
〇

〇
ポ
と
山
城
跡

（御
飯
ノ
山
城
）
の
全
面
的
な
調
査
と
を
行
な
っ
た
。

調
査
の
結
果
、
平
安
時
代
末
―
戦
国
時
代
の
掘
立
柱
建
物

・
井
戸

・
溝

・
土

墳
墓

・
堂
跡
な
ど
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
奈
良
時
代
―

一
六
世
紀
の

須
恵
器

・
土
師
器

・
備
前
や
常
滑
産
の
陶
器

。
中
国
産
陶
磁
器
の
他
に
、
木

簡

・
生
活
用
具
や
祭
祀
関
係
の
木
製
品
、
瓦
類
の
多
種
多
様
な
遺
物
が
、
各
遺

構
や
整
地
土
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

調
査
地
の
谷
は
、
南
側
の
三
分
の

一
程
が
未
調
査
の
ま
ま
宅
地
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
不
明
部
分
を
残
す
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
か
ら
香
椎
Ｂ
遺

跡
の
歴
史
的
変
遷
を
概
観
し
て
お
く
。
平
安
時
代
後
半
に
は
、
微
高
地
に
掘
立

柱
建
物
が
認
め
ら
れ
る
が
、
整
然
と
区
画
さ
れ
た
地
割
は
出
現
せ
ず
、
自
然
流

路
や
溜
り
、　
一
部
に
は
水
田
が
残
る
。
遺
構
と
し
て
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

安
楽
寺
所
用
軒
九
瓦
や
鎌
倉
時
代
の
大
型
鬼
瓦
な
ど
の
瓦
類
が
出
土
し
て
お
り
、
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当
地
で
の
寺
院

。
公
的
施
設
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。　
一
一
世
紀
後
半
、
遅
く

と
も

一
二
世
紀
初
頭
に
は
本
格
的
整
地
作
業
が
始
ま
り
、
谷
部
に
屋
敷
群
が
形

成
さ
れ
て
い
く
。　
〓

一世
紀
に
は
墨
書
磁
器

（郷
頁
図
参
昭
じ
が
限
定
さ
れ
た

地
区
内
か
ら
多
く
出
土
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
寺
熊
地
区
に
香
椎
宮
の
対
宋
貿
易

を
掌
握
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
宋
人
の
屋
敷
の
存
在
を
強
く
示
唆
す
る
。
遅
く
と

も

一
三
世
紀
に
は
南
北
方
向
の
溝
や
柵
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
調
査
区
中
央
部

の
寺
熊
地
区
に
大
型
の
掘
立
柱
建
物
を
中
心
と
し
た
屋
敷
が
出
現
す
る
。　
三
二

世
紀
後
半
に
は
御
倉
谷
地
区
に
火
葬
墓
が
造
ら
れ
始
め
る
。　
一
四
世
紀
後
半
―

一
五
世
紀
前
半
に
は
、
生
水
地
区
に
お
い
て
、
掘
立
柱
建
物
の
主
屋
、
馬
屋
、

仏
堂
な
ど
か
ら
な
る
屋
敷
が
出
現
す
る
。
寺
熊
地
区
に
は
小
堂
の
礎
石
建
物
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
間
溝
は
幾
度
も
開
削
さ
れ
、
敷
地
の
規
模
に
変
遷
が
認
め

ら
れ
る
。　
三
ハ
世
紀
に
は
小
規
模
な
建
物
か
ら
な
る
集
落
と
な
り
、
小
堂
も
廃

絶
し
墓
地
と
な
る
。
谷
部
の
北
側
に
位
置
す
る
山
城
が
幾
度
か
の
改
修
を
経
て

現
在
の
形
状
に
な
っ
た
の
は

一
六
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
る
が
、
創
建
時
期
は

検
討
中
で
あ
る
。
山
城
跡
か
ら

一
三
世
紀
末
の
常
滑
焼
の
甕
が
出
土
し
て
お
り
、

山
城
と
直
接
的
に
結
び
付
か
な
い
も
の
の
、
地
理
的
及
び
時
間
的
関
係
か
ら
、

弘
安
四
年

（
〓
一八
３

の
弘
安
の
役
に
軍
事
的
施
設
と
し
て
構
築

（使
用
）
さ

れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

今
回
報
告
す
る
木
簡
は
、
前
年
に
寛
治
七
年

（
一
〇
九
一じ

銘
の
木
簡
が
出

上
し
た
自
然
流
路
Ｓ
Ｄ

一
〇
三

（本
誌
第
一
九
号
参
昭
じ

の
延
長
部
分
か
ら
出
土

し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
は
、
幅
六
ｍ
、
深
さ
六
〇
釦
を
測
る
。
流
路
内
か
ら
は
三

点
の
木
簡
の
他
に
、
箸
、
下
駄
、

と
も
に
、
解
体
さ
れ
た
牛
の
骨
の

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

〔妙
出

「汁
五
龍
□
□

。
□
五
郎
二
郎
　
　
」

。　
　
□

（花
押
力
）
」

漆
器
椀
、
山
物
な
ど
の
木
製
品
や
土
師
器
と

一
部
が
出
土
し
て
い
る
。

６

じ

×

∞
∞
×

『
　

ｏ
‘

（
μ
∞
時
）
×

］
〇
×

∞
　

Φ
釦
Φ

(2)(1)(3)

□□訓 大雲雲
□国人 日収収
□□恵 □光光
□□□ □ □

□  □ □
□    □

①
の
下
端
部
は
、
切
り
折
り
に
よ
る
欠
失
。
②
は
上
部
を
欠
き
、
〇
三
三
型

式
の
可
能
性
も
残
る
が
、
付
札
で
あ
ろ
う
。
工
郎
二
郎
は
荷
主
名
か
。
①
は
同

字
が
並
び
、
経
文
な
ど
の
習
書
の
可
能
性
が
高
い
。

香
椎
Ｂ
遺
跡
は
、
古
代
―
中
世
に
か
け
て
は
香
椎
宮
と
、
そ
の
後
は
大
友
氏

と
の
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
今
回
の
木
簡
資
料
お
よ
び
第

一
次
調
査
出
土
の
木
簡
資
料
は
、
こ
れ
ら
を
裏
付
け
る
も
の
に
な
ろ
う
。

木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
九
州
大
学
の
佐
伯
弘
次

・
坂
上
康
俊
、
九
州
歴

史
資
料
館
の
倉
住
靖
彦
の
各
氏
か
ら
ご
教
示
を
受
け
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

（瀧
本
正
志
）

６

９

×

ヽ
Ｐ
×

ヽ
　

ｏ
Ｐ
Φ



「」L」 「□館押か」「□□」

香椎B遺跡出土墨書磁器
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は
か

た
　
い

せ
き
ぐ
ん

福
岡
・博
多
遺
跡
群

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
市
博
多
区
中
呉
服
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
〇
〇
次
調
査
　
一
九
九
六
年

（平
８
）

一
〇
月
―

一

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
福
岡
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
大
庭
康
時

５
　
遺
跡
の
種
類
　
中
世
都
市

Ｇ
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
中
期
―
現
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

博
多
遺
跡
群
は
、
博
多
湾
に
面
し
て
形
成
さ
れ
た
砂
丘
上
に
位
置
す
る
複
合

遺
跡
で
あ
る
。
遺
跡
群
全
体
の

時
期
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
中

期
か
ら
現
代
に
及
ぶ
が
、
古
代

末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
対
中

国

・
対
朝
鮮
の
貿
易
拠
点
と
し

て
著
名
で
あ
る
。

本
調
査
地
は
、
埋
没
地
形
で

あ
る
砂
丘
間
低
地

（旧
河
道
）

上
に
あ
た
り
、
鎌
倉
時
代
以
前

に
は
遺
構
は
営
ま
れ
て
い
な
い
。　
一
四
世
紀
前
半
頃
に
、
幅
二
ｍ
程
の
溝
が
掘

ら
れ
、
以
後
土
坑

・
柱
穴
な
ど
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
溝
は
掘
り
直

し
を
重
ね
な
が
ら
、　
三
ハ
世
紀
ま
で
続
い
て
い
る
。

木
簡
は
、
溝
の
下
層
の
黒
色
泥
土
中
か
ら
出
土
し
た
。
お
お
む
ね

一
四
世
紀

前
半
頃
の
遺
物
と
考
え
て
い
る
。　
一
点
の
み
の
出
土
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω

　

「
一　

日
国

〔〓
一ヵ
〕

一　

口
□
□
ゃ
ぅ
く
ろ
こ
め
□

　

　

　

（Ｓ
ｙ
ｅ
ｗ
誤

寓
Ｐ

左
右
及
び
下
端
は
欠
損
し
て
い
る
。
表
面
に
刃
物
傷
が
み
ら
れ
、
折
敷
断
片

と
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
墨
痕
は
遺
存
部
分
で
二
行
確
認
で
き
る
。

「
三
や
う
く
ろ
こ
め
」
は
、
「算
用
黒
米
」
で
あ
ろ
う
か
。
墨
痕
が
残
る
の
で
、

以
下
に
文
字
が
続
く
と
思
わ
れ
る
が
折
損
に
よ
り
不
明
で
あ
る
。

大
庭
康
時

0         3cれ  
｀`プ

崇

(福 岡)



「
釈
文

の
訂
正
と
追
加
」
欄

の
新
設
に

つ
い
て

本
誌
は
、
こ
れ
ま
で
①

一
九
＊
＊
年
出
土
の
木
簡
、
②

一
九
七
七
年
以
前

出
上
の
木
簡
、
③
論
考
そ
の
他
、
の
三
部
で
構
成
し
て
き
た
。

①

「
一
九
＊
＊
年
出
上
の
本
簡
」
は
、
当
該
号
発
行
の
前
年

一
二
月
の
研

究
集
会
で
、
コ

九
＊
＊
年
全
国
出
土
の
木
簡
」
な
ど
と
し
て
報
告
し
た
も

の
を
中
心
に
、　
一
年
ご
と
の
全
国
の
木
簡
出
土
情
報
を
集
成
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
研
究
集
会
以
後
そ
の
年
度
内
に
出
上
し
た
木
簡
も
可
能
な
範

囲
で
収
め
、
ま
た
本
来
本
誌
の
既
刊
号
の
①
の
欄
で
報
告
す
べ
き
で
あ
っ
た

そ
の
年
以
前
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て
も
で
き
る
限
り
収
集
し
、
こ
の
欄
に
掲

載
し
て
き
た
。

②

「
一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡
」
は
、　
一
九
七
九
年
刊
行
の
本
誌
創

刊
号
の
収
録
範
囲
以
前
の
出
土
に
か
か
る

一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡
を
、

①
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
集
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
②
の
木
簡
の
釈
文
は
、
そ
の
時
点
で
能
う
限
り
の
最
良
の
も
の
を
収
載

す
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
木
簡
の
保
存
処
理
や
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に

よ
っ
て
新
た
に
文
字
が
判
読
で
き
た
り
、
釈
読
に
訂
正
を
要
す
る
よ
う
な
箇

所
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
本
誌
掲
載
後
に
遺
物
整

理
の
過
程
で
、
新
た
な
木
簡
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
多
い
。

本
誌
で
は
、
同

一
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
①
②
と
も
調
査
次
数

な
い
し
年
度
ご
と
に

一
回
の
収
録
を
原
則
と
し
て
い
る
た
め
、
右
の
よ
う
な

木
簡
の
釈
文
の
訂
正
や
追
加
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
随
時
コ
ラ
ム
な
ど

で
紹
介
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
収
載
す
る
木
簡
の
点
数
が
年
々
増
大

す
る
の
に
伴
い
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
も
予

想
さ
れ
る
。

本
誌
掲
載
の
事
例
報
告
、
こ
と
に
木
簡
の
釈
文
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う

な
訂
正
や
追
加
に
つ
い
て
も
、
確
実
に
誌
面
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
本

誌
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
こ
の
た
び
、
①
②
の
欄
で
報
告
し
た

木
簡
の
釈
文
の
訂
正
と
追
加
を
必
要
に
応
じ
て
収
録
す
る

「釈
文
の
訂
正
と

追
加
」
の
欄
を
、
①
②
の
次
に
新
た
に
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

収
録
の
体
裁
は
基
本
的
に
は
①
②
に
倣
う
が
、
凡
例
に
明
記
し
た
よ
う
に
、

若
干
こ
の
欄
独
自
の
体
裁
を
と
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
要
点
を
摘
記
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
既
掲
載
の
事
例
報
告
を
受
け
る
形
で
掲
載
す
る
の
で
、
対
応
す
る
報
告
が

掲
載
さ
れ
た
本
誌
の
号
数
を
、
遺
跡
名
の
下
に
明
記
す
る
。

②
遺
跡
位
置
を
示
す
五
万
分
の

一
地
形
図
は
原
則
と
し
て
割
愛
す
る
。

①

「遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要
」
の
頂
は
省
略
し
、
必
要
な
場
合
は

「木
簡
の
釈
文

。
内
容
」
の
項
で
必
要
最
少
限
の
言
及
を
行
な
う
。

い
木
簡
の
掲
載
順
は
、
釈
文
の
訂
正
、
同
追
加
の
順
と
し
、
通
し
呑
号
を
付

す
。
ま
た
、
釈
文
を
訂
正
す
る
木
簡
に
つ
い
て
は
、
既
掲
載
の
事
例
報
告
に

お
け
る
木
簡
番
号
を
最
下
段
に
付
す

（例
　
１７
②
、
本
誌
１７
号
掲
載
の
事
例
報

告
の
木
簡
②
の
訂
正
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）。



釈
文
の
訂
正
と
追
加

（
一
）

丘震
。山
垣
遺
跡

（第
一ハ己

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
氷
上
郡
春
日
町
棚
原
字
山
垣

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
人
三
年

（昭
５８
）
四
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
加
古
千
恵
子

。
平
田
博
幸

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代

７
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

山
垣
遺
跡
は
、
近
畿
自
動
車
道
舞
鶴
線
の
建
設
工
事
に
伴
い
調
査
さ
れ
た
遺

跡
で
あ
る
。
方
形
に
遺
跡
の
範
囲
を
区
画
す
る
堀
の
う
ち
、
北

。
東

。
南
の
三

方
の
堀

（Ｓ
Ｄ
Ｏ
。
一
二
下
〓
じ
を
検
出
す
る
と
と
ょ
に
、
そ
の
区
画
の
南
東

部
に
建
て
ら
れ
た
南
北
棟
の
掘
立
柱
建
物

一
棟
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
構

は
計
画
的
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
区
画
自
体
も
周
辺
の
条
里
形
地
割
に
即
し
た

位
置
を
占
め
て
い
る
。

木
簡
は
、
大
量
の
土
器

・
木
器
な
ど
の
遺
物
と
と
も
に
、
こ
の
堀
か
ら
発
見

釈文の訂正と追加

さ
れ
た
。
木
簡
の
内
容
と
と
も
に
墨
書
土
器
の
中
に

「里
長
」
の
文
字
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
人
世
紀
初
め
の
地
方
行
政
の
具
体
像
を
示
す
貴
重
な

資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
木
簡
の
釈
文
は
、　
一
九
人
四
年
に
本
誌
第
六

号
及
び

『山
垣
遺
跡
―
近
畿
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』
で

報
告
し
た
後
、　
一
九
九
〇
年
に
、
補
訂
を
加
え
た
上
、
写
真

・
実
測
図
を
添
え

て
、
『山
垣
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
に
掲
載
し
た
。

そ
の
後

一
九
八
七
年
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
お
い
て
真
空
凍
結
乾
燥

法
に
よ
り
保
存
処
理
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
結
果
そ
れ
ま
で
は
不
明
瞭
で
あ
っ

た
墨
痕
が
鮮
明
に
な
っ
た
。
ま
た
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
の
性
能
が
向

上
し
た
こ
と
も
あ
り
、
釈
読
可
能
な
文
字
の
増
補
や
訂
正
が
可
能
と
な
っ
た
。

一
方
、
近
年
郡
符
木
簡
や
封
絨
木
簡
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
展
し
、
新
た
な
視

点
か
ら
山
垣
遺
隊
出
土
木
簡
を
観
察
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
、
来
る
べ
き
発
掘
調
査
報
告
書
の

『木
簡
編
』
の
刊
行

に
向
け
て
の
準
備
を
契
機
と
し
て
、　
一
九
九
二
年
度
に
再
調
査
を
行
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
例
え
ば
二
号
木
簡
と
三
号
木
簡
の
接
合
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
な
ど
を
は
じ
め
、
ほ
ぼ
全
て
の
木
簡
の
釈
文

。
内
容
に
つ
い
て
増
訂
を

行
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
主
な
も
の
を
紹
介
す
る
。
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(1)

□

「符
春
都
里
長
等
　
竹
田
里
六
人
部

日

回

□
　
　
回
□
　
」６

い
じ

×
∞
『
×
『

回
□
　
□
依
而
□

□
　
　
国
　
　
　
　
□
物
者

紡
万
呂
等
乞
□
□
【剛

北

口
日

日
国
　
□
□
□
　
□
平
給
等
女
□
　
□
立
奉
」

□

・
□
□
物
　
杞
至

□
　
□
□
侍
□

□
侍
申
針
万一朋
附庫舗
田団
□

（逃
９
×
含
Ｄ
×
Φ
　
Φ盟

目目

「林
吉蹴
廠
蹄
　榊
軌
焙□
　
【酪
咤
長〔酔醜杞参
出来
四月十
五
日

今
日
莫
不
過
急
々

⇔
む
×
駕
×
『　
息
岸　
６
０
十
６
⑥

自
Φ
　
６
い

第

一
号

」

碁
高
侶

少
領□

　
」

第
三

二

一号 〔等
召
己

０
　
。
□
□
日

――
国

〔給
ヵ
〕

６
０
　
第
四
号
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釈文の訂正と追加

ぃ
　
。
「□

□
年
正
月
十

一
日
秦
人
マ
新
野
□
□
□
貸
給

。「醸
以
守妨
姑欲
十束
　合
百九
十
エハ束艶
杞
一

日

日

際
執
梓
勅
憫
束百

【陣
阻
期
跡
副
傾
百
代

　
麺
埋
マ秦
麒
比マ
協
則
対
束
　

ｏ

伊
干
我
郡
嶋
里
秦
人
マ
安
古
十

一
束
　
竹
田
里
春
マ
若
万
呂
十
束
　
」

一百
四束剤獅臥咽勲
駅廿束束〔酌
紀
野貸給

(7)(6)(5)

「
＜

『□
回
』
神
人
マ
加
津
良
」

「
＜
戸
主
神
直
□

「春
マ
久
使
利
」

牌
Φ
ｏ
×

μ
”
×

∞

（
Ｐ
い
］
）
×

］
伽
×

い

時
］
⇔
×

的
釦
×

ト

第
六
号

第
七
号

第
八
号

l10   (9)  (8)

「猪
甘
マ
ロ
井
稲
□
」

「
＜
丹
波
国
氷
上
郡
＜
」

「□
　
　
神
人
□
□
□

猪
□
回
万
呂
口

Ｏ

」

⇔駕
×
駕
×
∞　
９
μ　
６
の
　
第
五
号
＊

Ｎ誤
×
ド
×
卜　
９
Ｐ　
第

一
〇
号

∞３
×
絣
×
ド
窯
∞
　
６
働

第
一
一
号

含
毬
）
×
駕
×
ω　
自
Φ　
第

一
五
号

廿
カ



側
　
・
ロ
マ
名
万
呂
春

マ
嶋
□
秦

マ
三
久
万
呂
□

□
　
　
□
□
　
　
　
　
　
　
□
　
ロ
ーー
□

Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｉ Ｉ

Ｉ Ｉ

Ｉ Ｉ

Ｉ ‐

― ‐

□

　

〔

猪

ヵ

〕

Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
　
　
□
甘
部

l12

含
む
）
×
（お
）
×
ヽ
　
寓
岸　
第

一
六
号

・
上
．〔酷
咄
間

範
馬
紺
角

百
矯
扮
粒
棘
繊
畑
酬
四
束
半

〔半
ヵ
〕

。
□
井
三
百
十
五
□
百
七
束
半
井
三
百
三
束
□

合
出
）
×
馬
×
卜　
寓
Ｐ　
６
⑪
　
第

一
七
号

⑭
　
・

〔
龍
ヵ
〕

猪
□
□
□

（謡
Ｃ
×
６
×
伽　
寓
Ｐ　
６
ω
　
第
一
人
号

⑭
　
。
「広
椅
伝
往
花
　
荒
本
田
分
四
束
　
多
治
□
大
夫
」

。
「日
日
日
日
日
日
日
‐‐
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
国
□
□
回
【酔

〕
〕

卜３
×
解
×
９　
露
μ　
６
⑩
　
第

一
九
号

⑮
　
。
「日
――
□
□
□
□
□
口
里
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
□

。
「
マ
連
逆
参
□
□
□
　
十
月
四
日

（Ｓ
Ｃ
×
】
×
伽　
寓
Ｐ　
第
二
〇
号

令
ミ
）
×
鵞
×
い　
寓
μ　
６
０
　
第
二
一
号

嶋
田
稲
巳
日
汁
三
束
午
日
稲
春
小
田
稲
十
三
束
未
日
汁
八
束
□
嶋
〔酌

柑
ビ
束
稲
春
小
田
稲
片
申
日
百
廿
×

子
日
三
百
十
八
束
丑
日
――
国
寅
日
百
束
〔剛
叱

五
十
二
束
辰
日
汁
巳
日
廿
束
□
小
田
稲
午
日
十
五
束
未
日
五
十

一
束

誠

酌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｍ
願
田
汁
丑
□
□
□

一
束
寅
日
汁

一
束
卯
日
汁
二
束
嶋
田
稲
×

日

回

『回
理
閉
酔
犯
記

（刻
線
）

□  □

l131

凡加
人津

□二良
□正正

丁丁
又足小

民余笛周
夫
子己

字
広波龍
津知五
家加月
弟祁正
万子丁
呂正
丁

間□秦服
己人人マ
ママ万
□□見

見□

230



釈文の訂正と追加

木
簡
出
土
点
数
は
既
刊
報
告
書
で
は
二

一
点
と
し
た
が
、
今
回
の
再
調
査
で

接
続
が
判
明
し
た
も
の
が
あ
り
、
都
合
二
〇
点
と
な
っ
た
。
こ
の
二
〇
点
の
全

体
を
概
観
す
る
と
、
郡
の
行
政
に
関
わ
る
狭
義
の
文
書
木
街

（②
、
①
？
じ
及

び
封
絨
木
簡

（⑥
）、
農
業
経
営
に
関
わ
る
記
録
木
簡

（⑭
⑫
的
、
口
？
し
、
付
札

（⑬
ｌ
Ｏ
、
い
ず
れ
の
記
載
も
個
人
名
を
中
心
と
す
る
）、
そ
の
他
に
分
類
で
き
よ

う
。
以
下
、
特
に
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。

②
は
、
か
つ
て
三
点
の
本
簡
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
再
調
査

で
接
続
が
判
明
し
、
表

一
一
文
字
め
下
部
の
位
置
で
表
か
ら
刃
物
で
木
簡
の
厚

み
の
半
ば
ま
で
刻
み
を
入
れ
た
上
で
折
っ
て
い
る
状
況
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ

が
接
続
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
か
ね
て
か
ら
弘
前
大
学
の
鐘
江
宏
之
氏
か
ら

ご
教
示
を
受
け
て
い
た
が
、
現
物
に
よ
り
こ
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
こ
の

接
続
に
よ
り
、
本
資
料
が
人
の
召
喚
を
命
じ
た
郡
符
で
あ
る
こ
と
が
確
実
に
な

り
、
あ
わ
せ
て
入
幡
林
遺
跡

（本
誌
第
一
三
号
ω
）、
荒
田
目
条
里
遺
跡

（同
第

一
七
号
ω
②
）、
屋
代
遺
跡
群

（同
第
一
八
号
の
）
な
ど
か
ら
出
土
し
た
他
の
郡
符

木
簡
や
、
香
住
ヱ
ノ
田
遺
跡
出
上
の
召
喚
状

（同
第

一
人
号
）
な
ど
の
類
例
と

同
じ
く
、
廃
葉
の
際
に
人
為
的
に
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

０
は
、
封
絨
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
既
刊
報

告
書
所
載
の
写
真
、
実
測
図
に
よ
り
、
長
方
形
の
材
を
羽
子
板
の
柄
状
に
整
形

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
封
絨
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、

今
回
現
物
を
観
察
し
た
結
果
、
裏
面
は
割
っ
た
ま
ま
で
調
整
し
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
も
本
木
簡
は
文
書
な
ど
を
挟
む
た
め
に

一
枚
の
材

を
二
枚
に
割
っ
た
も
の
の
う
ち
の
片
方
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

い
は
、
判
読
可
能
な
文
字
が
増
加
し
た
こ
と
で
、
稲
の
貸
付
関
係
の
記
録
木

簡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
冒
頭
に
、
日
付

。
差
出
し
と
思
わ
れ
る

記
載
が
あ
り
、
も
と
も
と
は
文
書
木
簡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
受
け
取

り
側
で
は
帳
簿
と
し
て
利
用
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
下
部
の
孔
は
そ
の
際
に
整

理
の
便
宜
の
た
め
に
穿
た
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
内
容
を
み
る
と
、
冒
頭
に

一
行
書
き
で
日
付
、
人
名

「秦
人
マ
新
野
」
、
「貸
給
」
な
ど
と
あ
り
、
次
い
で

三
行
書
き
で
人
名
の
後
に
東
数
、　
一
部
に
は
田
積
を
付
記
し
た
も
の
を
列
記
し
、

〔
留
ヵ
〕

最
後
に
そ
の
東
数
の
合
計
と
、
さ
ら
に

「椋
□
稲
」
「別
而
代
□
物
」
を
合
わ

せ
た
束
数
を
記
し
て
い
る
。
稲
の
東
数
記
載
と

「貸
給
」
の
文
字
が
判
読
で
き

た
こ
と
に
よ
り
、
出
挙
、
あ
る
い
は
借
貸
に
関
す
る
帳
簿
で
あ
る
と
判
断
で
き

る
。
な
お
、
冒
頭
の
二
文
字
は
従
来
千
支
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

現
状
で
は
判
断
で
き
な
い
。

８
　
関
係
文
献

兵
庫
県
教
育
委
員
会

『山
垣
遺
跡
―
近
畿
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘

調
査
概
報
』
盆

九
八
四
年
）

同

『山
垣
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
盆

九
九
〇
年
）

（加
古
千
恵
子
・
平
田
博
幸
、
古
尾
谷
知
浩

〈奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
》



兵
庫

（深
田
地
区
）
（第

一
六
号
）

所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
出
石
郡
出
石
町
袴
狭
字
深
田

調
査
期
間
　
　
第
七
次
調
査
　
一
九
九
三

（平
５
）
年
六
月
―

一
二
月

発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

調
査
担
当
者
　
大
平
　
茂

。
西
日
圭
介

・
藤
田
　
一写
・
鈴
木
敬
二

・

岡
　
昌
秀

遺
跡
の
種
類
　
水
田
跡

遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
―
平
安
時
代

木
簡
の
釈
文

・
内
容

袴
狭
遺
跡
は
兵
庫
県
の
北
部
を
流
れ
る
出
石
川
の
支
流
、
袴
狭
川
流
域
で
確

認
さ
れ
た
遺
跡
で
、
九
世
紀
代
に
お
い
て
は
出
石
郡
衛
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
深
田
地
区
は
、
官
衛
に
関
連
す
る
倉
庫
群

・
居
館

・
池
状
遺
構
な
ど
の

遺
構
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
上
流
部
の
内
田
地
区
か
ら
約
二
航
下
流
に
あ
た
り
、

古
墳
時
代
―
平
安
時
代
の
水
田
及
び
こ
れ
に
伴
う
畦
畔
や
水
路
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
出
土
遺
物
の
大
半
は
木
製
品
で
、
中
で
も
日
下
駄
の
占
め
る
割
合
が
最

も
高
い
が
、
木
製
祭
祀
具

・
曲
物

・
木
皿

・
下
駄
な
ど
も
伴
出
し
て
い
る
。

今
回
報
告
す
る
木
簡
は
、
整
理
作
業
中
に
新
た
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

奈
良
―
平
安
時
代
の
水
田
土
壌
層
の
掘
り
下
げ
時
に
排
水
溝
か
ら
出
土
し
た
た

め
、
明
確
な
出
土
層
位
は
不
明
で
あ
る
。

一日
日

―十
日
□
＜

咄
天
道
皇
　
（符
徐
）

継
煙
剛
継
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２３２

□
□
□
口
　
」
　

（ヽ
こ

迷
実
ヽ

試
解

羽
子
板
状
を
呈
す
る
大
型
の
呪
符
木
簡
で
あ
る
。
板
目
取
り
し
た
板
状
材
の

下
方
側
を
両
側
か
ら
把
手
状
に
細
く
削
り
、
そ
こ
に
左
右

一
対
の

「く
」
形
の

決
り
を
上
下
に
削
り
出
し
て
い
る
。
快
り
は
杭
な
ど
に
縛
り
つ
け
る
た
め
の
も

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
紐
で
縛
っ
た
よ
う
な
圧
痕
は
認
め
ら
れ
な
い
。

木
簡
の
墨
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
る
が
、
表
面
に
残
さ
れ
た
凹
凸
で

「咄
天

道
皇
」
の
四
文
字
と
符
繰

（二
本
の
線
で
結
ば
れ
た
三
つ
星
と
人
面
）
は
か
な
り

明
瞭
に
判
別
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
下
の
四
行
の
文
字
は
中
寄
り
の
二
行
の

一
部
が
幸
う
じ
て
判
読
で
き
る
も
の
の
、
両
側
の
二
行
は
読
み
切
れ
な
い
。
人

面
は
大
き
く
見
開
い
た
眼
と
緩
に
特
徴
が
あ
り
、
中
世
に
枯
か
れ
た
鬼
の
絵
に

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
袴
狭
遺
跡
群
か
ら
大
量
に
出
土
し
て
い
る
古
代
の

墨
書
人
形
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。

釈
読
に
つ
い
て
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
方
々
の
ご
教
示
を
得
た
。

（藤
田
　
一写
）

7  6  5 4321

袴妹
狭ぎ

遺
跡

C―



釈文の訂正と追加

丘

庫

袴禁
狭ざ

遺
跡
（第

一
七
号
）

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
出
石
郡
出
石
町
袴
狭
字
内
田

・
字
谷
外

２
　
調
査
期
間
　
　
第
九
次
調
査
ａ
　

一
九
九
四
年

（平
６
）
六
月
―

一
二
月

第
九
次
調
査
ｂ
　
一
九
九
五
年

一
月
１
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
大
平
　
茂

・
鈴
木
敬
二

・
中
村
　
弘

・
岡
　
昌
秀

。

服
部
　
寛

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
行
跡

・
祭
祀
跡

・
水
田
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
平
安
時
代

。
中
世

７
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

袴
狭
遺
跡
は
兵
庫
県
の
北
部
を
流
れ
る
出
石
川
の
支
流
、
袴
狭
川
流
域
で
確

認
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
。
過
去
の

一
連
の
調
査
に
よ
り
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安

時
代
の
官
衛
跡
及
び
水
田
跡
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
九
世
紀
代
に
お
い

て
は
出
石
郡
行
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
第
九
次
調
査
は
、
此
隅
山
北
麓
に
接
し
た
水
田
部
の
二
地

点
を
調
査
し
て
い
る
。
本
誌
第

一
七
号
で
は
第
八
次
調
査
、
第
九
次
調

査
と
し
て
報
告
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
第
九
次
調
査
に
該
当
し
、
前

者
を
ａ

（Ｂ
８
地
占
一
、
後
者
を
ｂ

（Ｂ
ｌＯ
地
点
）
と
し
て
訂
正
す
る
。

ａ

（Ｂ
８
地
占
こ

で
は
、
四
時
期
の
遺
構
面
を
調
査
し
、
第

一
面
で
は

中
世

（室
町
時
代
）
の
濤
を
、
第
ニ
ー
四
面
で
は
奈
良
―
平
安
時
代
の
建
物
群

と
濤
を
検
出
し
て
い
る
。
ｂ

（Ｂ
ｌＯ
地
占
一

で
は
、
水
田
跡
三
面

（平
安
時
代
―

中
世
）
と
、
そ
の
下
層

（奈
良
―
平
安
時
代
）
の
河
道
を
検
出
し
て
い
る
。

木
簡
は
本
誌
第

一
七
号
で

一
三
点
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
第
九
次
調
査
の

い
と
し
て
掲
げ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
検
討
で
釈
文
に
訂
正
す
べ
き
部

分
が
見
つ
か
っ
た
の
で
再
掲
す
る
。

ま
た
、
遺
物
整
理
の
過
程
で
新
た
に
ａ

（Ｂ
８
地
占
じ
か
ら
四
点
の
木
簡
の

出
土
が
確
認
さ
れ
、
出
土
木
簡
の
点
数
は
第
九
次
調
査
で
合
計

一
七
点
と
な
り
、

袴
狭
遺
跡
の
う
ち
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所
担
当
分
の
調

査
全
体
で
は
四
二
点
と
な
っ
た
。
ま
た
、
墨
書
は
な
い
が
木
簡
状
の
形
態
を
有

す
る
木
製
品

（○
≡

一型
式
）
は
、
九
点
を
確
認
し
て
い
る
。

②
は
第
ニ
ー
三
面
の
建
物
群
に
伴
う
濤
か
ら
、
①
い
は
排
水
濤
か
ら
の
出
土

で
、
層
位
的
に
は
第
二
面
よ
り
下
層
に
あ
た
る
。
①
は
第
二
面
の
上
位
の
遺
物

包
含
層
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。

。
「

出
石
郷
秦
部
牛
万
子
薄

口
霜
緯
一脚
げ

己
口
分
桑
□
口
回
四
口
国
」

。
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
日
日
日

日
日
日
凹
足
石
　
　
」

∞誤
×
Ｓ
×
頓

自
解　
Ｙ

一ω



口

□

「
□
□
水
中
知

「
安
万
□
□
当
□

(5)   (4)Ｄ
の
表
は
人
名
を
現
存
三
行
三
段
に
わ
た
っ
て
列
記
し
、
合
点
を
付
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
段
の
記
載
が
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容

の
帳
簿
で
あ
る
か
は
不
詳
。
裏
に
は

「論
語
序
何
晏
集
〔酢

］
〕の

記
載
が
あ
る
。

同
じ
第
九
次
調
査
ａ
に
お
い
て

『論
語
』
公
冶
長
篇
の
文
言
を
記
し
た
木
簡
が

出
土
し
て
お
り

（本
誌
第
一
七
号
一
②
）、
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

①
は
、
倉
の
収
納
に
関
わ
る
も
の
、
い
は
交
易
糸
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
断
片
の
た
め
内
容
は
不
詳
。①
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
は
、
同
じ
第

九
次
調
査
ｂ
に
お
い
て
、
宝
亀
九
年

（七
七
八
）
の
年
紀
を
も
つ
、
西
七
倉
の
稲

の
出
納
に
関
わ
る
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
（本
誌
第
一
七
号
二
ω
）。
（藤
田
　
一じ

「
日
下
部
国
□

〔族
己

日
―‐
□
部
酒
継

□
日
大
日
□
嶋
□
□
　
　
口
日

日
Ｈ
］当
女

・
□
論
語
序
何
晏
集
〔醜
己

。
□
　
西
二
行

一
倉
回
収
納
日
――
□
」

。
□
回
収
納
日
下
部
乙
訓
　
　
　
　
」

□
辺
乙
豊
日
己
今
交
易
絲
□

。

ｉ

！

□
□
南
元
□
□
大
□
経
□
」

・
ｉ

！

」

Ｏ

］
じ

×

］
い
×

∞
　

ｏ
Ｐ
Φ

（
Ｐ
∞
『
）
×

Ｐ
⇔
×

岸
Ｐ
　

ｏ
∞
μ

含

ｏ
９

×

］
］
×

ヽ
　

ｏ
牌
Φ

‖日票

〔
女
力
〕

（
諾

じ

×

６
じ

×
い
　
ｏ
解

磯磯磯磯磯Ⅷ磯磯磯Ⅷ磯ⅧⅧⅧ悦Ⅷ一〇　２３４



い
る

さ

が
わ

丘震
・
入
佐
川
遺
跡

（第
一
人
こ

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
出
石
郡
出
石
町
宮
内

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
次
調
査
　
一
九
九
二
年

（平
４
）
五
月
１

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
大
平
　
茂

。
村
上
泰
樹

・
柏
原
正
民

５
　
遺
跡
の
種
類
　
水
田
跡

・
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
―
近
世

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

入
佐
川
遺
跡
は
兵
庫
県
の
北
部
を
流
れ
る
出
石
川
の
支
流
、
入
佐
川
流
域
で

確
認
さ
れ
た
遺
跡
で
、
す
で
に
本
誌
第

一
人
号
で
第

一
次
調
査
、
及
び
第
四
次

調
査

（
一
九
九
五
年
度
調
査
）
で
出
上
し
た
木
簡
を
紹
介
し
て
い
る
。

今
回
報
告
す
る
木
簡
は
、　
一
九
九
二
年
度
調
査
資
料
の
整
理
作
業
中
に
新
た

に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
既
報
告
の
よ
う
に
当
調
査
で
は
弥
生
時
代
―
古

墳
時
代
の
河
道
や
水
田
、
奈
良
時
代
―
近
世
ま
で
の
河
道
や
溝
な
ど
が
検
出
さ

れ
て
い
る
。
木
簡
は
近
世
の
溝
お
よ
び
河
道
か
ら
出
上
し
て
お
り
、
陶
磁
器
や

漆
椀
な
ど
が
伴
出
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔匁
力
〕

釈文の訂正と追加

ω

　

□
□

（
牌
∞
〇
）
×
］
ヽ
×
卜
　
ｏ
∞
〕

(2)

日日
□回

岸
∞
ｏ
×

卜
ｏ
×

∞
　

Φ
⇔
Ｐ

ω
は
、
下
端
に
向
か
っ
て
細
く
削
っ
た
板
状
材
で
あ
る
。
上
半
は
欠
損
し
亀

裂
が
生
じ
、
下
端
側
も
失
わ
れ
て
い
る
。
上
端
近
く
の

一
文
字
は
や
や
墨
も
残

っ
て
い
る
が
、
そ
の
下
は
痕
跡
程
度
で
あ
る
。
近
世
の
溝
よ
り
出
土
し
た
。

②
は
、
薄
い
短
冊
形
の
板
状
材
の
長
辺
に
狭
り
を
入
れ
た
も
の
で
、
両
端
中

央
に
各

一
カ
所
の
目
釘
孔
が
あ
り
、
箱
物
の

一
部
と
推
定
さ
れ
る
。
両
面
に
墨

書
が
認
め
ら
れ
る
が
、
文
字
は
判
読
で
き
な
い
。
近
世
の
河
道
よ
り
出
土
し
た
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
方
々
の
ご
教

示
を
得
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（藤
口

淳
）

中

(1)
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島
琴

出
雲
国

庁

跡

纂

三

ラ

ー
　
所
在
地
　
　
　
島
根
県
松
江
市
大
草
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
六
八
年

（昭
４３
）
八
月
―

一
九
七
〇
年

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
松
江
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
本
　
清

・
坪
井
清
足

・
町
田
　
工早
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衡
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
―
九
世
紀

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

出
雲
国
庁
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
三
点
に
つ
い
て
釈
文

・
写

真
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
国
府
推
定
地
で
は
そ
れ
ま
で
例
が
な
か
っ
た
評

制
下
の
木
簡
を
含
み
、
国
府
ひ

い
て
は
律
令
国
家
の
地
方
支
配

の
成
立
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
に

重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
き
た
。

一
九
九
四
年
及
び
九
八
年
に

こ
れ
ら
の
木
簡
の
写
真
撮
影

・

実
測
な
ど
を
行
な
い
釈
読
を
再

検
討
し
た
結
果
、　
一
部
に
訂
正

を
要
す
る
箇
所
が
見
つ
か
っ
た
。

螺麟
"

出雲国庁跡における木簡出土遺構 (網かけ部分)

(『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』よリー部加筆転載)

(松 江)



ま
た
、
遺
物
整
理
過
程
で
新
た
な
木
簡
も
発
見
塔
れ
て
い
る
。
新
出
の
木
簡
に

は
釈
読
で
き
る
も
の
は
少
な
い
が
、
地
方
官
衛
遺
跡
出
土
木
簡
で
は
ご
く
例
の

少
な
い
〇
一
五
型
式
の
木
簡
な
ど
重
要
な
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
①

に
は
訂
正
箇
所
は
な
い
が
、
再
検
討
結
果
を
合
わ
せ
て
報
告
し
た
い
。

木
簡
出
土
遺
構
は
、
い
が
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
〇
四
、
０
０
が
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
Ｏ

五
で
あ
る
が
、
い
ｌ
⑩
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｏ
Ｏ

四
・
〇
〇
五
も
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
一
貫
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
出
土

状
況
か
ら
年
代
の
判
定
を
行
な
う
の
は
困
難
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

⑪

　

大
原
評
　
□
磯
部
　
安
□
　
　
　
　
　
（亀
×
］斐
∞
霞

１１
い

〔
月
万
ヵ
〕

含
四じ
×
鷲
×
伽　
Ｐ
Φ
　
且
②

（驚
）
×
（Ｓ
）
×
∞　
８
Ｐ
　
ｌｌ
①

（
Ｐ
Ｏ
伽
）
×

枷
］
×

∞
　

ｏ
Ｐ
Φ

や
学
『
×

Ｐ
ω
×

ヽ
　

ｏ
∞
Ｐ

含

Φ
じ

×

含

∞
）
×

Ｐ
ｏ
　

ｏ
Ｐ
頓

釈文の訂正と追加

(7)

□ □ ロ

マ
三
百
代

□
　
□

□
□

〔中
力
〕

「□
〔
八
月
ヵ
〕

□
□

Ｐ
ヽ
Ｎ
×
『
×
ω
　
ｏ
μ
騨

(3)

化)(3)(2)

「進
上
兵
士
財
□
□



③
ｌ
爾
Ｍ
旧
―――
阿
‐――
脚
阿
同
――
――
悧
脚
国
嗣
剛
Ｕ

‐
暇

日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
Ｈ
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
　
　
　
①

曲

― ―

― ―

倒

剛

Ⅷ

Ｉ ＩＩ

瑚

瑚

― ――

― ―Ｉ

Ⅷ

Ｉ ＩＩＩ

Ｉ Ｉ‐‐

― ―――

硼

同

脚

偽

―――

悧

脚

鞘

脚

郎

―――

―――

靱

緋

排

廻
測

＝

＝

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

＝

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｗ

一

∩

同

――

日

――

阿

――

――

同

圏

一

崇　６

１‐

一
Ｂ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｐ

ノ

　

デ
可
　
　
嘲

ヽ

ィ

し

ノ
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釈文の訂正 と追加

⑧

　

「
＜
□

塞

占
一
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（二
Ｗ
ａ
マ
ト
冨

①
は
柾
日
、
上
端

。
下
端
は
欠
損
す
る
。
裏
面
に
は
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が

施
さ
れ
て
い
る
。
□
磯
部
は
全
体
で
氏
族
名
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
「磯
」
の

上
の
文
字
は
他
の
文
字
と
若
千
筆
が
異
な
る
よ
う
で
、
異
筆
と
も
考
え
ら
れ
断

言
で
き
な
い
。
機
能
的
に
は
荷
札
木
簡
の
他
、
安
□
を
人
名
と
み
る
と
、
歴
名

部
分
を
有
す
る
木
簡
の
可
能
性
も
あ
る
。

②
は
柾
目
、
上
端
は
平
面
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
、
下
端
は
欠
損
。
表
面
に
は
ハ

ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
さ
れ
る
。
裏
面
は
欠
損
。
軍
団
か
ら
兵
士
を
国
府
ヘ

進
上
し
た
文
書
木
簡
か
、
そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
木
簡
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「財
」
の
左
上
方
に
圧
痕
状
の
線
刻
が
認
め
ら
れ
る
。

③
は
板
目
、
表
裏
両
面
と
も
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
さ
れ
。
上
端

・
下

端
は
欠
損
。
「代
」
の
下
に
は
文
章
は
続
か
ず
、
代
制
に
よ
る
田
籍
を
示
し
た

木
簡
で
あ
る
。

い
は
柾
日
、
上
端
に
は
平
面
ケ
ズ
リ
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
下
端
は
欠
損
。

表
面
に
は
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
、
裏
面
に
は
ケ
ズ
リ
は
な
い
。

０
は
板
日
、
上
端

。
下
端
と
も
キ
リ

。
オ
リ
技
法
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
て

い
る
が
、
木
簡
本
来
の
も
の
か
二
次
的
な
も
の
か
は
不
明
。
表
面
に
は
ハ
ギ
ト

リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
で
き
、
裏
面
も
恐
ら
く
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
下
に
浅
い
切
り
込
み
が
あ
る
。

⑥
は
板
目
、
上
端
は
平
面
ケ
ズ
リ

・
側
面
ケ
ズ
リ
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

下
端
は
欠
損
。
表
裏
両
面
と
も
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
を
確
認
で
き
る
。
倒

面
に
穿
孔
が
あ
る
が
、
焼
け
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
墨
書
は

一
文
字
め
の

右
半
分
が
残
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
中
央
で
縦
に
半
裁
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
「中
」
の
文
字
か
ら
す
る
と
、
三
等
の
考
第
が
た
て
ら
れ
る
郡
司

・
軍

団
少
毅
以
上
、
史
生
、
資
人
、
国
博
士

・
医
師
、
外
散
位
に
関
係
す
る
考
課
木

簡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

０
は
板
日
、
上
端
は
両
側
面
か
ら
の
キ
リ
に
よ
っ
て
、
下
端
は
右
側
面
か
ら

の
キ
リ

・
オ
リ
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
次
的
な
加
工
に
よ
る

も
の
か
。
表
裏
両
面
に
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
で
き
る
。

①
は
板
日
、
上
端
は
側
面
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
、
側
面
に
キ
リ
カ
キ
に
よ
る
切

り
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。
表
裏
と
も
に
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
な
さ
れ
る
。
下

端
は
斜
め
に
削
っ
て
幅
を
細
め
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
右
側
面
か
ら
キ
リ

。
オ

リ
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る
の
で
、
棒
状
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、

切
り
込
み
の
性
格
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、
題
鎖
軸
の
可
能
性
を
考
え
て

お
き
た
い
。

こ
の
他
、
墨
痕
の
な
い
付
札
状
木
製
品
の
断
片

一
点
が
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

平
石
　
充

「出
雲
国
庁
跡
出
木
簡
に
つ
い
て
」
（島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー

『古
代
文
化
研
究
』
三
　
一
九
九
五
年
）

（平
石
　
充

〈島
根
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
》



木
簡
学
会
会
則

第

一
条
　
本
会
は
木
簡
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条
　
本
会
の
事
務
所
は
奈
良
県
内
に
置
く
。

第
三
条
　
本
会
は
木
簡
に
関
す
る
情
報
を
蒐
集

・
整
理
し
、
木
簡
そ
の
も
の
に

つ
い
て
の
研
究

・
保
存
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
の
普
及

を
は
か
り
、
史
料
と
し
て
の
活
用
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
　
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
つ
ぎ
の
事
業
を
行
う
。

ｌ
　
木
簡
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
お
よ
び
整
理

２
　
研
究
集
会
の
開
催

３
　
会
誌

「木
簡
研
究
」
そ
の
他
の
刊
行

４
　
発
掘
調
査
組
織
、
そ
の
他
関
連
す
る
学
会

・
機
関
と
の
連
絡
お
よ
び

協
力

５
　
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

第
五
条
　
木
簡
の
調
査

・
研
究
に
従
事
し
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
個
人
お

よ
び
団
体
は
会
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一　
本
会
に
入
会
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
会
員
二
名
の
推
薦
を
必
要
と

し
、
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
団
体
に
つ

い
て
は
、
会
員
の
推
薦
は
必
要
と
し
な
い
。

〓
一　
会
員
は
所
定
の
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
費
の
額
は

総
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

四
　
会
員
は
総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
有
し
、
会
誌
の
配
布
を
う
け
、
そ

の
他
前
条
の
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
会
員
に
本
会
の
目
的
の
遂
行
を
さ
ま
た
げ
る
行
為
の
あ
っ
た
場
合
に

は
、
委
員
会
は
こ
れ
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
本
会
は
次
の
役
員
を
お
く
。

１
　
会
長

一
名

２
　
副
会
長
二
名

３
　
委
員
若
干
名

４
　
監
事
二
名

第
七
条
　
委
員

・
監
事
は
総
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
、
任
期
は
二
年
と
す
る
。

た
だ
し
再
任
は
さ
ま
た
げ
な
い
。

一
一　
委
員
は
委
員
会
を
組
織
し
、
会
則
に
も
と
づ
き
会
務
を
処
理
す
る
。

〓
一　
会
長
お
よ
び
副
会
長
は
、
委
員
会
の
互
選
に
よ
る
。
会
長
は
本
会
を

代
表
し
、
会
務
を
総
括
す
る
。
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
す
る
。

四
　
監
事
は
会
計
お
よ
び
会
務
の
執
行
を
監
査
す
る
。

第
八
条
　
本
会
は
毎
年

一
回
総
会
を
開
く
。

第
九
条
　
本
会
の
経
費
は
会
費
お
よ
び
寄
付
金
等
を
も
っ
て
あ
て
、
総
会
に
お

い
て
会
計
報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
こ
の
会
則
の
変
更
は
総
会
に
お
い
て
議
決
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十

一
条
　
委
員
会
は
会
務
運
営
の
た
め
、
幹
事
若
千
名
を
委
嘱
し
、
ま
た
細

則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
九
七
九
年
二
月
三
十
一
日
制
定
　
一
九
九
五
年
十
二
月
二
日
改
正
）



木簡研究 第 9号

巻頭言

1986年 出上の木簡

1977年以前出土の木簡(9)

国語の表記史と森ノ内遺跡木簡

教鰹凌胡際址出土汁書の復原

漆紙文書集成

正倉院木簡の用途 ―原秀三郎氏の所説に接して一

岸俊男会長の思い出

木簡研究 第10号

巻頭言 一木簡学会の十年一

1987年 出上の木簡

1977年以前出上の木簡l101

中 世 木 簡 の 一 形 態  一山札・茅札についての覚書―

雲夢睡虎地秦墓竹簡「日書」より見た法と習俗

木簡の保存処理

木簡研究 第11号

巻頭言

1988年 出土の木簡

1977年以前出上の木簡Qり

中国出土簡積的保護研究

中国出土木・竹簡の保存科学的研究 (抄訳 )

木箱 と木簡

所謂『長屋王家木簡』の再検討

有韻尾字による固有名詞の表記

木簡研究 第12号

巻頭言

1989年 出土の木簡

1977年以前出上の木簡tD

森ノ内遺跡出土の木簡をめぐって

木簡類による和名抄地名の考察 一日本語学のたちばから一

内資人考

木簡研究 第13号

巻頭言

1990年 出上の木簡

1977年以前出土の木簡t9

下曽我遺跡と出土木簡

香川県長福寺出上の木簡 ―備蓄銭に伴って出上した木簡一

「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

中国簡蹟学国際学術研討会参加記

創刊号～4号 品切れ、9号～12号 3800円  13号  4300円

送料 1冊 600円, 2冊 800円 , 3冊 1000円 , 4冊 1200円
,

1987年 11月 刊

田 中   稔

稲 岡 耕 二

大 庭   脩

佐藤宗諄・橋本義則

東 野 治 之

平 野 邦 雄

1988年 11月 刊

原  秀 三 郎

1989年 11月 刊

狩 野   久

1990年 11月 刊

田 中    琢

1991年 11月 刊

笹 山 晴 生

5～ 10冊 1500円
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二冥

報

第

一
九
回
総
会
及
び
研
究
集
会

木
簡
学
会
第

一
九
回
総
会
及
び
研
究
集
会
は
、　
一
九
九
七
年

一
二
月
六

・
七

日
に
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
資
料
館
講
堂
に
お
い
て
、　
一
人
五

名
の
参
加
者
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
会
場
に
は
、
平
城
宮
跡

・
平
城
京
跡

。
飛

鳥
池
遺
跡

（以
上
、
奈
良
日
立
文
化
財
研
究
所
）、
長
登
銅
山
跡

（山
口
県
美
東
町
教

育
委
員
会
）、
山
垣
遺
跡

（兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所
）
の
木
簡

が
展
示
さ
れ
た
。

◇

一
九
九
八
年

一
二
月
六
日

（土
）
（午
後

一
時
―
五
時
）

第

一
九
回
総
会

（議
長
　
福
岡
猛
氏
）

狩
野
久
会
長
の
挨
拶
で
開
会
後
、
以
下
の
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。

会
務
報
告

（舘
野
和
己
委
員
）

会
員
の
状
況

（新
入
会
員
八
名
・
二
団
体
）、
幹
事
の
交
替

（大
隅
清
陽
氏
・
吉

川
敏
子
氏
退
任
、
増
渕
徹
氏
・
吉
川
聡
氏
新
任
）、
会
員
サ
ー
ビ
ス
の
概
要
、
常
任

委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
っ
た
。

二
〇
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
の
報
告

（和
田
率
委
員
）

①
長
野
特
別
研
究
集
会
の
開
催
、
②
長
屋
王
家
木
簡
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
③
木
簡
の
図
録
の
刊
行
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
と
の
報
告

が
あ
り
、
①
に
つ
い
て
は
同
研
究
集
会
の
実
行
委
員
長
で
あ
る
平
川
南
委
員
か

ら
追
加
説
明
が
行
な
わ
れ
た

（同
実
行
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
長
野
特
別
研
究
集
会

の
項
参
照
）。

編
集
報
告

（鎌
田
元

一
委
員
）

『木
簡
研
究
』
第

一
九
号
の
編
集
経
過
、
及
び
価
格
を
前
号
と
同
じ
五
五
〇

〇
円
に
決
定
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

会
計

・
監
査
報
告

（山
中
敏
史
委
員

。
人
木
充
監
事
）

山
中
委
員
か
ら

一
九
九
六
年
度
の
会
計
決
算
報
告
が
行
な
わ
れ
、
人
木
監
事

か
ら
会
計
が
正
確
か
つ
適
切
に
行
な
わ
れ
て
い
る
旨
の
監
査
報
告
が
な
さ
れ
た
。

つ
い
で
、
山
中
委
員
か
ら
、　
一
九
九
八
年
度
の
予
算
柔
の
説
明
が
行
な
わ
れ
た
。

以
上
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

研
究
集
会

（司
会
　
寺
崎
保
広
氏
）

門
膀
制
と
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
泉
　
隆
雄
氏

長
登
銅
山
跡
出
土
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
　
善
文
氏

長
登
銅
山
と
古
代
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
木
　
　
充
氏

今
泉
氏
は
、
門
膀
制
の
概
要
と
そ
れ
に
関
係
す
る
木
簡
に
つ
い
て
の
研
究
成

果
の
報
告
、
池
田
氏
は
長
登
銅
山
跡
の
調
査
成
果
を
ス
ラ
イ
ド
を
併
用
し
て
説

明
、
人
木
氏
は
同
遺
跡
出
土
木
簡
の
検
討
成
果
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
な
っ
た
。

◇

一
九
九
八
年

一
二
月
七
日

（
日
）
午
前
九
時
―
午
後
三
時

研
究
集
会

（司
会
　
清
水
み
き
氏

・
石
上
英

一
氏
）



一
九
九
七
年
全
国
出
土
の
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
　
晃
宏
氏

山
垣
遺
跡
出
土
木
簡
の
再
検
討

加
古
千
恵
子
氏

。
平
田
博
幸
氏

・
古
尾
谷
知
浩
氏

下
ノ
西
遺
跡
の
調
査
成
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
　
　
靖
氏

渡
辺
氏
の
報
告
は
、
例
年
通
り
全
国
の
出
土
木
簡
と
そ
の
遺
跡
に
つ
い
て
概

観
し
た
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
本
号
に
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
加
古

・
平

田

・
古
尾
谷
三
氏
の
報
告
は
、
以
前
に
出
土
し
報
告
さ
れ
て
い
た
山
垣
遺
跡
出

土
木
簡
に
つ
い
て
、
保
存
処
理
後
の
再
調
査
の
成
果
を
発
表
し
、
新
た
な
接
続

に
よ
る
知
見
が
呈
示
さ
れ
た
。
田
中
氏
の
報
告
は
、
下
ノ
西
遺
跡
の
概
要
と
木

簡
の
説
明
で
、
出
挙
や
国
司
借
貸
に
関
わ
る
木
簡
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

午
後
か
ら
は
、
二
日
間
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論
が
行
な
わ
れ
、
最

後
に
町
田
章
副
会
長
の
挨
拶
を
も

っ
て
研
究
集
会
を
終
了
し
た
。
な
お
、
本
年

度
は
、
適
当
な
現
場
が
な
い
た
め
発
掘
現
場
見
学
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

長
野
特
別
研
究
集
会

一
九
九
八
年
六
月
五
日

（金
▼

六
日

（土
）
の
両
日
、
木
簡
学
会
二
〇
周

年
記
念
事
業
の

一
環
と
し
て
、
更
埴
市
に
お
い
て
、
長
野
特
別
研
究
集
会
が
開

催
さ
れ
た
。
木
簡
出
上
の
現
地
に
お
け
る
研
究
集
会
の
試
み
と
し
て
は
、　
一
九

九
四
年
九
月
の
新
潟
特
別
研
究
集
会
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
木
簡
学
会
の
主
催
、

長
野
県
立
歴
史
館
と
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
共
催
と
し
て
実
施
し
、

実
務
は
別
に
組
織
し
た
実
行
委
員
会

（委
員
　
小
林
秀
夫
・
佐
藤
信
・
鈴
木
景
二
・

舘
野
和
己
・
偉
田
伊
史
・
早
川
万
年
。
平
川
南
。
福
島
正
樹
・
山
口
英
男
の
各
氏
。
委

員
長
平
川
氏
、
事
務
局
長
福
島
氏
）
と
運
営
委
員
会

（委
員
　
小
林
秀
夫
・
土
屋
積
・

俸
田
伊
史
・
平
川
南
・
広
瀬
昭
広
・
福
島
正
樹
・
百
瀬
長
秀
の
各
氏
、
ほ
か
歴
史
館
・

埋
文
セ
ン
タ
ー
の
方
々
。
委
員
長
小
林
氏
）
が
担
当
し
た
。
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、

各
教
育
委
員
会
を
は
じ
め
地
元
の
方
々
に
は
多
大
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
長
野
県
教
育
委
員
会

・
長
野
市
教
育
委
員
会

。
上
田
市
教
育
委
員
会

。

更
埴
市
教
育
委
員
会

・
信
濃
史
学
会

。
長
野
県
考
古
学
会

・
信
濃
毎
日
新
聞

社

・
動
信
毎
文
化
事
業
財
団
の
ご
後
援
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
通
常
の
研
究

集
会
で
は
参
加
者
を
会
員
に
限
っ
て
い
る
が
、
新
潟
特
別
研
究
集
会
と
同
様
に

今
回
も
地
元
の
研
究
者
や
大
学
院
生
に
も
参
加
を
呼
び
か
け
、
多
数
の
参
加
を

得
た
。

◇

一
九
九
八
年
六
月
五
日

（金
）
（午
前
九
時
１
午
後
五
時
半
）

現
地
見
学
会

長
野
駅
東
口
に
集
合
し
、
バ
ス
三
台
に
分
乗
し
て
見
学
会
に
出
発
し
た
。
午

前
中
は
上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館
と
国
分
寺
跡
の
見
学
、
昼
食
を
挟
ん
で

午
後
は
屋
代
遺
跡
群

・
更
埴
条
里
遺
跡
を
車
中
か
ら
望
み
、
森
将
軍
塚
古
墳

・

古
墳
館
へ
向
か
い
こ
れ
を
見
学
し
、
さ
ら
に
長
野
県
立
歴
史
館
で
屋
代
遺
跡
群

出
土
木
簡
の
観
察
、
常
設
展
示
の
見
学
を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
長
野
市
に
戻
り
、

引
き
続
い
て
懇
親
会
を
開
い
た
。
見
学
会
の
参
加
者
は
、
会
員
人
八
名
、
非
会

員
二
四
名
、
計

一
一
二
名
で
あ
っ
た
。

◇

一
九
九
八
年
六
月
六
日

（土
）
（午
前
九
時
―
午
後
四
時
）

研
究
集
会

（司
会
　
福
島
正
樹
氏

・
平
川
南
氏

・
佐
藤
信
氏
）



「七
世
紀
の
社
会
と
木
簡
―
屋
代
木
簡
を
め
ぐ
っ
て
―
」
と
題
し
て
、
長
野

県
立
歴
史
館
講
堂
に
お
い
て
、
研
究
集
会
を
開
催
し
た
。
佐
藤
宗
諄
副
会
長
の

開
会
挨
拶
、
長
野
県
立
歴
史
館
の
市
川
健
史
館
長
の
歓
迅
挨
拶
の
後
、
実
行
委

員
の
福
島
正
樹
氏
の
司
会
に
よ
っ
て
、
次
の
五
本
の
基
調
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。

信
濃
の
古
代
と
屋
代
遺
跡
群
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
内
　
隆
夫
氏

七
世
紀
の
屋
代
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偉
田
　
伊
史
氏

七
世
紀
の
地
方
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐘
江
　
宏
之
氏

七
世
紀
の
宮
都
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
見
　
泰
寿
氏

律
令
制
の
成
立
と
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舘
野
　
和
己
氏

基
調
報
告
の
後
、
平
川

。
佐
藤
両
氏
の
司
会
に
よ
っ
て
討
論
が
行
な
わ
れ
、

和
田
率
氏
の
挨
拶
に
よ
っ
て
閉
会
し
た
。
参
加
者
は
、
会
員

一
二
三
名
、
非
会

員
九
〇
名
、
計
二

一
三
名
で
あ
っ
た
。
な
お
、
別
室
で
は
、
屋
代
遺
跡
群
出
土

木
簡
、
徳
島
市
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡

（写
真
）
の
展
示
を
行
な
っ
た
。

以
上
の
報
告
及
び
討
論
に
つ
い
て
は
、
本
号
に
掲
載
し
た
。

な
お
、
翌
六
月
七
日

（
日
）
の
午
前
九
時
半
か
ら
午
後
四
時
ま
で
、
「屋
代

木
簡
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
今
よ
み
が
え
る
信
濃
の
古
代
」
が
二

一
一
名
の
参
加
者

を
得
て
長
野
県
立
歴
史
館
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
同
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
実
行
委
員
会
、
共
催
は
木
簡
学
会

・
長
野
県
立
歴
史
館

。
長
野
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
あ
る
。
内
容
は
、
小
林

。
福
島

・
山
口
。
平
川
各
氏
の

基
調
報
告
、
早
川

・
鈴
木
両
氏
の
コ
メ
ン
ト
、
及
び
佐
藤

。
舘
野
両
氏
の
司
会

に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

委
員
会
報
告

◇

一
九
九
七
年

一
二
月
六
日

（土
）
午
前

一
〇
時
三
〇
分
―
午
後
○
時

於
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

総
会
に
先
立
ち
、
会
務

・
総
会
と
研
究
集
会
の
運
営

・
『木
簡
研
究
』
第

一

九
号
の
編
集
経
過
と
価
格
決
定

。
二
〇
周
年
記
念
事
業
の
計
画

。
長
野
特
別
研

究
集
会
の
準
備
状
況

・
会
計
事
務
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
、
審
議
の
上
承
認

さ
れ
た
。

◇

一
九
九
八
年
六
月

一
二
日

（金
）
午
後
二
時
―
午
後
五
時

於
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

会
務
報
告
と
し
て
、　
一
名
の
退
会
、
及
び
幹
事
の
交
替

（今
津
勝
紀
氏
か
ら
山

本
崇
氏
０

が
提
示
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
続
い
て
入
会
審
査
、
長
野
特
別
研

究
集
会
の
結
果

・
会
計
事
務

・
『木
簡
研
究
』
第
二
〇
号
の
編
集
状
況

（担
当

は
清
水
み
き
委
員
と
渡
辺
晃
宏
幹
事
）
。
総
会
と
研
究
集
会
及
び
二
〇
周
年
記
念

事
業
の
準
備
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
行
な
わ
れ
、
審
議
の
上
承
認
さ
れ
た
。

◇

一
九
九
八
年

一
一
月
六
日

（金
）
午
後
二
時
―
午
後
五
時

於
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

会
務
報
告
と
し
て
二
名
の
退
会

（逝
去
）
が
報
告
さ
れ
た
後
、
入
会
審
査
が

行
な
わ
れ
、
九
名
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
続
い
て
会
計
事
務

。
長
野
特
別
研

究
集
会
の
会
計

・
『木
簡
研
究
』
第
二
〇
号
の
編
集

。
二
〇
周
年
記
念
事
業
の

進
行
状
況
の
報
告
が
あ
り
、
審
議
の
上
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
委
員
の
改
選
に

つ
い
て
も
話
し
合
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（鈴
木
景
一
α



昧 簡研究』16～ 20号総目次

会
　
長
　
　
狩
野
　
　
久

副
会
長
　
　
佐
藤
　
をボ
諄

委
　
員
　
　
石
上
　
英

一

櫛
木
　
謙
周

清
水
　
み
き

東
野
　
治
之

平
川
　
　
南

和
田
　
　
奉

岩
本
　
次
郎

鷺
森
　
浩
幸

土
橋
　
　
誠

増
測
　
　
徹

吉
川
　
　
聡

町
田
　
　
章

岩
本
　
正
三

栄
原
永
遠
男

舘
野
　
和
己

永
田
　
英
正

本
郷
　
真
紹

八
木
　
　
充

鈴
木
　
景
二

西
村
さ
と
み

山
下
信

一
郎

吉
川
　
真
司

鎌
田
　
一死
一

佐
藤
　
　
信

寺
崎
　
保
広

西
山
　
良
平

山
中
　
敏
史

鶴
見
　
泰
寿

古
尾
谷
知
浩

山
本
　
　
崇

渡
辺
　
晃
宏

幹 監

事 事 木
簡
学
会
役
員

（
一
九
九
七
。
九
八
年
度
）

365



PROCEEDINGS OF JAPANESE SOCIETY
FOR THE STUDY

OF WOODEN DOCUMENTS

NO.20 1998

Contents

Foreword・ ………………“………………………………………………………………。WADA Atsumu…・̈ i

WOOd(れ Writing Tablets Recovered in 1997-・………・・……・中̈ ―●……・中̈ ●―…………………・……。1

0udine・ …………………………工・中中……………・・…………………………………………………………………・・……̈・ 1

Explanatory Notes・ ……………………………………………………………… …̈…………… 6

Nara Palace Si俺 ,Nara Prefecture,Nara Capittl Site(1),Nara

Prefecture,Nara Capital Site o),Nara Prefecture,Aono Site,

Nara Prefectばe,Fuillwara Palace S■ e,Nara Prefecture,

Sakafuneish Site,Nara Prefectば e,Nagaoka Palace Site,Kyoto

Prefecttre,Site in Blod(3 of East 4h Ward on 2nd Street,

Nagaoka Capitt Site,Kyoto Prefecturei She in West 2nd Ward

on 6血 Street,Nagaoka Capltal Site,Kyoto Prefecture,Site in

Block 3 of West lst Ward on the 3rd Street,Hett Capital Site,

Kyoto Prefecture,Garden of Byodo― in Temple,Kyoto Prefecture;

Salkudani Site,Osaka Prefecture;Osaka Casde Site,Osaka

Prefectば e,Teコma―HonganJi Temple Site,Osaka Prefectば e,Moat
enclosed Sたe,Sakai City,Osaka Prefecture;Higash Asakayama

Site,Osaka Prefecture;ha no sho S■ e,Hyogo Prefectばe;

Yashiki― mac� S■e,Hyogo Prefecture,Katsu Site,Hyogo

Prefectば e,Salnurtt House Site in Akash Casde,Hyogo

Prefecture,Sakaidani S■e,Hyogo Prefecture,Shgen― Miya no

�sh Site,■ 70gO Prefecture,Asaka■ O nO hOn Site,HyOgO



Prefectば e,Daishogun Stte,Shiga Prefecture;Owaki Castle

Site,AidI Prefecttre,Senagawa Site,Shizuoka Prefecture;

S■e � front of Meiii U� Versity Memorial Hall,Tokyo,

Sendagaya 5-Chome Site,Tokyo;Yamaza題 ―Kami no mlnamI Site,

Stttama Prefect刊俺;Sttbara Site,Chba Prefecture;

Koyanagi machi Site,Matsulnoto Casde Sitt lThird Keep),

Nagano Prefecttre,Ise― madi Site,WIatsulnoto Castle Town Site,

Nagano Prefectば e,Miwada Site,Miyagi Prefecture,Ippon'yanagl

Site,MIyagi Prefecture,Shirayama S■ e,Iwate Prefectば e,SanJo

Site,Yamagata Prefecture;Kamitakada Site,Yamagata Prefectば e,

Yamada Site,Yamagatt Prefectばe,Hotta Fon Si俺 ,Akita

Prefecture,DaikoiiShinio Casde site,Aomori Prefectば e,Fukui

Castle She;Fukui Prefectlre,KttR� wa honmadtt Site,Ishikawa

Prefecture,Tomizu-O� sh Si俺 ,Ishikawa Prefecture;Katada― B

Site,Ishikawa Prefecttre,Nanao Casde Town Site,Ishikawa

Prefectば e;Jabami― A Site,Toyama Prefe就 ばe,Futakuchi― Gotanda

sne,TOyama Prefecture,Shimizudo― F Si俺,Toyama Prefecttre;

Shimo no �sh Si俺 ,N�gata Prefectば e,Nakakura Stte,Niigata

Prefecture,Omido Temple Site,Totto�  Prefecture,Santad孤卜I

S■e,SI�回随 Prefecture,Obukuii She,Shimane Prefectばe;

Takata Site,Shimane Prefecture,Hyakkengawa― Yoneda Site,

Okayama Prefecture,Tsudera Stte,Okayama Prefecture,

Sueharakama Site,YaIInagud�  Prefectlre,Hagi Castle Site,

Yalnaguch Prefectば e,Takamatsu Casde Site,Kagawa Prefectば e,

Karmonii Stte,TOkushimaPrefecture,Kaminagam― A Site,

Fttoka Prefecttre;Kas� ―B Stte,Fttoka Prefecture,

Hakata Site,Fukuoka Prefectば e,Uoyamachi Site,Fukuoka Prefecture

Wooden Writiag Tablets Recoverd Before 1977(20)¨ …………………………………………

Fuiiwara Palace Stte,Nara Prefecture・ …………………………………………………………

Amendmeコ止s and Additions(1)。 い。・………い…………………………………………………………………

Yamagalci Si俺 (6),Hyogo Prefectば e,Hakaza Site(16-17),HyogO

Prefectば e,hsagawa Site(18),Hyogo Prefechre,Izumo― kokucho

Site,Shimane Prefecture

Article

A Second Study ofthe Wooden Tablets Found at Prince Nagaya's

WIansion and in his Steward's Once¨ ぃ。……・・―中0中 ………●●………・YAGI Atsuu。 ……・

Record of the Congress in Nagano

Andёnt Shinano and Yasltto Sttes,… ……………・・………………………中TERAUCHI Takao¨ ¨̈

7h Century Wooden Tablets Found � Yashiro Sites… …………………・DENDA hmi¨ "―

7h Century Wooden Tablets Found � Loctt Government Omces

・…………………………………………………………………………………………KANEGAE Hironi¨ ……

(2)

224

224

227

241

266

276



7観l Century Wooden Tablets Found � Palace and Capital Sites

・…………・・……………………………………………………………………………TSURUMI Yasutoshi― ・・中 303

Wooden Tablets and the Establshttnent of uhe Ritsuryo Order

・……………………‥………………………・。……………………̈ ……………………TATENO Kazumi… …… 320

Points of Debate at the Congress h Nagano

“̈ …̈………………………………………・・中̈ 中HIRAKAWA Mhamiand SATO Makoto・中中●334

Book Revlew

SATO Makoto,Ni力 οη ttο級″ηο均協ヵヵ %οカカα%[Palaces― Capitals and Wooden

Tablets in Ancient Japan]・ ……………………………………………………NITO Atush…・・・ 338

New Publication

OBA Osamu,M諺脅α%f κο∂協ゲカαtt ηο ttιSSηケ部もOden Tauettt Messagesと om
艤 nt Times]… ………………………・・・・………………………………MARWAMA Yumiko中 -̈ 345

Buletts,… ……………………………………………………………………………………………SUZUKI Kelii。 中"0347

Contents of Vohttnes 16-20。
中 ¨ 0い ¨ 中 中 ● ¨ ●¨ ●中 ●中 ●中 ●

… …
o中 ●

… … …
●

… … … …
。中 ¨ ●

…
●中 中 中 ●●0中

 350

List of Reports at the Remar Congresses(10世 トー19thJ and Spedal Congresses

Siigata,Nagano)of Oば Sodety… ……………………………………………………………………366

Editor's Notes… ……………・…………………・中い̈ ●……・…………………。・SHIMIZU Miki・ "・¨368

Cduttas:

鳳 ―insc�bed Pottery Unearthed from Block ll,East 2nd Ward on 2nd

Street,He」 o Capital Site・・中̈ ………………………………・・WATANABE A国脳Ю¨̈ ¨42

“0-�e"hscribed Wooden TaЫ et Unearthed at the Fuiivara Palace Site

・̈ …………………………………・・……̈ …………………………………・TERASAKI Yasuhiro……-53
Amouncements

On the Creation of an`的 entS and Additions"Colunn・ “中……………………いい 226

Rettmtions of the Society… ……中… …●●中……………………………………………………。240

Pクb燃ル,妙

JAPANESE SOCIETY
FOR THE STUDY OF W00DEN DOCUMENTS



木
簡
研
究

第
二
〇
号

一
九
九
八
年
十
一
月
一一
十
日
　
印
刷

一
九
九
八
年
十

一
月
二
十
五
日
　
発
行

３０
７７
奈
良
市
二
条
町
三
丁
目
九
番

一
号

〒
一８　
　
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

平
城

，
史
料
調
査
室
　
気
付

編
集
発
行
　
　
　
木
　
　
　
簡
　
　
　
学
　
　
　
会

会
長
　
　
狩
　
野
　
　
久

Ｔ
Ｅ
Ｌ

（宅
里
）
三
一四
十
三
九
三
一

Ｄ
．毎

営
‘一

Ｆ

ュ

舟

戯

一⑮

黒
移

重

寿

０
，

∞
ｐ

」
〕

振
答
口
座

０さ
８
十
六
十

一
五
二
七

京
‐都
市
下
京
区
油
小
路
仏
光
寺
上
ル

印
．

刷
　
　
　
真
　
　
　
　
　
陽
　
　
　
　
　
社

Ｔ
Ｅ
Ｌ
６
菫
ｙ
二
五
一十
六
〇
三
四

ISSN 0912-2060



ISSN 0912-2060



ISSN 0912-2060


	AN00396860_20_hyoushi
	AN00396860_20_mokuji
	AN00396860_20_007_009_hanrei
	AN00396860_20_006_022
	AN00396860_20_023_042
	AN00396860_20_043_045
	AN00396860_20_045_051
	AN00396860_20_052_053
	AN00396860_20_054_055
	AN00396860_20_066_066_2
	AN00396860_20_067_068
	AN00396860_20_073_073_2
	AN00396860_20_074_076
	AN00396860_20_081_082
	AN00396860_20_087_088
	AN00396860_20_091_091
	AN00396860_20_092_093
	AN00396860_20_093_093_2
	AN00396860_20_094_094
	AN00396860_20_095_096
	AN00396860_20_097_098
	AN00396860_20_099_101
	AN00396860_20_102_103
	AN00396860_20_104_105
	AN00396860_20_106_110
	AN00396860_20_122_122_2
	AN00396860_20_129_130
	AN00396860_20_131_131
	AN00396860_20_139_141
	AN00396860_20_149_150
	AN00396860_20_170_170_2
	AN00396860_20_174_174_2
	AN00396860_20_184_184_2
	AN00396860_20_188_188_2
	AN00396860_20_204_204_2
	AN00396860_20_226_226_2
	AN00396860_20_227_231
	AN00396860_20_232_232
	AN00396860_20_233_234
	AN00396860_20_235_235
	AN00396860_20_240_240_kaisoku
	AN00396860_20_264_264_2
	AN00396860_20_347_349_ihou
	AN00396860_20_365_365_gakkaiyakuin
	AN00396860_20_mokuji_en
	AN00396860_20_okuzuke
	AN00396860_20_sehyoushi



